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特集テーマ

(教育と評価)



文学部および大学院人文科学府における「学生による評価」の取り組み

人文科学研究院　　高木　彰彦

1．はじめに

　九州大学文学部では20◎1年度から「学生による授業評価」を開始した。大学院人文科学府では翌

2002年度から授業評価を開始した。現在では授業評価に加えて「カリキュラム・教育体制に関する

調査」も実施し，教官に対しても授業改善に関する調査を行っている。これらの一連の調査は2001

年6月に発足したFD委員会によって行われている。筆者は委員会発足当初から委員だったため，

これまでこうした調査に携わってきた。それは文字通りゼロからの出発であり，手探り状態の中で

の3年間だった。

　本稿では，こうした筆者の経験に基づいて，「学生による授業評価」（以下，「授業評価」）を中心

として，文学部・人文科学府・人文科学研究院における教育と評価についてのこれまでの実績と問

題点，今後の課題について私見を述べてみたい。

ll　FD委員会設立の経緯と授業評価の開始

　文学部におけるFD委員会は2001年6月6日に開催された第30回人文科学研究院教授会において，

その設立が承認された。教授会資料によれば，委員の選出理由は「今後の教育の充実を諮るため」

であり，委員の選出方法は「部内自己点検・評価委員会の推薦によるもの」であった。その任期は

2年であったが，部内自己点検・評価委員会委員の任期中とするというただし書きが付されていた。

　つまりFD委員会は，その言葉が本来意味するところの「能力開発」を目指すための教官の自発

的活動から生まれたのではなく，部内自己点検・評価委員会の，いわば内部委員会的な性格を帯び

てスタートを切ったのである。こうしたFD委員会設立の経緯は，その前年度の暮れに作成された

「文学部・人文科学府・人文科学研究院自己点検評価資料」に湖る。これは大学当局から各部局へ

の要請に応える形で教授会決定されたものだったが，当時の池田紘一研究院長は，これを踏まえて

さらに，2001年度には研究院・学府・学部独自の中・長期計画を策定したい旨教授会で提案された。

そしてそのための制度的措置として，将来計画委員会，自己点検・評価委員会を中核とする拡大将

来計画委員会が設立されたのである。こうした組織的対応が行われた背景には，将来予想される国

立大学の独立行政法人化，当初「トップ30」と呼ばれていた「21世紀COEプログラム」の募集，

法人化に先立って実施される「大学評価・学位授与機構」による点検・評価を控えて，人文科学研

究院・人文科学府・文学部それぞれの中期目標・中期計画の設定と実施を行っておく必要があった

ためと考えられる。結果的に，「21世紀COEプログラム」に選定されるとともに，「大学評価・学

位授与機構」による分野別教育評価「人文学系」（平成14年度着手分）にも選定されたことを鑑み

ると，この池田研究院長による組織的対応はきわめて的確な判断だったと思われる。

　このようにして設立されたFD委員会の当初の役割は，研究院レベルのFD研究会および研修会

の開催であった。それ以前にも，教官の自発的研究会である「談話会」や新任教官による「就任講
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文学部および大学院人文科学府における「学生による評価」の取り組み

人文科学研究院 高木彰彦

1.はじめに

九州大学文学部では2001年度から による授業評価jを開始した。大学続人文科学府では翌

2002年度から授業評価を開始した。現在では授業評価に加えて「カリキュラム・教育体制に関する

調査Jも実施し，教官に対しても授業改轄に関する調査を行っている O これらの一連の調査は2001

年6月に発足したFD委員会によって行われている O 筆者は委員会発足当初から委員だ、ったため，

これまでこうした調査に携わってきたO それは文字通りゼロからの出発であり，手探り状態の中で

の3年間だった。

本穣では，こうした筆者の経験に基づいて， 1学生による授業評舘J(以下， 1授業評鑑J)を中心

として，文学部・人文科学府・人文科学研究践における教育と評留についてのこれまでの実譲と開

題点，今後の課題について私見を述べてみたい。

II FD委員会設立の経緯と授業評価の開始

文学部における FD委員会は2001年6月6日に開催された第30回人文科学研究院教授会において，

その設立が承認された。教授会資料によれば，委員の選出理由は「今後の教育の充実を諮るため」

であり，委員の選出方法は「部内自己点検・評価委員会の推薦によるものjであった。その任期は

2年であったが，部内自己点検・評倍委員会委員のを期中とするというただし書きが付されていた。

つまり FD委員会は，その言葉が本来意味するところの f詫力開発jを日指すための教宮の自発

的活動から生まれたのではなく 部内自己点検・評価委員会の いわば内部委員会的な性格を帯び、

てスタートを切ったのである O こうしたFD委員会設立の経緯は その前年度の暮れに作成された

「文学部・人文科学府・人文科学研究院自己点検評価資料Jに湖る O これは大学当局から各部局へ

の要請に応える形で教授会決定されたものだ、ったが，当時の池田紘一研究院長は，これを踏まえて

さらに， 2001年度には研究院・学府・学部独自の中・長期計画を策定したい旨教授会で提案された。

そしてそのための制度的措置として 将来計画委員会 自己点検・評価委員会を中核とする拡大将

来計画委員会が設立されたのである O こうした組識的対正、が行われた背景に辻 将来予想される毘

立大学の独立行政法人化，当拐「トップ30Jと呼ばれていた 121世紀COEプログラムjの募集，

法人化に先立って実施される「大学評錨・学位授与機構jによる点検・評価を控えて，人文科学研

究院・人文科学府・文学部それぞれの中期目標・中期計画の設定と実施を行っておく必要があった

ためと考えられる O 結果的に， 121世紀COEプログラムjに選定されるとともに， 1大学評価・学

位授与機構Jによる分野別教育評価「人文学系J(平成14年度着手分)にも選定されたことを鑑み

ると，この池田研究院長による組織的対応はきわめて的確な判断だ、ったと思われる O

このようにして設立されたFD委員会の当初の役割は 研究院レベルのFD研究会および研修会

の開催であった。それ以前にも，教官の自発的研究会である「談話会jや新任教官による「就任講



義」のように，FDという名称こそ用いられてはいなかったものの，文学部には研究会・研修会的

性格をもつ催しが存在していた。FD委員会には，ひとまずこうした既存の行事を踏まえつつ，独

自の研修会・研究会を企画していくことが当面の課題として要請されたのだった。ちなみに，最初

のFD委員会委員長はこの談話会のマネジメントを担当していた教官であった。

　筆者の手元に残る拡大将来計画委員会のメモからは，本学におけるFD推進のための概念案とし

て，「全学のすべての教官に年間1回以上のFDへの参加および参加報告書の提出を義務づけ」，「報

告書は各部局を通して自己点検・評価委員会に提出する」といった案を読みとることができる。こ

のことからわかるように，本学におけるFDは当初から（外部向けの）報告的な性格を帯びたもの

として想定されていたようである。しかし，人文科学研究ではこうした研究会および研修会開催の

みならず，「学生による授業評価」等各種調査の企画・実施もFD委員会の大きな職務として位置

づけられた点に大きな特色を見いだすことができる。

　前述の拡大将来計画委員会では，将来における大学評価・学位授与機構による外部評価の実施を

想定して，学生による授業評価の実施も検討課題として位置づけられていた。たまたま筆者は学務

委員でもあったため，学生による授業評価の実施を検討する作業グループが学務委員会内に作られ

た際に，メンバーの一人としてアンケート調査の企画・実施に取り組むことになった。しかし，学

務委員会は教務・学生関係の諸業務を遂行する多忙な委員会であるため，作業の途中で，FD委員

会の方が適切だということになり，同委員会が学生による授業評価等の各種調査を執り行うことと

なったのだった。以下，章を改めて，FD委員会による授業評価の取組状況について述べることに

したい。

皿．授業評価への取り組み

1．2001年度

　先にも述べたように，この時期学務委員会はシラバスの作成業務で時間がとれないため，FD委

員会の実施ということで授業評価は行われることになった。初めての調査ということもあり，専任

教官が担当する学部の講義55科目のみを対象として調査を実施した。55科目の総履修者数は2，527

名であった（表1）。後期最後の2週間のうちに担当教官が調査票を授業中に学生に配布し，授業

終了後に学生掛に設けてある回収箱に提出するよう依頼した。その結果，回収された調査票は495

枚であった。調査票は外部の業者に年度内の入力および集計を依頼した。その後，業者が行った集

計結果をFD委員会が分析し，各教官に全体の集計結果と担当講義の評価結果を知らせるとともに，

今後の調査に対する意見を募った。

　質問内容については，本稿の末尾に調査票を付しておいたので参照されたい。調査を実施するに

あたっては，簡単に集計できるよう5段階に順位尺度化した設問を多く設けた。具体的には，「3

授業への出席の程度」，「4－1授業内容への興味度」，「4－2授業内容の理解度」，「4－3予習・

復習の程度」，「4－4知識や理解の深まり」といった授業内容や授業に対する姿勢に関する項目と，

「5一・1声」「5－2板書」「5－3説明」rS－4配付資料」「5－5授業の進行」「5－6開始時

刻」「5－7休講の数」といった教官の授業テクニックに関する項目である。こうした点数項目以

外に，授業内容およびテクニックに関する意見欄も設けて記入できるようにした。
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義jのように FDという名称こそ溶いられてはい会かったものの，文学部には研究会・研修会的

性格をもっ催しが存在していた。 FD委員会には，ひとまずこうした既存の行事を踏まえつつ，独

自の研修会ー研究会を全雷していくことが当面の課題として要請されたのだ、った。ちなみに最初

のFD委員会委員長はこの談話会のマネジメントを担当していた教官であった。

筆者の手元に残る拡大将来計冨委員会のメモからは 本学における FD推進のための概念案とし

て， 1全学のすべての教官に年間 l回以上のFDへの参加および参加報告書の提出を義務づけJ，1報
告書は各部局を通して自己点検・評錨委員会に提出するjといった案を読みとることができる O こ

のことからわかるように 本学における FDは当初から(外部向けの)報告的な性格を帯びたもの

として想定されていたようであるO しかし，人文科学研究ではこうした研究会および研修会開鑓の

みならず， 1学生による授業評価」等各種調査の企画・実施も FD委員会の大きな職務として位置

づけられた点に大きな特色を見いだすことができる O

前述の拡大将来計問委員会では，将来における大学評価・学位授与機構による外部評価の実施を

想定して，学生による授業評価の実施も検討課題として位置づけられていた。たまたま筆者は学務

委員でもあったため 学生による授業評価の実施を検討する作業グループが学務委員会内に作られ

た際に，メンバーの一人としてアンケート調査の企画・実施に取り組むことになった。しかし，学

務委員会は教務・学生関係の諸業務を遂行する多忙な委員会であるため，作業の途中で， FD委員

会の方が適切だということになり 問委員会が学生による授業評価等の各種調査を執り行うことと

なったのだ、った。以下，章を改めて， FD委員会による授業評価の取組状況について述べることに

したい。

目授業評価への取り組み

1. 2001年度

先にも述べたように，この時期学務委員会はシラバスの作成業務で時間がとれないため， FD委

員会の実施ということで授業評缶詰行われることになった。拐めての謂査ということもあち，専を

教官が担当する学部の講義55科目のみを対象として調査を実施した。 55科目の総履修者数は2，527

名であった(表1) 0 後期最後の2週間のうちに担当教官が謂査票を授業中に学生に配布し，授業

終了後に学生掛に設けてある回収箱に提出するよう依頼した。その結果，回収された調査票は495

枚であった。調査票は外部の業者に年度内の入力および集計を依頼した。その後，業者が行った集

計結果をFD委員会が分析し，各教官に全体の集計結果と担当講義の評価結果を知らせるとともに，

今後の調査に対する意見を募った。

質問内容については 本稿の末尾に調査票を付しておいたので参照されたい。調査を実施するに

あたっては，簡単に集計できるよう 5段階に}ll貢位尺度化した設聞を多く設けた。具体的には， 13 

授業への出席の程度J，14-1授業内容への興味度J，14 -2授業内容の理解度J，1 4 -3予習・

復習の程度J，14 -4知識や理解の深まりjといった授業内容や授業に対する姿勢に関する項目と，

15 -1声J15 -2板書J15 -3説明J15 -4配付資料J15 -5授業の進行J15 6開始時

刻J15 -7休講の数jといった教官の授業テクニックに関する項目である O こうした点数項目以

外に，授業内容およびテクニックに関する意見欄も設けて記入できるようにした。
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　表2は，点数項目の集計結果を示したものである。担当教官には，この全体集計結果と各自の担

当講義の結果とを返却し比較できるようにしたが，各教官の集計結果は本人以外には公表しなかっ

た。以下，設問毎に特色を見ていこう。「学年」では文学部の2年生がほぼ半数を占め，2年生が

講義の履修の中心となっていることがわかる。r履修の動機」では「シラバスを見て」が半数近く

を占め，次いで「所属研究室の授業だから」という必修科目との関連で履修選択していることがわ

かる。「授業の出席状況」は80％以上が最も多く出席状況は良好である。とはいえ，欠席者の回答

は表には出てこないので，実際の出席率はもっと低いものと思われる。「授業内容の興味度」は平

均値が4．0で興味深いことが示唆されるものの，「授業内容の理解度」はそれほどは高くなく，興味

度ほどには理解度は十分ではないようである。「予習・復習の程度」については2が最も多く，あ

まり予習・復習をしていない。「専門分野の知識が深まったか」については，4が最も多く，概ね

深まったといえる。

　次に授業のテクニックに関する質問だが，最多頻度が4である項目がほとんどで，概ね良好とい

えよう。その中で「板書」のみが相対的に得点が低く，改善の余地があるかと思われる。もっとも

「板書のわかりにくさ」とは，板書のまずさを指しているのか，板書そのものが不足しているのか，

判断つきかねるが，意見欄を見る限り，「板書をもう少しわかりやすくしていただきたいです」や

「板書配布資料が有ったら，もっと分かり易くなるだろうと思います」などと両者の意見があり，

双方の意味合いのあることがわかる。

2．2002年度

2002年度は学部と大学院において授業評価を行った。学部については，前年度の回収率が19．6％

表1　各年次における授業評価の方法

年度 学　　　　　部 学　　　　　　　府

調査の対象 2001 専任教官による講義 実施せず

2002 全ての講義 専任教官による授業

2003 全ての授業 全ての授業

調査の時期 2001 後期最後の2週間 実施せず

2002 後期最後の2週間 後期最後の2週間
20◎3 後期最後の2週間 後期最後の2週間

配布の方法 20◎1 担当教官による説明・配布 実施せず

2002 担当教官による説明・配布 大学院生の代表者による説明・配布

2003 TAによる説明・配布 TAによる説明・配布

配布枚数 2001 2，527 実施せず

2002 2，949 202

2003 5，046 492

回収の方法 2001 学生が回収箱に投函 実施せず

2◎◎2 担当教官が回収 大学院生の代表者が回収

2003 TAが回収 TAが回収
回収枚数 2001 495 実施せず

2002 1，259 102

2003 2，514 318
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2は，点数項目の集計結果を示したものである O 担当教官には，この全体集計結果と各自の担

当講義の結果とを返却し比較できるようにしたが，各教官の集計結果は本人以外には公表しなかっ

た。以下，設問毎に特色を見ていこう o I学年Jでは文学部の2年生がほぼ半数を占め 2年生が

講義の履惨の中心となっていることがわかる oI履修の動機jでは「シラパスを見て」が半数近く

を占め，次いで「所震研究室の授業だからjという必穆科吾との関連で緩惨選択していることがわ

かるo I授業の出席状況jは80%以上が最も多く出席状況は良好である O とはいえ 欠席者の回答

は表には出てこないので，実際の出席率はもっと低いものと思われる oI授業内容の興味度jは平

均値が4.0で興味深いことが示唆されるものの， I授業内容の理解度jはそれほどは高くなく，興味

度ほどには理解度は十分ではないようである o I予習・復習の程度」については2が最も多く，あ

まり予習・復習をしていない。「専門分野の知識が深まったかjについては 4が最も多く，概ね

深まったといえるG

次に授業のテクニックに関する質問だが，最多頻度が4である項目がほとんどで，概ね良好とい

えよう O その中で「板番Jのみが相対的に得点が低く，改善の余地があるかと思われる O もっとも
わかりにくさjとは，板書のまずさを指しているのか，板番そのものが不足しているのか，

判断っきかねるが 意見欄を見る限り， I板書をもう少しわかりやすくしていただきたいですJや

配布資料が有ったら，もっと分かり易くなるだろうと患いますjなどと再者の意見があり，

双方の意味合いのあることがわかる O

2. 2002年度

2002年度は学部と大学院において授業評価を行った。学部については，前年度の回収率が19.6%

表 l 各年次における授業評倍の方法

年度 十品ι 苦E ず出品ー 府

調ままの対象 2001 専任教官による講義 実施せず

2002 全ての講義 専任教官による

2003 全ての授業 全ての授業

調査の時期 2001 後期最後の2週間 実施せず

2002 後期最後の2選関 後期最後の2週間

2003 後期最後の2遺爵 後患最後の2選関

配布の方法 2001 担当教官による説明・配布 実施せず

2002 担当教官による説明・配布 大学院生の代表者による説明・配布

2003 TAによる説明・配布 TAによる説明・配布

配柑枚数 2001 2，527 実施せず

2002 2，949 202 

2003 5，046 492 

出収の方法 2001 学生が回収籍に投函 実諸せず

2002 担当教官が田技 大学琵生の代表者が田技

2003 TAが間~又 TAカ宝田ヰ又

回収枚数 2001 495 実施せず

2002 1，259 102 

2003 2，514 318 
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サンプル　数495表2　文学部における授業評価アンケート（2001年度）

質問内容 項　目 集　　計　　結　　果

1（所属・学年） 文学部 1年 2年 3年 4年 他 計 合計
人　数 96 238 85 37 6 462 490

割　合 19．6 48．6 17．3 7．6 1．2 94．3

他学部 1年 2年 3年 4年 他 計

人　数 0 0 18 7 3 28

割　合 0．0 0．0 3．7 1．4 0．6 5．7

2（履修目的） 項　目 ユ 2 3 4 5 6 7 合計
人　数 111 243 21 46 0 23 48 492

割　合 22．6 49．4 4．3 9．3 0．0 4．7 9．8 100．0

3（出席状況） 評価 1 2 3 4 5 合計 平均
人　数 1 12 44 94 344 495

割　合 0．2 2．4 8．9 19．0 69．5 100．0 4．6

4－1（授業興味） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均
入　数 3 29 98 194 171 495

割　合 0．6 5．9 19．8 39．2 34．5 100．◎ 4．0

4－2（授業理解） 評価 1 2 3 4 5 合計 平均
人　数 3 45 172 2◎3 71 494

割　合 ◎．6 9．1 34．8 41．1 14．4 10◎．0 3．6

4－3（予習復習） 評価 1 2 3 4 5 合計 平均
入　数 105 176 149 51 14 495

割　合 2L2 35．6 30．1 10．3 2．8 100．0 2．4

4－4（理解知識） 評価 1 2 3 4 5 合計 平均
人　数 13 42 159 195 86 495

割　合 2．6 8．5 32．1 39．4 17．4 100．0 3．6

5－1（声） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均
人　数 7 34 96 187 168 492

割　合 1．4 6．9 19．5 38．0 34．1 100．0 4．0

5－2（板書） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均
人　数 16 104 177 132 55 484

割　合 3．3 21．5 36．6 27．3 11．4 100．0 3．2

5－3（説明） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均
人　数 5 45 127 214 102 493

割　合 1．0 9．1 25．8 43．4 20．7 100．0 3．7

5－4（配布資料） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均
人　数 7 34 111 145 180 477

割　合 1．5 7．1 23．3 30．4 37．7 10◎．0 4．0

5－5（進行） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均
人　数 1 24 308 129 30 492

割　合 0．2 4．9 62．6 26．2 6．1 1◎◎．0 3．3

5－6（開始時刻） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均
人　数 8 23 135 90 236 492

割　合 1．6 4．7 27．4 18．3 48．0 10α0 4ほ

5－7（休講〉 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均
人　数 39 50 170 61 173 493

割　合 7．9 10．1 34．5 12．4 35ユ 100．0 3．6
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表2 文学部における授業評価アンケート (2001年度) サンプル数495

質問内容 項目 集 計 来吉 果

1 (所属・学年) 文学部 l年 2年 3年 4年 イ也 計 合計

人数 96 238 85 37 6 462 490 

割合 19.6 48.6 17.3 7.6 1.2 94.3 

他学部 l年 2年 3年 4年 イ也 計

人数 。 O 18 7 3 28 

割合 0.0 0.0 3.7 1.4 0.6 5. 7 

2 (履修目的) 明日 l 2 3 4 5 6 7 合計

人数 111 243 21 46 O 23 48 492 

割合 22.6 49.4 4.3 9.3 0.0 4.7 9.8 100.0 

3 (出席状況) 評価 2 3 4 5 合計 平均

人数 l 12 44 94 344 495 ~ 
割合 0.2 2.4 8.9 19.0 69.5 100.0 4.6 

4 -1 (授業興味) 評鍛 1 2 3 4 5 合計 平均

人数 3 29 98 194 171 495 ~ 
説合 0.6 5.9 19.8 39.2 34.5 100.0 4.0 

長-2 (授業理解) 評錨 2 3 4 5 合計 平均

人数 3 45 172 203 71 494 ~ 
割合 0.6 9.1 34.8 41.1 14.4 100.0 3.6 

4 -3 (予習復習) 評価 2 3 4 5 合計 平均

人数 105 176 149 51 14 495 ~ 
割合 21. 2 35.6 30.1 10.3 2.8 100.0 2.4 

4 -4 (理解知識) 評価 2 3 4 5 合計 平均

人数 13 42 159 195 86 495 ~ 
割合 2.6 8.5 32.1 39.4 17.4 100.0 3.6 

5 -1 (声) 評価 1 2 3 4 5 合計 平均

人数 7 34 96 187 168 492 ~ 
割合 1.4 6.9 19.5 38.0 34.1 100.0 4.0 

5 -2 (板書) 評価 1 2 3 4 5 合計 平均

人数 16 104 177 132 55 484 ~ 
制合 3.3 21. 5 36.6 27.3 11. 4 100.0 3.2 

5 -3 (説明) 評価 1 2 3 4 5 合計 平均

人数 5 45 127 214 102 493 ~イ
割合 1.0 9.1 25.8 43.4 20.7 100.0 3.7 

5 -4 (配布資料) 評価 1 2 3 4 5 合計 平均

人数 7 34 111 145 180 477 ~ 
割合 1.5 7.1 23.3 30.4 37.7 100.0 4.0 

5 -5 (進行) 評儲 l 2 3 4 5 合計 平均

人数 l 24 308 129 30 492 ~ 
鰐合 0.2 4.9 62.6 26.2 6.1 100.0 3.3 

5 -6 (開始時刻)

話
1 2 3 4 5 合計 平均

8 23 135 90 236 492 ~ 
1.6 4.7 27.4 18.3 48.0 100.0 4.1 

5 -7 (徐講) 評錨 1 2 3 4 5 合計 平均

人数 39 50 170 61 173 493 ~ 
割合 7.9 10.1 34.5 12.4 35.1 100.0 3.6 
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表3　文学部における授業評価アンケート（2002年度） サンプル　数1，259

質問内容　　　項目 集　　計　　結　　果
1（所属・学年）

@（研究室〉

文学部 1年 2年 3年 4年 文学部計 総計

人　数 225 523 276 75 1，◎99 1，259

他学部 教育学部 工学部 理学部 経済学部 法学部 21CP その懸棚 他学部計
人　数 14 3 2 57 23 6 55 160

研究室 哲　学 倫理学 インド哲鞍 中醜鞍 美学・美鞭 日本史学 東洋史学 朝鮮史学 考古学

人　数 8 21 5 1 79 76 43 1 29

研究室 西洋史学 イスラム文明史 国語国文学 中国文学 英騨英文学 独文学 仏文学 語学鯛講 地理学

人　数 55 0 69 15 58 17 6 90 54

研究室 心理学 比較宗教学 社会学・地域

沁ヮﾐ会学

人　数 73 32 77

2（履修還的） 項　目 1 2 3 4 5 6 合計

人　数 293 552 52 155 19 85 1，156
割合（％〉 25．3 47．8 4．5 13．4 L6 7．4 1◎◎．◎

3（出席状況） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 38 135 327 745 1，245 4．4

割判％〉 0．0 3．1 10．8 26．3 59．8 100．0

4－1（授業興味） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 薫7 112 292 526 312 1，259 3．8

割合（％） L4 8．9 23．2 4L8 24．8 1◎◎．◎

4－2（授業理解） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 12 219 432 458 137 1，258 3．4

割合（％） 1．0 17．4 34．3 36．4 10．9 100．0

4－3（予習復習） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 316 415 385 117 26 1，259 2．3

割合（％） 25」 33．0 30．6 9．3 2．1 100．0

4－4（理解知識） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 39 179 4◎7 496 137 1，258 3．4

割合（％） 3ほ 14．2 32．4 39．4 1◎．9 10◎．◎

5－1（声） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 16 122 300 452 363 1，253 3．8

割合（％） 1．3 9．7 23．9 36．1 29．0 100．0

5－2（板書） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 46 293 5◎3 257 129 1，228 3ほ
割合（％〉 3．7 23．9 4L◎ 2◎．9 1◎．5 1◎◎．0

5－3（説明） 評価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 10 138 4◎7 466 232 1，253 3．6

割創％） 0．8 11．0 32．5 37．2 18．5 100．0

5－4（配布資料） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 14 51 312 410 449 1，236 4．0

割合（％） 1．1 4．1 25．2 33．2 36．3 100．0

5－5（進行） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 2 60 868 280 41 1，251 3．2

割合（％） ◎．2 4．8 69．4 22．4 3．3 1◎◎．0

5－6（開始時刻〉 評価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 1◎ 79 340 286 537 1，252 4．◎

割合（％） 0．8 6．3 27．2 22．8 42．9 100．0

5－7（休講） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 20 84 440 174 533 1，251 3．9

割合（％） 1．6 6．7 35．2 13．9 42．6 10◎．◎
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表3 文学部における授業評価アンケート (2002年度) サンプル数1，259

質問内容 項目 集 計 結 果

1 (所構・学年) 文学部 1年 2年 3年 4年 文学部計 捻計

人数

璽事工号
276 75 1，099 1，259 

龍学部 理学部 経詩学部 法学部 21C P そ奇襲ー不場 地学部計

人数 2 57 23 6 55 160 

研究室 才E斤rー学才一 倫理学 インド哲学史 中間哲学史 美学・美紋 日本史学 東洋史学 朝鮮史学 考古学
人数 8 21 5 79 76 43 1 29 

研究室 西洋史学 イA7LX明史 国語・国文学 中国文学 英語学・政学 独文学 仏文学 請t'~ffl~群 地理学

人数 55 。 69 15 58 17 6 90 M 

研究室 心理学 比較宗教学 福社会祉学社会地域学

人数 73 32 77 

2 (履修目的) 項 呂 1 2 3 4 5 s 合計
人数 293 552 52 155 19 85 1，156 

暫合(誌) 25.3 47.8 4.5 13.4 1.6 7.4 100.0 

3 (出席状況) 評栖 1 2 3 4 5 合計 平均

人数 38 135 327 745 1，245 4.4 

割合(弘) 0.0 3.1 10.8 26.3 59.8 100.0 

4 1 (授業興味) 評錨 1 2 3 4 5 合計 平均

人数 17 112 292 526 312 1，259 3.8 

書i合{誌) 1.4 8.9 23.2 41.8 24.8 100.0 

4 2 (授業理解) 評髄 l 2 3 4 5 合計 平均

人数 12 219 432 458 137 1，258 3.4 

割合(%) 1.0 17.4 34.3 36.4 10.9 100.0 

4 3 (予習復習) 評価 1 2 3 4 5 合計 平均

人数 316 415 385 117 26 1，259 2.3 

割合(%) 25.1 33.0 30.6 9.3 2.1 100.0 

4 -4 (溜解知識) 評価 2 3 4 5 合計 平均 | 
人数 39 179 407 496 137 1，258 3.4 

事i合(詰) 3.1 14.2 32.4 39.4 10.9 100.0 
5 1 (戸) 評髄 l 2 3 4 5 合計 平均

人数 16 122 300 452 363 1，253 3.8 

割合(%) 1.3 9. 7 23.9 36.1 29.0 100.0 

5 2 (板番) 評価 1 2 3 4 5 合計 平均

人数 46 293 503 257 129 1，228 3.1 

醤合(覧) 3.7 23.9 41.0 20.9 10.5 100.0 

5 -3 (説明〉 評語 1 2 3 4 5 合計 平均

人数 10 138 407 466 232 1，253 3.6 

割合(%) 0.8 11. 0 32.5 37.2 18.5 100.0 

5 -4 (配布資料) 評価 l 2 3 4 5 合計 平均

人数 14 51 312 410 449 1，236 4.0 

割合(%) 1.1 4.1 25.2 33.2 36.3 100.。
5 -5 (進行) 評価 1 2 3 4 5 合計 平均

人数 2 60 868 280 41 1，251 3.2 

割合(弘) 0.2 4.8 69.4 22.4 3.3 100.0 

5 -6 (開始時梨〉 評鍾 l 2 3 4 5 合計 平均

人数 10 79 340 286 537 1，252 4.0 

割合(%) 0.8 6.3 27.2 22.8 42.9 100.0 

5 -7 (休講) 評価 l 2 3 4 5 合計 平均

人数 20 84 440 174 533 1，251 3.9 

割合(免) 1.6 6.7 35.2 13.9 42.6 100.0 
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と2割に満たなかったため，2002年度は回収率を上げるために授業担当教官に配布および回収も

行ってもらうことにした。教官が回収すると授業評価の客観性が損なわれるという意見もあるが，

委員会内では客観性よりも回収率を重視すべきだという意見が強かった。また，本年度は講義を担

当されている非常勤講師の方にもお願いした。その結果，配布数2，　949枚，回収数1，259枚で回収率

は42．7％であった（表1）。なお，調査項目は前年度と同じで，調査の時期も後期の最後の2週間

ということで，ほぼ同時期であった。全体の集計結果を表3に示す。表3からわかるように，サン

プル数は倍以上に増加したものの，集計結果はほぼ同様な結果が得られた。しかし，注意深く見る

と，どの項目も0．1～0．2ポイント低下していることがわかる。この理由を回収方法の違いによるも

のとみなすのか，それとも回収枚数が増えたことによって，授業態度がそれほど熱心ではない学生

の評価結果が反映されたものとみなすのかはわからない。この低下の数値を低いとみなせば，調査

票の回収方法による結果の違いは大差ないことになる。ここでは，一様に数値が低下していること

のみ指摘しておきたい。

　なお，2002年度の学部の集計結果については，九州大学文学部FD委員会（2003）f九州大学文

学部・大学院人文科学府　平成14年度授業評価・教育体制に関する調査報告書」にまとめてあるの

で，詳しくは同報告書を参照していただくとして，本稿ではこれ以上は触れない。

　大学院生による授業評価は2002年度に初めて行ったので，概要を述べておきたい。表4は大学院

生に対して行った質問内容の集計結果である。質問項目は学部のそれをほぼ踏襲したので，調査票

の掲載は省略した。「現代文化論」（大学院重点化にともない2000年度に新設された科目で，大学院

生全員に対する必修科目となっている。したがって，大学院の授業にしてはクラスサイズは大きく

なる。）を除けば大学院の授業は少人数で行われているため，授業ごとに配付・回収せず，講座ご

とに院生の代表者を決めて，この代表者を通じて調査票の配付・回収を行った。大学院生の回答の

特色は，点数項目の平均値を見れば分かるように，学部に比して得点がきわめて高いことである。

これをどのように解釈するのかは意見の分かれるところだが，大学院の授業のみが内容的に優れて

いるとは考えがたく，やはり，少人数の授業であるため，回答者の氏名が特定されてしまうことを

考慮して意識的に高い評価を与えたものと推測される。そうした意識については意見欄にも記入さ

れていた。したがって，クラスサイズが1～2名の少人数の場合には，調査にあたってこうした点

を考慮すべきであろう。

3．2003年度

　本稿執筆時点で，2003年度の授業評価は調査票の配布期間にあたっている。したがって，今年度

の結果については4月以降の分析を待つ必要があるため，ここでは，前年度と異なる箇所のみ列挙

することにしたい。まず，対象とする授業を講義のみにとどめず文学部および人文科学府で開講さ

れているすべての授業科目にしたことである。その結果，配布枚数も学部で5，046枚，大学院で492

枚と，前年度に比べて倍近くになった。演習や実験といった科目に対しても同様の調査票で良いの

かどうか，今後の分析結果を待たねばなるまい。また，調査票配布・回収時の客観性保持のため，

今年度は配布・回収作業をティーチング・アシスタント（TA）に行ってもらうことにした。この

点もどういつだ評価が下されるのか，今後の分析を待って判断したい。さらに，大学院生に対する
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と2割に満たなかったため 2002年度は回収率を上げるために授業担当教官に配布および回収も

行ってもらうことにした。教官が回収すると授業評儲の客観性が損なわれるという意見もあるが，

委員会内では客観性よりも回収率を重視すべきだという意見が強かった。また 本年度は講義を担

当されている非常勤講締の方にもお願いした。その結果，配布委支2，949枚，回収数1，259枚で回収率

は42.7%であった(表1) 0 なお，調査項目は前年度と同じで，調査の時期も後期の最後の2週間

ということで，ほぼ同時期であった。全体の集計結果を表3に示す。表3からわかるように，サン

プル数は能以上に増加したものの，集計結果誌はほ同様な結果が得られた。しかし，注意深く見る

と，どの項目も0.1--0.2ポイント低下していることがわかる O この理由を回収方法の濃いによるも

のとみなすのか，それとも回収枚数が増えたことによって，授業態度がそれほど熱心ではない学生

の評価結果が反映されたものとみなすのかはわからない。この低下の数値を低いとみなせば，調査

票の回収方法による結果の違いは大差ないことになる O ここでは 一様に数値が低下していること

のみ指捕しておきたい。

なお， 2002年度の学部の集計結果については，九州大学文学部FD委員会 (2003)r九州大学文
学部・大学続人文科学府 平成14年度授業評価・教育体制に関する調査報告書jにまとめであるの

で，詳しくは同報告書を参摂していただくとして，本稿ではこれ以上段触れ会い。

大学院生による授業評価は2002年度に初めて行ったので，概要を述べておきたい。表4は大学院

生に対して行った質問内容の集計結果である O 質問項目は学部のそれをほぼ踏襲したので，調査察

の掲載は省略した。「現代文化論J(大学院重点化にともない2000年度に新設された科目で，大学院

生全員に対する必修科目となっている O したがって 大学院の授業にしてはクラスサイズは大きく

なる。)を除けば大学院の授業は少人数で行われているため，授業ごとに配付・屈収せず¥講座ご

とに院生の代表者を決めて この代表者を通じて調査禦の配付・回収を行った。大学院生の回答の

特色は，点数項目の平均値を見れば分かるように，学部に比して得点がきわめて高いことである O

これをどのように解釈するのかは意見の分かれるところだが，大学院の授業のみが内容的に優れて

いるとは考えがたく，やはり，少人数の授業であるため，回答者の氏名が特定されてしまうことを

考憲して意識的に高い評留を与えたものと推灘される O そうした意識について誌意見織にも記入さ

れていた。したがって，クラスサイズが1-2名の少人数の場合には，調査にあたってこうした点

を考慮すべきであろう O

3. 2003年度

本稿執筆時点で 2003年度の授業評揺は調査票の配布期間にあたっている O したがって，今年度

の結果については4月以降の分析を待つ必要があるため，ここでは，前年度と異なる箇所のみ列挙

することにしたい。まず，対象とする授業を講義のみにとどめず文学部および人文科学府で開講さ

れているすべての授業科Bにしたことである O その結果，配布枚数も学部で5，046枚，大学院で492

枚と，前年度に比べて倍近くになった。 演習や実験といった科目に対しでも同様の調査票で良いの

かどうか，今後の分析結果を待たねばなるまい。また，謂査票配布・屈校時の客観性保持のため，

今年度は配布・回収作業をティーチング・アシスタント (TA)に行ってもらうことにした。この

点もどういった評価が下されるのか，今後の分析を待って判断したい。さらに，大学院生に対する
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表4　学府授業評価の集計結果（2002年度） サンプル　数102

項 目 集 計　　結 果
人文基礎専攻 哲学・倫理昌 東洋思想 芸術学
人 数 9 4 10

歴史的空間論 日本史学 アジア史学 広域文明史学 地理学
1（所属・学年） 人 数 11 13 3 5

言語・文学 日本・東洋文学 西洋文学 言語学
人 数 15 20 9

学 年 修士1 修士2 修士3 博士1 博士2 博士3 空欄
人 数 21 27 0 8 9 22 7

高論
評 価 1 2 3 4 5 合計 平均

2－1－1（出席） 人 数 0 1 3 15 72 91 4．7

割　合 （％） 0．0 1．1 3．3 16．5 79．1 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－1－3（理解） 人 数 0 2 9 33 47 91 4．4

割　合 （％） 0．0 2．2 9．9 36．3 51．6 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－1－4（教官説明） 人 数 0 1 10 28 52 91 4．4

割　合 （％） 0．0 1．1 11．0 30．8 57．1 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－1－5（資料参考） 人 数 0 1 5 31 54 91 4．5

割　合 （％） 0．0 1．1 5．5 34．1 59．3 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－1－6（個人努力） 人 数 0 8 31 32 20 91 3．7

割　合 （％） 0．0 8．8 34．1 35．2 22．0 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－1－7（興味） 人 数 0 0 10 28 51 89 4．5

割　合 （％） 0．0 0．0 11．2 31．5 57．3 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－1－8　（深まり） 人 数 0 1 12 30 46 89 4．4

割　合 （％） 0．0 1．1 13．5 33．7 51．7 100．0

研究
評 価 1 2 3 4 5 合計 平均

2－2－2　（出席） 人 数 0 2 1 11 74 88 4．8

割　合 （％） 0．0 2．3 1．1 12．5 84．1 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－2－3（参加） 人 数 0 4 12 22 50 88 4．3

割 合 0．0 4．5 13．6 25．0 56．8 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－2－4　（理解） 人 数 1 0 19 27 41 88 4．2

割 合 1．1 0．0 21．6 30．7 46．6 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－2－5（教官説明） 人 数 0 1 9 27 51 88 4．5

割 合 0．0 1．1 10．2 30．7 58．0 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－2－6（個人努力） 人 数 0 4 16 33 34 87 4．1

割 合 0．0 4．6 18．4 37．9 39．1 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－2－7（興味） 人 数 0 1 5 31 50 87 4．5

割 合 0．0 1．1 5．7 35．6 57．5 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－2－8（深まり） 人 数 0 1 8 26 52 87 4．5

割 合 0．0 1．1 9．2 29．9 59．8 100．0

論文指導
評 価 1 2 3 4 5 合計 平均

2－3－2（指導状況） 人 数 1 5 25 34 27 92 3．9

割 合 1．1 5．4 27．2 37．0 29．3 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－3－3（適切） 人 数 0 1 9 20 61 91 4．5

割 合 0．0 1．1 9．9 22．0 67．0 100．0

現代文化論科目
評 価 1 2 3 4 5 合計 平均

2－4－2（出席） 人 数 1 0 3 15 39 58 4．6

割 合 1．7 0．0 5．2 25．9 67．2 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－4－3　（理解） 人 数 2 6 8 21 21 58 3．9

割 合 3．4 10．3 13．8 36．2 36．2 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－4－4（教官説明） 人 数 1 6 7 16 27 57 4．1

割 合 1．8 10．5 12．3 28．1 47．4 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－4－5（資料参考） 人 数 1 2 8 19 27 57 4．2

割 合 1．8 3．5 14．0 33．3 47．4 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－4－6（個人努力） 人 数 1 13 15 17 11 57 3．4

割 合 1．8 22．8 26．3 29．8 19．3 100．0

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2－4－7（興味） 人 数 1 5 8 17 27 58 4．1

割 合 1．7 8．6 13．8 29．3 46．6 100．0

一7一

数102

項目
哲学・倫理集享

計 小生士口 果
人文基礎専攻 東洋思想 芸術学
人 妻女 9 4 10 
歴史的空間論 日本史学 アジア史学 広域文明史学 地理学~

1 (所属・学年) 人 数 11 13 3 
百語・文学 日本・東洋文学 西洋文学 一日三ロ五口寸5t

人 妻女 15 20 9 
寸51: 年 修士l 修士2 修士3 博士l 博士~ 博士3

22
1 空欄 ~ 

人 妻女 21 27 O 9 I 22 

サンプル学府授業評価の集計結果 (2002年度)表4

評 価 l 2 3 4 5 合計 平均
2 -1 -1 (出席) 人 妻女 O 1 3 15 72 91 

割合(%) 0.0 1.1 3.3 16.5 79.1 100.0 
評 価 l 2 3 4 5 合計 平均

2 -1 -3 (理解) 人 数 O 2 9 33 47 91 
割合(%) 0.0 2.2 9.9 36.3 51. 6 100.0 
評 価 l 2 3 4 5 合計 平均

2-1-4 (教官説明) 人 数 O 1 10 28 52 91 4.4 I 
割合(%) 0.0 1.1 11. 0 30.8 57.1 100.0 
評 価 l 2 3 4 5 合計 平均

2 -1 -5 (資料参考) 人 数 O 1 5 31 54 91 4.5 
割合(%) 0.0 1.1 5.5 34.1 59.3 100.0 
評 価 l 2 3 4 5 合計

2 -1 -6 (個人努力) 人 数 O 8 31 32 20 91 3. 7 
割合(%) 0.0 8.8 34.1 35.2 22.0 100.0 
評 価 1 2 3 4 5 合計

2 -1 -7 (興味) 人 数 O O 10 28 51 89 4.5 
割合(%) 0.0 0.0 11. 2 31. 5 57.3 100.0 
評 価 1 2 3 4 5 合計

2 -1 -8 (深まり) 人 数 O 1 12 30 46 89 4.4 
割合(%) 0.0 1.1 13.5 33. 7 51. 7 100.0 

特論

評 価 1 2 3 4 5 合計 平均
2 -2 -2 (出席) 人 数 O 2 1 11 74 88 4.8] 

割合(%) 0.0 2.3 1.1 12.5 84.1 100.0 
評 価 1 2 3 4 5 合計 平均

2 -2 -3 (参加) 人 妻女 O 4 12 22 50 88 4.3 I 
害』 メ口~ 0.0 4.5 13.6 25.0 56.8 100.0 
評 価 1 2 3 4 5 合計

2 -2 -4 (理解) 人 妻女 1 O 19 27 41 88 4.2 
割 J口L 1.1 0.0 21. 6 30. 7 46.6 100.0 
評 価 l 2 3 4 5 合計 平均

2 -2 -5 (教官説明) 人 数 O l 9 27 51 88 4.51 
割 三仁』3 0.0 1.1 10.2 30. 7 58.0 100.0 
評 価 l 2 3 4 5 合計 平均

2 -2 -6 (個人努力) 人 数 O 4 16 33 34 87 4.1 I 
害り ぷE』3 0.0 4.6 18.4 37.9 39.1 100.0 
評 価 1 2 3 4 5 合計 平均

2-2-7 (興味) 人 数 O 1 5 31 50 87 4.51 
割 ム仁3、 0.0 1.1 5. 7 35.6 57.5 100.0 
評 価 1 2 3 4 5 合計

2 -2 -8 (深まり) 人 数 O 1 8 26 52 87 4.5 
害U メEE3h 0.0 1.1 9.2 29.9 59.8 100.0 

研究

論文指導

2 -3 -2 (指導状況)
価
一
数
一
合
一
価
一
整
合

評
一
人
一
割
一
評
一
人
一
割

2 -3 -3 (適切)

評 価 l 2 3 4 5 合計 平均
2 -4 -2 (出席) 人 妻女 l O 3 15 39 58 

害日 i口:>. 1.7 0.0 5.2 25.9 67.2 100.0 
評 価 1 2 3 4 5 合計 平均

2 -4 -3 (理解) 人 妻女 2 6 8 21 21 58 
害リ ぷ口』 3.4 10.3 13.8 36.2 36.2 100.0 
評 価 l 2 3 4 5 合計

2 -4 -4 (教官説明) 人 数 l 6 7 16 27 57 4.1 
害リ i口b、 1.8 10.5 12.3 28.1 47.4 100.0 
員平 価 l 2 3 4 5 合計 平均

2 -4 -5 (資料参考) 人 数 1 2 8 19 27 57 
害リ i口L 1.8 3.5 14.0 33.3 47.4 100.0 
評 価 1 2 3 4 5 合計 平均

2 -4 -6 (個人努力) 人 妻女 1 13 15 17 11 57 
害リ ぷ口』 1.8 22.8 26.3 29.8 19.3 100.0 
評 価 1 2 3 4 5 合計 平均

2 -4 -7 (興味) 人 妻女 1 5 8 17 27 58 4.1 I 
害リ i口L 1.7 8.6 13.8 29.3 46.6 100.0 
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調査も，前年度の結果を踏まえて，点数項目を大幅に削除し，授業ごとに配付するなどの変更を行っ

た。この点についても結果の違いに注目してみたい。

IV．教育体制に関する評価とFD

　学生による評価は授業評価だけではない。2001年度に授業評価がスタートした際に，それととも

に「文学部におけるカリキュラム・教育体制に関する調査」についても実施する予定で調査項目を

選定していた。教育の改善を図るためには，個別の授業評価のみに留めず，教育システム全体の評

価も行いその改善を図る必要があったからである。2001年度については，自己点検・評価の一貫と

して実施する、ことになり，その締切との関係上，U月中に結果を出さねばならなかったため，サン

プル調査ということで文学部の各コースから一つずつ專攻を選び出して，当該専攻のみに対して学

務委員会が実施した。したがって，以下では，2002年度および2003年度における「教育体制」に関

する評価と，これに関連したFDの開催について述べることにしたい。

1．2002年度

　2002年度は「大学評価・学位授与機構」による分野別教育評価「人文学系」（平成14年度着手分）

の対象に本文学部および人文科学府（対象名称は「人文科学教育部」）が選ばれたため，調査の種

類も増やさざるをえなくなり，「学生による授業評価」も学部生のみならず大学院生に対しても実

施し，「カリキュラム・教育体制に関する調査jを学部・大学院とも実施した。さらに，専任教官

に対しては「大学評価機構による分野別教育評価にかかるアンケート」も実施した。先にも述べた

ように，これらの調査の実施と結果の分析については，九州大学文学部FD委員会（2003）「九州

大学文学部・大学院人文科学府　平成14年度授業評価・教育体制に関する調査報告書」にまとめて

あるので，詳細は報告書にゆだね，ここでは概要について簡単に紹介する。質問項目は，「1文学

部の専門教育は体系的に行われているか」，「2時間割の改善すべき点」，「3シラバスに関する項目

（シラバスの参照度，授業はシラバス通り行われているか，今後のシラバスの内容）」，「4成績評

価に関する項目（成績評価の方法，適切性，改善点）」，「5教室の設備」，「6予習と復習の時間」，

「7進学の決定時期に関するもの」である。表5はこれらの項目の学部全体の集計結果を示したも

のである。配付枚数は554，回収枚数は231であった。この結果の特徴を以下に述べてみたい。

　まず，専門教育の体系性についてであるが，「どちらとも」が122人と最も多く，次いでr思う」

の58人，「思わない」の45人で，肯定的にも否定的にも評価されていないようである。しかし，書

かれた意見を見ると，1年次および2年前期における専門教育の充実を望む意見や，演習科目にお

ける専攻学生と他学生とのレベルの差を問題糊する意見など，体系だったカリキュラムを希望する

意見がいくつか見られた。次に時間割については，特定の曜日・時間帯への集中を問題視する意見

が多かった。2年生の箱崎日である木曜日に開講科目が多いのはやむをえない側面もああるが，今

後改善すべき問題もある。シラバスについては，よく参考にされているといえるが，他に参考にす

るものがないという意見もあり，今後，インターネットでのシラバス公開等にも対処する必要があ

ろう。

　成績評価については，成績評価の基準や方法について知りたい，試験やレポートの返却を望むと
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調査も，前年度の結果を踏まえて，点数項目を大幅に削除し，授業ごとに配付するなどの変吏を行っ

た。この点についても結果の違いに注目してみたい。

1 教育体制に関する評錨とFD

による評価は授業評価だけではない。 2001年度に授業評価がスタートした際に，それととも

に「文学部におけるカリキュラム・教脊体制に関する謂査jについても実施する予定で諦査項目を

選定していた。教育の改轄を図るためには，個別の授業評価のみに留めず，教育システム全体の評

価も行いその改轄を図る必要があったからであるo2001年度については，自己点検・評価の一貫と

して実施することになり，その締切との関係上， 11月中に結果を出さねばならなかったため，サン

プル調査ということで文学部の各コースから一つずつ専攻を選び出して 当該専攻のみに対して学

務委員会が実施した。したがって，以下では， 2002年度および2003年度における「教育枠制jに関

する評缶と，これに関連したFDの関援について述べることにしたい。

1. 2002年度

2002年度は「大学評倍・学位授与機構jによる分野部教育評倍「人文学系j (平成14年度着手分〉

の対象に本文学部および人文科学府(対象名称は「人文科学教育部j)が選ばれたため，調査の種

類も増やさざるをえなくなり 「学生による授業評値jも学部生のみならず大学院生に対しても実

施し， rカリキュラム・教育体制に関する調査jを学部・大学院とも実施した。さらに，専任教官
に対しては「大学評価機構による分野別教育評価にかかるアンケートjも実施した。先にも述べた

ように，これらの調査の実施と結果の分析については，九州大学文学部FD委員会 (2003)r九州
大学文学部・大学院人文科学宥 平成14年度授業評語・教育体制に関する謂査報告書jにまとめて

あるので，詳細は報告書にゆだね，ここでは概要について簡単に紹介する O 質問項目は， r 1文学
部の専門教育は体系的に行われているかj，r 2時掲載の改善すべき点j，r 3シラパスに関する項呂
(シラパスの参熊度，授業はシラパス通り行われているか，今後のシラパスの内容)j， r 4成績評
価に関する項目(成績評価の方法，適切性，改普点)j， r 5教室の設備J，r 6予習と復習の時間J，
r7進学の決定時期に関するものjである O 表5はこれらの項目の学部全体の集計結果を示したも

のである O 配付枚数は554回収枚数は231であった。この結果の特徴を以下に述べてみたい。

まず，専門教育の体系性についてであるが， rどちらともjが122人と最も多く，次いで「想、うj
の58人， r患わないjの45人で，肯定的にも否定的にも評倍されていないようである O しかし，書
かれた意見を見ると 1年次および2年前期における専門教育の充実を望む意見や，演習科目にお

ける専攻学生と他学生とのレベルの差を問題視する意見など，体系だ、ったカリキュラムを希望する

意見がいくつか見られた。次に時間部については，特定の曜日・時間帯への集中を問題視する意見

が多かった。 2年生の箱崎日である木曜日に開講科呂が多いのはやむをえない側部もああるが，今

後改善すべき問題もある O シラパスについては，よく参考にされているといえるが，他に参考にす

るものがないという意見もあ与，今後，インタ…ネットでのシラパス公開等にも対処する必要があ

ろう O

成績評価については，成績評価の基準や方法について知りたい，試験やレポートの返却を望むと
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表5　学部教育体制・カリキュラムに対する評価（2002年度） サンプル　数231

質問内容 項巳 集　　計　　結　　果
1－1（体系的〉 評　価 思う 思わない どちらとも 未記入 計

入　数 58 荏5 122 6 231

割合（％〉 25．1 19．5 52．8 2．6 1◎◎．◎

3－1（シラバス参考） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 6 2畦 3◎ 94 76 230 3．9

罰合鮒 2．6 1◎．荏 13．O 4◎．9 33．◎ 1◎◎．◎

3－3（シラバスどおり〉 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均

入　数 11 21 89 75 32 228 3．4

舗合く％） 4．8 9．2 39．（） 32．9 14．◎ 1◎◎．0

3－4（シラバス今後〉 評価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 6 6 59 85 66 222 3．9

割合（％） 2．7 2．7 26．6 38．3 29．7 100．◎

4－1（成績評価） 評　価 試験 レポート 試験とレポート 試験と出席 レポートと出席 試験とレポ舵鵬 合計

人　数 26 97 37 15 44 7 226
割合（％） 11．5 42．9 16．4 6．6 19．5 3．1 100．0

4－2（評価適切） 評　価 1 2 3 4 5 舎計 平均

人　数 3 18 88 88 33 230 3．6

割合（％） 1．3 7．8 38．3 38．3 14．3 100．0

5（教室設備） 評　価 防音 冷暖房 OHPなど その他 合計

人　数 44 93 37 15 189

害拾（％） 23．3 49．2 19．6 7．9 100．0

6－1（予習） 評　価 1 2 3 4 5 含計 平均

人　数 31 61 74 49 14 229 2．8

割合（％） 13．5 26．6 32．3 21．4 6．1 100．0

6－2（復習） 評　価 1 2 3 4 5 合計 平均

人　数 48 99 61 20 1 229 2．2

割合（％） 21．0 43．2 26．6 8．7 0．4 100．0

7－1（専門決定） 評　価 入学前 入学直後 夏休み前 夏休み後 冬休み前 冬休み後 締切前 合計

人　数 76 16 14 18 29 21 54 228
割合（％） 33．3 7．0 6．1 7．9 12．7 9．2 23．7 100．0

7－3（決定時期〉 評　価 入学時 1年生10月 2年生4月 2年生10月 3年生4月 合計

人　数 1 18 42 83 86 23◎

割合（％〉 ◎．4 7．8 18．3 36．1 37．4 1◎◎．◎

7－4（專門進学） 評　価 1 2 3 4 5 高岡 平均

入　数 1 18 42 83 86 23◎

雲合（％〉 ◎．4 7．8 18．3 36．1 37．4 王◎◎．◎ 4．◎

いった意見が多かった。こうした問題について，今後組織的に対応していく必要があろう。また，

設備の改善点については，冷暖房設備・防音設備・トイレの改修等を望む意見が多くみられた。こ

のうち，講義棟の冷暖房設備およびトイレの改修については，2002年度末までに改修されたため，

今後はこうした不満は少なくなると思われる。最後に，専門分野の決定時期だが，これは，入学以

前から決めていたという者と2年次への進学直前という者に二極化した。また，進学時期について

は，3年4月，2年10月と回答した者が多く，現在よりも遅い時期を希望している学生が多かった。

　以上のように，この調査はカリキュラムや教育設備に関して尋ねたものである。FD委員会では

出された意見を要約し，2003年7月に開催した第1回FDで結果を公表するとともに，そこでの意

見交換を踏まえて，改善すべき点について関連委員会に対して要望書を提出した。この結果，例え

ば，研究室委員会で各演習室に網戸を設置することが検討され，実現へと向かっている。このよう

に，各種調査の結果を踏まえ，改善の余地があると思われる点を指摘し，該当委員会に検討を依頼

することによって改善を図っていくこと，つまり，授業評価等の調査結果やFDで出された意見を

今後の教育の改善に向けてフィードバックさせることがきわめて重要である。
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5 学部教育体制・カリキュラムに対する評価 (2002年度) サンプル数231

費関内容 項目 集 計 結 果

1 1 (体系的) 評錨 思う 思わない どちらとも 未記入 言十

人数 58 45 122 8 231 

醤合(%) 25.1 19.5 52.8 2.6 100.0 

3 -1 (シフパス参考〉 評鍾 1 2 3 4 5 合計 平均

人数 6 24 30 94 76 230 3.9 

事i合(%) 2.6 10.4 13.0 40.9 33.0 100.0 

3 3 (シラパスどおり) 評彊 2 3 4 5 合計 平均

人数 11 21 89 75 32 228 3.4 
製合(%) 4.8 9.2 39.0 32.9 14.0 100.0 

3 4 (シフパス今後) 評価 l 2 3 4 5 ぷcl為昔~ìド 平均

人数 6 8 59 85 66 222 3.9 

割合(%) 2.7 2.7 26.6 38.3 29.7 100.0 

4 1 (成績評価) 評価 試験 レポート 試験とレポート 試験と出席 レポートと出席 試験川町トと出席 合計

人数 26 97 37 15 44 7 226 

割合(%) 11. 5 42.9 16.4 6.6 19.5 3.1 100.0 

4 2 (評価適切) 評価 2 3 4 5 合計 平均

人数 3 18 88 88 33 230 3.6 
割合(%) 1.3 7.8 38.3 38.3 14.3 100.0 

5 (教室設備) 評価 防音 冷暖房 OHPなど その他 合計

人数 44 93 37 15 189 

割合(%) 23.3 49.2 19.6 7.9 l∞.0 
6 -1 (予習) 評価 2 3 4 5 合計 平均

人数 31 61 74 49 14 229 2.8 

割合(%) 13.5 26.6 32.3 21.4 6.1 100.0 

6 -2 (復習) 評価 l 2 3 4 5 合計 平均

人数 48 99 61 20 l 229 2.2 

割合(%) 21. 0 43.2 26.6 8.7 0.4 100.0 

7 1 (専門決定) 評価 入学前 入学直後 夏休み前 夏休み後 冬休み前 冬休み後 締切前 合計

人数 76 16 14 18 29 21 54 228 

割合(%) 33.3 7.0 6.1 7.9 12. 7 9.2 23. 7 100.0 

7 3 (決定時期) 評価 入学時 l年生10月 2年生4月 2年生10月 3年生4月 合計

人数 18 42 83 86 230 

害j合(%) 0.4 7.8 18.3 36.1 37.4 100.0 

7 -4 (専門進学) 評髄 2 3 4 5 合計 平均

人数 1 18 42 83 86 230 

------醤合{も) 0.4 7.8 18.3 36.1 37.4 100.0 4.0 

いった意見が多かった。こうした問題について，今後経識的に対志していく必要があろう O また，

設婦の改善点については 冷暖房設需・防吾設議・トイレの改修等を諜む意見が多くみられた。こ

のうち，講義棟の冷暖房設構およびトイレの改惨については， 2002年度末までに改修されたため，

今後はこうした不満は少なくなると思われる O 最後に，専門分野の決定時期だが，これは，入学以

前から決めていたという者と 2年次への進学直前という者に二極化した。また，進学時期について

は， 3年4月 2年10月と回答した者が多く，現在よりも遅い時期を希盟している学生が多かった。

以上のように，この調査はカリキュラムや教育設備に関して尋ねたものである o F D委員会では

出された意見を要約し， 2003年7月に開催した第1回FDで結果を公表するとともに，そこでの意

見交換を踏まえて，改善すべき点について関連委員会に対して要望書を提出した。この結果，例え

ば，研究室委員会で各演習室に網戸を設置することが検討され，実現へと向かっている O このよう

に，各種調査の結果を踏まえ，改善の余地があると思われる点を指摘し，該当委員会に検討を依頼

することによって改善を図っていくこと つまり 授業評価等の調査結果やFDで出された意見を

今後の教育の改善に向けてフィードバックさせることがきわめて重要である O
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2．2003年度

　2003年度はこれまでに2回のFDを実施した。1回目は7月2日に学生による授業評価等の集計

結果の説明を行うとともに意見交換を行った。その概要は先の報告書にまとめてある。2回目は12

月IO　Hに「現代文化論を考える」と題して大学院人文科学府における「現代文化論」のあり方をめ

ぐって盛名かの教官に報告をしていただき，意見交換を行った。そして，大学院人文科学研究院お

よび人文科学府は，「現代文化論」の出発点に立ち返り，その「現代性」「学際性」をめぐる議論を

今後も組織的に対応していく必要があることを確認した。

　このようにFDを何度か開催することで各教官の研究・教育の改善に寄与していることは一定程

度認められるとは思う。しかし，FDも回を重ねると出席メンバーが固定化する。文学部で20名前

後，人文科学府で15名程度と，出席者の数は過半数には及ばない。一昨年の全学FDに参加した折，

講師の方が「：FDの最大の目的は深海魚を起こすことだ」と発言されていたが，至言であると思う。

教育の改善に関心の高い一部の教官だけで意見交換するに留めず，普段出席しない教官の教育への

関心をいかに高めるかが今後の授業評価のあり方にも関わってくると思う。そのためには，出席し

やすい話題作り，雰囲気作りが必要となろう。さらに，お堅い話題のみならず事務官とも共通に語

り合えるような環境作りも必要だろう。こうした環境作りがうまく行けば教官・事務官・学生が共

同して相互作用でき，「職場意識」の醸成につながる豊かな組織の形成につながることと思う。

V．おわりに一問題点と今後の課題一

　以上，学生による授業評価調査を中心に文学部および大学院人文科学府における教育と評価につ

いて述べてきた。授業評価もその実施母体となったFD委員会も発足して3年足らずであり，手探

り状態の中でしだいに質・量ともに調査および活動の幅を広げてきた。こうした歩みが的確なもの

だったのかどうかについては，他部局との比較検討を行っていないため，現段階では判断しづらい。

とはいえ，3年間の経験から問題点や今後の課題がいくつかクローズアップされてきたことも確か

である。今後に残された問題点について述べることで，まとめにかえたい。

　まず第1に，授業評価を行うには膨大な仕事：量が必要である。これを一体誰が行うのかという問

題がある。これまでに存在しなかった新たな業務を行うには，教官も事務官も手一杯の状態なので

ある。特に，後期の最後の時期に実施しようとすると，事務官側はセンター試験期末試験大学

院入試等の既存の業務がこの時期に集中しており，調査票の印刷や袋詰め等の作業を円滑に進める

ことは困難である。2003年度に調査票の配布および回収をTAにお願いしたのは，教師の手に委ね

ないことで学生による率直な意見の記入を期待でき，かつ教官・事務官の手を煩わさないという利

点があるからである。

　さらに組織的な観点からは，授業評価等の調査をどの委員会が行うのかという問題にもなる。人

文科学研究院ではFD委員会が担当しているが，学務委員会あるいは自己点検・評価委員会にも関

連する業務である。例えば全学教育の学生による授業評価は全学教育自己点検・評価委員会によっ

て実施されている。確かに学生による授業評価は評価に関わることだから，自己点検‘評価委員会

が担当してもよい業務だろう。したがって，こうした業務を巡って組織の見直しが必要である。つ

いでに言えば，九州大学全体を見渡：した時，全学FDは定期的に行われているものの，それを実施

一　10　一

2. 2003年度

2003年度はこれまでに2自のFDを実施した。 1回目は7月2Bに学生による授業評倍等の集計

結果の説明を行うとともに意見交換を行った。その概要は先の報告書にまとめである o 2回目は12

月10日に f現代文化論を考えるjと題して大学院人文科学府における「現代文化論jのあり方をめ

く治って何名かの教官に報告をしていただき，意見交換を行った。そして，大学院人文科学研究院お

よび人文科学府は 「現代文化論」の出発点に立ち返り その「現代性Jr学際性jをめぐる議論を
今後も組織的に対応していく必要があることを確認した。

このようにFDを何度か開催することで各教官の研究・教育の改善に寄与していることは一定程

度認められるとは思う O しかし FDも回を重ねると出席メンバーが国定化するO 文学部でお名前

後，人文科学府でお名税度と，出席者の数は過字数には及ばない。一昨年の全学FDに参加した折，

講師の方が rFDの最大の目的は深海魚を起こすことだJと発言されていたが，至言であると思う O
教育の改善に関心の高い一部の教官だけで意見交換するに留めず，普段出売しない教官の教育への

関心をいかに高めるかが今後の授業評価のあり方にも関わってくると思う O そのためには，出席し

やすい話題作札雰囲気作りが必要となろう O さらに，お堅い話題のみならず事務宮とも共通に語

り合えるような環境作りも必要だろう G こうした環境作りがうまく行けば教官・事務官・学生が共

同して相互作用でき， r職場意識Jの醸成につながる豊かな組織の形成につながることと思う O

V.おわりに一問題点と今後の課題一

以上，学生による授業評価調査を中心に文学部および大学院人文科学府における教育と評価につ

いて述べてきた。授業評舘もその実姥母体となったFD委員会も発足して3年足らずであち，手探

り状態の中でしだいに質・量ともに調査および活動の帽を広げてきた。こうした歩みが的確なもの

だ、ったのかどうかについては， f車部局との比較検討を行っていないため，現段階では判断しづらい。

とはいえ， 3年間の経験から問題点や今後の課題がいくつかクローズアップされてきたことも確か

である O 今後に残された問題点について述べることで，まとめにかえたい。

まず第 lに，授業評備を行うには影大な仕事量が必要である O これを一体誰が行うのかという問

題がある O これまでに存在しなかった新たな業務を行うには，教官も事務官も手一杯の状態なので

ある O 特に，後期の最後の持期に実施しようとすると，事務官側はセンター試験，期末試験，大学

院入試等の既存の業務がこの時期に集中しており 謁査票の印崩や袋詰め等の作業を円滑に進める

ことは困難で、ある o 2003年度に調査票の配布および回収をTAにお願いしたのは 教師の手に委ね

ないことで学生による率直な意見の記入を期待でき かっ教宮・事務官の手を煩わさないという利

点、があるからである O

さらに組織的な観点からは，授業評価等の調査をどの委員会が行うのかという問題にもなる O 人

文科学研究院ではFD委員会が担当しているが，学務委員会あるいは自己点検・評価委員会にも関

連する業務である O 例えば全学教育の学生による授業評価は全学教育自己点検・評価委員会によっ

て実施されている O 確かに学生による授業評缶は評錨に関わることだから，自己点検・評信委員会

が担当してもよい業務だろう G したがって，こうした業務を巡って組織の見直しが必要である O つ

いでに言えば，九州大学全体を見渡した持，全学FDは定期的に行われているものの，それを実施
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する組織としての全学のFD委員会は未だ発足していない。九州大学における全学のFD委員会を

設立するとともに，同委員会が各部局のFD委員会を統括し部局間の横のつながりや全学との連携

を図る必要性は大きい。そして，授業評価の項目やデータ処理，集計等の作業を共通化できる部分

は共通化した方が良いように思う。そうすれば，各部局が抱える負担の大きさを軽減できるだろう

し，調査結果の比較検討も可能となるからである。このように，授業評価については，全学的な組

織体制作りを行い，専門スタッフによって調査を実施していくことが必要であると考える。

　ところで，2003年8月23日付けの日本経済新聞の教育欄に，大手予備校河合塾の評価研究部長で

ある滝　紀子氏による，「大学改革へ学生が授業評価一実施運営面で改善余地」という記事が掲載

されている。この記事の最後で，滝氏は「授業評価の十力条」を述べている。それを列記すると以

下のようになる。①基本的に調査対象は全授業。教員の拒否は認めない。②各学期の中問と期末の

二回実施。中間は授業中の話し方，板書，機器の使い方など教員のスキルや教室環境など，すぐに

解決できるものに絞り，結果は担当教員にすぐに通知する。③回答時間は授業冒頭に十五分程度確

保。④配布から回収には教員はタッチしない。⑤学生に責任ある回答を求めるため回答用紙を二つ

に分け，択一式回答には学籍番号を書かせる。自由記述は無記名。⑥70％以上の回収率。⑦調査結

果の教員へのフィードバックは翌学期開始前までに（調査後二ヶ月以内）。⑧教員個々の結果は学

生，同僚教員にも公開。⑨評価結果を踏まえ，教員が自己点検・自己評価を実施。⑩大学全体で調

査結果を分析，FD活動に活用。

　この十力丸が理想の姿なのかどうか筆者には判断できないが，こうした厳密な授業評価を行うた

めには人的にも予算的にも豊富な資源が必要であり，この記事で指摘されているような授業評価を

我々が実施するのは困難であることをまず指摘したい。専任教官がただでさえ多忙な研究・教育業

務の合間をぬって，片手間仕事の委員会業務として行われている現状のような実施体制では，本格

的な授業評価はどだい無理な話であろう。各部局とは独立した専従組織による全学的な対処を行わ

ない限り，きちんとした授業評価の実施は不可能な気がする。繰り返しになるが，したがって，授

業評価に関して各部局を束ねるような全学的な委員会が必要であり，そうした委員会のもとに専従

組織が位置づけられることが望ましい。このように，授業評価等を行うための全学的な組織体制の

整備が重要であることを指摘しておきたい。

　以上のような組織作りだけでなく，文学部および人文科学府における教官・学生の授業評価に対

する意識を高めることが必要であることも指摘しておきたい。意識を高めるためには，授業評価を

毎年実施することで無関心さを無くすとともに，的確な評価が大学における教育を質的に高める効

果のあることを認識させる必要があろう。この点に関して，先にも述べたように，文学部FD委員

会では「カリキュラム・教育体制」に関する調査で不備を指摘された設備等は関連委員会に改善を

お願いすることで，的確と判断される学生の意見を積極的に取り入れるように努めている。

　このように，授業評価等の各種調査で出された意見を踏まえ，現状の問題点を明らかにし，改善

に向けたフィードバック・システムを確立し，各種調査が現状の改善につながるという目に見える

効果を全構成員に対して示すことが，授業評価等の各種調査を効果的かつ持続的に実施していくこ

とにつながっていくと考えられる。

一　ll　一一一一

する組織としての全学のFD委員会は未だ発足していない。九州大学における全学のFD委員会を

るとともに，再委員会が各部馬のFD委員会を統括し部局間の横のつなが与や全学との達携

を溜る必要性は大きい。そして，授業評価の項目やデータ処理，集計等の作業を共通化できる部分

は共通化した方が良いように思う O そうすれば各部局が抱える負担の大きさを軽減できるだろう

い調査結果の比較検討も可能となるからである O このように，授業評価については，全学的な組

織枠制作与を行い 専門スタップによって謂査を実施していくことが必要で、あると考える O

ところで， 2003年8月23日付けの日本経済新聞の教育欄に，大手予備校河合塾の評価研究部長で

ある滝 紀子氏による， I大学改革へ学生が技業評価一実施運営面で、改善余地jという記事が掲載

されている O この記事の最後で，滝氏は「授業評価の十カ条jを述べている O それを列記すると以

下のようになる O ①基本的に諜査対象辻全授業。教員の拒否は認めない。②各学期の中間と期末の

一回実施。中間は授業中の話し方，板書，機器の使い方など教員のスキルや教室環境など，すぐに

解決できるものに絞り，結果は担当教員にすぐに通知する O ③回答時間は授業冒頭に十五分殺度確

保。④配布から回収には教員はタッチしない。⑤学生に責任ある回答を求めるため回答用紙を二つ

に分け，択一式出答には学籍番号を書かせる O 自由記述は無記名。⑤70%以上の盟校率。⑦調査結

果の教員へのブイ…ドパックは翌学期開始前までに(調査後二ヶ月以内)。③教員個々の結果は学

同僚教員にも公開。⑨評価結果を踏まえ，教員が自己点検，自己評価を実施。⑬大学全体で調

査結果を分析， FD活動に活用。

この十カ条が溜想、の姿なのかどうか筆者には判断できないが，こうした厳密な授業評価を行うた

めには人的にも予算的にも豊富な資源が必要であり，この記事で指摘されているような授業評価を

我々が実施するのは困難であることをまず指摘したい。専任教官がただでさえ多忙な研究・教育業

務の合簡をぬって，片手間仕事の委員会業務として行われている現状のような実施体制では，本搭

的な授業評価はどだい無理な話であろう O 名部局とは独立した専従組織による全学的な対処を行わ

ない限り，きちんとした授業評価の実施は不可能な気がする O 繰り返しになるが， したがって，授

業評価に関して各部局を束ねるような全学的な委員会が必要であり そうした委員会のもとに専従

組織が位量づけられることが望ましい。このように 授業評錨等を行うための全学的な組織体制の

整繍が重要で、あることを指摘しておきたい。

以上のような組織作りだけでなく，文学部および人文科学府における教官・学生の授業評価に対

する意識を高めることが必要であることも指摘しておきたい。意識を高めるためには，授業評錨を

持年実施することで無関心さを無くすとともに 的確な評錨が大学における教育を実的に高める効

巣のあることを認識させる必要があろう O この点に関して 先にも述べたように 文学部FD委員

は「カリキュラム・教育体制jに関する調査で不備を指摘された設備等は関連委員会に改善を

お願いすることで，的確と判断される学生の意見を積極的に取り入れるように努めている O

このように，授業評信等の各種調査で出された意見を踏まえ，現状の開題点を明らかにし，改善

に向けたフィードバック・システムを確立し，各種調査が現状の改善につながるという自に見える

効果を全構成員に対して示すことが，授業評価等の各種調査を効果的かつ持続的に実施していくこ

とにつながっていくと考えられる O
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添付資料 2001年度文学部における機業評価調査察

文学部における操業評儲アンケート

文学総FD(ファカルティ・ディペロップメント}委員会

文学部では、渡業の内容・方滋を抜書墜し、いっそう望書架9!lな型炉事S獄事躍をを行うため!こ、理学$の皆さんの意売を偲うアン
ケート祭実施することにしまレた.この健造i季、今後の綬畿内容や7雪渓の獄事事に灘~るために行うちのですから、この
アンケートへの包lS1Jt，成繊癖il!il¥:結びついだり、あなたにとって不利になっだりザることは決してありませんので、ご
協力者をお願いします，
な2昔、ご不明の点がありましだら、文学8IlFD委員会〈委員集 :j高山倫明、アンケ四ト担当.，高木彫彦〉までお問い
合わせ下さい。

1 この撹業の獲量提科目名・コード、あなたの所縄・学年について、該当事演を記入して下さい。文学部の
2"'4年生の場合Ia:、所属研究室名も記入して下さい。

後策科目名:[ J受策科自コード:[ 

H
N
ー

ー

文学部学生:学年 所属研究委[

他学部学生:学部名 学年[

2 この担産業を履修受講した動機は伺ですか、最もあてはまるもの一つにOを付けてください。

1 所鱒研究室の媛業だから 2 }受業計画(シラパス)の記織内慰安男て興味深かったから
3 友人から勧められたから 4 教員免許の資格者を取るだめに制緩だから 5 学芸員の資格を取
るために必要だから 6 他に良さそうな授業がなかったから

「「ドそ初の一飢恥………目吋一一て廿市巾一下司mさ劃L

3 あな去だ=訂iは芯この授重業農iにこどの程蜜也5湾管しましたか@愚ち2核家き滋話1すrる寄畿s号努警一つ!にζOをつiけすて下さい。
20'l色素軍事 20-40'lも 40る併6O-80'lも 総%D.(jニ
1---2-一一一一-3一一叩ー…4…一一-5

4 この}受難の内容についてお尋ねします。思も該当する言語号一つにOをつけて下さい.
4-1 綬量産内容は興味深かったですか。

全く興味がちてなかった 大覇軍興味深かった
1-~ -"-~-2 一一一ー一一 3 一一一一町一 4 叩…叩閉山一そ3

4-2 授業内容は理解できましだか。

4-3 f受業内容を理解するために予習・復習をするなど努力しまレたか。

全く努力レなかっだ おおいに努力した
1 一一一2一一-3ー…-4一一~5-

4-4 この授業を履修して専門分野の理解や知携が深まりましだか。

会く深まらなかっだ おおいに深まつだ
1':-一一ーー-2-ーーー一ー-3-曲目向山畑町4叩一一問問問酬5"

4-5 この媛業者を績修して段かつだ点を下績に記入して下さい。

4-6 }受業内容の改S療について獲量産したいことがありましたら、下繍に記入して下さい。

5 この獲量障の方法・テクニックについてお噂ねします。恩も該当する番号一つlこOをつけて下ざい。
5-1 創立聞き取りやすかったとですか。

非常に間務取りにくい 非僧に聞宅取りやすい
T明間叩---2田町一四一-3-ー一一一4-"-"-"--5 

5-2 彼容はわかりやすかったですか。

会くわかりにくい 非常にわ、りやすい
1叩叩叩叩叩-2畑町一一一一3一一ーー一一4一一一一ー-5

5-3 !党明はわかりや~かつだですか。

会くわかりにくい ー 非常にわ0りやすい
1山山町四四一2一一一一一一3一一一一一-4--"-'-5

5-4 配付資料i手滋切でしたか。

会く不迫撃w 遭1lI
1抑制叩--2曲目白一ー四ー3四ーーー一-4-ーーー一一一-5

5-5 漫着陸の遂行Iå:~獲切でしだか。

選すぎる 寧すぎる
1-問問問一2町一一一一3-ー一一一-4一一一一一一5

5-6 f.受業の開始時刻は灘切でしだか。

獲すぎる 定刻通り
1叩…一一2一一一一3一一一一一-4--一一5

5-7 体積の回線はどの穏周震ですか。

守~.ι一一2一一一 3一一-4一一.2>gい
5-8 綬業の方法・テクニック司容について改普してほしい点を、下備に記入して下さい。

ご協力有り費量うt::eざい後レた，

員長このS路復局総i説、 2P.l88(金〕までに、学生善幸に重量竃されている「回叡籍J1，こ投入レて下Eきい.



理学研究院教授　　藤　　義博

　ここ10年ほど大学では外部評価，学生による授業評価，自己評価など「評価」という言葉が頻繁

に使われます。多方面の意見を聞くことは何事につけても大切なことです。周囲の意見を聞く耳を

持たないため，独善的行動で周囲に迷惑をかける事例は多々あります。とは言っても，外部の評価

を第3者の客観的意見であると容易く受け入れることにも問題があります。誰が，何を，どのよう

な基準で評価するかが問題です。例えば，外部評価では，評価を依頼する方々を選んだ段階で，既

にバイアスがかかり，評価結果がある程度予測される場合もあります。教育と研究についていえば，

研究の評価には客観的な基準があるような雰囲気があります。しかし，文系と理系で評価基準が大

きく異なるでしょう。理系でも理学系では研究成果として発表した論文等を参考にしますが，芸術

工学や建築などの分野では，それに加えて博物館などの公共の建築や都市の地下街を設計した実績

も評価されるはずです。密接な研究領域でも，研究の進め方は各自各様であり，その評価は容易で

はない場合が多いと思います。

　研究の評価に比べると，教育の評価はさらに分かりにくいようです。どのような教育が高く評価

されるのでしょうか。これが明確であれば，私たちはその目標を達成する努力をすればいいわけで

す。しかし，現実には「教育の実施体系」，「カリキュラム」，「教育プログラム」「授業法に対する

学生のフィードバックシステム」等の具体的な制度の整備状況が判断材料となります。卒業生がい

かに社会で活躍しているかも教育の効果を判断する材料になるでしょうが，これは長期的視点が必

要です。大学の教育がいかにあるべきかを制度やその成果で評価することは，まさに樹を見て森を

見ずの例えです。大学教育に対して明確な理念や規範があれば，これに照らし合わせて現在の教育

を検証することが可能です。本学にはそのような規範はあります。「九州大学教育憲章」です。学

生が入学時に受け取る「全学教育科目履修要項」，授業担当の教官に渡される「全学教育科目担当

教官要項」の最初に記載されています。これらの要項は全学教育担当の教官，全学教育関連の委員

会の委員の目に触れることはあっても，専攻教育に携わる大多数の教官に周知されているとは思え

ません。「九州大学教育憲章」は正に評価基準そのものであり，外部の評価もこの大学の規範に則っ

て行われることが必要ではと感じます。

　全学教育は専攻教育に比べて，一般的な評価がさらに難しいと思われます。学生は主として最初

の1年半に全学教育を受け，その後専攻教育に進むため，教育の効果等も測りにくいでしょう。し

かし，全学教育についても，その規範となる「九州大学の全学教育の目的と目標」が定められ，前

述の腰項」で「九州大学教育憲章」の次に2ページにわたり，具体的施策とともに記載されてい

ます。これは熟慮の後に明文化された全学教育の指針であると読めます。全学教育についても，外

部の評価，学生の意見などを尊重するのは当然ですが，「九州大学の全学教育の目的と目標」の理

念に沿って現状を自己点検することがそれに勝るのではないでしょうか。

　私は全学教育関連の委員会に3年間程出席しましたので，私見を少し書かせていただきます。「九
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全学教育と評価

理学研究院教授 藤 義博

ここ10年ほど大学では外部評価 学生による授業評価 自己評価など(評価jという言葉が頻繁

に使われます。多方面の意見を聞くことは何事につけても大切なことです。周囲の意見を聞く耳を

持たないため，独善的行動で周囲に迷惑をかける事例は多々あります。とは言っても，外部の評価

を第3者の客観的意見であると容易く受け入れることにも問題があります。誰が，何を，どのよう

な基準で評価するかが問題です。例えば，外部評儲では，評{臣を依頼する方々を選んだ段階で，既

にバイアスがかかち，評錨結果がある程変予溺される場合もあちます。教育と研究についていえば，

研究の評価には客観的な基準があるような雰囲気があります。しかし，文系と理系で評価基準が大

きく異なるでしょう O 理系でも理学系では研究成果として発表した論文等を参考にしますが，芸術

工学や建築などの分野では，それに加えて博物館などの公共の建築や都市の地下街を設計した実績

も評価されるはずです。密接な研究領域でも，研究の進め方は各自各様であり，その評価は容易で

はない場合が多いと思います。

研究の評価に比べると 教育の評価はさらに分かりにくいようです。どのような教育が高く評錨

されるのでしょうか。これが明確であれば私たちはその目標を達成する努力をすればいいわけで

す。しかし，現実には「教育の実施体系j，Iカリキュラムj，I教育プログラムjI授業法に対する

学生のフィードパックシステム」等の具体的な制度の整備状況が判断材料となります。卒業生がい

かに社会で活躍しているかも教育の効果を判断する材料になるでしょっが，これは長期的視点が必

要です。大学の教育がいかにあるべきかを制度やその或果で評舘することは，まさに替を見て森を

見ずの例えです。大学教育に対して明確な理念や規範があれば，これに照らし合わせて現在の教育

を検証することが可能です。本学にはそのような規範はあります。「九州大学教育憲章jです。学

生が入学時に受け取る「全学教育科目履修要項j，授業担当の教官に渡される「全学教育科目担当

教官要項jの最初に記載されています。これらの要項は全学教育担当の教官，全学教育関連の委員

会の委員の呂に触れることはあっても 専攻教育に携わる大多数の教官に周知されているとは思え

ません。 I九州大学教育憲章jは正に評信基準そのものであり，外部の評錨もこの大学の規範に煎っ

て行われることが必要で、はと感じます。

全学教育は専攻教育に比べて，一般的な評価がさらに難しいと思われます。学生は主として最初

のl年半に全学教育を受け，その後専攻教育に進むため，教育の効果等も測りにくいでしょう O し

かし，全学教育についても，その規範となる「九州大学の全学教育の目的と目標」が定められ，前

述の f要項jで「九州大学教育憲章jの次に2べ…ジにわたり，具体的施策とともに記載されてい

ます。これは熟慮の後に明文化された全学教育の指針であると読めます。全学教育についても，外

部の評価，学生の意見などを尊重するのは当然ですが， I九州大学の全学教育の目的と目標jの理

念に沿って現状を自己点検することがそれに勝るのではないでしょうか。

私は全学教育関連の委員会に3年間程出席しましたので私見を少し舎かせていただきます。「九
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州大学の全学教育の目的と目標」は21項目からなりますが，最初の項目で，「全学教育は…　　人

間的素養を育み，また各学部の専門分野を学ぶ上で共通する基礎的な能力を培うことを目的とす

る。」とうたわれています。前半は教養教育科目，後半は基礎科学科目，言語文化科目等に対応す

るようですが，私は，前半に重みがあると思います。専門分野を学ぶための基礎的能力は専攻教育

でも培うことができます。大学で学んだ証は知的好奇心や教養を身につけるところにあるような気

がします。教養は実生活では直接役立つものではないでしょう。逆説的に，直ぐに役に立たないも

のが教養というのは言いすぎでしょうか。コア教養科目は教養そのものです。さらに，言語文化科

目や基礎科学科目にも教養としての一面があるのではないでしょうか。「役に立つ英語を」，「科学

（専門）英語を」，「第二外国語は必要か」などの意見を全学教育関連の委員会で耳にします。言語

文化科目を専門分野を学ぶための基礎的能力育成と看倣せば，このような意見ももっともです。し

かし，現在，教壇に立っている教官のなかで，科学英語の教育を受けた人はほとんどいないのでは

ないでしょうか。それでも，大多数の教官はその専門分野で英語の論文を読み，英語論文の作成を

日常的にこなしているのではないでしょうか。「役に立つ英語を」，「科学（専門）英語を」などの

話題には，教育ママに通じるものを感じます。未修外国語についても，必要性ではなく，教養とし

て英語以外の外国語に触れ知的レベルを向上させることに意義があるのではないでしょうか。

　最後に，「九州大学の全学教育の目的と目標」について，もう一つ触れてみます。19項に「総合

大学としての教育をもっと効果的に生かすことができるよう，全学的に協力し一体となって全学教

育を実施する。」と述べられています。全学教育企画委員会，同実施委員会がその責を担っている

と考えられます。しかし，教育の実施は旧教養部の名残が色濃く残っています。全学教育の担当は

旧教養部教官が再配置された部局に，配置員数に応じて割り当てられています。最近新設された学

部，学科には，学生数に応じて，前身の組織の教官に全学教育が割り当てられています。「全学的

に協力し一体となって全学教育を実施する。」とした理念と現状の距離を感じざるをえません。大

学自身が全学教育の現状を自律的に評価し，「九州大学の全学教育の目的と目標」の理念の実現へ

近づくことが求められていると思います。
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ナト!大学の全学教育の目的と目標」は21項目からなりますが最初の頃目で 「全学教育は・・・人

詩的素養を育み また各学部の専門分野を学ぶ上で共通する基礎的な龍力を培うことをE的とす

る。Jとうたわれています。前半は教義教育科目，後半は基礎科学科目，言語文化科目等に対応す

るようですが，私は，前半に重みがあると思います。専門分野を学ぶための基礎的能力は専攻教育

でも培うことができます。大学で学んだ証は知的好奇心や教養を身につけるところにあるような気

がします。教養辻実生活で辻亘接役立つものではないでしょう C 逆説的に，室ぐに役に立たないも

のが教養というのは言いすぎでしょうか。コア教養科目は教養そのものです。さらに，言語文化科

目や基礎科学科目にも教義としてのー聞があるのではないでしょうか。「役に立つ英語をj，i科学

(専門)英語をj，i第二外国語は必要かJなどの意見を全学教育関連の委員会で耳にします。言語

文化科Bを専門分野を学ぶための基礎的能力育或と看徹せば，このような意見ももっともです。し

かし，現在，教壇に立っている教官のなかで，科学英語の教育を受けた人はほとんどいないのでは

ないでしょうか。それでも，大多数の教官はその専門分野で英語の論文を読み，英語論文の作成を

日常的にこなしているのではないでしょうか。「役に立つ英語をj，i科学(専門)英語をjなどの

話題には，教育ママに通じるものを惑じます。未修外関諸についても，必要性ではなく，教養とし

て英語以外の外国語に触れ知的レベルを向上させることに意義があるのではないでしょうか。

最後に， i九州大学の全学教育の目的と目標Jについて，もう一つ触れてみます。 19項に「総合

大学としての教育をもっと効果的に生かすことができるよう 全学的に協力し一体となって全学教

育を実施する。jと述べられています。全学教育企画委員会 問実施委員会がその賞を担っている

と考えられます。しかし，教育の実施は旧教養部の名残が色濃く残っています。全学教育の担当は

旧教養部教官が再配置された部局に 配置員数に応じて割り当てられています。最近新設された学

部，学科には，学生数に応じて，蔀身の組織の教官に全学教育が説り当てられています。「全学的

に協力し一体となって全学教育を実施する。jとした理念と現状の距離を感じざるをえませんG 大

学自身が全学教育の現状を自律的に評価し 「九州大学の全学教育の目的と目標Jの理念の実現へ

近づくことが求められていると思います。
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　　　　　　　　　　　　　一「法教育」の観点から一

法学研究院助教授　　角松　生滅

法学研究院助教授　　曽野　裕夫

1．「教育ディベート」と「法教育」

1．1　本稿の課題

　1990年代以降，学校教育・社会人研修等において，教育ディベートの手法に対する関心の高まり

が見られる。特に中等教育の現場における普及はめざましい。また，それと連動しつつ，課外活動

としての競技ディベート（rディベート甲子副，講本ディベー協議会ディベート大会」等）も徐々に裾野を

広げつつある（詳しくは参照，鎌田（2◎ca）〉。

　著者両名1は，それぞれこれまでの担当授業において教育ディベート手法を活用した経験を有す

る2が，本稿では，課題の確認（1）に引き続いて，両名連携の合同授業（2002年度前期）における教育ディ

ベート活用の実践報告を行う（2）。あわせて，かかる合同授業の経験を踏まえた，大学教育における

教育ディベート手法活用の意義と限界に関する示唆を，「法教育」の観点を念頭に置きながら3考察

することにする（3）。

1．2　「法教育」とは

　「法教育」（1aw－related　educatiOR）とは専門法律家の育成の一環としての「法『学』教育」とは区

別される，市民生活を行っていくために必要な法的知識・法的思考能力などのいわゆるij　一ガル・

リテラシーの習得を目指した教育であるとされる。中等教育から大学教養教育・生涯教育に至るま

での各段階におけるその重要性が指摘され，教員，弁護士，法学研究者，教育学研究者，マスメディ

ア関係者等の多様な構成員を有する全国規模のネットワーク4も設立されているところである。

　現在進行中の司法制度改革との関係でも，「法教育」への関心が高まりつつある。司法制度改革

審議会意見書（2001年6月12日）も「学校教育を始めとする様々な場面において，司法の仕組みや働

きに関する国民の学習機会の充実を図ることが望まれる」と「法教育」の重要性を認めている。そ

’角松が！及び3，曽野が2を当初執筆した。最終原稿は相互の意見交換による補充・訂正を踏まえて作成しているが，意見に
　わたる部分について，執筆分担者個人の認識がより強く反映している箇所もある。

2角松（「法政基礎演習1」（法学部1年生対象，2単位，1997年度前期，2000年度後期），「行政過程論特殊講i義（法学ディベー

　ト入門）」（法学部2－4年生対象，1999年度後期）），曽野（「ゼミ／紛争解決と法」（金沢大学全学1年忌対象，1996年度前期，

　2単位））

3本稿は，平成14　一　15年度文部科学省科学研究費補助金研究課題（萌芽的研究）「教育ディベートを用いた『法教育』の手法開

　発及び効果測定に関する研究」（研究代表者：角松）の成果の一部である。同補助金によって運営された「法教育とディベー

　ト研究会」から得られた知見に本稿は多くを負う。名前を全て挙げることは差し控えるが，同研究会に参加した研究分担者・

　研究協力者・外部講師各位にこの場を借りてお礼串し上げる次第である。
4「全国法教育ネットワーク」（http：〃www．jnlre．com1）。第一一一回研究会は2001年7月1日に開催され，また同ネットワーク編（2001）

　も出版されている。また，日本弁護士連合会も，2003年6月7日に「市民のための法教育シンポジウム2003」を開催している
　くhttp：llvvww．nichibenreft．or．jpijp／evefitihoukyouiku2003．htmi）
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大学教育における「教育ディベート」手法活用の試み
一「法教育Jの観点から一

1. I教育ディベート」と「法教育」

1 . 1 本稿の課題

法学醗究院助教授

法学研究読助教授

角松生史

曽野裕夫

1990年代以降，学校教育・社会人研修等において，教育デイベートの手法に対する関心の高まり

が見られる O 特に中等教育の現場における普及はめざましい。また，ぞれと連動しつつ，課外活動

としての競技デイベート汀デイベート 「日本デイベート協議会デイベート大会j等)も徐々に裾野を

広げつつある(詳しくは参累，謙毘 (2004日。

著者向名lは，それぞれこれまでの担当授業において教育デイベート を活用した経験を有す

る2が，本稿では，課題の確認(1)に引き続いて，両名連携の合同授業(2002年度前期)における教育デイ

ベート活用の実践報告を行う(2)。あわせて，かかる合同授業の経験を踏まえた，大学教育における

教育デイベ…ト手法活用の意義と限界に関する示唆を， I法教育」の観点を念頭に置きながら3考察

することにする(3)。

1 . 2 I法教育Jと辻

「法教脊JUaw-related education) と 内法律家の育成の一環としての f法 f学j;教育jとは区

別される，市民生活を行っていくために必要な法的知識・法的思考能力などのいわゆるリーガル・

リテラシ…の習得を目指した教育であるとされる O 中等教育から大学教義教育・生涯教育に至るま

での各段階におけるその重要性が指摘され，教員，弁護士，法学研究者，教育学研究者，マスメディ

ア関係者等の多様な構成員を有する全国規模のネットワーク4も設立されているところである O

現在進行中の司法制度改革との関係でも， I法教育jへの関心が高まりつつある O 司法制度改革

審議会意見書 (2001年6月12日)も「学校教育を始めとする様々な場面において，司法の仕組みゃ働

きに関する国民の学習機会の充実を図ることが望まれるjと「法教育jの重要性を認めている O そ

1 角松が1及び3，曽野が2を当初執筆した。最終原稿は棺互の意見交換による祷充・訂正を踏まえて作成しているが，意見に
わたる部分について，執筆分担者個人の認識がより強く反映している箇所もある。
2 角松 (r法政恭礎演習 1J (法学部1年生対象， 2単位， 1997年度前期， 2000年度後期)， r行政過程論特殊講義(法学デイベー
ト入門)J (法学部2-4年生対象， 1999年度後期)) ，曽野 (rゼミ/紛争解決と法J(金沢大学会学1年生対象， 1996年度前期，
2単位))

3 本稿は，平成14-15年度文部科学省科学研究費補助金研究課題(萌芽的研究)r教育デイベ…トを用いた『法教育Jの手法開
発及び効果測定に関する研究J(研究代表者:角松)の成果の一部である。同補助金によって連営された「法教育とデイベー
ト研究会Jから得られた知見に本稿は多くを負う O 名前を全て挙げることは差し控えるが 同研究会に参加した研究分担者・
研究協力者・外部講師各位にこの場を借りてお礼申し上げる次第である。
4 r全国法教育ネットワークJ(http://www.jnlre.coml) 0第一回研究会は2001年7月l日に開催され，また同ネットワーク編(2001)
も出版されている。また， 8本弁護士連合会も， 2003年6月78に「市民のための法教育シンポジウム2∞'3Jを関濯している
(http://www.nichibenren.or.伊Ijp/eventlhoukyouiku2003.html)
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れを受けて法務省内に設けられた（2◎◎3年7月2g・H）「法教育研究会」鰍p：ffwww．mej．g◎．jp／KANBOU！H［OUKYOI）

は，2003年12月掛「論点整理」を公表し，パブリックコメントを求めている。同研究会の趣旨説明

においては，（1）国民の司法に対する能動的参加のための意識改革と，（2＞規制緩和社会における「国

民が自らを守る手段」の必要性の2つの観点から，「法教育」の重要性が説かれている5。

　しかし，「法教育」の概念については，上記のように「専門法律家育成のための教育jとしての

「法学教育」と区別される概念であることについてはほぼ了解が得られているものの，そのねらい

や重点のおき方等について，現段階で十分なコンセンサスが得られているわけではない。たとえば

（1）「法的紛争処理についての基礎知識の習得」と「法に対する意識変革や法を利用することの意義

の体感」のいずれに重点をおくのか，（2）民刑事法を中心とする身近な法的紛争と民主主義社会の主

権者としてのいわゆる公民教育のどちらをより重視するのか6，（3）公務員教育などの職業教育を射

程に含めるか7などの論点がありうる。

　この点，上記法務省法教育研究会「論点整理」（2003年12月26日，以下f法教育論点面心）は，

　　　／本契，房蹴画児の翻を字るごとκよって；飼斑のβ蕉磁な毒膨を雌乙，画駕の堂～彦を

　　よク豊ノかんナる6ので、あってりえ7だ：肇κ屠：駕を掲1漿鄭ナるノを・妙の6のでな’凌ぐ，房憐と鶴　ぞう

　　L　／e～／2k　YegeついT：糊を炭済乙．〃一ノレ面面κカ1適することノごよクf，房の纏≠・微を図る

　　6のである。こう乙ノを～装や融の，醗‘についで学；ぶ’ごとκよク，捧ξを作クー湯げる遡溜へ顯

　　〆ご灘，わるごとの重：要：猛法／ごよって一βらの翻）が守ら轟でいるとと6／，磁孝の翻をらSt　k

　　章蚕紙凌ノノ虎な『凌ら乞いといラ翻と茸庄κついでのチ：分凌乱，雇ξを拓朔1乙で紛争を灘拠プ

　　るごどの台1面面などを盛込することノψゴでき，飼児ノが洪〆ご灘，わっでいぐごとぱ，嘉応糸雨と乙で

　　公寒労凌覇〆ごつい（責‘在を寿；って「欝力るといラ緬を首乙τいることを籍乙慮るのでぽ凌

　　，かろう　Zi・。……本屍究会・κおレ⊃τぱ．法誌面夢とd（，捧ξの趣俘やぞ・の塞礎κ・ある点点6観法

　　まの薇覆割〆ごつシ｝て理解を葉めさセ㌧　7レーノ〃を作る遡溜やルーノ〃／ごよっτ争いを葬決プる遡

　　溜を学翌さぜることκよって；～装や鞍壷の、齢蕃を理1さゼ‘る教淳’凌どの面差を∠7拶ぞうど

　　乙でいる。ノ

と述べる。この考え方は，「統治主体jとして法に関わるという観点から，法的知識のみならず，

5「現在，司法制度改革推進本部などにおいて，いわゆる司法ネットの整備や裁判員制度の導入など国民に身近な司法の在り方
　についての検討がなされていますが，国民の側からも司法の様々な領域に能動的に参加し，そのための負担を受け入れるとい

　う意識改革も求められているところです。そもそも規制緩和に示される自由な社会においては，国民が自らを守る手段を心得

　て自由な活動に備えることが求められます。学校教育を始めとする様々な場面において，司法の仕組みや法の働きに関する国

　民の学習機会を図ることは，今後，ますます重要な課題になると考えています。」（http：11www．mOjgo．jp／KANBOUIHOUKYO1）

6これまでの学校教育における「法教育」が「狭く憲法教育に限定されたもの」であったことがしばしば批判されている（磯山
　（2001），4頁）。他方，しばしばアメリカの「法教育」のモデルとして紹介されるCenter　for　Civic　Education（2001）は，「市

　民（公民）教育センター」とでも訳すべき団体が編纂した小学校教科書であるが，民主主義の基本的理念の理解の上に立って

　法的ルールの意義を検討していることが同書の記述の特徴であり，まさに「憲法教育」の土台の上に立つものと評することも

　できよう。上の批判も，憲法教育と民刑事法に典型的な「法的思考」との有機的統合を決して否定する趣旨ではないと解すべ
　きである。

7たとえば，木佐茂男は「公務員の正義感覚や法的素養の度合いが，住民や地方議員も含めた社会全体のf法の支配』の質や量

　を規定して〔いる〕」ことをかねてより指摘していたが（木佐（1996）ii頂），木佐く2◎00）では，日本の公務員には日常業務

　において法を適罵しているという認識がないのに対して，ドイツでは初級職公務員や自営業者も，職業学校において高度で実

　用的な法律奪門知識の教育を受けており，それが法釣に行動するドイツの社会を下支えしているとする。木佐（1999）も，慶

　治体職員の法務感覚の欠如を指摘したうえで，「り一ガルマインド篇理詰め思考」を養成するための教育が必要であるとする。
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と述べる O この考え方;ま， r統治主捧jとして法に関わるという観点から，法的知識のみならず，

5 r現在，司法制度改革推進本部などにおいて，いわゆる司法ネットの整備や裁判員制度の導入など国民に身近な司法の在り方
についての検討がなされていますが，国民の側からも司法の様々 な領域に能動的に参加し，そのための負担を受け入れるとい
う意識改革も求められているところです。そもそも規制緩和に示される自由な社会においては，国民が自らを守る手段を心得
て自由な活動に備えることが求められます。学校教育を始めとする様々 な場面において，司法の仕組みゃ法の働きに関する間
民の学習機会を図ることは，今後，ますます重要な課題になると考えています。J(http://www.moj.go.jp/KANBOUIHOUKYO/) 
6 これまでの学校教育における「法教育jが「狭く憲法教育に限定されたものjであったことがしばしば批判されている(磯山
(2001)， 4賀)。他方， しばしばアメリカの「法教育jのモデルとして紹介される Centerfor Civic Education (2∞1)は，
民(公民)教育センターJとでも訳すべき団体が編纂した小学校教科警であるが，民主主義の基本的理念の理解の上に立って
法的ルールの意義を検討していることが同書の記述の特徴であり，まさに「憲法教育jの土台の上に立つものと評することも
できょう O 上の批判も，憲法教育と民刑事法に典型的な「法的思考jとの有機的統合を決して否定する趣旨ではないと解すべ
きであるο

7 たとえば，木佐茂男は「公務員の正義感覚や法的素養の度合いが，住民や地方議員も含めた社会全体の f法の支配jの質や最
を規定して〔いる)Jことをかねてよち指摘していたが(木佐(1996)iii頁)，木佐 (2000)では，日本の公務員には日常業務
において法を適用しているという認識がないのに対して ドイツでは初級戦公務員や自営業者も 職業学校において高度で実
用的な法隷専門知識の教育を受けており それが法的に行動するドイツの社会を下支えしているとする。木註(1999)も，自
治捧職員の法務感覚の欠如を指掻したうえで r 1)ーガルマインド口理詰め患考jを養成するための教育が必要であるとする O

-16-



法に対する主体的積極的な認識・姿勢を重視する。そして，ルールの作成とルールに従った紛争解

決過程の学習による「法的に行動すること」の意義の体感を求めているのである。これらは，市民

相互の権利の尊重という側面からも，民主主義社会の主権者としての責任という側面からも，必然

的に憲法的価値と結びつくだろう。「平和的な国家及び社会の形成者として，真理と正義を愛し，

個人の価値をたっとび，勤労と責任を重んじ，自主的精神に充ちた」（教育基本法1条）市民の育成を

めざす観点からも，この考え方には基本的に賛同することができる。

1．3　大学教育における「法教育」の位置づけ

　このような「法教育」に対して，大学教育はどの段階でどのような役割を果たすべきであろうか。

上記「法教育論点整理」は，初等中等教育段階における展開と裁判所・弁護士会・司法書士会・法

務省等による取り組みの紹介に重点をおき，大学教育にはほとんど触れるところがない。しかし，

「法教育」について「子どもから社会人まで，それぞれの発達段階に応じ，反復継続した教育・学

習を行う必要がある」という認識を示す同「論点整理」の立場からしても，決して大学教育段階に

おいて「法教育」が有する意義が否定されているわけではないであろう。

1．3．1　全学教育

　そうだとすれば，大学における「法教育」は，まず，全学教育の場でなされるべきである。その

際，初等中等教育段階の生徒と大学生とでは，精神的発達段階の面からも，社会現実についての知

識・一定の社会体験の面からも大きく差がある以上，それに即した「法教育」が必要とされる。ま

た，初等中等教育における「法教育」を充実させていくためには，教員養成プログラムの中にも，

「法教育」の要素を組み込むことが必要とされる。各学校において意欲的教員による先進的「法教

育」への取り組みがなされている一方で，指導者としての教員自身の専門知識の不足がしばしば問

題にされてきた8。前記のように，「法教育」において「法的知識」よりも，「法に対する主体的積

極的な認識・姿勢」や「法的に行動することの意義の体感」がより重視されるとすれば，教員自身

が大学生段階においてそれを体験しておくことの意義はますます大きいと思われる。

　付け加えれば，新しく開設される法科大学院においては，法学部における法学の専門教育を受け

ていない，多様なバックグラウンドを備えた人材の受け入れを重視することが基本的理念とされて

いる。これらの者たちが，それぞれの専門分野の学習に加え，「法教育」を受けることによって法

や司法の意義について学び，法律家の社会的使命に関する正しい認識を持って法科大学院に進学す

ることは，21世紀の司法を担うべき質的に優れた法曹を輩出するために望ましいことである。

1．3．2　法学部教育

法学部教育の中において，「法教育」の占めるべき役割はあるだろうか。上記のように，「法教育」

とは「専門法律家育成のための教育」としての法学教育とは明確に区別されるべき概念である以上，

8江口（2001）9頁，関東弁護士連合会（2002）200頁など参照。高良（2001）は，指導者となる教員養成の実践報告である。
　また，学校教育においては時間的な制約も大きいことが指摘されている。座談会（2000）19頁，関東弁護士連合会（2002）180
頁以下。
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ていない，多様なバックグラウンドを備えた人材の受け入れを重視することが基本的理念とされて

いる O これらの者たちが，それぞれの専門分野の学習に加え， I法教育Jを受けることによって法

や司法の意義について学び 法律家の社会的使命に関する正しい認識を持って法科大学院に進学す

ることは， 21世紀の司法を担うべき質的に優れた法曹を輩出するために望ましいことである O

1 . 3. 2 法学部教育

法学部教育の中において， I法教育」の占めるべき役割はあるだろうか。上記のように， I法教育j

とは「専門法律家育成のための教育」としての法学教育とは明確に区別されるべき概念である以上，

8 江口 (2001) 9頁，関東弁護士連合会 (2002)200頁など参照。高良 (2001)は，指導者となる教員養成の実践報告である。
また，学校教育においては時間的な制約も大きいことが指摘されている O 座談会 (2000)19頁，関東弁護士連合会 (2002)180 
頁以下。
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「法教育」で「専門法律家育成のための教育」を代替し尽くすことができないことはいうまでもな

い◇

　もちろん，法科大学院の設置に伴い，法曹養成の役割そのものは，法学部から法科大学院に移行

することになる。それによって，法学部における「專門法律家育成のための教育」が変容するであ

ろうことは疑いないが，従来法学部が担ってきた職業人教育の役割が消え去ることはない。わが国

において，大学法学部卒業者の中で狭義の専門法律家，すなわち，法曹になる者の比率が伝統的に

決して高くなかったことは周知の事実であり，むしろ，法学部教育は人材輩出数という観点からは，

法曹以外の法的素養を必要とする職業人（広義の法律家）の養成に大きく貢献してきた。公務員をは

じめ，民間企業においても（法務部にかぎらず）各部署において法的思考様式を有し，かつ，一定程

度の法律家としての技能を備えた者が配置され，それぞれの役割を果たしてきたのである。個別の

専門知識・実務能力は就職後，OJTで取得され，あるいは，より深められることはあったとしても，

その基盤的知識および基盤的能力（法的思考能力，いわゆる「り一ガルマインド」〉一「法教育」の目標と

しての「法に対する主体的積極的な認識と姿勢」や「法的に行動することの意義の体感」と共通性

を有しつつもそこには質的量的な差異がある一を養成してきたのは法学部における専門教育であ

り9，この教育は今後も求められていくであろう。これは，「法教育」では代替できない，本格的な

法学部教育に特有の教育である。

　しかし，それでもなお，法学部教育においては全学教育や他学部における教育にも増して，「法

教育」を重視すべき理由がある。というのはこうである。法科大学院の基本的理念のひとつが，多

様なバックグラウンドを備えた人材の受け入れを重視することにあるとはいえ，いわゆる「既習者

枠」を設置する法科大学院10が多数見られるように，少なくとも当分の問，法科大学院への進学者

の主力は法学部卒業者であることが予想される。その現状において，法学部は，「法曹予備教育（pre

－law　educati。n）」としての役割も一定程度意識せざるを得ないのである。いうまでもなく，ここでい

う「法曹予備教育」とは，r法科大学院の進学予備校」的なあり方を言うものではない。むしろ，

法科大学院が教育理念とする「かけがえのない人生を生きる人々の喜びや悲しみに対して深く共感

しうる豊かな人間性の酒養，向上」や，法的知識を「批判的に検討し，また発展させていく創造的

な思考力」などの育成を学部段階から意識して取り組んでいくことを意味する”。これは「法教育」

の目標と通毒するものであり’2，法学部において教える側と学ぶ側の双方が過度に法技術論に走り

すぎないためのreminderとして「法教育」に対する期待は大きい。

1．4　「教育ディベート」と「法教育j

本稿にいう「教育ディベート」とは，単なる議論・討論一般を指すものではない。「一つの論題

9わが国の多くの大学において法学部の中に位置づけられる政治学部門も，政治学固有の思考様式の習得に加え，いわゆる「リー

　ガル・マインド」を現実社会的・歴史的文脈の中に位置づけさせる上でも不可欠の役割を担ってきた。
IO 纒J大学法科大学院の場合は，入試段階で既義者枠を設定することはせず，入学後の既修者認定試験で単位免除を認める方式

　をとっている。
’1 繽B大学法科大学院アドミッション・ポリシーは，入学者に期待する資質として，（1）法律実務家を目指す明確な動機があるこ

　と，〈2）幅広い教養と柔軟な思考力・果敢な判断力があること，〈3＞人問に対する洞察力と冷静な分析力が窺われること，〈4）社会

　現象に対する自分なりの問題への接近方法を身につけていること，を掲げている。

12この他に，大学の社会貢献としての，生涯教育の機会の提供や，初等中等教育の授業への教員の協力という形態もありうるが，

　省略する。
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f法教育jで「専門法律家育成のための教育jを代替し尽くすことができないことはいうまでもな

し'0

もちろん，法科大学院の設置に伴い，法曹養成の役割そのものは，法学部から法科大学説に移行

することになる O それによって 法学部における「専門法律家育成のための教育jが変容するであ

ろうことは疑いないが 従来法学部が担ってきた職業人教育の役割が消え去ることはない。わが閣

において，大学法学部卒業者の中で狭義の専門法律家，すなわち，法曹になる者の比率が伝統的に

決して高くなかったことは周知の事実であり むしろ 法学部教育は人材輩出数という観点からは，

法官以外の法的素養を必要とする職業人(広義の法律家)の養成に大きく貢献してきた。公務員をは

じめ，民間企業においても〈法務部にかぎらず〉各部署において法的思考様式を有し，かつ，一定程

度の法律家としての技能を備えた者が配置され，それぞれの役割を果たしてきたのである O 個別の

専門知識・実務能力は就職後， OJTで取得され，あるいは，より深められることはあったとしても，

その基盤的知識および基盤的能力(法的思考能力，いわゆるげーガルマインドJ)- r法教育jのg標と
しての「法に対する主体的積極的な認識と姿勢jや「法的に行動することの意義の体感jと共通性

を有しつつもそこには質的量的な差異があるーを養成してきたのは法学部における専門教育であ

りこの教育は今後も求められていくであろう O これは， r法教育jでは代替できない，本格的な
法学部教育に特有の教育である O

しかし，それでもなお，法学部教育においては全学教育や他学部における教育にも増して， r法
教育jを重視すべき理岳がある O というのはこうである O 法科大学院の基本的理念のひとつが，多

様なバックグラウンドを備えた人材の受け入れを重視することにあるとはいえ いわゆる「既習者

枠jを設置する法科大学院明ま多数見られるように，少なくとも当分の関，法科大学院への進学者

の主力は法学部卒業者であることが予想される O その現状において，法学部は， r法曹予備教育(p陀
・law education) Jとしての役割も一定程度意識せざるを得ないのである O いうまでもなく，ここでい

う f法曹予備教青jとは， r法科大学誌の進学予嬬校j的なあり方を言うものではない。むしろ，
法科大学院が教育理念とする「かけがえのない人生を生きる人々の喜びゃ悲しみに対して深く共感

しうる豊かな人母性の語養，向上jや，法的知識を f批判的に検討し，また発震させていく銭造的

な思考力jなどの育成を学部段階から意識して取り組んでいくことを意味する九これは「法教育J
の目標と遊底するものであり 12 法学部において教える鵠と学ぶ髄の双方が過度に法技第論に走り

すぎないための reminderとして「法教育jに対する期待は大きい。

1 . 4 r教育デイベートjと「法教育j
本稿にいう「教育デイベ…トJとは，単なる議論・討論一般を指すものではない。「ーゥの論題

9 わが国の多くの大学において法学部の中に位機づけられる政治学部門も，政治学固有の思考様式の習得に加え，いわゆる「リー
ガル・マインド」を現実社会的・歴史的文脈の中に位置づけさせるよでも不可欠の役割を拠ってきた。
!o九州大学法科大学院の場合は，入試段階で既持者枠を設定することはせず，入学後の既{事者認定試験で単位免誌を認める方式
をとっている O
lJ九州大学法科大学院アドミッション・ポリシ…は，入学者に期待する資質として， (1)法律実務家を目指す明確な動機があるこ
と.(2)幅広い教養と梁軟な思考力・果敢な判断力があること， (3)人間に対する潟察力と冷静な分析力が窺われること， (4)社会
現象に対する自分なりの需題への接近方法を身につけていること，を掲げている O
12この他に，大学の社会貢献としての，生涯教脊の機会の提供や，初等中等教育の授業への教員の協力という形態もありうるが，
省略する O
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に関して，肯定側と否定側にわかれ，一定のルールにしたがって議論し，それを第三者く聴衆あるい

は審判）がいずれの側がより説得力のある主張を展開したかの判定を下すゲーム」伸沢（1996））であ

る。つまり，教育ディベートとは，教育的効果達成を目的として，日常のコミュニケーションとは

異なる特有の原則・ルールにもとづいて展開されるコミュニケーション形式なのである。そのコ

ミュニケーシNン形式には，肯定・否定の対立形式等，ディベートにとって定義上本質的と思われ

るものもあるが，論題の種類（政策論題か価値論題か），審査の方法・基準（審査員をディベート経験者とす

るか一般公衆とするか，審査の際の判断基準），スピーチおよび質疑時間の配分（一般に「フォーマット」と呼ぶ。

本授業において採用したフォーマットについて，参照，2．3．4．2）等，選択の余地があるものもある。当

然ながら，どのようなコミュニケーション形式を採用するかが，教育効果に大きい影響を及ぼすこ

とになる。教員は，形式の選択にあたり，それにより期待される教育効果について意識的でなけれ

ばならない。

　さて，教育ディベート特有のコミュニケーション形式は，以下のような理由から，「法教育」に

とって有効な教育手法たりうるのではないかというのが我々の問題意識であった。

　第一に，ディベートが肯定・否定の対立形式をとることと，司法手続の対審構造との関連である。

教育ディベート形式を通じた「物事を両当事者の側から見る」という複眼的思考の経験を通じ，司

法手続において真実発見手法として対審構造がとられている意義を，学生・生徒に体感的に理解さ

せることができると予想される。

　第二に，証拠資料活用形式の意義である。教育ディベートでは，（a）証拠資料の引用，（b）引用開始・

引用終了の明示，（c）情報源の明示等が厳格に求められる。また，相手側の利用した証拠資料の信頼

性・証明力を吟味する能力が必須となる。このような経験により，学生・生徒は事実と意見の区別，

情報の収集力・選別力・評価力など，批判的思考の基礎能力を身につけると予想される。犯罪報道

に関するメディア・リテラシーや冤罪事件の問題は，「法教育」の実践例としてしばしばあげられ

るが，資料の吟味による批判能力育成は，この点でも大きな意義を有するものであろう。

　第三に，教育ディベートの論題としては，事実論題・価値論題・政策論題がありうるが，今日主

流となっているのは，その中の政策論題である。今日，パブリック・コメントや政策評価の導入，

情報公開の定着などの動向の中で，市民による政策形成・政策評価能力はその重要性をますます強

めつつある。上記法務省法教育研究会も「国民が法に関わっていくことは，統治主体として公共的

な事柄について責任を持って関わるという側面を有している」ことを強調している。公共的な事柄

に関して具体的政策を提示し，証拠資料を用いつつそのメリット・デメリットを議論する形式で行

われる政策論題ディベートは，「政策は国民自らの手で作るものである」という意識と制度設計の

能力の育成とに貢献しうるものであろう。もちろん個人差はあろうが，かかる課題は高校教育段階

まではやや難しい面があると思われる。政策形成・制度設計能力の育成は，大学教育以降の段階に

適したものと考えることができよう。

　なお，政策論題のかなりの部分は法制度の変更を伴う。そのため，法的素材が教育ディベートの

論題として選ばれることが多い（近年の全国ディベート大会では，掴民の司法参捌f首相公選jf刑事手続にお

ける証拠採用範囲の拡大」などが挙げられる）。この点も法的素材と教育ディベートとの適合性を示すもの

といえよう。政策形成・制度設計能力に着目する視点は，「司法」教育にとどまらない「法教育」
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に関して，肯定側と否定側にわかれ，一定のルールにしたがって議論し，それを第三者{聴衆あるい

は審時がいずれの鱒がより説得力のある主張を展開したかの判定を下すゲームj沖沢(1996))であ

るO つまり，教育ヂイベートとは，教育的効果達成を目的として，日常のコミュニケーションとは

異なる特有の原則・ルールにもとづいて展開されるコミュニケ…ション形式なのである O そのコ

ミュニケーション形式には，肯定・否定の対立形式等，ヂイベートにとって定義上本質的と思われ

るものもあるが，論題の種類(政策論題か価値論題か)，審査の方法・基準(審査員をデイベート経験者とす

るか一般公衆とするか審査の際の判断基準) スピーチおよび質疑時間の配分(一般に「フォーマットjと呼ぶ。

本授業において採用したフォーマットについて 参照， 2. 3. 4. 2)等，選択の余地があるものもある O 当

然ながら，どのようなコミュニケーション形式を採用するかが，教育効果に大きい影響を及ぼすこ

とになる O 教員は，形式の選択にあたり，それにより期待される教育効果について意識的でなけれ

ばならない。

さて，教育デイベ…ト特有のコミュニケーション形式は，以下のような理由から， r法教育jに
とって有効な教育手法たりうるので誌会いかというのが我々の問題意識であった。

第ーに，デイベ…トが者定・否定の対立形式をとることと，司法手続の対審講造との関連である O

教育デイベート形式を通じた「物事を荷当事者の側から見るjという複践的思考の経験を通じ，司

法手続において真実発見手法として対審構造がとられている意義を，学生・生徒に体感的に理解さ

せることができると予想される O

第二に，証拠資料活用形式の意義である O教育デイベートでは， (a)証拠資料の引用， (b)引用開始・

引用終了の明示， (c)情報源の明示等が厳格に求められる O また，相手側の利用した証拠資料の信頼

性・証明力を吟味する能力が必須となる O このような経験により，学生・生徒は事実と意見の区別，

情報の収集カ・選別力・評価力など 批判的思考の基礎能力を身につけると予想される O 犯罪報道

に関するメディア・リテラシーや菟罪事件の問題は 「法教育Jの実践例としてしばしばあげられ

るが，資料の吟味による批判能力育成は，この点でも大きな意義を有するものであろう。

第三に，教育デイベートの論題としては，事実論題.1副議論題・政策論題がありうるが，今日主

流となっているのは，その中の政策論題で三うる O 今日，パブリック・コメントや設策評語の導入，

'情報公開の定着などの動向の中で 市民による政策形成・政策評価能力はその重要性をますます強

めつつある O 上記法務省法教育研究会も「国民が法に関わっていくことは，統治主体として公共的

な事柄について責任を持って関わるという側面を有しているjことを強調している O 公共的な事柄

に関して具体的政策を提示し 証拠資料を用いつつそのメリット・デメリットを議論する形式で行

われる政策論題ヂイベートは 「政策は国民自らの手で作るものであるjという意識と制度設計の

能力の育成とに賀献しうるものであろう O もちろん個人差はあろうが，かかる課題は高校教育段階

まではやや難しい聞があると思われる O 政策形成・制度設計能力の育成は，大学教育以降の段階に

適したものと考えることができょう O

なお，政策論題のかなりの部分は法制度の変更を伴う O そのため，法的素材が教育デイベートの

議題として選ばれることが多い(近年の全国デイベート大会で法， r部民の司法参加Jr言招公選Jr那事手続にお
ける註拠採用範密の拡大jなどが挙げられる)。この点も法的素材と教育ヂイベートとの適合性を示すもの

といえよう O 政策形成・制度設計能力に着目する視点は， r司法j教育にとどまらない f法教育j
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の新たな側面を切り拓く可能性を含んでいるであろう。

　第四に，口頭形式で進められるディベートが有する意義である。教育ディベートにおける審査員

は，当該論題については非＝＝専門家であることが原則である13。肯定・否定両チームとも，審査員

を説得するために，非＝専門家にも開かれたわかりやすい言葉を使うことこそが，ディベートの理

想型14なのである。「法教育」の必要性が意識される一つの場として，裁判員制度などの国民の司法

参加があげられるが，このような場における「開かれた言説」欄かれた議謝の訓練としても，教

育ディベートは有効であろう。将来何らかの「専門家」となることが多い大学生にとって，このよ

うな経験の意義は大きい。特に，法的素材を利用する場合，教育ディベートの口頭形式は，専門家

予備軍としての法学部生とそれ以外の非＝専門家の双方にとって有意義なものになるだろうユ5。

　以上のような教育ディベート固有の形式により獲得が予想される諸能力を，一応「論理的コミュ

ニケーション能力」と総括することができるが，これは実は「法的に行動する能力」と：重要な点に

おいて重なる。たとえば，前掲「法教育論点整理」は，「法教育のねらいとして考えられる事項」

として，（1）個人の尊厳や法の支配などの憲法及び法の基本原理を十分に理解させ，自律的かつ責任

ある主体として自由で公正な社会の運営に参画するために必要な資質や能力を養うこと。（2＞法が日

常生活において身近なものであることを理解させ，日常生活においても十分な法意識を持って行動

し，法を主体的に利用できる力を養うこと。（3泊分の考えを持ち，積極的かつ論理的に意見を述べ，

また自分と異なる見解にも十分配慮して，討論，合意形成，建設的批判などができる能力を身に付

けさせること，をあげているのだが，そのなかでも特に（3）の能力は，「教育ディベート」による獲

得が期待される「論理的コミュニケーシesン能力」とほぼ重なっているのである。この意味で，「教

育ディベート」と「法教育」の接点が注目されるのである。（（1×2）の能力も「教育ディベートと無関係でな

いことについては，3．1で述べることにしよう。）

2．本合同授業の実践報告

2．！　授業のカリキュラム上の位置づけ

　以上のような問題意識を背景にしながら，我々両名は，平成14年度前期に①法学部の授業「法学

ディベート実習」（担当・角松；法学部3・　4・OP生対象の選択科目），②法学府修士課程の授業「公法学清船

第二」（担当・角松；法学府修士課程の学生対象の選択科目），③教育学部の教職科目「社会・公民科指導法

1」（担当・曽野；高校「公民」の教員免許取得のための必修科目，中学「社会」の教員免許取得のための選択科目）を

同じ時事帯に並行して開講し，連携を図りながら「教育ディベート」の授業を行った。以下では，

この合同授業の実践報告をおこないたい。

　なお，受講者の内訳は，法学部・法学府9名，文学部6名，経済学部2名，教育学部4名の合計

21名であり，①の受講者13名，②1名，③7名であった。①②の受講者は，シラバスでディベート

13 ｼに審査員が実際には専門知識を有している場合でも，そのような個人的な知識・経験を考慮しないことが，ディベートの審

　査における鉄則である。
14 烽ﾁとも，多くの競技ディベートにおいて，これと異なる実態が存するようである。参加者・審査員が…・定の議論の枠組みを

　共有してしまい，決まったキーワードのやり取りで試合が進んでしまう現状があると言われる。
15 ｽだし，井上（2003＞で紹介されている実践では，書面による立論・反駁の交換で議論をするという方法がとられている（参
　貝黙，　2．3．4．1）
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の新たな鱒屈を切り拓く可龍性を含んでいるであろう O

第四に，口頭形式で進められるデイベ…トが有する意義である O 教育デイベ…トにおける審査員

は，当該論題については非=専門家であることが原則である九肯定・否定両チ…ムとも，審査員

を説得するために，非t 専門家にも関かれたわかりやすい言葉を使うことこそが，デイベ…トの理

想、創14なのである oI法教育」の必要性が意識される一つの場として 裁判員制度などの国民の司法

参加があげられるが，このような場における「関かれた言説j明かれた議論)の訓練としても，教

育ヂイベートは有効であろう O 将来何らかの「専門家jとなることが多い大学生にとって，このよ

うな経験の意義は大きい。特に，法的素材を利用する場合，教育デイベートの口頭形式は，専門家

予イ籍軍としての法学部生とそれ以外の非=専門家の双方にとって有意義なものになるだろう九

以上のような教育ヂイベート国有の形式により獲得が予想される諸能力を，一応「論理的コミュ

ニケ…ション能力jと総括することができるが これは実は「法的に行動する能力jと重要な点に

おいて重なる O たとえば前掲「法教育論点整理jは 「法教育のねらいとして考えられる事項j

として， (1)儲人の尊厳や法の支配などの憲法及び法の基本原理を十分に理解させ，自律的かつ責任

ある主体として自由で公正な社会の運営に参画するために必要な資質や詑方を養うこと o (2)法が日

常生活において身近なものであることを理解させ 日常生活においても十分な法意識を持って行動

し，法を主格的に利用できるカを養うこと o (3)自分の考えを持ち，積極的かっ論理的に意克を述べ，

また自分と異なる見解にも十分配慮して，討論，合意形成，建設的批判などができる能力を身に付

けさせること，をあげているのだが，そのなかでも容に(3)の能力は， I教育デイベートjによる獲

得が期待される f論理的コミュニケーション能力jとほぼ重なっているのである O この意味で， I教

育ヂイベートJと「法教育Jの接点が注目されるのであるo ((lXz)の能力も「教育デイベートと無関係でな
いことについては， 3. 1で述べることにしよう。〉

2.本合同授業の実践報告

2. 1 授業のカリキュラム上の位置づけ

以上のような問題意識を背景にしながら，我々附名は，平成14年度前期に①法学部の授業「法学

デイベート実腎J(担当・角松;法学部3・4年生対象の選択科吾〉 ②法学野修士課程の授業「公法学持講

第二J(担当・角松;法学府修士課税の学生対象の選択科目) ③教育学部の教職科目「社会・公民科指導法

1 J (担当・曽野;高校「公民jの教員免許取得のための必修科目，中学「社会jの教員免許取得のための選択科目)を

同じ時間帯に並行して開講し，連携を国りながら f教育デイベートjの授業を行った。以下では，

この合同授業の実践報告をおこないたい。

なお，受講者の内訳は，法学部・法学野9名，文学部8名，経済学部2名，教育学部4名の合計

21名であり，①の受講者13名，②1名，③7名であった。①②の受講者は，シラパスでデイベート

13仮に審査員が実際には専門知識を有している場合でも，そのような額人的な知識・経験を考濯しないことが，デイベ…トの審
査における鉄則である O
14 もっとも，多くの競技デイベ…トにおいて，これと異なる実態が存するようである。参加者・審査員が…定の議論の枠組みを
共存してしまい，決まったキーワードのや号車ちで試合が進んでしまう現状があると言われる O
15ただし，井上 (2003)で紹介されている実践では，書面による立論・反駁の交換で議論をするという方法がとられている
照， 2.3.4. 1 ) 
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の授業であることを知って選択科目としてこれを履修していたわけだが，③の受講者は，ディベー

トの授業を積極的に選んで受講したわけではない。少なくとも当時の九州大学においては教職科目

のシラバス購義要項）が開講前に公表されることはなかったし，この科目は高校「公民」の教員免

許取得のための「必修科目」であるためである。そのため，③の受講者には「囚われの聴衆」とい

う側面もあったわけであるが，そのことが受講者のパフォーマンスに大きな悪影響を与えたように

は感じられなかった（おおむね受講態度は熱心であった）。

　また，同年度後期開講の「社会・公民科指導法II」でディベート授業を開講されることが決定し

ていた鎌田裕文氏には，毎回オブザーバーとしてご出席いただくことができたことも特記しておき

たい三％

2．2　授業の目的

　この授業は，法学部・法学府の授業と教職科目の授業の合同授業であるため，授業の教育目標も

全体を通じた目的と，教職科目特有の目的を設定した。全体共通の目的は，1．4で述べたところ

がらもうかがえるように，まさしく「ディベート」という営為の有する「論理的コミュニケーショ

ン能力」の向上であるが，教育効果の獲得目標はこれを分節化して，「複眼的思考能力」「批判的思

考能力」「情報収集・整理能力」「政策形成・制度設計能力」の酒養とした。（「開かれた言説jも，本来

であれば獲得目標として挙げるべきであった。）

　教職科目としてのディベート授業の意義については，若干の補足説明が必要かもしれない。現在，

小中高等学校においては社会科等の授業でディベートを取り入れる試みが盛んに行われているが17，

的確な指導ができる教員も限られており，これから教職につく者にとってディベートを正しく理解

しておくことは重要である。したがって，ディベートとは何かを理解すること，そして，それを授

業で用いる方法のヒントとしてもらうことが目的となる（第船舶の授業では，「学校教育（社会科〉におけ

るディベートの意義」と題して簡単な説明を鎌田氏にお願いした）。

2．3．授業の実践

2．3．1　全体構成

全13回，1回90分の授業を，受講生のディベート能力の進展に応じて4つの部に分けて行った。

第1部「イントロダクション」（3副ではディベートとは何かを理解してもらい，またその方法に

ついての入門的な概説・訓練を行った。第2部（5回）と第3部（4副では学生をチーム分けした

うえで，別々の論題についてディベートのリーグ戦を行った。第4部Q回）は全体のまとめであ

り，ディベートを経験する前後でディベートに対するイメージにどのような変化が生じたか，ディ

16 ｽ成14年度後期の「社会公民科指導法ll　1については，鎌田（2004）参照。鎌田氏は，引き続いて平成15年度もこの授業を担

　当され，平成16年度も同様の予定である。九州大学における（フrk・一マルな〉「ディベー碍に関する授業は，我々が認識し

　ているだけでも井上奈良彦教授（言語文化研究院），八田卓也助教授（法学研究院）も行っている。井上教授の実践報告とし
　て，井上（2◎03）参照。八田助教授の授業のシラバスについてはhttp：／fwww．law．kyushu－u．acjp／syllabus！college／2◎◎3／kisoenshu－11

20030526140642．html参照。もちろん，フォーマルなディベートのフォーマットを用いない，インフォーマルな「討論」を行

　うという意味で「ディベート」を行っている授業はさらに多い。
17 ｩ月えば，佐長（1997）参照。
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の授業であることを知って選択科目としてこれを臆修していたわけだが，③の受講者は，デイベー

トの授業を積極的に選んで受講したわけではない。少なくとも当時の九州大学においては教職科目

のシラパス〈講義要項〉が開講話に公表されることはなかったし，この科日は高校[公民jの教員免

許取得のための「必修科目jであるためである O そのため，③の受講者には「囚われの聴衆jとい

う健部もあったわけであるが，そのことが受講者のパフォ…マンスに大きな悪影響を与えたように

辻感じられなかった(おおむね受講態度は熱心で、あった)。

また，同年度後期間講の[社会・公民科指導法llJでデイベート授業を開講されることが決定し

ていた鎌田裕文氏には，毎回オブザ…パーとしてご出席いただくことができたことも特記しておき

たい九

2.2 授業の践的

この授業は，法学部・法学府の授業と教職科目の授業の合同授業であるため，授業の教育目標も

全体を通じた目的と，教職科目特有の目的を設定した。全体共通の目的は， 1. 4で述べたところ

からもうかがえるように まさしく「ヂイベートjという営為の有する「論理的コミュニケーショ

ン龍力jの向上であるが，教育効果の獲得吾標;まこれを分節化して， r複践的思考能力Jr批判的思
考能力Jr情報収集・整理能力Jr政策形成・制度設計能力jの溺養とした。 (i関かれた言説jも，本来
であれば護得吾標として挙げるべきであった。)

教職科目としてのデイベ…ト授業の意義については，若干の補足説明が必要かもしれない。現在，

小中高等学校においては社会科等の授業でデイベ…トを取り入れる試みが盛んに行われているがヘ

的確な指導ができる教員も絞られており，これから教職につく者にとってデイベ…トを正しく理解

しておくことは重要である O したがって，デイベ…トとは向かを理解すること，そして，それを授

業で用いる方法のヒントとしてもらうことが呂的となる(第l屈呂の授業では 「学校教育(社会科)におけ

るデイベートの意義jと題して欝単な説明を鎌田氏にお震いした)。

2.3.授業の実践

2.3. 1 全体f執

全日間 1回90分の授業を，受講生のデイベート能力の進展に応じて4つの部に分けて行ったO

第1部 fイントロダクションJ(3回)ではデイベ…トとは何かを理解してもらい，またその方法に

ついての入門的な概説・誤練を行った。第2部(5回)と第3部 (4回)では学生をチーム分けした

うえで，別々の論題についてデイベ…トのリーグ戦を行った。第4部(1回)は全体のまとめであ

り，デイベートを経験する前後でデイベートに対するイメ…ジにどのような変化が生じたか，ヂイ

16平成14年度後期の「社会公民科指導法IIJについては，鎌田 (2004)参照。鎌田氏は，引き続いて平成15年度もこの授業を担
当され，平成16年度も同様の予定であるO 九州大学における(ブォーマルな)rデイベートJに関する授業は，我々 が認識し
ているだけでも井上奈長彦教授(言諮文化酵究設入八冨卓吉助教授(法学研究錠〉も行っている。井上教授の実践報告とし
て，井上 (2003)拳照。八百助教投の授業のシラパスについてはhttp://www.law.kyushu・u.ac伊Isyllabus/college/2003Ikisoenshu-1I
20030526140642.html参照。もちろん，フォーマルなデイベートのフォーマットを用いない，インフォ…マルな「討論jを行
うという意味で「ヂイベート」を行っている授業はさらに多い。

17たとえば，佐長(1997)参照。
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ベート（またはそれを用いた教育）の意義と限界についてのディスカッシNンを行った。

2。3．2　テキスト

　ディベートの授業のテキストとしてしばしば用いられるものに，松本茂『頭を鍛えるディベート

入門』（講談社ブルーバックス，1996年）があるが，我々の授業では同じ著者が出版して問もなかった松

本茂『日本語ディベートの技法』（忌詞出版，2◎Ol年，14◎◎円）を用いた。初心者を対象とした，実践的

な入門書である点では前著と同じであるが，書名が示すとおり「技法」に重点をおいており，リサー

チ，議論構築，プレゼンテーションのそれぞれの技法を要領よく示している点でとくにすぐれてい

ると思われた。

2．3．3　「第1部　イントロダクション」（3回）

　第1部は，次の諸点を到達目標とした。すなわち，①ディベートについてのイメージ形成，②法

学教育および教職科目におけるディベートの意義の理解，③議論の階層化・構造化（アウトラインの

構成方法，ナンバリングの付け方）の重要性の理解，④議論の構造（とくに証拠資料と主張の区別，人格と議論の

区別）の理解，⑤フローシートの取り方の理解，⑥ディベートにおける勝敗の決まり方ないし審判

の仕方についての理解（比較的にメリットの大きな政策に投票すべきこと，個人的信念とディベートにおける議論の

無関連など）である。このような到達目標を念頭において，次のような授業を行った。

【第1回　オリエンテーション】

　この回は，到達目標①②を達成するためにあてた。②については，上記2．2で述べたとおりで

ある。①のディベートのイメージ形成は，初心者を対象にディベートの授業をスムーズに行うため

に早期に達成しておくことが望ましい。そこで，ディベートの概略（論題，肯定側・否定側の役割，フォー

マットなど）について口頭で説明したうえで，「百聞は一見にしかず」ということで，あるディベー

ト大会の決勝戦の模様を録画したビデオを視聴した18。このビデオ視聴はあくまでも「雰囲気」を

分かってもらうことを目的としたものであり，1つの試合の全体を視聴したわけではない。

【第2回　「議論」の実際（その1）】

　第2回目と第3回目の授業では，到達目標③～⑥に重点をおいたが，第2回目の授業ではとくに

⑤に重点をおいた。フロ・・一一・シート（議論の流れを記録するメモ）を的確にとることができるか否かは，

ディベートにおける議論のマクロ的な展開を把握できるか否かという点に密接に関わるため，ディ

ベート能力の向上のための重要な鍵である僕際，ディベー瀧力の向上の輻が小さかった学生が，全授業終了

後に「最後までフ灘一シートの取り方が分からなかった」との感想を述べているのが象徴的であった。もう少しケアが必

要であったかもしれないというのは反省すべき点の1っである）。そこで，フローシートの取り方を簡単に説明

したうえで，学生に実際にフローシートを取らせながら（肯定側・否定側のスピーチのJll頁序ごとに，議論を

記入すべき欄を区切ったフローシート用紙を配布した），あるディベートの試合のビデオを，解説をはさみな

がら視聴した（約40分〉。視聴したのは，中高校生のディベート大会である，「第1回全国中学・高

校ディベート選手権」樋称，ディベー岬子園）の中学校の部の決勝戦であり，「日本はサマータイム

18 ｡浜市の選挙管理委員会が主催したディベート大会で，「わが国は選挙権を18歳からにすべし？jを論題としたもの。
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ベート(またはそれを痛いた教育)の意義と限界についてのデイスカッションを行った。

2.3.2 テキスト

デイベートの授業のテキストとしてしばしば用いられるものに，松本茂『頭を鍛えるデイベート

入門j(講談社ブルーパックス， 1996年)があるが，我々の授業では同じ著者が出版して関もなかった松

本茂?日本語デイベ…トの技法j(七寮出寂， 2∞l年， 14∞丹〉を用いた。初心者を対象とした，実践的

な入門書である点では前著と同じであるが，書名が示すとおり「技法jに重点をおいており，リサー

チ，議論構築，プレゼ、ンテーションのそれぞれの技法を要領よく示している点でとくにすぐれてい

ると思われた。

2.3.3 r第 l部 イントロダクションJ(3回)
第 l部は，次の諸点を到達目標としたO すなわち，①デイベートについてのイメ…ジ形成，②法

学教育および教職科目におけるデイベ…トの意義の理解，③議論の階層化・構造化(アウトラインの

構成方法，ナンバリングの付け方)の重要性の理解，③議論の構造(とくに証拠資料と主張の区別，人格と議論の

区別)の理解，③フローシートの取り方の理解，@デイベートにおける勝敗の決まり方ないし審判

の仕方についての理解(比較的にメリットの大きな政策に投票すべきこと，個人的信念とデイベートにおける議論の

無関連など)である O このような到達自襟を念頭において，次のような授業を行った。

{第 1回 オリエンテーション}

この回は，到達目標①②を達成するためにあてた。②については，上記2.2で述べたとおりで

あるO ①のデイベートのイメージ形成は，初心者を対象iこデイベートの授業をスム…ズに行うため

に早期に達成しておくことが望ましい。そこで，ヂイベートの概略(論題，肯定制・否定側の役割，フォー

マットなど)について口頭で説明したうえで， r百聞は一見にしかず」ということで，あるデイベー
ト大会の決勝戦の模様を録画したピデオを視聴したへこのビデオ視聴はあくまでも「雰囲気jを

分かつてもらうことを百的としたものであり 1つの試合の全株を視聴したわけではない。

【第2毘 f議論jの実際(その 1)] 

第2回目と第3回目の授業では，到達目標③~⑥に重点をおいたが，第2回目の授業ではとくに

⑤に重点をおいた。フローシート(議論の流れを記録するメモ)を的確にとることができるか否かは，

ヂイベートにおける議論のマクロ的な展開を把握できるか否かという点に密接に関わるため，デイ

ベート能力の向上のための重要な鍵である〈実捺，ヂイベート能力の向上の騒が小さかった学生が，全授業終了

後iこ「最後までフローシ…トの取り方が分からなかったjとの感想、を述べているのが象教的であった。もう少しケアが必

要であったかもしれないというのは反省すべき点の1つである)0そこで， フローシートの取り方を簡単に説明

したうえで，学生に実際にフローシートを取らせながら(肯定側・否定側のスピーチの順序ごとに，議論を

記入すべき禰を区切ったフローシート用紙を配布した)，あるデイベ…トの試合のどデオを，解説をはさみな

がら視聴した(約40針。視聴したのは，中高校生のデイベート大会である， r第1間全留中
校デイベ…ト選手権J(通称，デイベ…ト甲子毘)の中学校の部の決勝戦であり， r日本はサマータイム

18横浜市の選挙管理委員会が主{援したヂイベ…ト大会で， rわが閣は選挙権を18歳からにすべし?Jを論題としたもの。
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制を導入すべし。是か非か」を論題とするものであった19。第1回におけるビデオ視聴とは異なり，

フローシートを取りながらの視聴であるため，議論の中身に注意して聞かせた点に力点がある。視

聴後，模範フローシートを示して，受講生各自のそれと比較させるとともに，肯定側・否定側のど

ちらが，どのような理由で勝ったかを説明して，議論の「聞きどころ」（ある論証をするために典型的に

必要な論点；政策論題においては，ある政策をとることによって，どのようなシナリオを経て，どのようなメリットが生

ずるのか，そのメリットはどれだけ重要なものなのか，また、どのようなデメリットが生ずるのか，メリットとデメリッ

トのどちらが大きいのかといった，肯定側立論・否定側立論に含まれるべき論点のことである）を理解してもらうよ

うに務めた（これは到達目標③④に関わる）。その他，立論と反駁の関係，証拠資料の用い方，第2反駁

の役割についても解説した。

　なお，受講生にはこのビデオの印象が強烈であった模様で，第4回目以降に行ったディベートの

実践でこのビデオのディベーターが用いていた議論の「型」にとらわれてしまい，自由な議論をで

きなかったことを学期終了時に反省点として挙げる者が数名いた。この「型」は，自由な議論をし

ても到達すべき1つの「理想型」としての側面も有するし，最初は「基本」を身につけるために「型」

にはまったディベートでも構わないようにも思われるが，大学生の知的レベルでは，かえってこの

型に窮屈さを感じる面があるのかもしれない。

【第3回　『議論』の実際（その2）】

　第2回目の授業では，受講生はいわば審判の視点でディベートに接したが，第3回目の授業では，

「日本は積極的安楽死を法的に認めるべきである」という論題を用いて，実際にディベートを経験

してもらった。学生たちに求めた準備は肯定側の立論，または，否定側の立論をレポート用紙1枚

で作成してくることであり，そのために必要な資料は教員が作成した資料集を配布しておいた。もっ

とも，全員がディベートを行う時間的余裕はなく，約20分の試合を2試合おこない，それぞれにつ

いて，議論の内容・方法の改善点，勝敗の判定について全員でディスカッションを行った。

　また，ディベートにおいては事実に基づいた議論をするために，主張には証拠資料が必要となる

場合が多い。この授業では，その証拠資料の作りかた・使い方についてもサンプルを示しながら説

明した。

2．3．4　「第2部論題1のディベート」および「第3部論題Hのディベート」

2。3．4．1　論題の選定

　第1部のイントロダクシNン終了後，論題を選んでディベートを行った。論題の選択は，教員が

候補となるトピックをいくつか示したうえで，受講者に選ばせた。候補として，①首相公選制，②

国民の司法参加（裁判員制，陪審制など），③非嫡出子の相続分差別，④死刑廃止というトピックを示

したところ，学生たちは，第1論題として「死刑廃止」，第2論題として「国民の司法参加」を選

択した20。トピックの候補が法学関連のものに偏ったのは，この授業が法学部・法学府の授業とし

ても提供されているためであるが，同時に，ディベートの論題としてとりあげるにふさわしい社会

’9この試合にはトランスクリプトもある。全国教室ディベート連盟（1996）28頁以下。
20 _題は，「日本国は死刑制度を廃止すべきである」および「日本国は市民が裁判官とともに判決内容について評議する制度を

刑事訴訟手続に導入すべきである」という表現にした。
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制を導入すべし。是か非かJを論題とするものであった九第 l回におけるビデオ視聴とは異なり，

フ口…シートを取りながらの視聴であるため，議論の中身に注意して聞かせた点に力点がある O 視

聴後，模範フローシートを示して，受講生各自のそれと比較させるとともに，肯定側・否定側のど

ちらが， どのような理由で、勝ったかを説明して，議論の「毘きどころJ(ある論証をするために典型的に

必要会論点;致策論題においては ある政策をとることによって どのようをシナリオを経て どのようなメリットが生

ずるのか，そのメリットはどれだけ重要なものなのか，また、どのようなデメリットが生ずるのか，メリットとデメリッ

トのどちらが大きいのかといった 肯定側立論・否定側立論に含まれるべき論点のことである)を理解してもらうよ

うに務めた(これは到達目標φ④に関わる)0 その他，点論と反駁の関係，証拠資料の用い方，第2反駁

の役割についても解説したO

なお，受講生にはこのピヂオの印象が強烈であった模様で，第4回目以降に行ったデイベ…トの

実践でこのどデオのデイベ…ターが用いていた議論の[型jにとらわれてしまい，自由な議論をで

きなかったことを学期終了時に反省点として挙げる者が数名いた。この「型jは，自由な議論をし

ても到達すべき l つの「理想型j としての側面も有するし，最初は「基本J を身につけるためには~J

にはまったデイベートでも構わないようにも思われるが，大学生の知的レベルでは，かえってこの

型に窮服さを感じる面があるのかもしれない。

{第3思 f議議jの実際(その2)] 

第2沼自の授業では，受講生はいわば審判の視点でデイベートに接したが，第3居呂の授業では，

「日本は積極的安楽死を法的に認めるべきであるjという論題を用いて，実際にデイベートを経験

してもらった。学生たちに求めた準備は肯定側の立論，または，否定側の立論をレポート用紙1枚

で作成してくることであり，そのために必要な資料は教員が作成した資料集を配布しておいた。もっ

とも，全員がデイベートを行う時照的余裕はなく，約20分の試合を 2試合おこない，それぞれにつ

いて，議論の内容・方法の改善点，勝設の暫定について全員でデイスカッションを行った。

また，デイベートにおいては事実に基づいた議論をするために，主張には証拠資料が必要となる

場合が多い。この授業では，その証拠資料の作りかた・使い方についてもサンプルを示しながら説

明した。

2.3.4 r第2部論題Iのデイベートjおよび「第3部論題Eのヂイベートj
2.3.4. 1 議題の選定

第1部のイントロダクション終了後，論題を選んでデイベートを行った。論題の選択は，教員が

候補となるトピックをいくつか示したうえで，受講者に選ばせた。候補として，①首相公選制，②

国民の司法参加(裁判員制階藩制など)，③非嫡出子の相続分差別，④死刑廃止というトピックを示

したところ，学生たちは，第l論題として「死刑廃止J，第2論題として「国民の司法参加Jを選

択したヘトピックの挨播が法学関連のものに能ったのiま この授業が法学部・法学宥の授業とし

ても提供されているためであるが 同時に デイベ…トの論題としてとりあげるにふさわしい社会

19この試合にはトランスクリプトもある O 全国教室デイベート連盟(1996)28頁以下。
20論閣は， I日本国は死刑制度を廃止すべきである」および「日本閣は市民が裁判官とともに判決内容について評議する制度を
刑事訴訟手続に導入すべきであるjという表現にした。
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問題の多くには，法律問題が含まれているという側面もある（参照，1．4）。もっとも，法学分野の

ものとして比較的一般的な社会問題をとりあげたつもりであったが，とくに法学部以外の学生に

とっては，第2論題は，興味をもちにくいものであったようである。論題選定にもう少し幅を持た

せても良かったかもしれない21。

　なお，2つしか論題を取り上げないのは少ないのではないかとの見方があるかもしれない。しか

し，1つの論題を実施するにあたっての準備（調査・分析・議論の組み立て）という作業を毎週別々の

論題について行うのは現実的ではなく，むしろ，少数の論題についてきちんとした準備をして臨む

ことが望ましい。また，同一論題について，各参加者に肯定側・否定側・審判をそれぞれ1回ずつ

経験させないでは，ディベートの教育効果は大きく薄れる。与えられた授業回数のなかでは，論題

2つが現実的なところだと思われる。

　逆に，論題2つでは多すぎるという見解もありうる。ディベートの価値を，試合の部分だけでな

く，そこにいたるリサーチ，議論の構築を含めた「議論法argumentatiORjの全プロセスにあること

を強調すると，リサーチや議論構築にもう少しじっくりと時間をかけるという選択肢もあるからで

ある。井上（2◎03）は，そのような立場に基づく実践例を報告しており，興味深い。しかも，ディ

ベートが有するロ頭でのコミュニケーションの訓練としての側面を捨象して，書面による立論・反

駁の交換で議論をするという方法もとっている。これは，日本の大学生を対象とした「英語」の授

業の枠内でディベートのロ頭形式の部分を行うのが難しいという現実的制約からとられた工夫であ

るが，議論を考え抜く能力や書面作成能力を高めるという効用が十分に期待できるように思われる。

このような方向も今後検討してみたい。

2．3．4．2　試合

　2～3名からなるチームを7チーム作り，各チームとも，各論題について肯定側と否定側をそれ

ぞれ1回ずつ経験するように対戦を行った。試合のフォーマットは次のとおりである。

●肯定側立論

○否定側質疑

○否定側準備

○否定側立論

●肯定側質疑

○否定側準備

○否定側第1反駁

●肯定側準備

●肯定側第1反駁

○否定側準備

○否定側第2反駁

●肯定側準備

●肯定鋭意2反塩

2i ]月（2◎◎3＞は，　H本社会におけるアポリアとしてICIのテーマを示してあり，便利である。
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問題の多くには，法律問題が合まれているという側面もある(参照， 1. 4)。もっとも，法学分野の

ものとして比較的一般的な社会問題をとりあげたつもりであったが とくに法学部以外の学生に

とっては，第2論題は，興味をもちにくいものであったようである O 論題選定にもう少し幅を持た

せても良かったかもしれない九

なお 2つしか論題を取り上げないのは少ないのではないかとの見方があるかもしれない。しか

し 1つの論題を実施するにあたっての準備調査・分析・議論の組み立て〉という作業を毎週別々の

論題について行うのは現実的で、はなく むしろ 少数の論題についてきちんとした準備をして臨む

ことが望ましい。また，同一論題について，各参加者に肯定側・否定側・審判をそれぞれ1回ずつ

経験させないでは，ヂイベートの教育効果は大きく薄れる O 与えられた授業回数のなかでは，論題

2つが現実的なところだと思われる O

逆に，論題2つでは多すぎるという見解もありうるO デイベートの価値を，試合の部分だけでな

く，そこにいたるリサーチ，議論の構築を含めた「議論法argumentationJの全プロセスにあること

を強調すると，リサーチや議論構築にもう少しじっくりと時開をかけるという選択肢もあるからで

ある O 井上 (2∞3)は，そのような立場に基づく実践例を報告しており，興味深い。しかも，デイ
ベートが有する口頭でのコミュニケーションの訓練としての側面を捨象して 書面による立論・反

駁の交換で議論をするという方法もとっている O これは，日本の大学生を対象とした「英語Jの授
業の枠内でデイベートの口頭形式の部分を行うのが難しいという現実的制約からとられた工夫であ

るが，議論を考え抜く能力や書面作成能力を高めるという効用が十分に期待できるように思われる O

このような方向も今後検討してみたい。

2.3.4.2 試合

2---3名からなるチームをアチーム作り 各チームとも 各論題について者定鶴と否定鱒をそれ

ぞれl回ずつ経験するように対戦を行った。試合のフォーマットは次のとおりである O

・肯定側立論 5分

。否定側質疑 2分

0否定側準備 1分

。否定側立論 5分

-肯定側質疑 2分

。否定側準備 1分

。否定鱒第l反駁 3分

.肯定側準備 2分

-肯定側第l民駁 3分

0否定側準備 2分

0否定側第2反駁 3分

-肯定側準備 2分

-肯定側第2民駁 3分

21望月 (2003)は，日本社会におけるアポリアとして101のテーマを示してあり，覆科である。
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　　　合計　　　　　34分

　1回の授業で教室を2つ用いて，各教室を教員両名が分担して試合を行った。試合をしない学生

には審判役を担当させ，翌週までに「判定理由書」を提出させた（判定理由書の書き方については，ロ頭

で説明したほか，第2部最初の試合の教員の判定理由書を参考のために風動した〉。

　この授業で大きな反省点だと思われるのは，この判定理由書を教員が読むだけで終らせてしまい

（成績評価の資料としてのみ扱った），判定理由書についての議論を学生同士で行わせる機会を設けなかっ

たことである。判定理由書を学生にも読ませれば，審判される側は自分の議論がpeerにどのよう

に理解されているかを知ることができて議論の改善に向けた動機づけになったであろうし，審判を

する側も，他の審判の目の付け所を知ることによって，議論のポイントをつかむ訓練になったと思

われる。今後のディベート授業ではこの点は是非改善したい。

2．3．5　その他の工：夫

2．3．5．1　論題の背景知識の共有

　各論題がとりあげているトピックについて，受講生の間である程度の理解を共有するため，学生

のなかからレポーターを募って各1演ずつ，それぞれのトピックについての概観を行った。熱心な

レポーターを得ることができたこともあり，この試みは成功だったと思われる。

2．3．5．2　中間的な反省会

　第2部の試合が一通り終わった時点で，授業の中間総括的な反省会を行った。そこでは，ディベ八一

ト理論についての補足（論題該当性（t・picality），論証責任，カウンタープラン（代案））を行ったほか，統計デー

タの吟味の仕方について重点をおいた検討を行った。たとえば，「ダイエット食品の効用に疑問を

持ったマリエ・アンゾ博士は，ランダムに選んだ男女1000人ずつ計2000人に1日に食べるダイエッ

ト食品の回数と量を尋ねてみた。ついでに各自の肥満度（傍長一体重）／110）も測定してみた。その

結果次のことが判明した。（a）ダイエット食品を食べる回数が多ければ多いほど，肥満度が高い；（b＞

ダイエット食毒を食べる量が多ければ多いほど，麗満度が高い。結論として，ダイエット食品はあ

まり効果がないばかりか，逆の効果が観察されると発表した。さて，この調査はどこがどうおかし

いか」22といった問題を扱った。このような論理学的な誤りを見抜く学生の能力は，意外に弱いと

いうのが我々の印象であった。

2．4．ディベートの功罪一学生の受け止め方

　以上のような授業を経たのち，最後の授業（第4部）では総括としてディスカッションを行った。

そこでの議論からは，受講生が「ディベート（またはそれを用いた教育）の功罪」についていかなる考

えをいだくようになったかがうかがえる。以下に，ディスカッシ9ンのなかで現れた意見の一部を

紹介する23が，少なくとも主観的にはこの授業が獲得目標としていた「複眼的思考能力jと「批判

的思考能力」の重要性を受講生は実感しているように思われる。（授業の獲得目標が達成できたか否かにっ

22 J岡（2◎◎0）128頁。
es fぜスカッシesン中に我々両名が作成したメモに，最低限の補充を加えて，そのまま抜粋している。
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合計 34分

1自の授業で教室を 2つ用いて，各教室を教員爵名が分担して試合を行った。試合をしなし

には審判役を担当させ，翌週までに[判定理由書jを提出させた(判定理白書の書き方については，日鱗

したほか，第2部最初の試合の教員の判定理由書を参考のために配布し1....;0 

この授業で大きな反省点だと思われるのは，この判定理由蓄を教員が読むだけで終らせてしまい

(成績評価の資料としてのみ扱った)，判定理白書についての議論を学生向士で行わせる機会を設けなかっ

ことである O 判定理白書を学生にも読ませれば，審判される側は自分の議論がpeerにどのよう

に理解されているかを知ることができて議論の改善に向けた動機づけになったであろうし，審判を

する鶴も， f也の審判の自の付け所を知ることによって，議論のポイントをつかむ言"嫌になったと

われる O 今後のヂイベート授業ではこの点は是非改善したい。

2.3.5 その他の工夫

2‘3.5. 1 論題の背景知識の共有

各論題がとりあげているトピックについて，受講生の関である程度の理解を共有するため，

のなかからレポーターを募って各l回ずつ，それぞれのトピックについての概観を行った。熱心な

レポーターを得ることができたこともあち この試み辻成功だったと患われるG

2.3.5.2 中間的な反省会

2部の試合が一通り終わった時点で，授業の中間総括的な反省会を行った。そこでは，デイベ…

ト明論についての補足(論題該当性 (topicality)，論証責任，カウンターブうン(代案))を行ったほか，統計デー

タの吟味の仕方について重点をおいた検討を行った。たとえば， rダイエット食品の効用に疑問を
ったマリエ・アンゾ博士は，ランダムに選んだ、男女1000人ず引計2000人に 1日に食べるダイ L ツ

ト食品の回数と最を尋ねてみた。ついで、に各自の肥満度((身長一体重)/110)も測定してみた。その

結果次のことが判明した。同ダイエット食品を食べる回数が多ければ多いほど，H~~蕎度が高い; (b) 

ダイエット食品を食べる量が多ければ多い迂ど，患溝度が高い。結論として，ダイエット食品はあ

まり効果がない誌かちか，逆の効果が観察されると発表したO さて，この翼査iまどこがどうおかし

いかJ22といった問題を扱った。このような論理学的な誤りを見抜く学生の語力誌，意外に弱いと

いうのが我々の印象であった。

2.4.デイベ…トの功罪一一四学生の受け止め方

以上のような授業を経たのち，最後の授業(第4部)では総指としてデイスカッションを行った。

そこでの議論からは，受講生が fヂイベート(またはそれを用いた教育)の功罪jについていかなる

えをいだくようになったかがうかがえる O 以下に，デイスカッションのなかで現れた意見の一部を

紹介するnが，少なくとも主観的にはこの授業が獲得B標としていた f譲接的思考能力jと f批判

的思考能力jの重要性を受講生は実感しているように思われる o (授業の護得目標が達或できたか容かにつ

谷間 (2∞0)128真。
ヂイスカッション中に我々 碍名が作成したメモに，最廷援の播充を加えて，そのまま抜粋している O
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いては，別途，授業評癒アンケートの形でも受講生の「主観的」な自己評価を問うている（資料2にその結果の抜粋を掲

げた）。これについては3で分析を加えることにする。「客観的」な検証については鎌田（2004）を参照されたい。）他方，

ディベートの有する限界についても健全な問題意識を有していることがうかがえる。

【ディベートの効用など】

　・どの論点を考えても，必ず二つ以上の見方ができるという要素を感じた。否定意見を予想しな

　　がら進めると，どこでおりあいをつけていけるかが難しい。本番になるとめちゃくちゃになつ

　　てしまうが。

　・死刑とか安楽死とか，今まで全く考えたことがなかったようなことを考えた。今まで相手のい

　　うことをぜんぜん聞いていなかったな，と感じた。

　・ソフトボールの授業と同様のスポーツ的要素があった。今日はがんばるぞ，どうやって勝つか

　　を考えるのが楽しかった。どうやったらうまく演説できるか，考えていた。資料調査がないと

　　人をひきつけられないこともわかった。

　・プレゼン能力の向上は効用。やる前は，構成自体が重要だと思っていたが，やってみると，相

　　手にどう分からせるかを考えるようになった。ディベートの特徴は，反論の場がしっかりと与

　　えられていること。普段の友達との議論ではそれはない。自分は相手の考えを反命するのに時

　　間がかかるタイプなので，言いそびれることが多かった。ディベートでは相手の考えを理解し

　　た上で，考える時間があたえられる。

　・これまで入の意見を素直に受け入れることが多かった。理論的矛盾を探したりすることができ

　　るようになった。死刑とか裁判とかぜんぜん知らなかったことを勉強できてよかった。

　・相手の意見を聞くと，価値判断，自分がなぜそう思うのか，が（自分は）いつも弱い。この授業

　　を通してその点を考えることができた。

【ディベートの限界】

　・ディベートでは自分が現実には言えないような意見もいった。当事者の気持ちに対し真摯にな

　　れないおそれがあるのではないかという危惧を感じた。

　・最初から先入観をもっていない問題については多面的な見方ができたが，自分の意見がはっき

　　りしている問題については，自分の意見がごちゃごちゃになる気持ち悪さもあった。

　・注意すべき面は，ディベートが問題の解決に必ずしも直結しないこと。問題をスクリーニング

　　していくには役に立つが，勝敗はあくまでどちらが論理的に説得力があったかによる。問題の

　　解決にはつながらない。高校生や中学生にやらせるときは特に気を付けるべき。

　・この授業を始める前と比べて死刑等について自分の意見を変えた人は何人いるのか。個人的な

　　好みはあるだろう。知識が増えて，相手の意見を聞いても心に響かないことがある。たとえば

　　安楽死でも，個人的な体験に規定される部分は多い。民主主義のもとで発達したディベート，

　　どれだけ相手の意見を変えられるかという問題。

3．今後の課題

　前述したように，我々は必ずしも「法教育」に教育目標を絞って本合同授業を実施したわけでは

ない。2．2．で述べたように，我々が教育目標として掲げたのは，「論理的コミュニケーション能

一　26　一一

いては，別途，授業許儲アンケ…トの形でも f主観的jな自己評価を需うている〈資料2にその結果の抜粋を掲

げた)これについては3で分析を加えることにする。「客観的jな検証については鎌悶 (2004)を参照されたい。)イ也方，

デイベートの有する限界についても健全な問題意識を有していることがうかがえる O

{ヂィベートの効用など}

・どの論点を考えても，必ず二つ以上の見方ができるという要素を感じた。否定意見を予想しな

がら進めると，どこでおりあいをつけていけるかが難しい。本番になるとめちゃくちゃになっ

てしまうが。

・死刑とか安楽死とか，今まで全く考えたことがなかったようなことを考えた。今まで相手のい

うことをぜんぜ、ん開いていなかったな，と感じた0

・ソフトボールの授業と同様のスポ…ツ的要素があった。今日はがんばるぞ どうやって勝っか

を考えるのが楽しかった。どうやったらうまく演説できるか，考えていた。資料調査がないと

人をひきつけられないこともわかったO

・プレゼン能力の向上は効用。やる前は，構成自体が重要だと患っていたが，やってみると，相

にどう分からせるかを考えるようになった。デイベートの特徴は，反論の場がしっかりと与

えらむていること O 普段の友達との議論ではそれはない。自分は棺手の考えを反努するのに時

間がかかるタイプなので 言いそびれることが多かった。デイベ…トでは相手の考えを理解し

た上で，考える時間があたえられる O

-これまで入の意見を素痘に受け入れることが多かった。態論的矛殺を探したりすることができ

るようになった。死刑とか裁判とかぜ、んぜん知らなかったことを勉強できてよかったO

-相手の意見を聞くと 価値判断 自分がなぜ、そう思うのか が(自分は)いつも弱い。この授業

を通してその点を考えることができた。

{ヂィベートの限界}

・デイベートでは自分が現実には言えないような意見もいった。当事者の気持ちに対し真撃に会

れないおそれがあるのではないかという危倶を感じた。

-最初から先入観をもっていない問題については多面的な見方ができたが 自分の意見がはっき

りしている問題については 自分の意見がごちゃごちゃになる気持ち悪さもあった。

-注意すべき揺は，デイベートが問題の解決に必ずしも査結しないこと O 問題をスクワーニング

していくには役に立つが 勝敗はあくまでどちらが論理的に説得力があったかによる O 問題の

解決にはつながらない。高校生や中学生にやらせるときは替に気を付けるべき O

・この授業を始める前と比べて死刑等について自分の意見を変えた人は何人いるのか。個人的な

好みはあるだろう O 知識が増えて，相手の意見を聞いても心に響かないことがある O たとえば

安楽死でも，偶人的な体験に規定される部分は多い。民主主義のもとで発達したずイベ…ト

どれだけ相手の意見を変えられるかという問題。

3 .今後の課題

前述したように，我々は必ずしも「法教育jに教育目標を絞って本合同授業を実施したわけでは

ない。 2.2.で述べたように 我々が教育目標として掲げたのは 「論理的コミュニケーション能
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力」を分節化した「複眼的思考能力」「批判的思考能力」「情報収集・整理能力」「政策形成・制度

設計能力」の酒戦であり，重点は「教育ディベート」の活用にあった。しかし，これらの能力が，

「法教育」が養成しようとする能力の一部と重なることは1．4で述べたとおりである。

3．1　現実世界とディベート

　もっとも，「教育ディベート」と「法教育」の接点は，そこに限られるわけではない。前掲「法

教育論点整理」は，「（1）個人の尊厳や法の支配などの憲法及び法の基本原理を十分に理解させ，自

律的かつ責任ある主体として自由で公正な社会の運営に参画するために必要な資質や能力を養うこ

と。（2）法が日常生活において身近なものであることを理解させ，日常生活においても十分な法意識

を持って行動し，法を主体的に利用できる力を養うこと」も法教育のねらいとして掲げているが，

それらが教育ディベートと全く無関係であるわけではない。政策形成能力との関係で上述した

（1．4＞ように，政策論題のディベートを経験し，政策策定者・制度設計者の観点に立つことによっ

て，公共的事項の決定への模擬参画を体感することは，「自律的かつ責任ある主体」の意識，「法を

主体的に利用できる力」の育成に対して大きい効用を発揮しうるものであろう。

　しかし，注意しなければならないのは，本合同授業ディスカッションにおける学生の感想（2．4）

でも正しく指摘されているように，ディベートの試合そのものは，歴史的事実の確定などの現実認

識の手殺としても，政策提雷などの現実参加の手段としても，適切なコミュニケーション形式とは

いえない24ということである。試合の中で生み出された仮想現実と現実世界とを混同する危険に，

教員は絶えず留意していなければならない。ディベートで育成されると考えられる「論理的コミュ

ニケーション能力」については，その意義と同時に，限界を正しく見極めることが重要である。「法

教育」の観点に則して言うならば，論理的コミュニケーションをあくまで志向した上で，それに解

消されえない，「割り切れない」紛争当事者の心情にも寄り添い，思いをいたすことが求められる。

ディベートでは，「自分が現実に言えないような意見」をいうことで「当事者の気持ちにたいし真

摯になれない」という上記の学生感想は，重要な点を突いている25。特に，本合同授業でもとりあ

げた死刑制度・安楽死のような社会的にセンシティブなテーマを扱う場合，教員の適切なフォロー

の必要性が高い。

3．2　教育ディベートと論理的コミュニケーシNン能カー一一授業でどこまで可能か

　このように，いわば実験室のなかでの「論理的コミュニケーション能力」を現実社会に解き放つ

際に留意すべき点が多々あることは踏まえつつも，そもそもディベートの授業で「論理的コミュニ

ケーション能力」を培養することは可能なのかどうかについて検討しておきたい。以下，「批判的・

en h艨i！997）はある指導者のディベート実践を取り上げ「本来ディベートは真理確定の手段ではない。与えられた立場が真理

　かどうかにかかわらず，純粋に論理展開力の優劣を競う競技なのである。……いくらデKべ一トで勝ったからといって，その

　ことで歴史的事実を確定したり書きかえたりすることなどできない」と指摘する。同論文には承脹しかねる点がいくつもある

　が，この点に関する限りは我々も同感である。さらに，斉藤／今野（1998）参照。ただし，かつて一部に上のような誤りが見

　られたとしても，今日の教育ディベート界の主流において，それは基本的に克服されていると思われる。
25 �ﾆ評価アンケートでは，「ディベートは，とても役に立つスポーツだと思った。けれどもゲームの中で，その問題に対して

　自分の言動に責任をとらなくてもよいという，軽薄な考えをもってしまいそうだとも思った」という意見も述べられていた。
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力Jを分節化した「複眼的思考能力J1批判的思考能力J1情報収集・整理能力J1政策形成・制度

設計能力jのj函養であり， は「教育デイベ…トJの活用にあったO しかし，これらの能力が，

「法教育jが養成しようとする能力の一部と重なることは 1.4で述べたとおりである O

3. 1 現実世界とデイベ…ト

もっとも， 1教育デイベ…トjと f法教育jの接点は，そこに限られるわけではない。前掲 f法

教育論点整理jは， 1(1)個人の尊厳や法の支配などの憲法及び法の基本原理を十分に理解させ，自

律的かっ責任ある主体として自由で公正な社会の連営に参画するために必要な資質や能力を養うこ

とo (2)法が日常生活において身近なものであることを理解させ，日常生活においても十分な法意識

を持って行動し，法を主体的に利用できる力を養うことjも法教育のねらいとして掲げているが，

それらが教青デイベートと全く無関係であるわけでiまない。致策形成能力との関係で上述した

(1. 4)ように，政策論題のデイベートを経験し，政策策定者・制度設計者の観点に立つことによっ

て，公共的事項の決定への模擬参画を体感することは， 1自律的かっ責任ある主体jの意識， 1法を

主体的に利用できる力Jの育成に対して大きい効用を発揮しうるものであろう O
しかし，注意しなければならないのは，本合同授業デイスカッションにおける学生の感想、(2. 4) 

でも正しく指掃されているように，デイベートの試合そのものは，歴史的事実の確定などの現実認

識の手段としても 政策提設などの現実参加の手段としても 適切なコミュニケーション形式とは

いμということである O 試合の中で生み出された仮想、現実と現実世界とを混同する危険に，

教員は絶えず留意していなければならない。デイベートで育成されると考えられる「論理的コミュ

ニケ…ション能力」については，その意義と同時に，限界を正しく見極めることが重要である o 1法

教育jの観点に則して言うならば，論理的コミュニケーションをあくまで志向した上で，それに解

泊されえない， 1割り切れないj紛争当事者の心矯にも寄与添い，患いをいたすことが求められる O

デイベ…トでは 「自分が現実に言えないような意見jをいうことで f当事者の気持ちにたいし真

撃になれないjという上記の学生感想、は 重要な点を突いているお。特に 本合同授業でもとりあ

げた死刑制度・安楽死のような社会的にセンシティブなテーマを扱う場合 教員の適切なフォ口一

の必要性が高い。

3.2 教育デイベートと論理的コミュニケーション能力一一一授業でどこまで可能か

このように，いわば実験準のなかでの[論理的コミュニケーション能力Jを現実社会に解き放っ

際に留意すべき点が多々あることは踏まえつつも，そもそもデイベートの授業で「論理的コミュニ

ケーション能力jを培養することは可能なのかどうかについて検討しておきたい。以下， 1批判的・

M 高井 (1997)はある指導者のデイベ…ト実践を取母上げ「本来ヂイベートは真理確定の手段ではない。与えられた立場が真理
かどうかにかかわらず，経粋に議現襲爵力の褒劣を競う競技なのである。……いくらデイベ…トで、勝ったからといって，その

ことで麓史的事実を確定したり書きかえたりすることをどできないjと指摘する O 再論文には承践しかねる点がいくつもある

が，この点に関する限りは我々も向感である O さらに，斉藤/今野(1998)参照。ただし，かつて一部に上のような誤りが見
られたとしても，今日の教育デイベート界の主流において，ぞれは基本的に克服されていると思われる。

お授業評価アンケートでは， Iデイベ…トは，とても役に立つスポーツだと思った。けれどもゲームの中で，その問題に対して
自分の言動に責任をとらなくてもよいという，軽薄な考えをもってしまいそうだとも思ったJという意見も述べられていた。
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論理的思考力」「複眼的思考能力」「政策形成・制度設計能力」「開かれた言説・議論」に分節化し

て検討する。

3．2．1　批判的・論理的思考力

3．2．1．1　学生の自己評価

　本合同授業終了後の授業評価（資料2）において，学生たちがこの授業で「特に学べた項目」が何

であるかについて複数回答で意見を聞いたところ傾目（9＞＞「批判的・論理的思考力」を挙げた者が

最も多かった（1g名中15名）。

　しかし，この設問の難しさは一授業評価一般に通ずる難しさであるが一，それが「自分の能力が

向上した」という点についての学生自身の主観的な受け止め26であることに加え，「批判的・論理的

思考力」がそもそもいかなる内容を意味するかについてのイメージが学生と教員・学生相互の間で

必ずしも共有されていないことにある。

　この点をより客観的に見るためには，鎌田（2004＞が試みたように，測定指標の提示を伴った上

での「批判的・論理的思考力」の内容を具体化することが必要であろう。その際，特定の指標では

構造的に測定不能な能力が存在することも十分に認識しておく必要がある㈱定手法として用いられる

ワトソン・グレーザー批判思考テストの意義と限界についても，参照，鎌田（2004））。客観的定量的な分析は鎌田

（2004）に譲るとして，以下では受講生の主観的な自己評価と本授業の経験から筆者が感じたとこ

ろを若干述べたい。

3．2．1．2．マクロとミクロ

　教育ディベートで獲得が期待される「批判的・論理的思考力」にもさまざまな様相・段階がある

と思われる。やや乱暴だが，これを「マクロ」と「ミクm」に二分割してみよう。

　第一に，「マクロ的側面」である。有効な議論が成立するためには，（i）立論に当たって，議論

のポイントを整理し，可能な限り体系的な構造を作ること（ii）反論に当たっても，自らの議論の

提示と同時に，相手の議論のどの点に反駁しているのかを明確にすること　が重要である。教育ディ

ベートのコミュニケーション形式において，これを可能にするのが，議論のナンバリングとフロー

シートの作成（松本（2001），162－169）である。2．3．3で述べたように，フローシートを的確に作成

できるようになることはディベート能力の向上の鍵であるが，それは同時に，マクロ的側面におけ

る批判的・論理的思考力育成に寄与するものである。

　第二に「ミクロ的側面」である。ディベートの試合においては，相手方の議論の批判的吟味が要

求されることはいうまでもないが，ここでミクロ的側面というのは，提示されている証拠（data＞が

果たして個別の主張（claim）の論拠（warrant）となっているのかを丁寧に検討する能力を指す。特に

重要なのは，相手方が提出した証拠資料の批判的吟味である。

26 ｿなみに，担当した他の授業の授業評価アンケートに関する筆者（角松）の主観的印象であるが，「能力が向上したと思いま

　すか」という類の質問に対して否定的な回答をする学生について，他の項臼や自由回答をあわせ読むとたいへん熱心な学習意

　欲が推測できるということがしばしばある。それら学生は，あるいは，自分に厳しいがゆえに自己の「能力の向上」について

　も厳しい見方をしているのかもしれない。自己評価という手法のアポリアの一つである。ただし，本合同授業では，「向上し

　たと思う」「ある程度向上したと思う」といった選択肢の中から選ばせる尺度的質問ではなく，「次のどの項目が特によく学べ

　たと思いますか」という選択回答（複数回答）の方法をとっていたため，この問題はさほど生じないと予想できる。
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論理的思考力Jr複張的思考能力Jr政策形成・制度設計能力Jr関かれた言説・議論jに分節化し
て検討する O

3 . 2. 1 批判的・論理的思考力

3 . 2 . 1 . 1 学生の自己評価

本合同授業終了後の授業評価(資料引において，学生たちがこの授業で「特に学べた項目jが何

であるかについて複数回答で意見を開いたところ(項!3(g))r批判的・論理的思考力jを挙げた者が
最も多かった (19名中15名)0 

しかし，この設問の難しさは一授業評価一般に通ずる難しさであるが一，それが「自分の能力が

向上したjという点についての学生自身の主観的な受け止め26であることに加え， r批判的・論理的
思考力」がそもそもいかなる内容を意味するかについてのイメージが学生と教員・学生相互の間で

必ずしも共有されていないことにある O

この点をより客観的に見るためには，鎌田 (2004)が試みたように 測定指標の提示を伴った上

での「批判的・論理的思考力Jの内容を具体化することが必要であろう O その際，特定の指標では

講造的に灘定不能な龍力が存在することも十分に認識しておく必要がある{誕定手法として用いられる

ワトソン・グレーザー批判思考テストの意義と限界についても 参照，鎌田 (2004))。客観的定量的な分析は鎌田

(2004)に譲るとして，以下では受講生の主観的な自己評価と本授業の経験から筆者が感じたとこ

ろを若干述べたい。

3.2. 1 .2.マクロとミク口

教育デイベートで獲得が期待される[批判的・論理的思考力」にもさまざまな様相・段階がある

と忠われる O やや乱暴だが，これを fマクロjと「ミクt1Jに二分裂してみよう O

に， rマクロ的側面Jである O 有効な議論が成立するためには， (i)立論に当たって，議論
のポイントを整理し 可能な限り体系的な構造を作ること(ii )反論に当たっても，自らの議論の

提示と問時に，相手の議論のどの点に反較しているのかを明確にすること が重要である。教育デイ

ベートのコミュニケーション形式において，これを可能にするのが，議論のナンバリングとブロー

シートの作成(松本 (2001)，162-169)である o 2.3.3で述べたように，フローシ…トを的確に作成

できるようになることはデイベート能力の向上の鍵であるが，それは問時に，マクロ的側面におけ

る批判的・論理的思考力背成に寄与するものである O

に「ミクロ的鶴面jである O ヂイベートの試合においては，相手方の議論の批判的吟味が要

求されることはいうまでもないが ここでミクロ的側面というのは，提示されている証拠 (data)が

果たして個別の主張 (claim)の論拠 (warrant) となっているのかを丁寧に検討する能力を指す。特に

重要なのは，相手方が提出した証拠資料の批判的吟味である O

26ちなみに，担当した他の授業の授業評価アンケートに関する筆者(角松)の主観的印象であるが， I能力が向上したと思いま
すかjという類の質問に対して否定的な回答をする学生について，他の項目や自由回答をあわせ読むとたいへん熱心な学習意
欲が誰認できるということがしばしば為る O それち学生i土，あるい辻，自分に厳しいがゆえに自己の f能力の向上jについて
も厳しい見方をしているのかもしれない。自己評価という手法のアポリアの一つである O ただし，本合間授業では， I向上し
たと思うJIある税度向上したと思うjといった選択肢の中から選ばせる尺度的質問ではなく， I次のどの項目が特によく学べ
たと思いますかjという選択回答(複数回答)の方法をとっていたため，この問題はさほど生じないと予想できる。
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　上記（1．4＞のように，教育ディベートでは，（a＞証拠資料の引用（b＞引用開始・引用終了の明示

（c精報源の明示等が厳格に求められる。また，相手方の検証可能性を確保するため，利用した資料

を相手方に閲覧を認めることが一般的である。これらの習慣が基本的なアカデミック・スキルの養

成に資することは言うまでもないが，優れたディベートの試合では，証拠資料の内容・方法や，自

分たちの主張（クレーム）との関連性について，かなり突っ込んだ議論が行われている。

　前述のように，本合同授業では，証拠資料のサンプルを示し，作り方・使い方も説明した。その

際「相手方のチェックポイント（一部）」として，以下の点を挙げていた。

　　　→いつの峙、点の資拘1か日状泥が変わっでいる可能盤ぱないか

　　　→・著者溌言者クぱ享戸ヲ家かク

　　　→その：資科の信頼催を否定するSf7の資料がないか

　　　→理宙抜きdこ轟塗講を言っ7きクしでレ・なレ1，V）o

　　　→都合のシ｝い部分だけ叛き出しでいないか。／i詑著者が卿の箇所で欝のことを言ったク，改

　　　　説しでい，たクしないか

　　　→クレームと一致‘しでいるか。資財本体でぱ，」研砂や留1架をつけでいたク慶殊iな表現をしで

　　　　いたクしないか。

　証拠資料をディベートで利用し，あるいはそれを批判する経験により，上記のように「事実と意

見の区別，情報の収集力・選別力・評価力など，批判的思考の基礎能力を身につける」こと，それ

を通じて，「法教育」の目標でもある「犯罪報道に関するメディア・リテラシーや冤罪事件の問題」

のより深い理解にもつなげていくというのが我々の期待したところであった。

3．2．1．3　授業で可能なこと

　しかし，本稿の目的との関連で重要なのは，教育ディベートを大学教育に位置づけるに当たり，

「2単位ないし4単位の授業で何がどこまで可能か」という観点である。

　上の「マクロ的観点」については，ナンバリング・フローシートなどの指導によって一上述のよ

うに場合によってはより丁寧な個別ケアが必要になるものの一2単位授業においてもかなり達成可

能ではないかという印象を持っている。また，「ミクロ的観点」についても，証拠資料の様式等の

指導により一いままでそのような習慣を持たない学生に対するこのような指導は必ずしも容易では

ないが一基本的なアカデミック・スキルへの導入を行うことは，2単位授業の範囲でも確かに効果

が認められる。

　しかし，「ミクロ的観点jのそれ以上の要素，例えば証拠資料の批判的吟味能力を，2単位授業

の枠組みで指導して十分な効果を挙げるのはかなり難しいというのが率直な実感である。教育ディ

ベートの効果を検討するに当たっては，クラブ活動のような形で，はなはだしい場合は「毎日1日

の数時間をディベート活動に費やして」いる（鎌田（2α剛競技ディベ口回ーにおける場合と，2単

位等の授業に単に参加する（もちろん，準備時間をそれなりにとることを前提としてであるが）参加する学生と

の区別を意識して論じなければならない。

　具体例をあげてみよう。ディベート試合における証拠資料の批判的検討の例として，第三回JDA

日本語ディベート大会決勝戦（論題：「日本国は死刑を廃止すべきである」）27の場合を取り上げる。この試

合においては，否定側（死刑存続側）が，菊田（1994）を証拠資料として引用し，死刑による殺人抑止
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上記(1 . 4 )のように教育ヂイベートでは， (a)証拠資料の引用(b)ヲi用開始・引用終了の明示

(c)情報源の明示等が厳格に求められる O また，相手方の検証可能性を確保するため，利用した資料

を棺手方に関覧を認めることが一般的である O これらの習慣が基本的なアカデミック・スキルの養

成に資することは言うまでもないが，優れたデイベートの試合では，証拠資料の内容・方法や，自

分たちの主張(クレーム)との関連性について かなり突っ込んだ議論が行われている O

前述のように，本合同授業では，証拠資料のサンプルを示し，作り方・使い方も説明した。その

際， r相手方のチェックポイント(一部)jとして，以下の点を挙げていた。
→いつの続8"の資科か。成況が変わてコでい-lJJif，政佐はと去いか

→著者ピ芳三章者)1;1草f'J家か?

→ぞの資祥の般原住をlf定するff!jの資枠がをいか

→溜EÉ抜きに結論~言ヲノとり L でいと公いか。

→都合のいい薪分だけ設さ迫乙でいと含いかo filJ t著者ポ停の箆房で震のことをぎった久ごさ
説Lでいたり ιをいか
→クルーふと一致Lてい-lJか。資祥水泳では 条件ゃg保をづけでいたり凌5長会茨lA君子Lで

い1::IJ L会いか。

証拠資料をデイベートで利用し あるいはそれを批判する経験により 上記のように「事実と意

見の区別，情報の収集力・選別力・評価力など，批判的思考の基礎能力を身につけるjこと，それ

を通じて， r法教育jの自標でもある「犯罪報道に関するメディ 7・1)テラシーや菟罪事件の問題j
のより深い理解にもつなげていくというのが我々の期待したところであった。

3.2. 1.3 授業で可能なこと

しかし，本稿の呂的との関連で重要なのは，教育デイベートを大学教育に位置づけるに当たち，

r2単位ないし4単位の授業で何がどこまで可能かjという観点である O

上の「マクロ的観点jについては ナンバリング・ブローシートなどの指導によって一上述のよ

うに場合によってはより丁寧な個別ケアが必要になるものの-2単位授業においてもかなり達成可

能ではないかという印象を持っている O また， rミクロ的観点jについても，証拠資料の様式等の
指導によりーいままでそのような習慣を持たない学生に対するこのような指導は必ずしも容易では

ないが一基本的なアカデミック・スキルへの導入を行うことは 2単位授業の範囲でも確かに効果

が認められる O

しかし， rミクロ的観点jのそれ以上の要素，問えば証拠資料の批判的吟味能力を， 2単位授業
の枠組みで指導して十分な効果を挙げるのはかなり難しいというのが率直な実感である O 教育デイ

ベートの効果を検討するに当たっては クラブ活動のような形で はなはだしい場合は「毎日 1日

の数時間をデイベート活動に費やしてjいる鎌田却船)競技デイベーターにおける場合と 2単

位等の授業に単に参加する(もちろん準備時間をそれなりにとることを前提としてであるが)参加する学生と

の区別を意識して論じなければならない。

具体訴をあげてみよう O デイベート試合における証拠資料の批判的検討の例として，第三呂 JDA

日本語デイベート大会決勝戦(論題 I日本国は死刑を廃止すべきであるJ)27の場合を取り上げる O この試

においては，否定側(死刑存続側)が，菊田 (1994)を証拠資料として引用し，死刑による殺人抑止
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の効果に関するアーリック（エーリッヒ〉の研究に言及したのに対して，肯定側（死刑廃止働が，否

定側引用部の直後に続く箇所28を引用し，証拠資料の証明力減殺に成功している。筆者はディベー

ト指導において，この試合例を，「証拠資料攻撃」の典型例としてしばしば紹介している29。

　しかし，このような「証拠資料攻撃」が可能になったのは，肯定側・否定側の双方が試合前に同

一の基本文献をきちんと通読し，資料化していたからである。クラブ活動等の形態で行われる競技

ディベートでは，約半年問にわたって同一論題が使用され，優れた競技ディベーターは基本的な文

献に関する限りほぼ全て目を通している，また，過去の試合で使われた証拠資料は，原典に当たっ

て批判的に検証されるという状況がある。2単位授業の枠内で行われるディベートでは，このレベ

ルの資料収集を期待するのは実際問題として困難である。かといって，教員があらかじめ資料を提

供してしまえば，「証拠資料攻撃」の教育効果は半減するだろう。実際に文献にあたり，該当部分

が用いている方法や全体の文脈を自分で検証することにこそ教育効果の大きな部分があるのである（

　また，アーリックの研究の意義を本当に理解するためには，その前提としての計量経済学的手法

をどう捉えるか，また同じ手法を日本に適用すればどうなるか，などの点にまで考察を進めること

が要求されるだろう。これが仮に可能であれば30，学問研究手法へのよいオリエンテーションとし

てディベートが機能することになる。しかし，このレベルの「批判的・論理的思考」にまで触れる

ことは，授業の一環としてのみならず，クラブ活動等としての競技ディベートにおいてもおそらく

は不可能であろう。

　以上のように，2単位あるいは4単位の授業の枠組みでは，批判的・論理的思考力について，そ

の「マクロ的側面」および「基本的アカデミック・スキル」に関しては，教育ディベートの形式に

よるそれなりの効果が予想されるが，「証拠資料の批判的吟味」に関する教育効果は確実ではない

というのがさしあたりの結論である。

　ただし，上には重要な留保が必要である。教育ディベートの教育効果を論じる際は，授業での試

合経験のみならず，試合に至るまでの準備段階31，あるいはその後もたらされる長期的効果にまで

着目しなければならない。学生によっては，ディベートにおける証拠資料の利用を経験することで，

その時点では必ずしも十分な理解度を伴わなくても，論題に対して，あるいはそこで用いられてい

る学問的手法に関して興味関心をかきたてられ，一一層深く学習する意欲が生まれることも十分にあ

りうることである。授業における教育ディベート経験が，「証拠資料の批判的吟味」についての体

系的訓練の場となることは必ずしも期待できないとしても，個人差と偶然的要素に規定されながら

ではあるが，学生と学問との「出会いの場」となったり，マスメディア等の情報を批判的に摂取す

る「動機付け」となったりすることにより，「法教育」の目標の達成につながることもありえない

27 P997年3月22日。肯定側：JICAディベート醗究会，否定側：山形大学。この試合の全記録は醸p：ffwww．kt．rim．ef．jprjda！scriptijda

　97．htmで閲覧できる。なお，筆者（角松）も審査員として参加している。
28 uもっともエーリッヒは，この研究で死刑存竃を主張したのではなく，明確な証拠を提供したとも考えていない。むしろ『雇

　用および所得の増加といった他の要素が死刑の執行より大きな犯罪抑止力を有する』と述べている」（菊田（1994），57頁）
29 ｽだし，この試合例の場合，そもそも否定側のように直後の部分を切り捨てる形で菊田（1994）を引用することが，特に菊田

　幸一氏が周知の死刑廃止論者であることも踏まえると，文脈を無視した証拠資料の改変にあたらないか，議論の余地がある。
se ｼ村／竹内（1990）はまさにそのような試みである。ただし，我々自身，法学研究院に籍をおきながら，このような手法に関
　する指導が可能なほどの専門知識は有していない。
31 Q．3．4．1で触れたように，井上（2003）参照。また，本門同授業のシラバス（資料1）も参照されたい。
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の効果に関するアーリック〈エーワッ引の研究に言及したのに対して，肯定鶴(死刑麗止鱒)が，否

定側引用部の直後に続く簡所おを引用し 証拠資料の証明力減殺に成功している O 筆者はデイベー

ト指導において，この試合例を， r証拠資料攻撃Jの典型例としてしばしば紹介しているヘ
しかし，このような「証拠資料攻撃jが可能になったのは，肯定側・否定側の双方が試合前に向

ーの基本文献をきちんと通読し，資料化していたからである O クラブ活動等の形態で行われる競技

デイベートでは 約半年間にわたって同一論題が使用され優れた競技デイベーターは基本的な文

献に関する限りほぼ全て自を通している，また，過去の試合で使われた証拠資料は，原典に当たっ

て批判的に検証されるという状況があるo 2単位授業の枠内で行われるデイベートでは，このレベ

ルの資料収集を期待するのは実際問題として密難である O かといって 教員があらかじめ資料を提

供してしまえば， r証拠資料攻撃jの教育効果は半減するだろう O 実際に文献にあたり，該当部分
が用いている方法や全体の文脈を自分で検証することにこそ教育効果の大きな部分があるのである〈

また，アーリックの研究の意義を本当に理解するためには，その前提としての計量経護学的手法

をどう捉えるか，また同じ手法を日本に適用すればどうなるか，などの点にまで考察を進めること

が要求されるだろう O これが仮に可能であれば'30 学問研究手法へのよいオリエンテーションとし

てデイベートが機能することになる G しかし このレベルの「批判的・論理的思考jにまで触れる

ことは，授業の一環としてのみならず，クラブ活動等としての競技デイベートにおいてもおそらく

は不可能であろう O

以上のように， 2単位あるいは4単位の授業の枠組みでは，批判的・論理的思考力について，そ

の「γ クロ的側面」および「基本的アカデミック・スキルJに関しては 教育デイベートの形式に

よるそれなりの効果が予想されるが 「証拠資料の批判的吟味jに関する教育効果は確実ではない

というのがさしあたりの結論である O

ただし，上には重要な留保が必要である O 教育デイベートの教育効果を論じる際は，授業での試

合経験のみならず 試合に至るまでの準備段階31 あるいはその後もたらされる長期的効果にまで

着gしなければならない。学生によっては，デイベートにおける証拠資料の利用を経験することで，

その時点では必ずしも十分な理解度を伴わなくても，論題に対して，あるいはそこで用いられてい

る学照的手法に関して興味関心をかきたてられ，一層深く学習する意欲が生まれることも十分にあ

りうることである O 授業における教育デイベート経験が， r証拠資料の批判的吟味jについての体
系的訓練の場となることは必ずしも期待できないとしても，個人差と偶然的要素に規定されながら

ではあるが，学生と学問との「出会いの場jとなったり，マスメディア等の清報を批判的に摂取す

る「動機付けjとなったりすることにより 「法教育jの目標の達成につながることもありえない

27 1997年3月2280背定額g: JICAデイベート研究会，否定鶴:山形大学。この試合の全記識は http://www.kt.rim.or.jprjdalscriptJjda
97.htmで関覧できる。なお，筆者(角松)も審査員として参加している。

28 Iもっともエーリッヒは，この研究で死刑存置を主張したのではなく，明確な証拠を提供したとも考えていない。むしろ『雇
用および所得の増加といった他の要素が死刑の執行より大きな犯罪抑止力を有する』と述べているJ(菊田(1994)，57頁)
29 ただし，この試合例の場合，そもそも否定側のように直後の部分を切り捨てる形で菊田 (1994)を引用することが，特に菊田
幸一氏が題知の死別瑳止論者であることも詰まえると，文款を無視した証拠資料の改変にあたら会いか，議論の余地がある。

お松村/竹内(1990)はまさにそのような試みである。ただし，我々自身，法学研究毘に籍をおきながら，このような手法に関
する指導が可能なほどの専門知識は有していない。

31 2.3.4. 1で触れたように，井上 (2003)参照。また，本合同授業のシラパス(資料1)も参照されたい。
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ではない32。本節冒頭に，本合同授業の授業評価において，「最も学べた項目」として「批判的・論

理的思考力」が挙げられていることを紹介し，それが学生自身の主観的受け止めであって客観的な

能力の向上を必ずしも意味しないことを指摘した。しかし，「出会い」や「動機付け」の観点から

すれば，そのような主観的自己評価自身の意味が決して小さくないことに注意しなければならない。

「批判的・論理的思考力」を学べたという主観的達成感がその後の客観的な能力向上のきっかけに

なっていくことは，十分にありうるところであろう。

3．2．2　複眼的思考能力

　　ズ本裳のasデイベーみでば，浮分、々身の鈍息とぱ）易惚．ある■乞揚κ立つでその立時／ご費『）蛇する

　　2鰍から惹1屠を遊』ベノをク，ある於な友：）げナる酬・らの誘鍵をプ噂るといラことガ》デカf乙まナ。……

　　身分身身ノが嚢『舵，か反）財ノか、とば測κ，拶手；の．立揚1にuLっで考二えるというごとψ弓襯蛋孝を身〆ご

　　つ〆ノ’るラ葱でぱフe三勿なみb脚注ングと／6eるのでプ：。なぜ凌ら，1身：分だγノの訓点で6のを．屠でい

　　ノをのでんち舅芝ない護分が妥彪1の立場〆ご髪1翻脚1に」重ノをさノzるごとて～　なしっきクE2でぐるごとノが

　　、あるかちでヲ㌔．ノ6夢浴（2ew2？，155－f56ft？

　　it一ディベーAを遍乙℃多ぐのを会潟擢ゑ二元が立6ク図：オでとらえるごと〆ごよク，購を，立彦

　　労、に塗盆6ごと；ができるよう〆ご凌る。つまク、ある．重場を謝労〆こ菊醤いと乙で勿｛弄を孝莞るの

　　でば凌ぐ．2つのぞノzぞ：n／X肛乙シゾ孝二方が≧あク．ぞ’のどちら，がよクfLZZf　L　eゾよう〆ご）E

　　えるか，どちらの考之方を趨らか，というよラrcE方を鹸すること矯裡会滑鍛をよク深ぐ

　　集えるごとノができるノ齢（2ew3？，70ff？

　上に述べられているようなディベートの効用こそが，まさに今回の合同授業の教育効果として

我々が期待した「複眼的思考能力」である。「自分自身の信条とは別に立場が予め与えられている」

という教育ディベート特有のコミュニケーション形式に対しては根強い批判があるenが，「相手の立

場に立って物事を見る」訓練として教育ディベートは有効であり，それはr法教育」の理念にも合

致するというのが我々のスタンスである。

　授業評価の結果を見ると，「特に学べた項目」として「複眼的・客観的分析力」を挙げたものは

19名中5名と決して多くない。しかし，同じ設問に対して「相手の話を理解する力」を10名が挙げ

ていることにも注目しなければならない。

　また，「今回のディベート授業で学んだことで法学の学習や高校での社会・公民科指導に生かせ

32 剴c（2004）が，思考テストが「5点以上伸びた層」に関して，ディベート授業では「統計の推論」の伸びが大きかったこと
　を指摘していることはこの点で興味深い。

SSここでf本来の」と書かれているのは，ここが［ディベート技術を参考に，批判釣な文章を書く方法，つまり，『一人ディベー

　碍とでも呼べる方法jについて論じている箇所だからである。
sc 痰ｦば高井（1997＞は，「主体的に愚考する力を持たないのに，論理を展開する力だけを持ったディベーターにある論題の一

　方の立場を与えるという行為は，自ら進化するプログラムに初期値を設定する行為に相当する。…，．遺伝的アルゴリズムが，

　初期値の正誤判断をせずに計算をし続けて進化するように，ディベーターはディベート技術を駆使して，その善悪・正誤に拘

　わらず，与えられた『立場』で相手に勝とうと努力を重ねる」と述べる。たしかに，ディベートにおける議論を現実社会に直

　結させればこのような問題が生じうる。しかし，注24で述べたように，今日ではその問題性についての認識はディベート界で

　はほぼ共有されていると思われる。むしろ，単に試合だけでなく，教育ディベートの一連の指導の過程を経ることによってま

　さに「主体的に思考する力」を育て，「初期値」自身を批判的にとらえかえせるような能力を育てていくべきだというのが我々

　の立場である。
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ではない九本節冒頭に，本合同授業の授業評価において， r最も学べた項目Jとして「批判的・論
理的思考力jが挙げられていることを詔介し，それが学生自身の主観的受け止めであって客観的な

能力の向上を必ずしも意味しないことを指摘した。しかし， r出会いjや「動機付けjの観点から
すれば，そのような主観的自己評価自身の意味が決して小さくないことに注意しなければならないo

f批判的・論理的思考力」を学べたという主観的達成感がその後の客観的な能力向上のきっかけに

なっていくことは 十分にありうるところであろう O

3.2.2 複眼的思考能力

r衣震の3戸、デベーメ c:l.i， filえtfil身の毛ず乏と l.i易flご~ <f> -l; JL，援にj才づτ子の立場jご設立't"j--l;
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に述べられているようなヂイベートの効用こそが，まさに今回の合同授業の教育効果として

我々が期待したf複眼的思考能力jであるo r自分自身の信条とは別に立場が予め与えられているj
という教育デイベート特有のコミュニケーシ沼ン形式に対しては根強い批判がある泌が， r相手の立
場に立って物事を見るJ訓練として教育デイベートは有効で、あり，それは「法教育Jの理念にも合

致するというのが我々のスタンスである G

授業評価の結果を見ると， r特に学べた項目jとして「複眼的・客観的分析力」を挙げたものは
19名中 5名と決して多くない。しかし，同じ設問に対して「相手の話を理解する力Jを10名が挙げ

ていることにも注Bしなければならない。

また， r今屈のデイベート授業で学んだことで法学の学習や高校での社会・公民科指導に生かせ

32鎌田 (2004)が，思考テストが r5点以上伸びた層」に関して，デイベート捜業では「統計の推論Jの伸びが大きかったこと
を指摘していることはこの点で興味深い。

おここで「本来のjと撃かれているのは，ここが「デイベート技術を参考に，批判的な文章を書く方法，つまり， r一人ヂイベー
はとでも呼べる方法jについて論じている富者だからである。

持例えば高井(1997)は， r主体的に思考する力を持たないのに，論理を展開する力だけを持ったヂイベーターにある論題のー
方の立場を与えるという行為は，自ら進化するプログラムに初期値を設定する行為に相当する O …..遺伝的アルゴリズムが，
初期値の正誤判断をせずに計算をし統けて進化するょっに，デイベーターはデイベート技術を駆使して，その善悪・正誤に拘

わらず，与えられた f立場』で相手に勝とうと努力を重ねるJと述べる。たしかに，デイベートにおける議論を現実社会に直
結させればこのような問題が生じうる O しかし，注24で述べたように，今日ではその問題性についての認識はデイベート界で
はほぼ共有されていると患われる。むしろ 単に試合だけでなく 教育デイベートのー達の指導の退程を経ることによってま

さに f主体的に思考する力jを育て， r初期値j自身を批判的にとらえかえせるような詑力を育てていくべきだというのが我々
の立場である O
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そうだと思った点」についての記述解答で，

　　・泓会や；公κといラ辮んオ，身分の一立動／ごよつで受／ナとめ，形）が変力る揮∠7と．蛋うので㌧その暉々

　　　凌立場を卓重するこど酒　可脅κ養るよう凌気がLk

　　・還幸ご導ぐため〆ごば蒼ぱ一つでぽ凌いといラこと。そのためκぱ綴磁蕩点が董要なごと

　　・身分の．魏とぱ淫つた．競を主震乙凌げ’ノzぱ凌ら凌ぐ／beっノを碍κ，鞘竈を庁ラことでβ

　　　分とぱ遊っノ在競の議鍵〆ご願ノZるごと，ができるこ、とで勿葬κガ診て完ス彦7を芽た養いこと

　　　やノ芽クτいτ6ぞ虎を報ずることができることを学べる．4．　fす。

　　・答えぱ1つでぱないというごと。一つの勿葬の翻6羨〃であク，罷っτいる訊アでばない

　　　といラこと。その≠でv葺分ぱどうするべきか孝盆るカを養う淀い擬習κ凌ると禦ラ。

　　・吻の謂／ごかする6のであるガジ禰鞭・醗の可普参勿の購／ごついで葡定座プ否定

　　　砂の砺方の躯）から孝察ナるごと，ψゴできた。勿葬を画融／こE，る癖1がついz｝ようん．蛋ラ。

　といった意見が述べられている。ここでも，学生自身の主観的受け止めに関する限り，我々がね

らいとした能力育成について，達成感を感じた学生が少なくないことがわかる。

　そして，「複眼的思考能力」については，「批判的・論理的思考能力」と同様に一というより，そ

れ以上に一（i）客観的定量的検証は困難であり，また，（ii）「主観的達成感jそれ自体がその後

の能力向上のきっかけになるという点も指摘することができるだろう。

　教育ディベートの効果における複眼的思考能力のこのような重要性からも，「各参加者に肯定側・

否定側・審判をそれぞれ1同ずつ経験させないでは，ディベートの教育効果は大きく薄れる」とい

う上述（2．3．4．1）の点の意義を再確認することができよう。

3．2．3　政策形成・制度設計能力

　授業評価アンケート「特に学べた項目」について，「政策形成・制度設計能力」と回答した者は，

わずか2名ともっとも少ない。我々の実感としても，今回の合同授業でこの能力についての教育効

果が十分に上がったとは考えていない。

　今回とりあげた論題のうち，第一論題の「死刑廃止」は，政策形成的視点に必ずしも適合的とは

いえないものだったとも言える。しかし，第二論題「国民の司法参加」は，具体的制度設計のあり

ようをも問いやすい論題である。一曹にr国民の司法参加」といっても，陪審制・参審制・裁判員

制などの多様な形態がありえ，それぞれのメリット・デメリットが異なってくる。また，進行中の

司法制度改革において導入されることになった裁判員制において，裁判員の権限の範囲・職業裁判

官と裁判員の人数比・裁判員の辞退事由等さまざまな制度設計上の論点35があったところである。

しかし，実際の試合では，これらの細かい制度設計上の論点が議論されることはほとんどなかった。

　おそらく，授業の範囲の教育ディベートにおいて政策形成・制度設計的能力の育成を重視すると

すれば，通常のディベート指導に加え，相応の工夫が必要になってくるのだろう。（1）ディベート指

35 ｳしあたり参照，司法制度改革推進本部「裁判員制度の概要について（骨格案）」（2004．1．30）（http：〃www．kantei，go．jpljp！singi

／sihouA〈entoukailsaibaninipc／O　130comment．html）

一　32　一

そうだと患った点jについての記述解答で，

・在会や公;定といラ家持t/;1， f!Jがの立場jごclつで受けとめJff;jl変bぷ持tfJιgラのでタ子の義者4

1:立場若草三雲す~ごと ;j'i~ Jifn苦jご1:ぷJラミ合支王子'i'L-1士
-が五診にぎぐ f士めに/;1;11/;1ーてコて~/;1~会いといラ J と。子のノケめに/;1援政'f}giJl，P，:.か三者妻名~~と

・ 8乏?のlffÆとぱ若フJと言Æ若三吉度L-1: ltlllゴ去る1:ぐ去った手jごタ事事反探査さ~fjラごとで8

分とはさ言ヲ左京Zの澱胞に尉1l.6~ とがて~iJ.6 ~ と?タ !/tð.夢にかL で若λIJ!~舟λ合会い J と

やF 兵ヂクでいて戸 6 子fl 矛乏:旋す.6~とがでiJ.6ごとき手学べぷ点です。

. 1fi. /;1 1クでJ立会いといラ Jと。ーヲの勿夢の修所6ダメ令1:';f;IJ，局運っτいぷtJrで/;11: p 
といラ J と。ぞの与台て~ f!J分/;12:"ラヲ1-.6べ、己表ぇ戸手i..6;ウ矛菱ラ長い療Wlご1:.6ムgラ。

-勿fの政府にかす.66のてτみぷdヲタfJ!!I$!/lす.m.aの巧説委170の{l/J:Mlごついτ方定M・5三吉
殺の席才のffI!Iilff ;j l ら考察すぶことがてマスケ。教事若手厚ïli!f}glごJl.6癖~'i"づいf士。t タにg ラ。

といった意見が述べられている O ここでも，学生自身の主観的受け止めに関する限り，我々がね

らいとした能力育成について，達成感を感じた学生が少なくないことがわかる O

そして， I複眼的思考能力Jについては， I批判的・論理的思考能力jと同様にーというより，そ

れ以上に-( i )客観的定量的検誌は困難であり，また， (ii) I主観的達成感Jそれ自体がその後
の能力向上のきっかけになるという点も指摘することができるだろう O

教育デイベ…トの効果における竣践的思考能力のこのような重要性からも「各参加者に肯定側・

否定側・審判をそれぞれ l問ずつ経験させないでは，デイベートの教育効果は大きく薄れるjとい

う上述 (2.3.4.1)の点の意義を再確認することができょう O

3.2.3 政策形成・都度設計龍力

授業評価アンケート「特に学べた項目」について， I政策形成・制度設計能力Jと回答した者は，

わずか2名ともっとも少会い。我々の実感としても，今自の合同授業でこの龍カについての教脊効

果が十分に上がったとは考えていない。

今回とりあげた論題のうち 第一論題の「死荊礎止J，立 政策形成的視点に必ずしも適合的とは

いえないものだ、ったとも言える O しかし 第二論題「国民の司法参加」は 具体的制度設計のあり

ょうをも向いやすい論題である O 一口に f国民の可法参加jといっても，結審制・参審制・裁判員

制などの多様な形態がありえ，それぞれのメリット・デメリットが異なってくる O また，進行中の

司法制度改革において導入されることになった裁判員制において，裁判員の権限の範間・職業裁判

官と裁判員の人数比・裁判員の辞退事由等さまざまな制度設計上の論点35があったところである O

しかし，実際の試合では，これらの細かい制度設計上の論点が議論されることはほとんどなかった。

おそらく，授業の範囲の教育デイベートにおいて政策形成・制度設計的能力の育成を重視すると

すれば，通常のデイベート指導に加え，相応の工夫が必要になってくるのだろう o (1)デイベート指

35 さしあたり参照，司法制度改革推進本部「裁判員制度の概要について(骨格案)J (2004. 1 .30) (http://www.kantei.go.jp/jp/singi 
/sihoulkentoukailsaibaninlpc/O 130comment.html) 
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導に加えて，政策形成・政策法務論に関する一般的な知識を共有しておくこと，（2）細かい制度設計

を議論するのに必要な資料について，そのリサーチ方法をきめ細かく準備するか，あるいは指導者

側で予め準備する，（3）ディベートのフォーマットについても，細かい点を議論しやすいような工夫

（例えば質疑応答の時間を長く取るなど）を試みる（4＞対案（カウンタープラン）のディベートにおける位置づ

けを明確にしたうえで（参照，松本（2001），130－132頁）その提出を奨励する，などが考えられる。

3．2．4　開かれた言説・議論

　上で，ディベートが口頭形式で行われることの意義の一つとして，「非：専門家にも開かれたわ

かりやすい言葉」の訓練になると述べた（1．4）。今回の合同授業では法学部・大学院法学短軸と

他学部生の双方が参加し，また，「死刑制度」「国民の司法参加」といった法律学上の素材を論題と

したため，そこでは，「論題に関して相対的に多くの予備知識を有するにとが期待される），いわば

『専門家予備軍』としての法学部・法学部生」と「非＝専門家としての他学部生」という構図が成

立することとなった36。

　授業評価では，特段の設問項目は設けなかったが，さまざまな記述意見欄にこのことに触れた意

見が見られた。

法学部生の意見として，

　　・びごのデイベーん受業を遭乙℃餅／ご難匹帆徳∠ノ’廼7ですガゾという螺ダ／ごか乙でソ淀〉ξ両宅

　　　房学銅士で轡窟するのとば昇凌ク勉学部のス／ご6カ，かっで6ち．翻るよう話す專

という積極的な意見が述べられている一方で，他学部生の意見としては，

　　・デヲベーみば難ムかっ、をグ’と轡窟〆ごなクま乙∠ら疹ξ学窃8の実翌と珍遊7だ薄っ、亡，点で媛担6感

　　　0ま乙ノをが今・まで劾ら凌かったこと6学べて葵かっノをでナ。

　　・瑳学護の難と猶学部蕨鷹穂益の跨でぱ講／こ：ガナる灘が鎌に差があると癖0ま乙

　　　／＝。教聯でどう乙τ6彦≒学デヲベーみをやク、で・かった凌らと溢かぐ歪何でプる．講があまク

　　　屠離島’あかっノをようκ癖δまプ「。

　　・法学デイベー一　Aスアグと一藷舷＝やつτる，かち，か6乙虎凌〃》カセ、どやばク普律：がらみの葬）ジ∫1多

　　　ノかったのな．磁学誰と乙τばつらかっノをでナピで6，〃きろいちな葬を調べち虎ンをのぱ葵，かつ

　　　たですかジ。教淳や身辺1参薯を議題とL　f4？ク扱っで6ら．漏るとよノかっカかまと．蛋シ｝ます。

　　・褒初ぱ，房繍識6凌ぐ．、どの羨〆ごナ宛雌ののか分かちず　とまどっ／v。で6．〃ヲ。学部

　　　のノし暫だγノだや凌かっ赫1が一・誉『酷，かったと．蟹ラ。ただ；司法鍍の講の鰯寿の叛孫

　　　の茄〆zが：わ，から白い．〆ご6かノかカらず裁額綴〆ごついτやらカぽ凌らず；辛かっ／L’。勿学泓

　　　童6孝窟乙て3褒初の〃ジュメぱ．誹乙ぐ乙τ6らいノをい。

　　・按学や教淳のノ（と諜をとる（一uerc．競を言っkク，甥いたクずる？礎会ぱないの矯／．．・

　　　いへん京茸壽で乙た。

と，積極・消極両方の意見が述べられていた。

36 i法制度改革審議会意見書は，「統治主体・権利主体である国民」と「プロクェッションたる法曹」との「豊かなコミュニケー

　シNンの場」の必要性について述べている。「非＝専門家にも開かれた言説」はその「豊かなCUミSCk・＝ケーション」にとって

　も前提となるものであろう。
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に加えて，政策形成・政策法務論に関する一般的な知識を共有しておくこと， (2)細かい制度設計

を議論するのに必要な資料について，そのリサーチ方法をきめ細かく準備するか，あるいは指導者

側で予め準備する， (3)デイベートのフォーマットについても，細かい点を議論しやすいような工夫

(例えば質疑芯答の時間を長く京るなど)を試みる制対案{カウンタープラン)のデイベートにおける位置づ

けを明確にしたうえで(参照，松本 (2001)，130-132頁〉その提出を奨励する，などが考えられる O

3.2.4 関かれた言説・議論

上で，デイベートが口頭形式で行われることの意義のーっとして， r非口専門家にも関かれたわ
かりやすい言葉jの訓練になると述べた(1. 4)。今回の合同授業では法学部・大学院法学府生と

他学部生の双方が参加し，また， r死刑制度Jr国民の司法参加Jといった法律学上の素材を論題と
したため，そこでは， r論題に関して相対的に多くの予備知識を有する(ことが期待される)，いわば
門家予備軍』としての法学部・法学部生Jと「非=専門家としての他学部生Jという構図が成

ることとなったお0

授業評価では，特段の設問項目は設けなかったが，さまざまな

られた。

法学部生の意見として，

にこのことに触れた意

. ((::のテγべーメ授業き:iiULて〉伊jご難Lい点l;ifiiJですがヅといタごかLりだ莱/匂c
d手告が月二士でff!lj設すAのとl;i実名去り勉学lf/Jのベjご6:b;.がっ，6ら;tAclタ訪す葬

という積極的な意見が述べられている一方で，他学部生の意見としては，

'r"ヂベーメぷ難L;j勺 J士げと惣震に7J:IJ ;t L)士。 法学'tJ/fの定tヂと合Nえらf合点でJ式建fjj61ff!
t';t L I::;.ダ今;t~から 7J:;j勺丘二と 6 学べ、でJさえが --:J)とて"1".。

.it字通gの学三笠と進学車線身者室j三笠のj管で1;lJJ.設1lAlごかすぷ良子心お磁jご若が湯Aとをf{t';tL
スケ。者援?と♂ラ乙で611;亨デヂベ-fき与やIJ1::;.ヲミヲスケ去らと 6;.がぐ合fi-ヂですA，gt萎:;j場 ;t1J

ÆLぎでず7J:;jミヲス士。t ラ 1~1ff!t';t す。

e法学デヂベ-fλ''1と一義ずにやづτぷzがら」チ話乙:tL7J:いJア:tLζl--".，p1;1 IJ itf!/1:がらふの要三タ多
之がっ去のぱy 勉学'lf/i三主と L でl;iづらポミヲ乏です(~札いろいろ公募若干減ベ、ら先々のI;ljさが=ヲ

スケです;jf)0 1-ぞ序やタi!i7J:亨若議若と乙τJlXIJ援ク，6ら;t，l;と。t;かっλケガ寸ムgい;tす。
-dきがl;i~ itfJ1:匁誘67J:ぐタ どの様にす:tLぷJ長いの;jl宏之がらず; とfと)士。で 6~ fiすと、学Z

のベ!!/J之:'11t'ゃ7J:;.クミヲ之:房スタ二-#ilffa;j勺々とgラo )ケ刀、 月i設が庄の厳震のダ葬かーの加療

の液:tL;jf:b;.がら7J:いタ jご6;jl;jゆるず凌拶長野jごづいτやらf:JIJ旬、冶らずで手';j勺/台。 勉学筋
三笠6ずALτP授がのvジ、ユメl;iタtfLぐLで6ろいλケい。
・1活字や身誇ずのベと授業さ与とA (-Þtずに言Jl をFEヲスケグ~ Jr'fPI::りすぷノ灘五手l;i7J:いので; た

いへん広言語でLI::。

と，積極・消極両方の意見が述べられていた。

お河法制度改革審議会意見書は， r統治主体・権利主体である国民Jと「プロフェッションたる法曹Jとの「豊かなコミュニケー
ションの場」の必要性について述べている。「非=専門家にも聞かれた言説Jはその「農かなコミュニケーションjにとって
も前提となるものであろう O
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　おそらくは，他学部生にとっては，かならずしもこれまでなじみのない法学関連の話題に新鮮さ

を感じると同時に，共同で議論することの難しさも感じたといったところであろうか。他方で，法

学部生の中にも，上記の意見のように「他学部の人にもわかってもらえるよう話す事」の重要性を

意識して努力しているものと，専門用語にとらわれて一一一というより，おそらくそれらの不十分

な理解に振り回されて一一一いるように見受けられた例もあったという印象を受けた。

　本合同授業では意識的に取り組むに至らなかったが，授業の範囲内でも，「非＝専門家にも開か

れた言説」の訓練として，一定の効果をあげるような工夫が可能だと考えられる。チーム編成のや

り方（一例として，専門知識が相対的に多い者と少ない者を組み合わせるなど），基礎知識の共有の仕方（レジュメ

に関する上記学生の意見参照）などを改善していくことが考えられる。学部高年次以降の段階で，特に

少人数の授業で異なる学部の学生同士が議論する本合同授業は，学生にとって珍しい経験であった

と考えられる。今後このような形態の授業で行うことがあれば，この特徴を積極的に生かしていく

ことが求められるだろう37。

　なお論題II（国民の司法参加）に関する関心について，法学部生と他学部生とに見られた大きな差

異（資料2・設問（・））は，我々にとって意外なほどであった。論題選定方法に関する再検討（上述2．3．

4．1）も必要であるが，裁判員制度の現実の導入が予定され，近い将来に自分が選ばれる可能性も

あるような状況において，この問題に対する学生の関心がこのように低いのは，決して望ましい状

況とはいえないだろう。逆説的であるがまた別の側面から，「法教育」の必要性を示すものともい

えるかもしれないea。

3．3　まとめ

　本章では，教育ディベートが「論理的コミュニケーション能力」に対して及ぼす教育効果につい

て，本合同授業の結果を（授業評価アンケートを中心に）振り返りながら考察してきた。またその際，

クラブ活動等によるディベートの利用と2単位等の授業の枠組みによる利用とを区別した上で，後

者の視点を重視してきた。ここで不十分ながらまとめると，次のようになる。

　・r批判的・論理的思考力」については，（2単位等の）授業の枠組みでも，その「マクロ的側面」

　　および「基本的アカデミック・スキル」に関する限り，教育ディベートの形式によるそれなり

　　の効果が予想される。他方，「証拠資料の批判的吟味」に関しては教育効果は確実ではない。

　・「複眼的思考能力」についても，授業の枠組みで一定の効果が期待される。また，上でもいえ

　　ることであるが，能力の客観的な向上（この場合測定困難）のみならず，主観的達成感にも無視

　　できない意義がある。

　・「政策形成・制度設計能力」については，授業の枠組みで成果を期待するには，この能力育成

37 ｿなみに授業評価では法学部生から次のような感想が述べられていた。「このような他学部など，あまり知らない人とのディ

　ベートの授業，というものでは，最初のコンパに参加することが大切だったと思いました。」
’38 u非・：専門家にも開かれた言説」の訓練としては，本合同授業のように，ディベートそのものを中心とする授業という形態で

　はなく，「専門科目の授業・演習の補助ツールとしてのディベートの利用」も考えられる。3．2．1．3で挙げた例に即して言

　えば，例えば「刑事政策」や「法と経済学」などの授業の一環として非＝専門家に開かれた（聴衆ないし審査員）形で，死刑

　の犯罪抑止力に関するディベートを行うといったものである。しかし，補助的利用であっても，実効的な教育効果を挙げるた

　めには，やはり，ディベートの基本的な約束・基礎的技法を身につけておく必要がある。本合同授業においても，「イントロ

　ダクションjに3回を費したことを考えると，はたして専門科目の授業・演習時間の枠内で可能か，問題が残る。
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おそらくは，他学部生にとっては，かならずしもこれまでなじみのない法学関連の話題に新鮮さ

を感じると同時に，共同で議論することの難しさも感じたといったところであろうか。他方で，法

学部生の中にも，上記の意見のように「他学部の人にもわかってもらえるよう話す事」の重要性を

意識して努力しているものと，専門用語にとらわれて一一ーというより，おそらくそれらの不十分

な理解に振り回されて一一一いるように見受けられた例もあったという印象を受けた。

本合同授業では意識的に取り組むに宝らなかったが，授業の範囲内でも， i非=専門家にも関か

れた言説jの言11練として，一定の効果をあげるよう会工夫が可能だと考えられるO チーム編成のや

り方(一例として，専門知識が相対的に多い者と少ない者を組み合わせるなど)，基礎知識の共有の仕方(レジュメ

に関する上記学生の意見参照)などを改善していくことが考えられる O 学部高年次以降の段階で，特に

少人数の授業で異なる学部の学生同士が議論する本合向授業は，学生にとって珍しい経験であった

と考えられる O 今後このような形態の授業で行うことがあれば この特徴を積極的に生かしていく

ことが求められるだろうヘ

なお論題II(国民の司法参加)に関する関心について，法学部生と他学部生とに見られた大きな

異(資料2・設問(e))は，我々にとって意外なほどであったO 論題選定方法に関する再検討(上述2.3.

4. 1 )も必要であるが，裁判員制度の現実の導入が予定され，近い将来に自分が選ばれる可能性も

あるような状況において，この間題に対する学生の関心がこのように抵いのは，決して望ましい状

況とはいえないだろう O 逆説的であるがまた別の側面から， i法教育Jの必要性を示すものともい

えるかもしれないへ

3.3 まとめ

本章では，教育デイベートが「論理的コミュニケーション能力jに対して及ぼす教育効果につい

て，本合同授業の結果を(授業評価アンケートを中心に)振り返りながら考察してきた。またその際，

クラブ活動等によるデイベートの利用と 2単位等の授業の枠組みによる利用とを区別した上で，後

者の視点を重視してきた。ここで不十分ながらまとめると，次のようになる O

イ批判的・論理的思考力jについては， (2単泣等の)授業の枠組みでも，その「マクロ的知面j

および「基本的アカデミック・スキルjに関する限り，教育デイベートの形式によるそれ去り

の効果が予想、される O 他方 「証拠資料の批判的吟味」に関しては教育効果は確実ではない。

. i複眼的思考能力」についても 授業の枠組みで一定の効果が期待される O また，上でもいえ

ることであるが，龍力の客観的な向上(この場合測定困難)のみならず，主観的達成感にも無視

できない意義がある O

. i政策形成・制度設計能力jについては，授業の枠組みで成果を期待するには，この能力育成

討ちなみに授業評価では法学部生から次のような感想、が述べられていた。「このような他学部など，あまり知らない人とのデイ
ベートの授業，というものでは，最初のコンパに参加することが大切だったと思いました。j
認「非r 専門家にも開かれた言説jの訓練としては，本合同授業のように，ヂイベ…トそのものを中心とする授業という形態で
はなく， r専門科目の授業・演習の補助ツールとしてのデイベートの利用jも考えられる。 3.2.1.3で挙げた'例に即して言
えば，関えば f刑事政策jや「法と経済学jなどの授業の一環として非=専門家に関かれた(聴衆ないし審査員)形で，死刑
の犯罪抑止力に関するヂイベ…トを行うといったものである O しかし，補助的利用であっても，実効的な教育効果を挙げるた
めには，やは持，デイベートの基本的な約束・基礎的技法を身につけておく必要がある。本合同授業においても， rイントロ
ダクションJに3回を費したことを考えると，はたして専門科目の授業・演習時間の枠内で可能か，問題が残るO
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　　に特化させた教育プログラムの作成が必要とされる。

　・「非専門家に開かれた言説」については，指導の工夫次第で，授業の枠組みでも一定の効果を

　　期待することができるだろう。

　いずれにせよ，2単位等の授業という限られた時間の枠内で，これら諸効果を達成しようとする

場合，そこにはトレード・オフの関係が必然的に生じる。カリキュラム上の位置づけを踏まえ，ど

のような能力の育成に重点をおくのかを意識した上で，授業の進め方・試合フォーマット等をそれ

に対応するように設計することが求められよう。教育ディベートの利用がさまざまな授業現場で既

に広まっている今日，教員に求められることは，ディベートがさまざまな能力の育成に寄与すると

いう単なる一般論を語ることではない。自らの授業における教育ディベートの利用局面・その形

式・導入方法等に意識的に取り組み，その実際の効果の検証を絶えず試みることが望まれるのであ

る。

　「法教育」との関係で言えば，上で，授業の枠組みでも一定の効果が期待できると述べた「複眼

的思考能力」や「非専門家に開かれた言説」は，高い重要性を有する。「複眼的思考能力」は法の

理念の根本をなすともいえる人格の相互尊重・立場の互換性の認識とも関わるものであり，「開か

れた言説」もコミュニケーション的合理性の基盤を形作るものである。教育ディベートという「実

験室」と現実世界の緊張関係（3．1）を十分に踏まえ，試合のみならず準備・フォローアップ等の

一連の教育過程を意識しながら，これらの能力を伸ばす指導が求められることになるだろう。
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に特化させた教育プログラムの作成が必要とされる O

. r非専門家に聞かれた言説Jについては，指導の工夫次第で，授業の枠組みでも一定の効果を
期待することができるだろう O

いずれにせよ， 2単位等の授業という限られた時間の枠内で，これら諸効果を達成しようとする

場合，そこにはトレード・オフの関係が必然的に生じる O カリキュラム上の位置づけを踏まえ，ど

のような能力の育成に重点をおくのかを意識した上で 授業の進め方・試合フォーマット等をそれ

に対応するように設計することが求められよう O 教育デイベートの利用がさまざまな授業現場で既

に広まっている今日，教員に求められることは，デイベートがさまざまな能力の育成に寄与すると

いう単なる一般論を語ることではない。自らの授業における教育デイベートの利用局面・その形

式・導入方法等に意識的に取り組み その実際の効果の検証を絶えず試みることが望まれるのであ

るO

「法教育Jとの関係で言えば上で 授業の枠組みでも一定の効果が期待できると述べた「複眼

的思考能力」ゃ「非専門家に聞かれた言説jは，高い重要性を有するo r複眼的思考能力jは法の
理念の根本をなすともいえる人格の相互尊重・立場の互換性の認識とも関わるものであり， r聞か
れた言説」もコミュニケーション的合理性の基盤を形作るものである O 教育デイベートという「実

験室」と現実世界の緊張関係 (3.1 )を十分に踏まえ 試合のみならず準備・フォローアップ等の

一連の教育過程を意識しながら これらの能力を伸ばす指導が求められることになるだろう O
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【資料1】

　　　　　　　　　　　　法学ディベート実習（担当：角松生壁）

　　　　　　　　　　　社会・公民科指導法1（担当：曽野裕夫）

　　　　　　　　　　　　　　共通シ　ラバス
［授業目的］

　この授業の目的は，主に法律学に関係する題材をとりあげた教育ディベートの実践を行うこ

とを通じて，判的論理的思考能力及びコミュニケーション能力を向上させること，及び，中学

生・高校生対象の授業において教育ディベートを行うための手がかりを得ることにあります。

（後者は「社会・公民科指導法1」の受講者の場合）

　教育ディベートとは，「一つの論題に関して，肯定側と否定側にわかれ，一定のルールにし

たがって議論し，それを第三者（聴衆あるいは審判）がいずれの側がより説得力のある主張を

展開したかの判定を下すゲーム」（中沢美依『教育的ディベート授業入門」）です。教育ディベー

トは，ゲーム（試合）にいたるまでの準備段階も含めて，全過程に教育的意義があります。ま

た，各チームは肯定側・否定側のどちらの側からも議論できるように準備をすることになりま

す。このようなゲーム及びその準備の実践を通じて，みなさんは，

（1）物事を異なった立場（肯定側・否定側）から見る「複眼的思考能力」

（2）主張を論理と証拠によって基礎づけ，また相手の主張の論拠や証拠を検証する「批判的思

　　考能力」

（3）証拠資料を探索・収集・整理する「情報収集・整理能力」

（4）政策の実行可能性や予想される不利益などを検証した上で，よりよい政策を提示する「政

　　策形成・制度設計能力」

などを身につけることが期待されます。

　もちろん，このような能力の獲得は，皆さんの積極的参加によって初めて可能になるもので

す。チームで協力して，試合前の準備を十分する必要があります。そのようなチームプレーも，

皆さんには貴重な体験となることでしょう。

［授業の進め方］

別紙「授業計画」参照

［テキスト］

松本茂『日本語ディベートの技法』七寳出版，2001年（￥1，400＋tax）

［成績評価］

　報告・ディベートへの参加，判定理由書をもととした，平常点による評価を中心とします。

最後に提出してもらう簡単な感想的レポートも評価対象とします。

一　37　一

{資料 11 

[撹業目的]

法学デイベート実習(担当:角松生史)

社会・公民科指導法1(担当:曽野袴夫)

共通シラパス

この授業の目的は 主に法律学に関係する題材をとちあげた教育デイベートの実践を行うこ

とを通じて，判的論理的思考能力及びコミュニケーション能力を向上させること，及び，中学

生・高校生対象の授業において教育デイベートを行うための手がかりを得ることにあります。

(後者は[社会・公民科指導法 1Jの受講者の場合)

教育デイベートとは 「一つの論題に関して 肯定側と否定側にわかれ 一定のルールにし

たがって議論し それを第三者(聴衆あるいは審判)がいずれの側がより説得力のある主娠を

展開したかの判定を下すゲームJ(中沢美依f教育的デイベート授業入門j)です。教育デイベー

トは，ゲーム(試合)にいたるまでの準梯段階も含めて，全過程に教育的意義があります。ま

た，各チームは肯定側・否定側のどちらの側からも議論できるように準備をすることになりま

す。このようなゲーム及びその準備の実践を通じて，みなさんは，

(1) 物事を異なった立場(肯定鶴・否定側)から見る「複眼的思考能力j

(2) 主張を論理と証拠によって基礎づけ，また相手の主張の論拠や証拠を検証する「批判的思

考能力j

(3) 証拠資料を探索・収集・整理する f情報収集・整理龍力j

(4 ) 政策の実行可能性や予想される不利益などを検証した上で，よりよい政策を提示する「政

策形成・制度設計能力J
などを身につけることが期待されます。

もちろん，このような能力の獲得は，皆さんの積極的参加によって初めて可能になるもので

す。チームで協力して，試合前の準備を十分する必要があります。そのようなチームプレーも，

皆さんには貴重な体験となることでしょう O

[捜業の進め方)

別紙「授業計額j参照

[テキス卜]

松本茂 f日本語デイベートの技法j七饗出版， 2001年(￥1，400十tax)

[成績評価]

報告・デイベ…トへの参加，判定理由香をもととした，平常点による評価を中心とします。

最後に提出してもらう簡単な感想的レポ…トも評器対象とします。
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＜資料2＞「法学ディベート実習」「社会・公民科指導法1」授業評価アンケート（抜粋）

　　　　　　　　　　　　　対象：法学部生　8人　大学院法学府生　2名　法学部・法学麻以外　9名　　（計　19名）

（c＞ディベートの実習に興味がもてましたか39

　　　　　　　　　　　　　　　法学部・法学府生　　　他学部生　　　計

たいへん興味がもてた　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　7

興味がもてた　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　4　　　　　　g

どちらともいえない　　　　　　　1　　　　　　　　　　2　　　　　　3

あまり興味がもてなかった　　　0　　　　　　　　　　0　　　　　　0

全く興味がもてなかった　　　0　　　　　　　　0　　　　　0

計　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　9　　　　　　19

（d）論題1（死刑制度）の内容に興味がもてましたか。

　　　　　　　　　　　　　　　法学部・法学府生　　　他学部生　　　計

たいへん興味がもてた　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　8

興味がもてた　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　8

どちらともいえない　　　　　　1　　　　　　　　　　2　　　　　　3

あまり興味がもてなかった　　　0　　　　　　　　　0　　　　　◎

全く興味がもてなかった　　　0　　　　　　　　0　　　　　0

計　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　9　　　　　　19

（e＞論題H（国民の司法参加）の内容に興味がもてましたか。

　　　　　　　　　　　　　　　法学部・法学府生　　　他学部生　　　計

たいへん興味がもてた　　　　　2　　　　　　　　　1　　　　　3

興味がもてた　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　3　　　　　　5

どちらともいえない　　　　　　5　　　　　　　　　　1　　　　　　6

あまり興味がもてなかった　　　1　　　　　　　　　　4　　　　　　5

全く興味がもてなかった　　　0　　　　　　　　0　　　　　0

計　　　　　　　　　　　　　　i◎　　　　　　　　　9　　　　　　19

（f）あなたはこの授業をどのように評価しますか。

　　　　　　　　　　　　　　　法学部・法学府生他学部生計

大変評価できる　　　　　　　　4　　　　　　　　　　1　　　　　　5

評価できる　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　6　　　　　　11

どちらともいえない　　　　　　　1　　　　　　　　　　2　　　　　　3

あまり評価できない　　　　　　0　　　　　　　　　　0　　　　　　◎

全く評価できない　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　0

計　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　9　　　　　　19

39 ic）一くf）の設問には「わからない」という選択肢も含めていたが，全て二二ゼロのため省略した
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<資料2>r法学ヂィベート実習Jr社会・公民科指導法u授業評価アンケート(抜粋)
対象:法学部生 8人大学院法学府生 2名 法学部・法学府以外 9名 (言十 19名)

(c)デイベートの実習に興味がもてましたか39

法学部・法学府生 他学部生 計

たいへん興味がもてた 4 3 7 

興味がもてた 5 4 9 

どちらともいえない 1 2 3 

あまり興味がもてなかった 。 。 。
全く興味がもてなかった O 。 O 

言十 10 9 19 

(d)論題1(死刑制度)の内容に興味がもてましたか。

法学部・法学寄生 勉学部生 言十

たいへん興味がもてた 4 4 8 

興味がもてた 5 3 8 

どちらともいえない 2 3 

あまり興味がもてなかった G O O 

全く興味がもてなかった 。 。 。
計 10 9 19 

(e)論題立(国民の司法参加)の内容に興味がもてましたか。

法学部・法学府生 他学部生 計

たいへん興味がもてた 2 1 3 

興味がもてた 2 3 5 

どちらともいえない 5 6 

あまり興味がもてなかった l 4 5 

全く興味がもてなかった O O O 

計 10 9 19 

(f)あなたはこの授業をどのように評価しますか。

法学部・法学野生 地学部生 言十

大変評価できる 4 1 5 

評価できる 5 6 11 

どちらともいえない 2 3 

あまり評錨できをい O G G 

全く評価できない 。 。 。
計 10 9 19 

39 (c)一(f)の設問には「わからないjという選択肢も含めていたが，全て問答ゼロのため省略した
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（9）ディベート授業で特に学べた項目（複数回答）

設　　　問 件　数

複眼的・客観的分析力 5

批判的・論理的思考力 15

情報収集・整理能力 5

政策形成・制度設計能力 2

相手の話を理解する力 1◎

プレゼンテーションカ 5

その他 0

合　　　計 42

一　39　一

(g)デイベート授業で特に学べた項目(複数回答)

ミ長幸又凡必 間 件数

複践的・客観的分析力 5 

批判的・論理的思考力 15 

'1警報収集ー整理龍力 5 

政策形成・制度設計龍力 2 

格手の話を理解する力 10 

プレゼンテーション力 5 

その他 O 

之仁』3 言十 42 
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教職科目「社会・公民科指導法」にみられるディベート授業の影響

　　　　　　　　　　　　　一批判思考能力の効果測定の試み一

九州大学非常勤講師　　鎌田　裕文

1．はじめに　2，教育ディベートとは　3．思考力テスト作成の経緯　4．ワトソン・グレーザー批判思考テスト

5．思考テスト　6．思考テストの実施　7．思考テストの結果　8．まとめ　9．参考文献　10．付録1－5

1．はじめに

　本稿は米国における教育研究等を元に，日本でもこれから一層の推進が必要であると考えられる

「思考力」の育成1に教育ディベートの手法を取り入れた大学の授業がどの程度貢献できるのかに

ついての調査として九州大学全学教育「社会・公民科指導法」授業前後に実施した測定結果を報告

している。

　本調査の皮切りとなった2002年度前期法学部の角松，曽野両氏担当の九州大学全学教育教職課程

の学生に実施したディベートを用いた授業2の受講後アンケート回答（下記表1）をみると，授業

で学生が最も学べたと思った項目の最上位が「批判的・論理的思考力」であった。このアンケート

回答項目は両指導者が同授業の教育効果として授業概要に掲げていた項目の1つであり，また日本

の教育ディベートの発信源ありディベート教育が盛んな米国の研究報告でも同項目が教育目標，及

びその効果の上位項目として頻繁に挙げられている（William，　D．E．，　McGee，　RM，＆W磁h，　D．　S．，2001

p．198－209；井上尚美，1998，p．137）。

　この他のディベート授業の指導者，受講者の間でもこの回答結果項目の「批判的・論理的思考力」

が教育効果として一般的に認識されており，またディベートが盛んな米国ではその認識は更に一般

的である。そのような認識がなされている「批判的・論理的思考力」が実際に教育効果として育成

されているのかを分析することが本調査の研究目的の1つである。この効果測定の方法としては，

米国で最も頻繁に用いられているワトソン・グレーザーの批判思考テスト（Watson＆Glaser，1980）

等を参考に著者が作成した「思考テスト」（Kamada，2000，　p．4－5）を用いている。

　結論として，大学1学期の授業時間（約20時間）では採用した測定テスト結果からディベート授

1道田2000年の中で「前略一自分で課題を見つけ，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，行動し，よりょく問題を解決する能

カー後略」（中央教育審議会，1996，p．1）や「自らの将来の課題を探求し，その課題に対して幅広い視野から柔軟かつ総合的

な判断を下すことのできる力」〈大学審議会，1998，p。31）等とある。また，日本の社会科での評価の観点として文部科学省調

査官の安野功は「社会科教育」一社会科の絶対評価一2◎◎2年9月増刊号の申で，il　1．「社会的事象への関心，意欲，態度」＝社

会的事象に関心を持ち，それを意欲的に調べること｛社会的な思考・判断を通して社会の一員として自覚を持って責任を果た
そうとする。社会的事象から学習の問題点を見出して追求，解決し，社会的事象の意味を考え，適切に覇断ずる。2．「観察，資

料活用の技能・表現」＝社会的事象を的確に観察，調査したり，各種の資料を効果的に活用したりするとともに調べたことを表

現する。3．「社会的事象についての知識・理解」＝社会的事象の様子や動き，特色及び相互の関連を具体的に理解している。』

の3点を社会科教育目標に掲げている。

2九州大学全学教育平成14年度前期開講「法学ディベート実習」（角松）／「社会・公民科指導法1」（曽野）の授業概要は，同

紀要別報参照。
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教職科目「社会・公民科指導法」にみられるディベート授業の影響
-批判思考能力の効果測定の試み一

九州大学非常勤講師 鎌田裕文

1.はじめに 2.教育デイベートとは 3.思考力テスト作成の経緯 4.ワトソン・グレーザー批判思考テスト

5.思考テスト 6.思考テストの実施 7.思考テストの結果 8.まとめ 9.参考文献 10.付録1-5 

1 .はじめに

本稿は米国における教育研究等を元に 日本でもこれから一層の推進が必要であると考えられる

「思考力」の育成1に教育デイベ…トの手法を取り入れた大学の授業がどの程度貢献できるのかに

ついての調査として九州大学全学教育「社会・公民科指導法j授業前後に実施した測定結果を報告

している O

本語査の皮切りとなったお02年度前期法学部の角松，曽野再氏担当の九州大学全学教育教職課程

の学生に実施したデイベートを用いた授業2の受講後アンケート回答(下記表1)をみると，授業

で学生が最も学べたと思った項目の最上位が「批判的・論理的思考力jであった。このアンケート

回答項目は間指導者が同授業の教背効果として授業概要に掲げていた項目の lつであり，また日本

の教育デイベートの発信源ありデイベート教育が盛んな米国の研究報告でも問項目が教育目標，及

び、その効果の上{立項呂として頻繁に挙げられている(William，D.E.， McGee， R.M.， & Worth， D. S.， 2001 

p.1号8-209;井上尚美， 1998， p.137)o 

この他のヂイベート授業の指導者，受講者の間でもこの回答結果項目の「批判的・論理的思考力j

が教育効果として一般的に認識されており，またデイベ…トが盛んな米国ではその認識は更に一般

的である O そのような認識がなされている「批判的・論明的思考力jが実際に教育効果として育成

されているのかを分析することが本調査の研究目的の 1つである O この効果測定の方法としては，

未冨で最も頻繁に思いられているワトソン・グレーザ…の批判思考テスト (Watson& Glaser， 1980) 

等を参考に著者が作成した仁患考テストJ(Kamada， 2000， p. 4 -5)を用いている O

結論として，大学l学期の授業時間(約20時間)では採用した測定テスト結果からデイベート授

l 道田2000年の中で「前略一自分で課題を見つけ，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，行動し，よりよく問題を解決する能
力一後略J(中央教育審議会， 1996， p. 1 )や「自らの将来の課題を探求し，その課題に対して幅広い視野から柔軟かつ総合的
な判断を下すことのできる力J(大学審議会， 1998， p.31)等とある。また，日本の社会科での評錨の観点として文部科学省課
査官の安野功は f社会幹教育j一社会科の絶対許信-2002年号月増有号の中で， r 1.1社会的事象への欝心，意欲，態変J=社
会的事象に関心を持ち，それを意欲的に諜べること i社会的な患考・判断iを通して社会の一員として自覚を持って責任を果た
そうとする O 社会的事象から学習の問題点を見出して追求，解決し，社会的事象の意味を考え，適切に判断するo 2.1観察，資
料活用の技能・表現J=社会的事象を的確に観察，調査したり，各種の資料を効果的に活用したりするとともに調べたことを表
現する。 3.1社会的事象についての知識・理解J=社会的事象の様子や動き，特色及び相互の関連を具体的に理解している。』
の3点を社会科教育目標に掲げている。
2 九州大学全学教育平成14年度前期開講「法学デイベート実習J(角松)/ 1社会・公民科指導法 1J (曽野)の授業概要は，同
紀要別頁参照。
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表1．ディベート授業後の学生の効果認識

順位 選択肢の回答項目　　　　　　　（回答数） 全体に占める割合

1 批判的・論理的思考力　　　　　　　　15 35．7％

2 相手の話を理解する力　　　　　　　　10 23．8％

3 複眼的・客観的分析力　　　　　　　　5 11．9％

4 情報収集・整理能力　　　　　　　　　5 11．9％

5 プレゼンテーション能力　　　　　　　　5 11．9％

6 政策形成・制度設計能力　　　　　　　　2 4．8％

7 その他　　　　　　　　　　　0 0．0％

合計 42 10◎．0％

業で「批判思考能力」全体が向上したという顕著な結果は現れなかった。但し，本研究で比較した

非ディベート授業に比べディベート授業の「思考テスト」の点数が若干ではあるが平均点で上回っ

ていた。

　一方，学生がディベート授業を通じて何を学べたと認識しているかについては，表1のような回

答結果が得られている。2002年度前期開講i「法学ディベート実習／社会公民科指導法Ij（法学部

角松，曽野合同授業）におけるアンケート結果として，「ディベート授業を受けて特に何が学べた

と思いますか」という選択式質問に対し下記の回答結果を得た。回答者は，九州大学法学部学生19

名。

2．教育デKベートとは

　教育ディベートの起源は，古代ギリシアの紀元前5世紀のプロタゴラスにまで遡るとされている。

また，日本では英語のdebate（付録1）という語が明治10年代に福沢諭吉によって討論と訳出され

て以来，大学を中心に英語と日本語の討論大会が行われてきた記録が先行文献にみられる。第2次

世界大戦直後には朝日新聞社主催でdebate形式の朝日討論会等も数：年間行われ，　ig50年代から大

学生のクラブ活動で行う競技として全国の英語研究会（ESS）の間で英語ディベートが一定の普及

を見せ，今Hに至っている（以上In◎ue，1994を参照）。

　また，ディベートが討論会（debate　forum）・討論ゲームの意味で詳しく辞典に紹介されたものと

しては1969年の大日本百科辞典ユ3巻（三井，1969）3等が初期のものである。その後，日本語によ

るディベートは80年代から主に企業・自治体研修として導入され始めた（松本侑子，1991，p．64－

72；ディベート普及委員会，2000）。90年代に入ると1995年日本ディベート協会が日本語のディベー

ト全国大会を開催し，96年には全国教室ディベート連盟が全国の中学生・高校生を対象とした日本

31969年il大日本百科辞典』第13巻の三井為友著によると，討論会（debate　ferum）とは「問題について，賛成側，反対側の両

方に分かれて意見を戦わせ，勝敗ゐ決っしょうとする集会。実際生活上で，見解に対立をきたした時に，両者が対決する目的で

開かれるが，これが成果を収めるには，ゲームとしての討論会に習熟する必要がある。ゲームとしての討論会は，各種の形式が

あるが，明確なルールを決めて行う。賛否両陣営の人数を同じくし，持ち時間を同じくする。このためタイム・キーパーを立て
る。発言の順序も，質問応答や反論の方式も決められる。1人以上の馬料が，公平に採点し合計する。また，多数の聴衆が，討

論の前と後とで，賛否の意見をどう異動させたかを測定する方式もある。」とある。

一　42　一

表 1.デイベート授業後の学生の効果認識

}II夏位 選択鼓の自答項呂 (自答数〉 全棒;ニ点める割合

批判的・論理的思考力 15 35.7% 

2 相手の話を理解するカ 10 23.8% 

3 設設的・客観的分析力 5 11.9% 

4 情報収集・整理能力 5 11. 9% 

5 プレゼンテーション能力 5 11.9% 

6 政策形成・制度設計能力 2 4.8% 

? その他 O 0.0% 

42 100.0% 

「批判思考能力j全体が向上したという顕著な結果は現れなかったO 但し 本研究で比較した

非デイベ…ト授業に比ベデイベート授業の「思考テストJの点数が若干ではあるが平均点で上回っ
ていた。

一方，学生がデイベート授業を通じて何を学べたと認識しているかについては，表1のような回

答結果が得られているo 2002年夏前期開講「法学デイベート実智/社会公民科指導法1J (法学部

角松，曽野合同授業)におけるアンケート結果として， rデイベート授業を受けて特に仰が学べた
と患いますかjという選択式実関に対し下記の回答結果を得た。自答者は 九州大学法学部学生時

O 

2.教育ディベートとは

教育デイベートの起源は，古代ギリシアの紀元前5世紀のプ口タゴラスにまで遡るとされている O

また，日本では英語のdebate(付録1)という語が明治10年代に福沢諭吉によって討論と訳出され

て以来，大学を中心に英語と日本語の討論大会が行われてきた記録が先行文献にみられる O 第2次

世界大戦車後には朝日新開社主濯でdebate形式の朝詰討論会等も数年間行われ 1950年代から大

学生のクラブ活動で行う競技として全閣の英語研究会 (ESS)の間で英語デイベ…トが…定の普及

を見せ，今日に至っている(以上Inoue，1994を参照)。

また，ヂイベートが討論会 (debateforumト討論ゲ…ムの意味で詳しく辞典に紹介されたものと

しては1969年の大日本百科辞典13巻(三井， 1969) 3等が初期のものである O その後，日本語によ

るデイベ…トは80年代から主に金業・自治体研修として導入され始めた(松本橋子， 1991， p.64-

72 ;デイベート普及委員会， 2000)090年代に入ると1995年日本デイベート協会が日本語のデイベー

ト全邑大会を開催し， 96年には全国教室デイベート連盟が全国の中学生・高校生を対象とした日本

3 1969年 f大B本吾科辞典j第13巻の三井為友著によると，討議会 (debateforum)とは f鰐題について，賛成鶴，長対鶴の再
方に分かれて意見を戦わせ，勝敗ゐ決っしようとする集会。実際生活上で，見解に対立をきたした持に，問者が対決する呂的で

開かれるが，これが成果を収めるには，ゲームとしての討論会に習熟する必要がある O ゲームとしての討論会は，各種の形式が

あるが，明確なルールを決めて行う O 賛否両陣営の人数を同じくし 持ち時間を問じくする O このためタイム・キーパーを立て

るO 発言の)11葉序も，費問Jo答や反論の方式も決められる o 1人以上の審特が，公平に採点し合計する。また，多数の聴衆が，討
論の前と後とで，賛否の意見をどう異動させたかを瀕定する方式もある。jとある O
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語全国ディベート大会を開始した。このころから，国語，社会科や総合的な学習の時間等で日本語

ディベートの手法を取り入れた授業報告書の数が書店等でも確実に増えてきている。本稿の調査対

象である教育ディベートの各授業内容はこれらの流れを汲むものである。具体的な授業内容に関し

ては九州大学で使用された授業概要を参照（角松・曽野・鎌田，2002）。また，これらディベート

授業の指導者である九州大学の角松，曽野，鎌田3人の指導テキストは『日本語ディベートの技法』

（松本茂，2001）4を使用している。詳しいディベートの方法と実践の内容は鎌田（2000，p．18－42）

を参照。

3．思考力テスト作成の経緯

　著者が，この教育ディベート効果の研究を開始したのは7年前の1997年からであった。当初の調

査対象には大学生も含まれていたが主な対象は就業社会人であった。著者の調査以前に大学生の教

育ディベートによる批判思考能力を測定した先行研究としては，アメリカ（Colbert，1987，1993；

Allen，　Berkowitz，　Hunt，＆Loudon，1999；Williams，　McGee＆Worth，2001）や恐らく日本ではこの種で

唯一の調査である大学生英語競技ディベート経験者（ESS部員）への調査（Usui，1992，　p．32－41）5

結果等がある。

　著者がテスト以外で調査方法として用いたのは，授業前後のアンケート調査とその回答項目の聴

き取り追跡調査である。尚，アンケート調査の効果項目の各選択肢は1998年から99年忌2年間の自

由記述式の回答で得られた上位項目の表現を統一する形で作成している。これまで大学生に対する

日本語教育ディベートの影響に関するこの種の調査は他に確認できていないため，ここでは関東の

企業大手4社525名と九州の団体職員266名の回答結果（鎌田，2000，p．57）を合わせたもの（2001

年8月22日作成）を表2に紹介している。ここでも回答の最多項目は「論理的思考・表現jであり，

この関東・九州の団体調査結果全体の33％を占めていた。これらの回答結果を踏まえて，教育ディ

ベートが本当に論理思考の向上に効果があるのかどうかを検証するため，その標準評価テストがな

いかを探った。

　文献調査の結果，米国の先行研究の多くと，日本では井上尚美の研究（井上，1983）等でワトソ

ン・グレーザーの「批判思考テスト」（Wats◎n－Glaser　Critical　Thinking　Appraisal（Watson＆Glaser，

1964）〉が「論理・批判思考力」測定として頻繁に適用されていることが確認できた。

　この先行研究調査結果を踏まえて，著者がそれまで試行したGRE（アメリカ大学院向け入試問

題の1つ）の論理テスト和訳版の測定使用（鎌田和訳，！999年）を断念し，ワトソン・グレーザー

‘教育ディベートの定義として，その授業テキストの著者松本茂は「一一つの論題に対して合対立する立場を取る話し手が，聞き

手を論理的に説得することを目的に客観的な資料に基づいた議論を展開し，終了後に聞き手（審査員）が判決を下すプロセスの

こと。j（松本茂，1997，266－267頁）としている。また，教育デ4ベート以外の辞典の定義でf公けの討論」とか「賛成・反対

に分かれて行う」以外はほぼディスカッシerンと同義で掲載されている場合も多い。

5日本の大学生でESS（英語研究会）に所属する総数51名（ディベート経験者23名とディベート未経験者28名）をワトソン・グ
レーザーの批判思考テスト日本語版（臼井訳）で比較調査している。結論として英語競技ディベート経験者が有意な得点差（平

均点で5．1点上回る）を出したとしている。但し，この調査の競技ディベーターとは大抵が毎日1日の数時間をディベート活動

に費やしており，これらの層をそうでない学生との1年聞の差で比較しているため本研究の授業時問とは比較にならない程多く

のディベート経験を被験者は有している。また調査対象には大学院生も含まれており，被験者の学年の幅の統鋼ができていない

等この結果には不確定要因がかなり含まれる。このようにディベートの効果を直接裏付ける調査とはいえないが，ディベート経

験が批判思考力向上に繋がる点を示唆している点で意義がある。
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語全国デイベート大会を開始した。このころから，国語，社会科や総合的な学習の持関等で5本語

ヂイベートの手法を取り入れた授業報告書の数が書庖等でも確実に増えてきている O 本稿の調査対

象である教育デイベ…トの各授業内容はこれらの流れを汲むものである O 具体的な授業内容に関し

ては九州大学で使窮された授業概要を参照(角松・曽野・鎌田 2002)。また これらヂイベート

授業の指導者である九州大学の角松，曽野，鎌田3人の指導テキストは『日本語デイベートの技法』

(松本茂， 2001) 4を使用している O詳しいデイベートの方法と実践の内容は鎌田(2000，p. 18-42) 

を参照。

3.思考力テスト作成の経韓

著者が，この教育デイベート効果の研究を開始したのは 7年前の1997年からであった。当初の調

査対象には大学生も含まれていたが主な対象は就業社会人であった。著者の調査以前に大学生の教

青デイベートによる批判思考能力を灘定した先行研究として誌，アメワカ (Colbert，1987， 1993; 

Allen， Berkowitz， Hunt， & Loudon， 1999 ; Williams， McGee & Worth， 2001)や恐らく日本ではこの種で

唯一の調査である大学生英語競技デイベート経験者 (ESS部員)への調査 (Usui，1992， p.32-41) 5 

結果等がある O

著者がテスト以外で調査方法として用いたのは，授業前後のアンケート調資とその回答項目の聴

き取り追跡調査である O 尚 アンケート調査の効果項目の各選択肢は1998年から99年の 2年間の白

自記述式の自答で得られた上位項自の表現を統一する形で作成している O これまで大学生に対する

日本語教育ヂイベートの影響に関するこの種の調査は他に確認できていないため ここでは関東の

企業大手4社525名と九州の団体職員266名の回答結果(鎌田， 2000， p.57) を合わせたもの (2001

8月228作成)を表2に紹介している C ここでも回答の最多項目は f論理的思考 e表現jであち 1

この関東・九州の団体調査結果全体の33%を占めていた。これらの回答結果を踏まえて，教育デイ

ベートが本当に論理思考の向上に効果があるのかどうかを検証するため その標準評価テストがな

いかを探った。

文献調査の結果，米国の先行研究の多くと，日本では井上尚美の研究(井上， 1983)等でワトソ

ン・グレーザーの「批判思考テストJ(Watson“Glaser Critical Thinking Appraisal (Watson & Glaser， 

1964))が「論理・批判思考力j測定として頻繁に適用されていることが確認できた。

この先行研究調査結果を踏まえて，著者がそれまで試行した GRE(アメリカ大学院向け入試問

題の lつ)の論理テスト和訳版の澱定捜用(鎌田和訳， 1999年)を断念し，ワトソン・グレーザー

4 教育デイベ…トの定義として，その授業テキストの著者松本茂は「一つの論題に対して合対立する立場を取る話し手が，聞き
手を論理的に説得することを目的に客観的な資料に基づいた議論を展開し，終了後に聞き手(審査員)が判決を下すプロセスの
ことoJ(松本茂， 1997， 266-267頁)としている O また，教育デイベート以外の辞典の定義で f公けの討論jとか「賛成・震対
に分かれて行うj以外はほほディスカッションと同義で掲載されている場合も多い。
日本の大学生でESS(英語研究会)に所属する総数51名(デイベート経験者23名とヂイベート未経験者28名)をワトソン・グ
レーザーの批判思考テスト日本語版(白井訳)で比較調査している。結論として英語競技デイベート経験者が有意な得点差(平
均点で5.1，1点上関る)を出したとしている。但し，この調査の競技デイベーターとは大抵が毎日 l日の数時間をデイベート活動
に費やしており，これらの壌をそうでない学生との 1年関の差で比較しているため本研究の授業時務とは比較にならない程多く
のデイベート経験を被験者は有している O また謂査対象には大学院生も含まれており，被験者の学年の幅の統制ができていない
等この結果には不確定要因がかなり含まれる O このようにデイベートの効果を直接裏付ける調査とはいえないが，デイベート経
験が批判思考力向上に繋がる点を示唆している点で意義がある。
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表2．社会人ディベート研修のアンケート回答の結果
　　　　（全体の割合は少数点以下第1位で四捨五入）

順位 選択肢の回答項目　　　　　　　（回答数） 全体に占める割合

1 論理的思考・表現の大切さがわかった　　　　397 33％

2 傾聴の意義とその価値が理解できた　　　　　314 26％

3 問題の発見／その解決方法がわかった　　　　242 20％

4 情報の収集・分析の方法がわかった　　　　　236 20％

合計 1，189 100％

質問内容：「ディベート研修を受けてどのようなスキルが得られたと思いますか」

回答者：入社5～10年目職員　調査対象数：751名（回答数は複数回答）
講座：1997～1999年の関東某大手4社と九州4団体の職員ディベート入門研修（2日間／15時間）

のテストを和訳した前述1992年臼井のテストを実験的にディベート授業の効果測定テストとして試

行してみた。ところが文章が米国の生活が背景にある等受験者が背景知識の有無の要素で制限時間

内に回答し終わらない場面が多く見られた。そこで，ワトソン・グレーザー批判思考テストの設問

や評価基準を基に1999年から2001年まで3年間の試行期間を経て新たな日本語版の論理・批判思考

テストを2001年3月「思考テスト」6と称して完成させ使用することにした。尚，思考テストの各

設問項目については付録2を，その設問の類似問題例（Watso簸・Glaser　Cdtical　Thinking　Appraisa伊◎rm

A・B，1980，2－8）に関しては付録3を参照のこと。

4．ワトソン・グレーザー批判思考テスト

　著者が思考能力の測定テスト作成に当たり参考にした前述ワトソン・グレーザー批判思考テスト

1980年版は，質問数が80題で40分を目安に回答し終える形式になっている。テストの設問は全て選

択肢の中から解答を1つずつ選ぶ形式である。但し，制限時間はあくまでも目安で時間を制限しな

い測定法も考えられている。このテストは思考力の測定を目標とし，基本的な形式論理の知識とよ

り妥当な分析能力を測ることを理論上目的としたテストである（Watson－Glaser　Critical　Thinking　Ap－

praisal　Form　A・BDirections，1980）。テストは14歳以上の知識があれば誰でも理解可能な質問で構成

されており（井上，1998，p．150），批判思考力を測定するためのテストとしては最も広く用いられ

ている（井上，1998，P．150；Mcpeck，1981，　P．132；Allen，　Berkowitz，　H：unt，＆L◎udon，1999，　P．20），

　また，このテストの実際上の目的としては「一前略一民主主義社会における市民が毎日の生活の

中で仕事をしたり新聞や雑誌を読んだり，多様な社会的問題に関する演説を聴いたり討論に参加し

たりすることなどにおいて接するものと同じような内容である」（Watson－Glaser　Critical　Thinking

Appraisal，1964，　p．2．佐長（2002）和訳）とされている。

6このf思考テスト」は完成までに九弼大学大学院言語文化研究院の井上奈良彦教授とウルフギャング・ミヒェル教授に内容の

確認を，また富士常葉大学流通経済学部の鈴木克義助教授と福岡工業大学社会環境学部の池田賢治講師の英語・ディベート授業

で使用した。以上の他にも本思考テストは著者が非常勤講師を担当している専門学校時習館，朝日カルチャーセンター，㈱大栄

総合教育システム，その他，福岡ディベート概算会，福岡市国際交流協会等に予備試行点検として実施した。また，「思考テス

ト」の実際の問題文の公開については，同一の問題文を今後しばらくの問利用予定であり，テスト実施に制約を及ぼすおそれが

あるため本稿には掲載してない。但し，同テストの基となったワトソン・グレーザーの批判思考テストの問題の例題を各設問毎

に参考例として巻末付録3に紹介している。
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表2.社会人ヂイベート研修のアンケート回答の結果
(全体の割合は少数点以下第 l位で四捨五入)

順位 選択肢の回答項目 (回答数)

l 論理的思考・表現の大切さがわかった 397 

2 傾聴の意義とその髄値が理解できた 314 

3 間題の発見/その解決方法がわかった 242 

4 情報の収集・分析の方法がわかった 236 

合計 1，189 

質問内容 Iデイベート研修を受けてどのようなスキルが得られたと思いますかJ
回答者:入社5~10年目職員 調査対象数:751名(回答数は複数回答)

全体に占める割合

33% 

26% 

20% 

20% 

100% 

講座:1997~ 1999年の関東某大手4社と九州4団体の職員デイベート入門研修(2日間/15時間)

のテストを和訳した前述19ヲ2年白井のテストを実験的にデイベ…ト授業の効果灘定テストとして試

行してみた。ところが文章が米国の生活が背景にある等受験者が背景知識の有無の要素で制限時間

内に回答し終わらない場面が多く見られた。そこで ワトソン・グレーザー批判思考テストの設問

や評価基準を基に1999年から2001年まで3年間の試行期間を経て新たな日本語版の論瑚・批判思考

テストを2001年3月「思考テストJ6と称して完成させ使用することにした。尚，思考テストの各

設問項呂については付録2を，その設問の類似問題例(Watson-GlaserCritical Thinking Appraisal Form 

A . B， 1980， 2 -8 )に関しては付録3を参照のこと O

4 .ワトソン・グレーザー批判思考テスト

著者が思考能力の測定テスト作成に当たり参考にした前述ワトソン・グレーザー批判思考テスト

1980年版は，質問数が80題で40分を目安に回答し終える形式になっている O テストの設問は全て選

択設の中から解答を lつずつ選ぶ形式であるo 1豆し 制限時間はあくまでも呂安で時間を制限しな

い測定法も考えられている O このテストは思考力の溺定を吾擦とし，基本的な形式論理の知識とよ

り妥当な分析能力を測ることを理論上目的としたテストである (Watson-GlaserCritical Thinking Ap-

praisal Form A・BDirections， 1980) 0 テストは14歳以上の知識があれば誰でも理解可能な質問で構成

されており(井上， 1998， p. 150)，批判思考力を測定するためのテストとしては最も広く用いられ

ている(井上， 1998， p.150; Mcpeck， 1981， p.132; Allen， Berkowitz， Hunt， & Loudon， 1999， p.20L 

また，このテストの実際上の吾的としては f-前略一民主主義社会における市民が毎日の生活の

中で仕事をしたり新開や雑誌を読んだり，多様な社会的問題に関する演説を聴いたり討論に参加し

たりすることなどにおいて接するものと同じような内容であるJ(Watson-Glaser Critical Thinking 

Appraisal，1964， p. 2 .佐長 (2002)和訳)とされている O

6 この仁思考テストjは完成までに九州大学大学院言語文化誹究院の井上奈良彦教授とウルフギャング・ミヒェル教投に内容の

確認を，また富士常葉大学流通経済学部の鈴木克義助教授と福需工業大学社会環境学部の撞巴雲治講鶴の英語・ヂイベート授業

で寵濯した。以上の位にも本思考テスト辻著者が非常勤講蘇を担当している専門学校時習舘，朝5カルチャーセンター，棋大栄
総合教育システム，その他，福間デイベート研究会，楠岡市国際交流協会等に予犠試行点検として実施した。また， r，思考テス
ト」の実際の問題文の公開については，同ーの問題文を今後しばらくの間利用予定であり，テスト実施に制約を及ぼすおそれが

あるため本稿には掲載してない。但し 同テストの基となったワトソン・グレーザ…の批判思考テストの問題の例題を各設問毎

に参考例として巻末付録3に紹介している O
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　同テスト概説の批判思考の各16題の設問内容をみると1．推論（データから物事の真偽を正しく

推論する），2．前提の認知（主張の仮設や前提の考えを明確化する），3．演繹（結論を与えられ

た情報や考えから正しく導く），4．解釈（情報を吟味し物事を正しく判断する），5．議論の評価

（議論の論拠を正しく判断する）とある（Watson－Glaser　Critical　Thinking　Appraisal，1980，　p．2＞。

　このワトソン・グレーザー批判思考テストの測定方法に対する主な批判としては，哲学的・論理

学的な考えを中心に作成されており心理学・教育学的な側面の測定が難しい（McMillaR，1997）等

学問分野の相違の問題の指摘や，推論能力等の定義が現実に即していない（Mcpeck，1981，　p．133－

134）等批判思考の定義の相違に関するもの，文章問題では数学のように完全に正しい解答は導け

ない（Mcpeck，1981，　p．134）等論理力以外の要素である個人の既存知識介入等の可能性，また，

回答方法が筆記形式である点や価値評価の欠如に対する批判として同テストは非現実的（単位，

2002，p．4）等がある。

　このような批判はあるものの，ワトソン・グレーザーのテストは，現実的なテストとしては十分

なものと考えられる7。単独テストとして批判思考の領域を適切に網羅できており，測定法として

客観性の点で十分な信頼性（adequate　reliability）がある，課題としては実施の妥当性（validity）で

あろう（GreeRstreet，1993；HiU，1993）。紙媒体（ペーパーテスト）で批判思考をテストする妥当性

に関しては批判思考を如何に定義するか次第であり，受験者がその回答形式を承知した上で受験す

るのであれば測定は十分妥当である（Allen，：Berkowitz，　Hunt，＆Loudon，1999，　p．20，鎌田和訳）。

　また，テストについて全米で権威ある年鑑蝕螂の中のHovlandの評として『「このテストに含

まれていない批判的思考の能力があるはずだ。例えば隠された大前提を見つけることとか，信頼度

を異にする様々な情報の源について，など。一中隅一しかし全体としてみると，このテストは有効

（effect－ive）である」と述べている。なお，　Buros　1972年版には，このテストに関するこれまでの

研究が合計109挙げられている。」』（井上，1998，p．151）。これだけ多くから研究対象とされている

のは，1946年の初版よりこのテストが改定されながら半世紀以上に渡り実際に使用され続けている

故であろう。

　最後にAPA（アメリカ心理学会）が1995年に発行したテストの有用性の規準を紹介しておく。『「テ

ストあるいはテスト適用の許容性の評価は，この文書にあるすべての主要な規準を文字通り満足さ

せることではないし，また，許容性は点検表を使用することによって決定されないのである。特定

の状況は個々の規準の重要性に影響するのである。個々の規準は切り離して検討すべきではない」

（APへp．12）』（パックマン・パーマー，1996，　p．147）

5．思考テスト

　前述のワトソン・グレーザーテストを元に，その和訳テストの予備試行テストを主に九州大学の

学生と社会人を対象に行ってきた。その主な目的は設問内容，受験者の表現の理解度，点数の妥当

？「言語テスト作成法」によると「使用有用性（疑sef蜘ess）の特質を検討する際に，次の2つの極端な状況は避けなければな

らない。1．すべての特質が最高の水準を達成していなければならない。あるいは達成できるとする非現実的な期待。2．これら

の特質の1つあるいはそれ以上を優先させ，他のものを事実上排除しているという批判から逃げられない状況。」現実的なテス

ト評価のあり方を示唆している（パックマン・パーマー1996年p．146）。
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同テスト概説の批判思考の各話題の設問内容をみると 1.推論(データから物事の真偽を正しく

推論する)， 2.前提の認知(主張の仮設や前提の考えを明確化する)， 3.演鐸(結論を与えられ

た情報や考えから正しく導く)， 4.解釈(情報を吟味し物事を正しく判断する)， 5.議論の評価

(議論の論拠を正しく判断する)とある (Watson-GlaserCritical Thinking Appraisal， 1980， p. 2 ) 0 

このワトソン・グレーザー批判思考テストの測定方法に対する主な批判としては，哲学的・論理

学的な考えを中心に作成されており心理学・教育学的な鵠雷の溺定が難しい (McMillan，1997)等

学問分野の相違の問題の指摘や，推論能力等の定義が現実に却していない (Mcpeck，1981， p.133-

134)等批判思考の定義の相違に関するもの，文章問題では数学のように完全に正しい解答は導け

ない (Mcpeck， 1981， p.134)等論理力以外の要素である信人の既存知識介入等の可能性，また，

回答方法が筆記形式である点や価値評価の欠如に対する批判として同テストは非現実的(佐長，

2002， p. 4 )等がある O

このような批暫はあるものの ワトソン・グレーザーのテストは 現実的なテストとして辻十分

なものと考えられる70 単独テストとして批判思考の領域を適切に網羅できており，測定法として

客観性の点で十分な信頼性 (adequatereliability)がある，課題としては実施の妥当性 (validity)で

あろう (Greens悦 et，1993 ; Hill， 1993) 0 紙媒体(ペーパーテスト)で批判思考をテストする妥当性

に関しては批判思考を如何に定義するか次第であり 受験者がその回答形式を承知した上で受験す

るのであれば測定は十分妥当である (Allen，日erkowitz，Hunt， & Loudon， 1999， p.20，鎌田和訳)。

また，テストについて全米で権威ある年鑑Burosの中の Hovlandの評として打このテストに含

まれていない批判的思考の能力があるはずだ。例えば隠された大前提を見つけることとか，信頼度

を異にする様々な情報の源について，など。一中略ーしかし全体としてみると，このテストは有効

(effect -ive )であるjと述べている O なお，Buros1972年版iこは，このテストに関するこれまでの

研究が合計109挙げられている。JJ(井上， 1998， p.151)oこれだけ多くから研究対象とされている

のは， 1946年の初版よりこのテストが改定されながら半世紀以上に渡り実際に使用され続けている

放であろう O

最後に APA(アメリカ心理学会)が1995年に発行したテストの有用性の規準を紹介しておく owrテ

ストあるいはテスト適用の許容性の評信は，この文書にあるすべての主要な規準を文字通り満足さ

せることではないし，また，許容性は点検表を使用することによって決定されないのである O 特定

の状況は個々の規準の重要性に影響するのである O 個々の規準は切り離して検討すべきではないj

(APA， p.12) J (ノfックマン・パ…マー， 1996，予.147)

5.思考テスト

前述のワトソン・グレーザーテストを元に，その和訳テストの予嬬試行テストを主に九州大学の

学生と社会人を対象に行ってきた。その主な日的は設問内容，受験者の表現の理解度，点数の妥当

7 r言語テスト作成法jによると日吏罵有用性(usefulness)の持糞を検討寸る警に 次の2つの極嬬な状況辻避けなければな
らない。1.すべての特質が最高の水準を達成していなければならない。あるいは達成できるとする非現実的な期待。 2.これら
の特質の lつあるいはそれ以上を優先させ，他のものを事実上排除しているという批判から逃げられない状況。」現実的なテス

ト評価のあり方を示唆している(パックマン・パーマー1996年 p.146)o
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性，テストの時間配分等の検証のためで，約2年間でテストの改善を図った。その結果最終的に試

験時間を30分とし，設問はワトソン・グレーザーテスト5項目の内容を踏襲する形で出題数を29問

にした。出題数をかなり削減した理由は内容をより丹念に考えて回答してもらう意図と，前述の臼

井（1992）和訳版予備テストの試行結果の難しさ等から総合的に判断した。

　作問の素材は，日本人が一般的に読む新聞をその主な題材とした。世界で最も購読数の多い2紙

の『読売新聞』と『朝日新聞』の記事で極力専門的な知識が介入しないような記事を数年間かけて

選定し，記事内容の選定ではワトソン・グレーザー批判思考テスト5項目に合致しそうなものを適

用した。

6．思考テストの実施方法

　本調査報告では九州大学で実施した「思考テスト」の結果を主に報告する。調査時期は2002年度

の前期と後期である。調査対象の授業は思考テストの得点分布調査として，2002年度前期開講の井

上奈良彦「英米言語文化演習1」，「英米言語文化演習H」，「インテンシブ英語演習1」8の1英語，

及び2英語ディベート授業と角松・曽野「法学ディベート実習」・「社会・公民科指導法1」の1合

同日本語ディベート授業，角松「法政基礎演習1」法学部の1授業，鎌田「社会・公民科指導法H」

の1日本語ディベート授業の計6授業の其々開講初日に実施した思考テスト結果を参考にした。

　一方，批判思考力の効果測定調査としては同年後期の同時期に開講された角松「法政基礎演習1」

（付録4）受講者1年生16名（非ディベート授業）と鎌田「社会・公民科指導法H」（付録5にディ

ベート授業内容の紹介を兼ねてより詳しく掲載している）ディベート授業受講者2～4年生10名

（ディベート授業）の授業前後に実施した其々計2回の思考テスト結果を比較している。

　尚，角松の「法政基礎演習Ijを除くと，全てこれら調査対象授業は必修か選択必修科目の学生

が対象であり，所属学部は文系が大半ではあるが全て全学教育のクラス編成である。よって，授業

の影響を比較する上で大きな要因の1つと考えられる特定志向集団の人格的性向による各授業問の

テスト結果への影響は，文系の学生が大半と言う以外の影響は少ないものと思われる。但し，「社

会・公民科指導法」等教職科目に関しては，必修ではあっても取得する年次に学生の裁量が入り得

る等の個人の性向の影響は否めない。

7．思考テストの結果

　著者のこれまでの大学生に対する「思考テスト」の得点分布調査として，前述の九州大学授業群

とは全体の平均点で一様でない点もあるが，富士常葉大学と福岡工業大学（共に2002年度後期）の

英語・ディベート授業の同テスト結果を得点分布で比較している。この予備調査のテスト結果は両

授業とも正規分布に近いベル・カーブ型に分布しており，平均得点も両大学でほぼ一激していた9c

また，本稿の調査対象である九州大学の前述井上の3授業，角松の授業，角松・曽野の合同授業，

鎌田の授業の平均点を見ても20点（少数点以下第1位で四捨五入）近辺で全体の平均得点が一致し

8これら井上「英米言語文化演習1」，「英米言語文化演習ll」，「インテンシブ英語演習1」の授業内容に関しては，九州大学オ

ンラインシラバスの科目一覧に紹介されている授業概要を参照のこと。
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性，テストの時間配分等の検証のためで，約2年間でテストの改善を図った。その結果最終的に試

験時間を30分とし 設問はワトソン・グレーザ…テスト 5項目の内容を踏襲する形で出題数を29聞

にした。出題数をかなり削減した理由は内容をより丹念に考えて回答してもらう意図と，前述の臼

井(1992)和訳版予備テストの試行結果の難しさ等から総合的に判断した。

作間の素材は，日本人が一般的に読む新聞をその主な題材とした。世界で最も購読数の多い2紙

の f読売新開jと『朝B新関jの記事で謹力専門的会知識が介入しないような記事を数年間かけて

選定し，記事内容の選定ではワトソン・グレーザー批判思考テスト 5項自に合致しそうなものを適

用した。

6 .思考テストの実施方法

本調査報告では九州大学で実施した「思考テストjの結果を主に報告するO 調査時期は2002年度

の前期と後期であるG 謂査対象の授業辻思考テストの簿点分布讃査として 2002年震前場開講の井

上奈良彦「英米言語文化演習 1J， I英米言語文化演習IIJ， Iインテンシブ英語演習 1J 8のl英語，

及び2英語デイベート授業と角松・曽野「法学ヂイベート実習j・「社会・公民科指導法 1Jの1合

同日本語デイベート授業，角松f法政基礎漬習 1J法学部の 1授業，鎌田「社会・公民科指導法IIJ

のl日本語デイベート授業の計6授業の其々開講初日に実施した思考テスト結果を参考にした。

一方，批判思考力の効果測定調査としては同年後期の同時期に開講された角松「法政基礎演習 1J 

(付録引受講者1年生活名(非デイベート授業〉と鎌田同士会・公民科指導法立J(付録5にデイ

ベ…ト授業内諮の紹介を兼ねてより詳しく掲載している)デイベート授業受講者2----4年生10名

(デイベート授業)の授業前後に実施した其々計2回の思考テスト結果を比較している O

尚，角松の f法政基礎演習IJを徐くと 全てこれら調査対象授業は必修か選択必修科毘の学生

が対象であり，所属学部は文系が大半ではあるが全て全学教育のクラス編成である O よって，授業

の影響を比較する上で大きな要因の lっと考えられる特定志向集団の人格的性向による各授業関の

テスト結果への影響は，文系の学生が大半と言う以外の影響は少ないものと思われる O 但し， I社

会・公民科指導法J等教職科目に関しては，必修ではあっても取得する年次に学生の裁量が入り得
る等の信人の性向の影響は否めない。

7 .思考テストの結果

著者のこれまでの大学生に対するに患考テストjの得点分布謂査として 前述の九州大学授業群

とは全体の平均点で一様でない点もあるが，富士常葉大学と福岡工業大学(共に2002年度後期)の

英語・デイベ…ト授業の問テスト結果を得点分布で比較している O この予備調査のテスト結果は両

授業とも正規分布に近いベル・カーブ型に分布しており，平均得点も南大学でほ忠一致していたきζ

また，本稿の調査対象である九州大学の前述井上の3授業，角松の授業，角松・曽野の合同授業，

鎌聞の授業の平均点を見ても20点(少数点以下第1位で四捨五入)近辺で全体の平均得点が一致し

8 これら井上「英米言語文化演潤 1j， r英米言語文化演習IIj， rインテンシブ英語演習 1jの授業内容に関しては，九州大学オ
ンラインシラパスの科目一覧に紹介されている授業概要を参照のこと。
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ており，若干各得点毎の人数にばらつきはあるが其々ベル・カーブ型を描いていた（図1～3参照）。

これらテストの得点分布の比較結果から，平均点は各大学でほぼ一致しており得点分布もほぼ正規

傾向を示していることが確認できる。一方，九州大学の調査群は各授業で異なる学年構成だが，1

回目のテスト時の6グループの平均点はほぼ等しかったので，授業前の年齢差の要因が授業後（2

回目のテスト時）の「思考テスト」の平均点の結果に大きな影響を与えることはあまりないものと

考えられる。

　下記の表3，4に今回の調査対象6授業のテスト結果を示している。また，図1，2，3が其々

表3の英語，英語ディベート授業，日本語ディベート授業の分布傾向の参考図である。その他3授

業の図も同様にベル・カーブ型の分布図を形成していた。

表3　九州大学2002年度前期に実施した「思考テスト」の結果とその参考図

英米言語文化演習1（水2限） 英米言語文化演習H（火1限） 法学ディベート／社会・公民科指

ｱ法1（金2限）

実施日：4月17日（53名） 実施日：4月23日（40名） 実施日：4月19日（30名）

（ユ～2年生）全体平均：19点 （1年生）全体平均：20点 （2～4年生）全体平均：20点

図1
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法学ディベート実習／社会・公民科指導法1

13　14　15　16　t7　18　lg　20　21　22　23　24　25　26　27

　　　　　点数

表4　その他の九州大学2002年度前・後期の授業に実施した「思考テスト」の結果

インテンシブ英語演習1（水3限） 法政基礎演習1（金4限） 社会・公民科指導法∬（金2限）

実施日：4月17日（25名） 実施日：10月11日（15名） 実施日：1◎月11日（10名）

（1～2年生）全体平均：20点 （1年生〉全体平均：18点 （2～4年生）全体平均：19点

　次に，同時期に調査を行った非ディベート授業とディベート授業の比較調査結果をみると，非ディ

ベート授業「法政基礎演習Ijとディベート授業「社会・公民科指導法H」の学生の平均点の変化

の間には大きな差はみられなかった。第1回目から2回目のテストで法政基礎演習1のクラスは29

9　「言語テストの基礎知識」によると「一前略一観察対象者が約30あれば，事象は正規分布（もし本当に正規分布しているなら

ば）に近づくというのが一応の目安である。一中略一総合的な言語能力テストを測定する集団規準準拠テスト（NRT）を開発す

る場合，テスト開発者はできる限り多くの標本を集めて正規分布になるよう最大限努力すべきである。得点が正規分布曲線を作

り出すことはNRTの大きな目的のひとつなのである」（J．D．ブラウン1999，　p．145－146）とある。富士常葉大学の鈴木克義30名

と福岡工業大学の池田賢治32名の英語ゼミとデdベート授業の1～2年生に対して実施した偲考テスト」の両大学の平均得点
はほぼ同じで，九州大学の同テストの平均得点とは少し差はあったが両大学群ともほぼ正規分布のベル・カーブ型に得点が分布

していた。その得点結果とその分布図の掲載は両担当教官の許可を得ていないためここでは掲載していない。
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ており，若干各得点毎の人数にばらつきはあるが其々ベル・カ…ブ型を描いていた(図 1----3参照〉。

これらテストの得点分布の比較結果から 平均点は各大学でほぼ一致しており得点分布もほぼ正規

傾向を示していることが確認できる O 一方，九州大学の調査群は各授業で異なる学年構成だが 1

回目のテスト時の 6グループの平均点はほほ等しかったので，授業前の年齢差の要因が授業後(2 

田昌のテスト持)の仁思考テストjの平均点の結果に大きな影響を与えることはあまりないものと

考えられる O

下記の表3，4に今回の調査対象8授業のテスト結果を示している O また，国1，2， 3が其々

表3の英語，英語デイベート授業，日本語デイベ…ト授業の分布傾向の参考図である O その他3授

業の関も同様にベル・カーブ型の分布図を形成していた。

表3 九州大学2002年度前期に実施した仁思考テストjの結果とその参考毘

英米言語文化演習 1 (水2限)

日:4月17日 (53名)

( 1 --2年生)全体平均:19点

国1

英米議議文化演習 I(水2限呂)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

点数

英米言語文化演習II (火1限)

実施日:4月23日 (40名)

( 1年生)全体平均:20点

関2

10 

人 6
数 4

英米言語文化演習11(火1限包)

13 14 15 16 17 18 1容 2021 22 23 24 25 26 27 

点数

法学ヂイベート/社会・公民科指

導法1 (金2隈〉

実施日:4月19日 (30名)

(2---4年生)全体平均:20点

図3

6 

人 4 
数

法学ディベート実習/社会・公民科指導法 i

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

点数

表4 その他の九州大学2002年度前・後期の授業に実施した仁思考テストjの結果

インテンシブ英語演習 1(水3限) I法政恭礎演腎 1(金4限) I社会 公民科指導法日(金2限)
実施日:4月178(25名実施日:10J]118 (路) I 実施日:問問(10名)
( 1 --2年生)全体平均:20点 I ( 1年生)全体平均:18点 I (2---4年生)全体平均:19点

次に，同時期に調査を行った非デイベート授業とデイベート授業の比較調査結果をみると，非デイ

ベート授業 f法政基礎演習 1Jとデイベート授業同士会・公民科指導法廷jの学生の平均点の変化
の聞には大きな差はみられなかった。第 l回目から 2回目のテストで法政基礎演習 Iのクラスは29

9 r古語テストの基礎知識jによると「一前略ー観察対象者が約30あれば，事象は正規分布(もし本当に正規分布しているなら
ぜ)に近づくというのが一応の呂安である O 一中略一総合的な詩語能力テストを灘定する集問規準準拠テスト (NRT)を跨発す
る場合，テスト開発者はできる線り多くの標本を集めて正規分布になるよう最大鼠努力すべきである。得点が正規分布曲線を作

り出すことはNRTの大きな目的のひとつなのであるJ(J.D.ブPラウン1999，p.145-146)とある O 富士常葉大学の鈴木克義30名
と謡需工業大学の地呂賢語32名の英語ゼミとヂイベート授業の 1~2 年生に対して実施した仁恵考テスト j の需大学の平均鐸点
はほほ同じで，九州大学の問テストの平均得点とは少し差はあったが南大学群ともほぼ正規分布のベル・カーブ裂に得点が分布

していた。その得点結果とその分布図の掲載は両担当教官の許可を得ていないためここでは掲載していない。
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点満点のテストで1．1点（少数点以下第2位で四捨五入）伸びていた。一方，社会・公民科指導法

llのディベート授業は1．6点の伸びであった。得点差は0．5点で百分率に直しても1．7点の差しかな

かった。

　結論としてこの対照群の得点差から，ディベート授業による「批判・論理的思考力」全体が向上

しているという結論は導けなかった。表5にその結果を，図4，5に其々の1，2回目のテスト得

点分布を示している。また，この比較調査授業の学生が他の受講科目の影響を受けている可能性や

双方の調査対象者の数が少ない点二世の介在要因も考えられる。但し，第2回目授業後のディベー

トと非ディベートの得点の伸び率では前者が1．7％上回っていたという興味深い数値も認められた’o。

今後この得点差の傾向が複数の統制・実験群の間の比較調査から一様に得られ，かつ長期間調査を

繰り返しても同様の傾向を示せば，横断的な面’ユから教育ディベートの効用があるとの推測は可能

かもしれない。

表5　九州大学2002年度後期授業前後の「思考テスト」の結果

非ディベート授業（「法政基礎演習1」／金4回目） ディベート授業（「社会・公民科指導法H／金2丁目

実施日：1回目＝10／11？2回目＝・1／31（15名） 実施日：1回目驚10／11？2回目瓢1／31（10名）

全体平均：　17。8点　　？　18．9点（1．1増加） 全体平均：　　18．6点　？　20．2点（1．6増加）
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　　　　　　点数

　最後に，この「法政基礎演習1」（非ディベート授業）と社会・公民科指導法1］1（ディベート授

業）全体の得点傾向から2回目のテストで5点以上伸びた層の傾向を設問項目別に少しみてみると，

法政基礎演習1の学生は設問4・5「文の推論：論拠の評価」（事実の関連からより確からしい推

10 ﾜた，2003年度後期のディベートを用いた「社会・公民科指導法ll」授業開始時と終了時の「思考テスト」の平均得点結果で

も，1回目から2回目で29点満点中2．3点の伸びを示し，百分率に直すと7．93点の上昇を記録していた（調査対象者7名：1回

目平均得点（小数点以下第2位で四捨五入）＝18．3点，2回目＝20．6点）。

11ロングマン応用言語学辞典p．89によると横断的研究（cross－sectional　study）とは「書語の特定の問題や側面（たとえば言語時

制の体系の用い方）を測定したり研究したりするために，ある一時点で異なった個人や被験者の集団について調査概究すること。

この方法は，個人や集団が一定期間にわたって（たとえば，時綱の体系の用い方がどのように変化し，年齢と共に上達するかを

概卜するために）研究される縦断的（IORgkudiRal　method）と対比される。」前述の米国の批覇思考能力と教育デdベート等の比
較測定の先行研究（Alleft，　Berkowitz，　H膿重，＆L◎綴。総，1999，　p．2◎）等でもこの横断的測定と縦断的測定の両方が担いられている。

また，著者の同年代の社会入27名（日本語ディベート継続受講者：練習試合含め2◎回程度1◎名とディベート非経験者17名〉を対

象に実施した予備調査の同テスト比較結果でも，29点満点で継続者が5点平均点で上回っていた（Kamada，2000，　P．7）。調査対

象者の少なさと，年齢以外の比較対象の関係因子例えば，ディベート受講前の個人の性向の影響等が介入している可能性は否め

ないが，相対的に継続者の平均点がかなり上回っていた。この予備調査の結果や今回の研究結果等から，この種の調査を横断的

に同じ学部，専攻，職種等に拡大していき，同様の結果が一様に得られればディベートの批判・論理思考力への効用が示唆でき

るのではないだろうか。
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点満点のテストで1.1，点(少数点以下第2位で四捨五入)伸びていた。一方，社会・公民科指導法

Hのデイベート は1.6点の伸びであてコた。得点差は0.5点で百分率に直しても1.7点の差しかな

かった。

結論としてこの対照群の得点差から ヂイベート授業による f批判・論理的思考力j全体が向上

しているという結論は導けなかった。表5にその結果を 密4. 5に其々の 1. 2毘話のテスト書

点分布を示している O また この比較調査授業の学生が他の受講科目の影響を受けている可能性や

双方の調査対象者の数が少ない点等他の介夜要因も考えられる O 但し，第2回目授業後のデイベー

トと非デイベートの得点の伸び率では前者が1.7%上回っていたという興味深い数値も認められた九

今後この得点差の傾向が複数の統制・実験群の聞の比較調査から一様に得られ，かっ長期間調査を

繰り返しでも毘様の傾向を示せば横断的な面11から教育デイベ…トの効用があるとの推澱は可能

かもしれない。

表5 九州大学2002年度後期授業前後の「思考テストjの結果

非デイベート授業(1法政基礎演習 1J /金4限目) Iデイベート授業(1社会 公民科指導削/金2限目

実施日.1回目=川1? 2回目=1/31(15名) I実施日 1回目斗0/11? 2回目立 1/31(陥)

全体平均 17.8点 ? 18.9点(1.1増加全体平均 18.6点 ? 20.2点(1.6増加)
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法政J客様演習 II 社会・公民科指導法H

4 

人
3 

数

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

点数

3 
人

数 2

点数

i-z l 

最後に，この「法政基礎演習 1J (非ヂイベート授業)と社会・公民科指導法II (ヂイベート授

業)全捧の得点傾向から 2回目のテストで5点以上伸びた層の傾向を設問項B別に少しみでみると，

法政基礎譲習 Iの学生は設問4・5r文の推論:論拠の評語J(事実の関連からより確からしい誰

10 また， 2003年度後期のヂイベートを用いた「社会・公民科指導法IIJ授業開始時と終了時の「思考テスト」の平均得点結果で

も回目から 2回目で29点満点中2.3点の伸ぴを示し百分率に直すと7.93点の上昇を記録していた(調査対象者7名回

目平均得点(小数点以下第2位で四捨五入) =18.3点， 2回目 =20.6点)。

11 ロングマン応用言語学辞典p.89によると横断的研究 (cross-sectionalstudy) とは「替語の特定の問題や側面(たとえば言語時

制の体系の用い方)を測定したり研究したりするために，ある一時点で異なった個人や被験者の集団について調査研究すること O

この方法は，個人や集団が一定期需にわたって(たとえば，時制の体系の用い方がどのように変fとし，年齢と共に上達するかを
研究するために〉研究される縦断的(longitudinalmethod) と対よとされる。j前述の米関の批判思考能力と教育デイベート等の比

較瀦定の先行誹究 (Allen，Berkowitz， Hunt， & Loudon， 1999， p.20)等でもこの横額約灘定と経断的灘定の需方が用いられている。

また，著者の同年代の社会人27名(日本語デイベート継続受講者:棟習試合含め20間程度10名とデイベート非経験者17名)を対

象に実施した予備調査の問テスト比較結果でも， 29点満点で継続者が5点平均点で上回っていた (Kamada，2000， P.7)。調査対

象者の少なさと，年齢以外の比較対象の関係因子例えば，デイベート受講前の個人の性向の影響等が介入している可能性は否め

ないが，相対的に継続者の平均点がかなり上回っていた。この予備調査の結果や今問の研究結果等から，この種の調査を横断的

に同じ学部，専攻，職種等に拡大していき，同様の結果が一様に得られればデイベ…トの批判・論理思考力への効用が示唆でき

るのではないだろうか。
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測を行う）が顕著に伸び，社会・公民科指導法では設問3［統計の推論」（より客観的な判断のた

め正確に数字等を捉える）の伸びが大きかった。ディベートの実践ゲームでは統計による証拠資料

を頻繁に用いることがこの変化に影響しているのかもしれない。

　また道田2000年米国の批判思考テストによる大学生の教育効果報告（討論やディベートの授業は

調査対象として言及されていない）では，特定の専門分野や特定の大学経験によって批判思考能力

が向上することは難しいとされている。主な理由としては1学期の短期間では効果が現れ難いこと，

また長期の調査は複数の要因が絡むため特定の要因が影響を与えると断定するのは難しいこと等を

挙げている。その中でもワトソン・グレーザーのテスト調査によるものではないが，大学入学から

1年間の批判思考力効果で有意差を生じさせた因子として，「取得単位時間の長さ」が挙がってい

た。学習に熱心な学生群に正の有意差が現れたという事である（道田，2000）。

　確かに，担当講師の著者からみてディベート授業に真剣に取り組んでいた学生層が比較的得点も

高い伸びを示しているという印象を持った。一方，非ディベート授業の担当講師の中には必ずしも

テストの得点と授業の取組みが一致していないような印象を持った場合もあるようである。一概に

は言えないが，この印象の違いから必ずしも全般的に学習に熱心な学生ではなく，教育ディベート

に特に熱心な学生が批判思考力が向上するのではないかという仮説が，今後の調査に向け新たな希

望となった。

8．まとめ

　今回の社会・公民科指導法に教育ディベートの手法を取り入れた授業では，授業後アンケート回

答でみる限り，米国と同様に「批判的・論理的思考力」の向上を挙げた学生が最も多いことがわかっ

た。但し，大学1学期の授業を「思考テスト」を中心に調査した結果からは，米国等で指摘されて

いる（Boyer，1983，　p．9）思考力向上の効果は，教育ディベートを用いた授業から確認することま

ではできなかった。

　これらのことから，少なくとも意識面においては年間半期の教育ディベート授業は学生の「批判

的・論理的思考」に好影響をもたらしていると考えられる。しかし，半期（週1回の授業が10数回

程度）の授業で学生の思考能力が論理的・批判的に育成されるということまでは今回の調査では判

明しなかった。

　本稿執筆によりこれからの課題として，測定手段である思考テストの改善，調査方法の更なる信

頼性の確保（異なる大学，学部，学科等の横断的な層の比較調査，より長期に渡る授業や競技活動

者に対する縦断的効果測定の継続調査，同一講師の異なる授業での結果比較等），ディベート授業

の更なる推進による調査対象者の拡大，思考テストの各設問結果のより詳細な量的・質的な分析等

が特定できた。
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測を行う)が顕著に伸び，社会・公民科指導法では設問3 [統計の推論J(より客観的な判断のた

め正確に数字等を捉える)の伸びが大きかった。デイベートの実践ゲームでは統計による証拠資料

を頻繁に用いることがこの変化に影響しているのかもしれない。

また道田2000年米国の批判思考テストによる大学生の教育効果報告(討論やデイベートの授業は

調査対象として言及されていない)では 特定の専門分野や特定の大学経験によって批判思考能力

が向上することは難しいとされている O 主な理由としては l学期の短期間では効果が現れ難いこと，

また長期の調査は複数の要因が絡むため特定の要因が影響を与えると断定するのは難しいこと等を

挙げている O その中でもワトソン・グレーザーのテスト調査によるものではないが，大学入学から

1年間の批判思考力効果で有意差を生じさせた因子として 「取得単位時間の長さJが挙がってい

たO 学習に熱心な学生群に正の有意差が現れたという事である(道田， 2000) 0 

確かに，担当講師の著者からみてデイベート授業に真剣に取り組んでいた学生層が比較的得点も

高い伸びを示しているという印象を持った。一方，非デイベート授業の担当講師の中には必ずしも

テストの得点と授業の取組みが一致していないような印象を持った場合もあるようである O 一概に

は言えないが，この印象の違いから必ずしも全般的に学習に熱心な学生ではなく，教育デイベート

に特に熱心な学生が批判思考力が向上するのではないかという仮説が，今後の調査に向け新たな希

望となった。

8.まとめ

今回の社会・公民科指導法に教育デイベートの手法を取り入れた授業では 授業後アンケート回

答でみる限り，米国と同様に「批判的・論理的思考力」の向上を挙げた学生が最も多いことがわかっ

た。但し，大学1学期の授業を「思考テストjを中心に調査した結果からは，米国等で指摘されて

いる (Boyer，1983， p.9)思考力向上の効果は，教育デイベートを用いた授業から確認することま

ではできなかった。

これらのことから 少なくとも意識面においては年間半期の教育デイベート授業は学生の「批判

的・論理的思考」に好影響をもたらしていると考えられる O しかし，半期(週 l回の授業が10数回

程度)の授業で学生の思考能力が論理的・批判的に育成されるということまでは今回の調査では判

明しなかった。

本稿執筆によりこれからの課題として，測定手段である思考テストの改善，調査方法の更なる信

頼性の確保(異なる大学学部学科等の横断的な層の比較調査 より長期に渡る授業や競技活動

者に対する縦断的効果測定の継続調査，同一講師の異なる授業での結果比較等)，デイベート授業

の更なる推進による調査対象者の拡大 思考テストの各設問結果のより詳細な量的・質的な分析等

が特定できた。
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William，　D．　E．，　McGee，　R．　M．，　＆　Werth，　D．　S．（20el）．　Uftiversity　stadeRts’　perceptions　ef　the　efficacy　ef　de－

　　bate　participation：　An　empnical　investigation．　Argumentation　and　Advocacy，　37，　198’209．

付録（1）．英語のdebateの定義について

　以下にディベートの盛んなアメリカの英英辞典のdebateの定義を紹介している。今回，著者がdebateの定義

を英米の複数の辞書や辞典で調査していて，特に以下（debate）下線部の定義が，　discgss，　argue，　disp滋e等他の類

似語との違いをよく表わしていると感じた。

　｛　OF　debatre　F　debattre　de　＋　batuere　＝　to　beat　｝

debate　（v）　（1）　to　engage　in　strife　or　combat．　to　fight，　contend，　quarTel．　to　dispute；　hence　to　deliberate，　to　discuss　examined

　　　　　　　by　censidering　or　statiRg　dif17erent　arguments．

　　　　　　②重。s重醜£o蘭漁量難by　reas幅難9，　to　disp鵬ξ◎c幟es£．毛O　dまsc魏ss艦。継9羅e墾b∫a薮d　agai醸by　e◎難side漁9

　　　　　　　0r　stating　the　argument　on　both　sides．

　　　　　　＠　to　discuss　with　one’s　sel£

Synonym；　argue，　dispute，　controversy．　｛　OF　debatre　F　debattre　de　＋　batuere　：to　beat　｝

（discuss）＝examine　by　presenting　considerations　pro　and　con．（討議）

（argue）＝　adduce　airgumeRts　or　reasoRs　in　s“PPert　ef　oRe’s　cagse◎r　positioR．（論争，議論）

（debate）＝to　argue　formally　er　pubL1／igly一［｛｝s－gcl　［as　oppo．　sing．p．arties1］一g1Lss｝lggg｝il｝grg－gs｝gggggg－sgg｝一gllfzLsungwp，th’fi　to　d　l’b　t　’th　one’s　o　R

　　　　　（公の場で賛成派と反対派に分かれ議論すること。或いは，公の是非を自問自答すること）

（dispute）ニto　imply　contentions　or　heated－argument．（討論，争議i）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Webster　New　lntemational　Dictionary　”．　1910．　Merrian．　U．S．A．

付録（2）．2001年3月作成r思考テスト」（テストの解説文から一部抜粋）（思考テスト／29問・回答時問（3◎分））

目的：物事をより正確かつ具体的に思考・理解し，日頃からよく吟味した上で物事の判断を行っているかを確認

　　　するテスト。
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付録(1).英語のdebateの定義について

以下にデイベートの盛んなアメリカの英英辞典の deba胞の定義を紹介している O 今回，著者がdebate

を英米の複数の辞書や辞典で謂査していて，特に誌下 (debate)下線部の定義が， discuss， argue， dispu記等f患の類

との違いをよく表わしていると感じた。

{ OF debatre F debattre de + batuere = to beat } 

debate (v) ①ωengage in s凶feor combat. to fight， contend， quarrel. to dispute; hence ωdelibe悶胎， to discuss exarnined 

by considering or stating different arguments. 

@ to strife to maintain by詑asoning，to dispu記，to∞nt廷st.給discussor to argue for and against by considering 

or stating the argument on both sides. 

③to discuss with one's self. 

Synonym; argue， dispute， controversy. { OF debatre F debattre de + batuere = to beat } 

(discuss) = examine by presenting considerations pro and con. (討議)

(argue) = adduce arguments or詑asonsin suppo災ofone's cause or position. (論争，議論)

(debate) =!oa昭ueformally or publicly [as opposin父P訂ties]or somethinヌtodelibera詑 withone's own. 

(公の場で賛成派と反対派に分かれ議論すること。或いは，公の是非を自問自答すること)

(dispute) = to imply contentions or heated argument. (討論，争議)

“Webster New Intemational Dictionary ，¥1910. Merrian. U.S.A. 

付鎌(2).2001年3月作成f怠考テストJ(テストの解説文から一部抜粋) (悪考テスト/29鰐・呂筈碍費(30分)) 

目的:物事をより正確かつ具体的に思考・理解し 日頃からよく吟味した上で、物事の判断を行っているかを確認

するテスト O
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設問　全部で7項目29問（1問につき約1分間での回答を目安）　　　　（WGCT1980の各設問項目／各16問）

項目　問い1，2；定義，因果関係（既存知識を生かし原因と結果の関係を理解する）2問：＝問4（解釈）

　　　問い3：統計の推論（より客観的な判断のため正確に数字等を捉える）　　　5問：＝問1（推論）

　　　問い4，5＝文の推論（事実の関連からより確からしい推測を行う）　　　　10問：＝問5（議論の評価）

　　　問い6・前提認識（主張，意見の前提を吟味し誤った判断を避ける）　　　　6問：＝問2（前提の認知）

　　　問い7瓢1寅繹証明（妥当な結論をある事実と考えから証明する）　　　　　　6問：＝問3（演繹）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考にした文献等

朝日新聞朝刊記事2001．2．28．（天声人語）／同記事2000．2．22．（社会欄）／読売新聞朝刊1994．8．1．（中記事）

Usgi，　Naote．　1・992．　“EFFECT　OF　DEBATE　TRAINING　ON　CRMCAL　THINKING　ABILITY　JAPANESE　CASEY　Debate

Forum，　8．

Watson，　Goldwin，　and　Edward　M．　Glaser．　1964，　Critical　Thinking　Appraisal．　New　York．：　Harcourt　Brace　Jovanovich，

Watson，　Goldwin，and　Edward　M．　Glaser．　1980．　Critical　Thinking　Appraisal．　Saft　AfttoRio．：　The　Psycho｝ogical　CorporatioR．

付録（3）．（ワトソン・グレーザー批判思考テスト1980年版様式A・B／80問・回答時間（40分）設問例題／鎌田訳）

間1＝推論（lnferemce）

設問）この設問1では，まず最初に設問の文章が提示されます。回答者はこの文章の中の事実は全て正しいもの

　　と仮定して読んでください。次に，その文章に関する5つの推論文が提示されています。回答者はその各推

　　論文を読み5つの確からしさの度合い「真・多分真・不明・多分偽・偽」の中から最も妥当と判断したもの

　　を1つ選び，其々の解答を記入してください。

問1の問題例　設問）『先週末，中西部の町で開催された学生集会に200名の学生が参加した。この集会では人種

　　　　　　　　　　問題と恒久的な世界平和の実現という2つのテーマで議論が繰り広げられた。これらの

　　　　　　　　　　テーマは参加した学生達が現在世界で最も重大な問題として選んだものである。』

推論文1：この集会に参加した学生達は同世代の学生達に比べ人権・平和等の社会問題についてより強い関心を

　　　　　持つ。

推論文2：参加した学生の多くは，自分達の学校ではこの種のテーマについて議論した経験：が全くない。

推論文3：この集会には全米各地の学生が集った。

推論文4：学生は主に労使間の問題をテーマに議論した。

推論文5：学生の中には，人種問題と世界平和の実現について議論することが重要だと感じている者がいる。

正答1＝多分真（理由＝自分達で決めたテーマであり，週末にわざわざ集まって議論するくらいなので，当然大

　　　　　　　　部分の学生は強い関心を持つはず。但し，たまたま暇を持て余して来た学生も中にはいるかも

　　　　　　　　しれない）

正答2＝多分臨く理由；正答1の理由の前文と同様の理由で，事前に学校でも誰かと議論している可能性が高い）

正答3＝不明（設問の文章中に関連情報は何ら与えられていない）

正答4＝偽（設問の文章で，人種問題と世界平和実現の2つのテーマを選びそれらについてのみ議論したと言及

　　　　　　がある）

正答5＝真（議論のテーマを自らで選び，集った学生達なので，その中には必ず回答文5を考える者が含まれて

　　　　　　いる）

一一一@52　一一

設問:全部で 7項目29問(1問につき約 1分間での回答を目安 (WGCT1980の各設問項目/各16問)

項目:向い 1，2 =定義，菌果関係(既存知識を生かし京国と結果の関係を理解する)2間間4(解釈)

関い3口統計の誰論(より客観的な学日新のため正確に数字等を捉える 5問間 1(推論)

聞い4，5 =文の推論(事実の関連からより確からしい推測を行う)

問い 6 前提認識(主張，意見の前提を吟味し誤った判断を避ける)

間い7士演揮証明(妥当な結論をある事実と考えから証明する)

参考にした文献等

10問問5(議論の評価)

6問問2(前提の認知)

6関関3(譲鐸)

朝日新聞朝刊記事2001.2 . 28. (天声人語)/向記事2000.2 .22. (社会欄)/読売新聞朝干111994.8. 1 . (中記事)

むsui，Naoto. 1992.“EFFECT OF DEBATE TRAINING ON CRITICAL THINKING ABILITY JAPANESE CASE." Debate 

Forum.8. 

Watson， Goldwin， and Edward M. Glaser. 1964. Critical Thinking Appraisal. New York.: Harcourt Brace Jovanovich. 

Watson， Goldwin，and Edward M. Glaser. 1980. Critical Thinking Appraisal. San Antonio.: The Psychological Corporation. 

付録(3). (ワトソン・グレーザ…批判思考テスト1980年版様式A.8/80間・回答時間 (40分)設問例題/鎌田訳)

間 1=推論 (Inference)

設問)この設持 lでは，まず最初に設問の文章が提示されます。自答者;まこの文章の中の事実試金て正しいもの

と仮定して読んでください。次に その文章に関する 5つの推論文が提示されています。回答者はその各推

論文を読み5つの確からしさの度合い「真・多分真・不明・多分偽・偽」の中から最も妥当と判断したもの

を1つ選ぴ，其々の解答を記入してください。

問 1の問題例:設問)r先週末，中西部の町で開催された学生集会に200名の学生が参加した。この集会では人種
問題と恒久的な世界平和の実現という 2つのテーマで議論が繰り広げられた。これらの

テ…マ辻参加した学生達が環在世界で最も重大な問題として選んだものである。j

推論文 1 この集会に参加した学生達は同世代の学生達に比べ人権・平和等の社会問題についてより強い関心を

持つ。

推論文2:参加した学生の多く辻 自分遠の学校ではこの種のテーマについて議論した経験が全くごといむ

推論文3:この集会には全米各地の学生が集ったc

推論文4:学生は主に労使聞の問題をテーマに議論した。

推論文5:学生の中には，人種問題と世界平和の実現について議論することが重要だと惑じている者がいるO

正答 1=多分真(理由=自分達で決めたテーマであり 週末にわざわざ集まって議論するくらいなので，当然大

部分の学生は強い関心を持つはず。但し，たまたま暇を持て余して来た学生も中にはいるかも

しれない〉

正答2=多分偽(理由=正答lの理由の前文と同様の理由で 事前に学校でも誰かと議論している可能性が高い)

正答3=不明(設問の文章中に関連情報は何ら与えられていない)

正答4=偽(設問の文章で 人種問題と世界平和実現の2つのテーマを選びそれらについてのみ議論したと言及

がある)

正答5=真(議論のテーマを自らで選ぴ，集った学生達なので，その中には必ず回答文5を考える者が含まれて

いる)

-52 



閥2＝前提の認知（RecognitiOlt　of　Assumptions＞

設問）この設問2では，最初に設問文が提：示されます。回答者は，まずこの文を読んでください。次に，その設

　　問文の主張の前提の考えになりそうな文1～3が提示されています。回答者は，其々の文が設問文の前提と

　　して妥当と判断した場合は「成」，妥当でないと判断したら「不」の，何れか1つを選び解答を記入してく

　　ださい。

問2の問題例：設問〉『目的地に早く到着しなければならないので，飛行機を利用することに決めた。』

文1：飛行機は他のどの交通手段よりも速い。

文2：目的地に到着するまでの行路に，飛行機は利用可能である。

文3：飛行機の方が列車でいくよりも快適である。

正答1＝成（理由＝設問の当事者は，飛行機が他のどの交通手段よりも速いことを承知で飛行機を選ぶのは妥当

　　　　　　な判断）

正答2＝成（理由＝当事者は，目的地までの行路に飛行機が利用可能と承知していたので飛行機に決めたはずで

　　　　　　ある）

正答3＝不（理由＝決定理由として時間的に早いか遅いかしか示されておらず，設問中に快適さを示唆する情報

　　　　　　は無い）

問3＝演繹（Deduction）

設問）この設問3では，最初に設問文が2文提示されます。回答者はこれらの設問文中の事実は正しいものと考

　　えて，その2つのAとBの文を読んでください。次に，それらの設問文の結論となりそうな文が3つ提示さ

　　れています。回答者は，其々の結論文が，設問文の結論であると判断したら「正」，そうでないと判断した

　　ら「誤」の何れか1つを選び解答を記入してください。

問3の問題例：設問）A：『連休中の数日は雨が降る。』　B：『雨のHはいつも楽しくない。』このAとBの内

容より，

結論文1：晴天の日はいつも楽しい。　結論文2：連休中の数日は楽しくない。　結論文3：連休中の数日は楽

　　　　　しい。

正答1＝誤（理由＝晴天の日に関する言及は皆無なので，晴天の日が常に楽しいとは断定できない）

正答2＝正（理由＝Aから連休中に雨日は確実にあること，Bでその雨日は楽しくないと断言しているので断定

　　　　　　できる）

正答3＝誤（理由＝連休中に晴天の日が例えあっても，晴天を楽しくないと感じる人もいるかもしれないので不

　　　　　確定〉

問4＝解釈（IPterpretatieA）

設問〉この設問4では，最初に設問の文章が提示されます。回答者はこの文章中の事実は正しいものと考え，ま

　　ず文章を読んでください。次に，その文章から導ける結論の文が2つ提示されています。回答者は，其々の

　　結論文が文章の内容を妥当に導いていると判断したら「正」妥当に導いていないと判断したら「誤」の何れ

　　か1つを選び解答を記入してください。尚，設問中の情報は正しいものと考え解答を選んでください。
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間2=前提の認知 (Recognitionof Assumptions) 

この設問2では，最初に設問文が提示されます。回答者は，まずこの文を読んでください。次に，そ

問文の主張の前提の考えになりそうな文1~ 3が提示されています。回答者は 其々の文が設問文の前提と

して妥当と判断した場合は「成J，妥当でないと判断したら「不Jの，何れか lつを選ぴ解答を記入してく

ださい。

間2の問題例:設問)r目的地に早く しなければならないので，飛行機を利用することに決めた。』

文1:飛行機は也のどの交通手段よりも速い。

文2:目的謹に到着するまでの行路に，飛行機試科用可誌である O

文3:飛行機の方が列車でいくよりも快適であるO

1 =成(理由=設問の当事者は，飛行機が他のどの交通手段よりも速いことを承知で飛行機を選ぶの

な判断)

2=成(理由=当事者は，目的地までの行路に飛行機が利用可能と承知していたので飛行機に決めたはず、で

ある)

3=不(理由=決定理由として時間的に早いか遅いかしか示されておらず，設問中に快適さを示唆する

は無い)

関3=湊鐸 (Deduction)

投開)この設問3では 最初に設問文が2文提示されます。回答者はこれらの設問文中の事実は正しいものと

えて，その2つのAとBの文を読んでください。次に，それらの設問文の結論となりそうな文が3つ提示さ

れています。回答者は，其々の結論文が，設問文の結論であると判断したら「正J，そうでないと判断した

ら「誤jの何れか lつを選び解答を記入してください。

間3の問題例:設問)A: r連休中の数日は雨が降る。j B: r雨の日はいつも楽しくない。jこのAとBの内
より，

結論文1 晴天の日はいつも楽しい。 結論文2:達体中の数B'ま楽しくない。 結論文3:連休中の数告は楽

しい。

1=誤(理由=晴天の日に関する

2=正(理由=Aから連休中

できる)

は皆無なので，晴天の日が常に楽しいとは断定できない)

日は確実にあること Bでその悶日は楽しくないと断言しているので断定

3=誤(理由=連休中に晴天の日が例えあっても，晴天を楽しくないと感じる人もいるかもしれないので不

確定)

関ヰ=解毒買 (Interpretation)

設問)この設問4では，最初に設問の文章が提示されます。田容者はこの文章中の事実辻正しいものと考え，ま

ず文章を読んでください。次に，その文章から導ける結論の文が2つ提示されています。回答者は，其々の

結論文が文章の内容を妥当に導いていると判断したら「正」妥当に導いていないと判断したら「誤Jの仰れ

かlつを選ぴ解答を記入してください。尚 設問中の情報は正しいものと考ぇ解答を選んでください。
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問4の問題例：設問）『生後8ヶ月から6歳の子供を対象に話せる語彙数の伸びの傾向を調査したところ，8ヶ

　　　　　　　　　　月の時点では0語だったのが6歳になると2，562語に増えているということである。』

結論文1：この調査から，生後6ヶ月までに話し言葉を覚えた乳児は1人もいないということがわかる。

結論文2：幼児が歩行を開始する時期は，最も語彙獲得の伸びが遅くなる。

正答！二正（理由二設問申，生後8ヶ月では0語とあり6ヶ月はそれ以下なので，この情報源からは妥当な解釈

　　　　　　である）

正答2＝誤（理由＝設問中，語彙力と歩行の相関性についての情報は何ら与えられていないので結論は導けない〉

問5m議論の評価（Evaluation　of　Arguments）

設問）この設問5では，最初に設問の主張文が1文提示されます。回答者はまずこの文を読んでください。次に，

　　その設問の主張に対する賛成・反対の立場とその理由を述べた回答文が3つ其々提示されています。回答者

　　は其々の回答文の根拠の妥当性が強いと判断したら「強」，妥当性が弱いと判断したら「弱」の何れか1つ

　　を選び解答を記入してください。尚，回答文の情報は正しいものと考え回答者の個人的見解は差し挟まない

　　ようにしてください。

問5の問題例：設問）『全米の若い男性は皆大学に入学し，大学教育を受けるべきである。』

回答文1：賛成。理由は，大学に入ると校歌が歌え，楽しいから。

回答文2：反対。理由は，全米の若い男性が皆，大学教育を受ける能力とそのような興味を持つとは限らないか

　　　　　ら。

回答文3：反対。理由は，勉強のし過ぎで，一生屈折した性格になるから。

正答1＝弱（理由二一般的に，校歌を学ぶことと大学教育との間に相関性はないと思われ，設問申その関連情報

　　　　　　もない）

正答2＝強（理由＝若い男性が皆大学での受講能力と興味を持つという証明がない限り，この反論の根拠は妥当

　　　　　　である〉

正答3二弱（理由＝勉強量の多さと性格の相関性は不明であり，大学終了後も同量の勉強を続けるとは限らない

　　　　　　から）

付録（軌2◎◎2年度後期九州大学法学部金曜4限目開講「法政基礎演習Ij（教育判例を読む）授業概要

（註：本授業概要は，授業開始前のシラバスを，実際に行われた授業内容に即して大幅に修正したものである）

1．〈授業の目的〉　法政基礎演習1は，法学部1年生を対象とし，少人数のゼミ形式によって，プレゼンテー一

　　ション能力，議論能力，レポート作成能力等の向上を目指す授業である。本授業では，教育法分野の裁判例

　　を原文で読むことによって，裁判例の読み方・文献検索の方法・レジュメ作成などの報告の作法・議論の作

　　法などを習得することを目標にした。

2．〈授業の概要〉　本授業は，3段階に分けて行われた。

（a）オリエンテーション（2時限）　授業のねらい・スケジュールの説明，参加者自己紹介，報告の作法などの説

明を内容とする第一回，裁判例の読み方・文献検索の方法などを内容とする第二回に分けて行った。
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問4の問題例:設問)r生後8ヶ月から 6歳の子供を対象に話せる語葉数の伸びの傾向を調査したところ， 8ヶ
月の時点ではO語だ、ったのが6歳になると2，562d苦に増えているということであるJ

結論文1 この調査から，生後8ヶ月までに話し言葉を覚えた乳児は l人もいないということがわかる G

結論文2:幼児が歩行を開始する時期は 最も語葉獲得の伸びが遅くなる O

正容1=正(理由=設問中，生後8ヶ月ではO語とあり 8ヶ月はそれ以下なので，この清報濃からは妥当な解釈

である)

正答2=誤(理由ニ設問中，詩嚢力と歩行の相関性についての情報は何ら与えられていないので結論は導けない)

間5=議論の評価 (Evaluationof Arguments) 

設問)この設問5では，最初に設問の主張文がl文提示されます。回答者はまずこの文を読んでください。次に，

その設問の主張に対する賛成・反対の立場とその理由を述べた回答丈が3つ其々提示されていますc 居審者

は其々の回答文の根拠の妥当性が強いと判断したら「強J，妥当性が弱いと判断したらは引の何れか1つ

を選び解答を記入してください。尚，回答文の情報は正しいものと考え回答者の個人的見解は差し挟まない

ようにしてください。

問5の問題例:設問)r全米の若い男性は皆大学に入学し，大学教育を受けるべきである。』

回答文1.賛成。理由は，大学に入ると校歌が歌え，楽しいから O

回答文2:反対。理由は，全米の若い男性が皆，大学教育を受ける能力とそのような興味を持つとは限らないか

らO

回答文3:反対。理由は 勉強のし過ぎで一生屈折した性格になるから O

正答1=弱(理由=一般的に，校歌を学ぶことと大学教育との間に相関性はないと恵われ，設問中その関連積報

もない)

正答2=強(理由=若い男性が皆大学での受講能力と興味を持つという証明がない限り この反論の根拠は妥当

である)

正答3=弱(理由=勉強量の多さと性搭の担関性は不明であり 大学終了後も同量の勉強を続けるとは限らをい

から)

付録(4).2002年震後期九持i大学法学部金曜4限昌爵講 f法政基礎演習 1J (教膏判例を読む)授業概要

(註:本授業概要は，授業開始前のシラパスを，実際に行われた授業内容に即して大闘に修正したものである)

1 .く授業の目的> 法政基礎演習 Iは，法学部1年生を対象とし，少人数のゼミ形式によって，プレゼンテ

ション能力，議論能力，レポ…ト作成能力等の向上を目指す授業である O 本授業では 教育法分野の裁判例

を原文で読むことによって 裁判例の読み方・文献検索の方法・レジ、ユメ作成などの報告の作法・議論の作

法会どを習得することを呂標にした。

2.く授業の概要> 本授業は 3段階に分けて行われた。

(a)オリエンテーション(2持摂〉 授業のねらい・スケジ、ユールの説明 参加者自己紹介報告の作法などの説

明を内容とする第一回 裁判例の読み方・文献検索の方法などを内容とする第二回に分けて作った。
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（b激育問題について（5時限）　後に取り上げる裁判例との関連を意識しながら，教育をめぐる現今の争点につ

いて，グループ報告を受けて議論した。可能な限り，自分自身がこれまで受けてきた教育との関連を意識させる

ように務めた。取り上げたテーマは以下のとおり。①「『ゆとり教育』論争」（2時限〉②「競争原理の導入」③

「体罰・いじめ・不登校」④「教科書検定」

（c）裁判例の検討（5時限）　グル・一一一・プごとの報告を受けて議論した。（i）判決文から事実関係を正確に読み取

ること，（ii）当事者の主張・審級関係等の裁判の流れを正確に理解すること，（iii）裁判所がどのような判断を

下したかを理解することと同時に，未熟なものであっても「自分の意見」を表明させることなどに重点を置いた。

取り上げた裁判例は以下のとおり。①家永教科書裁判（最判1993。3．！6，東京地判1970．7．17）②教育権の所在1

学力テスト事件（最：判1976．5．21③麹町中学内申書事件（最判1988．7．！5）④中野富士見中学いじめ自殺事件（東

京地中1991．3。27判取1378・一・26，東京高判1994．5．20目時1495－42）⑤伝習館高校事件（最判1990．1．18）

3．〈評価〉　平常点（数回提出を命じたミニレポートを含む）に加え，レポート（判例評釈）により評価した。

付録（5）．20◎2年度後期九州：大学全学教育教職科目金曜2限目開講：r社会・公民科指導法Ej授業概要

（註：本授業概要は，授業開始前のシラバスを，実際に行われた授業内容に即して若干加筆・修正したものであ

る〉担当講師：鎌田　裕文／授業協力者：角松生史，酒賀匡

［授業目的］

　この授業の目的は，社会・公民科，その他関連授業（総合的な学習の時間，情報等）の指導法の1つとして教

育ディベートの要素を用いるための手がかりを探っていきます。社会科の特に現代社会の内容を用いてディベー

トを定義すると，「科学（客観的分析，帰納法），哲学（論理学，演繹法），宗教（価値判断・原理）等を総合的

に用いて1つのテーマで練習する議論ゲーム」と言えるかもしれません。

　教育ディベートとは，「一つの論題に関して，肯定側と否定側にわかれ，一一定のルールにしたがって議論し，

それを第三者（聴衆あるいは審判）がいずれの側がより説得力のある主張を展開したかの判定を下すゲーム」（中

沢美依『教育的ディベ・・一・・一ト授業入門』）です。教育ディベートは，ゲーム（試合）にいたるまでの準備段階も含

めて，全過程に教育的意義があります。また，皆さんは肯定側・否定側のどちらの側からも議論できるように準

備をし，その審判も務めます。このようなゲーム及びその準備の体験を重ねていくことでみなさんは，次の教育

効果が期待できます。

（D　物事を異なった立場（肯定側・否定側）から見る「相対的・客観的な視座に立てる」

（2）主張を論拠と証拠によって組立て「論理能力」，また相手の主張の論拠や証拠を検証する「批判能力」

（3）証拠資料を収集・整理する「情報収集・整理能力」

（4）政策の実行可能性や予想される不利益などを検証した上で，よりよい政策を提示する「政策形成能力」（平

　　成14年戦野理学ディベーA，実酬／履会・公房早上導法！ノ法学部の角松・曽野両先生の授業概要を参

　　考ク

（5）意思決定に際しての議論の方法を学べる。「議論技術力」

その他，ゲームの中で「相手の話を理解する力」，f論理的プレゼンテーション方法」等も副次的に向上可能です。

　もちろん，このような能力の獲得は，皆さんの積極的参加によって初めて可能になるものです。チームで協力

して，試合前の準備を十分に行う必要があります。そのようなチームプレーも，皆さんには貴重な体験となるこ

とでしょう。

一　55　一

同教育問題については時摂) 後に翠り上げる裁判例との関連を意識しながら，教育をめぐる現今の争点につ

いて，グループ報告を受けて議論したo 11J龍な誤与，自分自身がこれまで受けてきた教育との関連を意識させる

ように務めた。取り上げたテーマ辻以下のとおり C ① rrゆと与教育j論争J(2時限)@r競争累理の導入J@

f棒罰・いじめ・不設校j④ f教科書検定j

(c)裁判例の検討(5時限) グループごとの報告を受けて議論したり(i )判決文から事実関係を正確に読み取

ること， (ii)当事者の主張・審級関係等の裁判の流れを正確に理解すること， ( iii )裁判所がどのような判断を

下したかを理解することと同時に 未熟なものであっても「自分の意見jを表明させることなどに重点を置いた。

取り上げた裁判例は以下のとおり。①家永教科書裁判(最判1993.3.16，東京地判1970.7 .17)②教育権の所在:

学力テスト事件(最判1976.5.21③麹町中学内申書事件(最判1988.7 .15)④中野富士見中学いじめ自殺事件(東

京地判1991.3 .27判時1378-26 東京高判1994.5.20判時1495-42)依伝習館高校事件(最判1990.1 .18) 

3.く評価> (数回提出を命じたミニレポートを含む)に加え，レポート(判例評釈)により評価した。

村義(5).2002年護後期九州大学全学教曹教義耗呂金曜2接言罵講 r社会・公民科指導法互j授業概要
(註:本授業概要は，授業開始前のシラパスを，実際に行われた授業内容に即して若干加筆ー穆正したものであ

る)担当講締:鎌田 裕文/授業協力者:角松生史，酒費匡

[授業目的]

この授業の目的は，社会・公民科，その他関連授業(総合的 の時間，情報等)の指導法の Iつとして教

育デイベートの要素を用いるための手がかりを探っていきます。社会科の特に現代社会の内容を用いてデイベー

トを定義すると， r科学(客観的分析，帰納法)，哲学(論理学，滴締法)，宗教(価値判断・原理)等を総合的
に用いて 1つのテ…マで練習する議論ゲームjと言えるかもしれません。

教育デイベートとは， r一つの論題に関して，肯定側と否定側にわかれ，一定のルールにしたがって議論し，
それを第三者(聴衆あるいは審判)がいずれの側がより説得力のある主張を展開したかの判定を下すゲームJ(中

沢美依 f教育的デイベ…ト授業入門j)です。教育デイベートは，ゲ…ム(試合)にいたるまでの準構段階も含

めて，全過程に教育的意義があります。また，皆さんは肯定鱒・ どちらの鱒からも議論できるように準

需をし，その審特も務めます。このようなゲーム及びその準績の体験を重ねていくことでみなさん辻，次の教育

効果が期待できます。

(1 )物事を異なった立場(肯定側・否定側)から見る「相対的 e客観的な視座に立てるj

(2) 主張を論拠と証拠によって組立て「論理能力J.また相手の主強の論拠や証拠を検証する「批判能力j

(3) 証拠資料を収集・整理する「情報収集・整理能力J

(4) 政策の実行可能性や予想される不利益などを検証した上で，よりよい政策を提示する「政策形成能力J(亨

成14卒新劇/法学テγべ-;.実f!J/ r在会・公民祥指等法IJ法学部の角ti.¥.皇子!lf席芳生の授業概要を参
孝j

(5) 意思決定に際しての議論の方法を学べる or議論技術力J
その他，ゲームの中で「相手の話を理解する力J，r論理的プレゼンチ…ション方法」等も副次的に向上可能です。
もちろん，このような能力の獲得は，皆さんの積極的参加によって初めて可能になるものです。チームで協力

して，試合前の準備を十分に行う必要があります。そのようなチームプレーも，皆さんには貴重な体験となるこ

とでしょう O
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［基本テキス5］

後期初受講者：松本　茂『日本語ディベートの技法』七旬出版，2001年（￥1，400＋tax）

継続受講者：茂木　秀昭『論理トレーニング』日本能率協会等／その他，毎回配布のプリント。

［成績評価］

1．授業の出席・取り組み姿勢

2．ディベート演習試合後の判定理由書

3．学期末レポート（ディベート授業提案書〉

40　o／，

30　o／，

30　o／，

★∵、階翻で示した頁数はテキストの該当頁。

第1部イントロダクション

第1回　オリエンテーション（10／11）　★305教室

　＊　継続／入門アンケート（ディベート経験，学部，学年，関心のある社会問題，その理由等）

　＊　尋問形式の自己紹介（一人持ち時間一分間／4回目と8回目の論題決定後にも実施）

　　・授業の進め方について（履修者の確認／初心者の人数把握）

　　・講師自己紹介

　　・社会科・公民科へのディベート適用（ビデオ／20分）

　　・学校教育（社会科）におけるディベートの意義　　（配布プリントを用いて説明）幽袈｝々＄

　　・テキスト説明および宿題

　　・思考テストの実施（前期未履修者対象「思考テスト」／欠席者は次回までに提出）

　　　◇　宿題：テキスト103頁～127頁を読んで，肯定側・否定側それぞれについて第1次原稿から第3次原稿

　　　　　までどのように議論の組み立てかたが変化したかを考える。

　　　◇　本日配布プリントで「学校の服装は自由で良い」定義，現状，プラン，功罪，重要性までの議論作成。

第2回　「議論」をしてみる（その1）　　（10／18）（履修者の構成により変更の可能性あり）

【ディベートについて】

　　　◇　ディベートの歴史（外国・日本でのディベート教育の変遷と種類）

　　　◇　ディベートの概略説明（論題，肯定・否定，フォーマット〉…ごく簡単に

　　　◇　ビデオ「ディベート能力開発：ルールとテクニック」（論題：年俸制導入の是非）

【到達目季票】

　1．議論の階層化・構造化の重要性を理解する（アウトライン，ナンバリング）

　2．議論の構造を理解する（証拠資料と主張の区別，（人格と議論の区別も？）〉

【授業内容】

　1．テキスト103～127頁における原稿の変化を素材にディスカッション

　　（ア）論証のための典型論点を抽出する鐘曝灘蓑搬

　　（イ）アウトラインの作り方を学ぶ

　　（ウ）証拠資料の使い方を学ぶ（①証拠資料と主張の区別，②証拠資料の必要条件，③証拠の共有〉幽蒔留

　2．ディベートの実際

　　（ア）フォーマット細断立撃，宿題の「服装自由化」の肯定側立論を経験者発表，その他全員で質問と反論

　　（イ）次回以降のチーム分け，及び，第1回目ディベート論題をアンケートにより決定

一　56　一

[基本テキスバ

後期初受講者:松本茂『日本語デイベートの技法J七賓出版， 2001年(￥1，400+阻x)

謎続受講者:茂木秀昭『論理トレ…ニングj日本能率協会等/その他，毎回配布のプリント。

[成績評髄]

1 .授業の出席・取り組み姿勢 40% 

2.ヂイベート演習試合後の判定理由欝 30% 

3.学期末レポート(ヂイベ…ト授業提案書 30%

*竺弓《で示した寅数iまテキストの該当頁。

第1部 イントロダクション

第l問 オリエンテーション(10/11) 肯305教室

* 継続/入門アンケート(デイベート経験，学部，学年，関心のある社会問題，その理由等)
* 尋問形式の自己紹介(一人持ち時間一分間/4回目と 8回目の論題決定後にも実施)
-授業の進め方について{履鯵者の確認、/初心者の人数把擢〉

-講師自己紹介

・社会科・公民科へのデイベート適用{どヂオ/20分)

・学校教育(社会科)におけるデイベートの意義 (配布プリントを用いて説明)体鉛部

.テキスト説明および者懇

-思考テストの実施(前期未履修者対象「思考テストJ/欠席者は次固までに提出)

O 宿題:テキスト 103頁~127貰を読んで，肯定側・否定側それぞれについて第 1 次原語から第 3 次原稿

までどのように議論の組み立てかたが変化したかを考える O

O 本日配布プリントで「学校の服装は自由で良いJ定義，現状，プラン，功罪，重要性までの議論作成。

第2問 「議論Jをしてみる(その l (10/18) (履修者の構成により変更の可能性あり)

[デイベートについて}

O デイベートの歴史(外国・日本でのヂイベート教育の変遷と種類)

く〉 デイベートの概略説明(論議，肯定・否定，フォーマット)…ごく簡単に 神埼玉安穏

O ピヂオ「デイベート能力開発:ルールとテクニックJ(論題:年俸制導入の是非)

[到達呂標1

1 .議論の階層化・構造化の重要性を理解する(アウトライン，ナンバリング)

2.議論の講遣を理解する(証拠資料と主張の区別， (人格と議論の誌加も?)) 

【授業内容】

1 .テキスト 103~127真における累稿の変化を素材にデイスカッション 体主脅か132

(ア)論証のための典型論点を抽出する

(イ)アウトラインの作り方を学ぶ

(ウ)証拠資料の使い方を学ぶ(①証拠資料と主張の区別，①証拠資料の必要条件，③証拠の共有)開ミ慌時g7

2.デイベートの実際

(ア)フォーマット搾よ泌さ認，宿題の「服装自由化jの肯定側立論を経験者発表，その他全員で質問と反論

(イ)次郎以蜂のチーム分け，及び，第 l四百デイベート論題をアンケートにより決定
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（ウ）リサーチ方法入門

第3回　「議論」をしてみる（その2）　　（10／25）

【到達目標】

　1．フローシートの取り方を理解する

　2．議論の全体像を把握（フローの取り方，審査のしかた／高校生の決勝大会「安楽死の是非」ビデオを用いて）

　3．ディベートの体験学習（「学校での制服自由化の是非」を全員が肯定・否定各担当に分かれディベートする）

【授業内容】

　1．フローの取り方の説明　朝駆繊藩

　2．審査の仕方の説明麹雛船側呼時

　3．短縮型ディベート試合（20分程度）立論3分，尋問1分，反駁3分×3試合

　4．反省会（各スピーチの役割　麟縷織灘灘，プレゼンテーション灘織纏）

第2部　論題1　「日本は選択的夫婦別姓を法的に認めるべきである。是か非か。」

第4回　本ディベートの方法と準備　　（11／8）

　＊　尋問形式の論題1アンケート＆次回からのディベート試合「夫婦別姓」の資料配布

　＊　議論の背景をブレーン・ストーミング（理念，定義，現状，ニーズ，深刻な問題点，利益，不利益等）

　＊　リンクマップ演習（肯定・否定の両面の議論の流れを各自で作成・疑問点を質疑応答）

　＊　論題1ディベート各試合のチーム対戦表発表

第5回　第1ラウンド　（11／15）　　　　　　★202教室　　　　　　　　　　　　　★305教室

　＊　50分程度のディベート試合1：肯定側Aチーム対否定側Bチーム　／　肯定側Dチーム対否定側Eチーム

　＊　A・BとD・Eチーム以外は全員審査員（次回判定理由書の提出）および教員からのフィードバック

第6回　第2ラウンド　（11／29）　★202教室　　　　　　　　　　　　　★305教室

　＊　ディベート試合2：肯定側Bチーム対否定側Cチーム　／　肯定側Eチーム対否定側Fチーム

　＊　B・CとE・Fチーム以外は全員審査員（次回判定理由書の提出）および教員からのフィードバック

第7回　第3ラウンド　（12／6）　　　★202教室　　　　　　　　　　　　　★305教室

　＊　ディベート試合3：肯定側Cチーム対否定側Aチーム　／　肯定側Fチーム対否定側Dチーム

　＊　A・CとD・Fチーム以外は全員審査員（次回判定理由書の提出）および教員からのフィードバック

　＊　第2回目ディベート論題をアンケートで決定

第8回　復習と理論　　（12／13）

　＊　論題1のディベートを経験して（各自の問題点と疑問点を抽出・質疑応答）

　＊　ディベートの功罪（実社会でのディベート経験者の反応を参考に）

　＊　リサーチの仕方（証拠資料カード等の整理法等）

　＊　議論の組み立て方（立論2回フォーマット）

　＊　トピカリティ，カウンタープランなど

　＊　尋問形式の論題Hアンケート＆次回からのディベート試合「ガン告知の義務化」の資料配布

一　57　一

(ウ)リサーチ方法入門

第3回 「議論jをしてみる(その 2 (10/25)

【到達目標】

1 .フローシートの取り方を理解する

2.議論の全体像を把握(フローの取り方，審査のしかた/高校生の決勝大会「安楽死の是非jビデオを用いて)

3.デイベートの体験学習(1学校での制服自由化の是非Jを全員が肯定・否定各担当に分かれデイベートする)

【授業内容】

l.フローの取り方の説明

2.審査の仕方の説明

3.短縮型デイベート試合 (20分程度)立論3分尋問 1分反駁3分X3試合

4.反省会(各スピーチの役割 絡議議議議，プレゼンテーション論議欝議繍)

第2部 論題 1: 1日本は選択的夫婦別姓を法的に認めるべきである O 是か非か。j

第4回 本デイベートの方法と準備 (11/8) 

* 尋問形式の論題Iアンケート&次回からのデイベート試合「夫婦別姓jの資料配布
* 議論の背景をプレーン・ストーミング(理念，定義，現状，ニーズ，深刻な問題点，利益，不利益等)
* リンクマップ演習(肯定・否定の両面の議論の流れを各自で作成・疑問点を質疑応答)
* 論題Iデイベート各試合のチーム対戦表発表

第5回第 lラウンド(11/15) 貴202教室 貴305教室

* 50分程度のデイベート試合 1 肯定側Aチーム対否定側Bチーム / 肯定側Dチーム対否定側Eチーム
* A.BとD.Eチーム以外は全員審査員(次回判定理白書の提出)および教員からのフィードパック

第6回第2ラウンド (11/29) 貴202教室 責305教室

* デイベート試合2:肯定側Bチーム対否定側Cチーム / 肯定側Eチーム対否定側Fチーム
* B.CとE.Fチーム以外は全員審査員(次回判定理由書の提出)および教員からのフィードバック

第7回第3ラウンド (12/6) 貴202教室 宵305教室

* デイベート試合3:肯定側Cチーム対否定側Aチーム / 肯定側Fチーム対否定側Dチーム
* A'CとD.Fチーム以外は全員審査員(次回判定理白書の提出)および教員からのフィードバック
* 第2回目デイベート論題をアンケートで決定

第8回復習と理論 (12/13) 

* 論題Iのデイベートを経験して(各自の問題点と疑問点を抽出・質疑応答)
* デイベートの功罪(実社会でのデイベート経験者の反応を参考に)
* リサーチの仕方(証拠資料カード等の整理法等)
* 議論の組み立て方(立論2回フォーマット)
* トピカリテイ，カウンタープランなど
* 尋問形式の論題Eアンケート&次回からのデイベート試合「ガン告知の義務化jの資料配布
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第3部　論題llr日本は全ての医師に対しガン告知を義務化すべきである。是か非か。」

第9回　議論に見られる比較文化　　（12／20）

　＊　ディベートの本場米国で製作されたディベート映画「ディベートに賭ける青春」の鑑賞。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全員感想文の提出）

　＊　論題Hディベート単試合のチーム構成と対戦表配布

第10回　第1ラウンド　（1／10）　　　　　★202教室　　　　　　　　　　　★305教室

　＊　50分程度のディベート試合1：肯定側Aチーム対否定側Bチーム／肯定側Dチーム対否定側Eチーム

　＊　A・BとD・Eチーム以外は全員審査員（次回判定理由書の提出）および教員からのフィードバック

第li回　第2ラウンド　（1／17）　★202教室　　　　　　　　　　　　★305教室

　＊　ディベート試合2：肯定側Bチーム対否定側Cチーム／肯定側Eチーム対否定側Fチーム

　＊　B・CとE・Fチーム以外は全員審査員（次回判定理由書の提出）および教員からのフィードバック

第12回　第3ラウンド　（1／24）　★202教室　　　　　　　　　　　　★305教室

　＊　ディベート試合3：肯定側Cチーム対否定側Aチーム／肯定側Fチーム対否定側Dチーム

　＊　A・CとD・Fチーム以外は全員審査員（次回判定理由書の提出）および教員からのフィードバック

第13回　　総　　括　　　（1／31）

　＊　期末レポートの提：出について

　＊　授業後アンケート回答

　＊「論理思考テスト／30分」の実施

［論題トピック案］

＊　以下から2つを上記の指定講座日に選定予定。論題の表現はテーマ選定後に修正する可能性もある。

　下記より，特に議論してみたいと思う論題を2つ選び番号を○で囲んで下さい。（

考です。

）内の内容はあくまで参

国際社会は商業捕鯨の再開を認めるべきである。（食文化と動物保護を考える）

日本は市町村の合併を積極的に推進すべきである。（行政とくらしを考える〉

日本は選択的夫婦別姓を認めるべきである。（現代社会と家族関係を考える）

日本は全ての医師に対しガン告知を義務化すべきである。（人権と生命倫理を考える）

日本は新たな原子力発電所の建設計画を中止すべきである。（エネルギー政策を考える）

日本は防衛目的の武力による威嚇，及びその使用を認めるべきである。（国防を考える）

日本は公共の場の喫煙を全面的に禁止すべきである。（健康と個人の権利を考える）
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第3部 論題I1r日本は全ての医師に対しガン告知を義務化すべきである。是か非か。」

第9@ 議論に見られる比較文北 (12/20) 

* デイベートの本場米国で製作されたデイベート映画「デイベートに賭ける青春jの鑑賞。
(全員感想文の提出)

* 論題Eデイベート各試合のチーム構成と対戦表配布

第10回第1ラウンド(1 /10) 女202教室 貴305教室

* 50分程度のヂイベート試合 1:肯定側Aチーム対否定側Bチーム/肯定側Dチーム対否定側Eチーム
* A.BとD.Eチーム以外は全員審査員(次回判定理白書の提出)および教員からのフィードパック

第11呂第2ラウンド(1 /17) 貴202教室 安305教室

* デイベート拭合2:肯定側Bチ…ム対否定側Cチーム/肯定側Bチーム対否定側Fチーム
* B'CとE.Fチーム以外は全員審査員(次回判定理白書の提出)および教員からのフィードバック

第12毘第3ラウンド(1 /24) 女202教室 安305教室

* ヂイベート試合3:肯定側Cチ…ム対否定側Aチーム/肯定側Fチ…ム対否定側Dチーム
* A.CとD.Fチーム以外は全員審査員(次回判定理白書の提出)および教員からのフィードパック

第13呂総括(1/31) 

* 期末レポートの提出について
* 授業後アンケート回答
* r論理思考テスト/30分jの実施

日命題トゼック案)

* 以下から 2つを上記の指定講座日に選定予定。論題の表現はテーマ選定後に修正する可能性もある O

下記より，特に議論してみたいと思う論題を 2つ選ぴ番号をOで囲んで下さい。( )内の内容はあくまで参

考です。

1 国際社会は商業捕鯨の再開を認めるべきである o (食文化と動物保護を考える)

2 日本は市町村の合併を積極的に推進すべきである o (行政とくらしを考える)

3 B本は選択的夫婦別姓を認めるべきである。(現代社会と家族関孫を考える)

4 B本は全ての医師に対しガン告知を義務化すべきである o (人権と生命倫理を考える)

5 日本は新たな原子力発電所の建設計画を中止すべきである o (エネルギ一政策を考える)

6 日本は防衛目的の武力による威嚇 及びその使用を認めるべきである o (国防を考える)

7 日本は公共の場の喫煙を全面的に禁止すべきである o (建康と信人の権利を考える)



健康・スポーツ科学科目における成績評価のあり方と今後の課題

九州大学健康科学センター　杉山　佳生

1．はじめに

　本稿は，平成15年9月に実施された九州大学全学FD一適正な成績評価のあり方とその実現に向

けて一において，全学教育の健康・スポーツ科学科目に関して討議された内容をまとめたものであ

る。

　健康・スポーツ科学科目のうち，健康・スポーツ科学実習（1単位）及び健康・スポーツ科学講

義（2単位）が全学必修となっているが，担当部局である健康科学センターでは，毎年，年度初め

に，これらの科目を担当する専任教官及び非常勤講師に対する授業説明会及び講習会を実施し，成

績評価についても，その基準や配点等の確認を行っている。

　しかし，：FD開催に合わせて実施された成績評価に関する実態調査により，担当教官の問で評価

の分布にかなりの相違があることが確認された。そこで，今回のFDでは，健康・スポーツ科学科

目を担当している専任教官9名の参加を得て，成績評価の実態や各教官の考え方などについて意見

交換をするとともに，今後の成績評価の方向性や改善方策について討議した。以下，健康・スポー

ツ科学実習，健康・スポーツ科学講義のそれぞれに対し，評価の現状，データや討議から浮かび上

がってきた問題点，そして，そこから導き出された対応策や提言についてを，私見を交えて論じた

いと思う。

2．健康・スポーツ科学実習について

　（1）現　　状

　健康・スポーツ科学実習は，1年忌前期に開講されている全学必修科目であり，全クラス共通の

シラバスに基づいて実施されている。授業では，九州大学健康科学センター編「健康・スポーツ科

学実習　実習ノート」を全学生に配付しているが，その実習ノートには，授業の目的，授業計画，

授業内容，評価方法の概要等が記載されている。また，同一時間帯に4クラス（1クラス約50名）

が並行して授業を行い，授業内容によっては合同クラスや混成クラスを構成するため，クラスの違

いによる授業内容の相違は生じにくいと考えられる。

　しかしながら，成績評価という点については，担当教官の自由裁量がある程度認められているた

め，評価のばらつきが見られているのが現実である。成績評価の基本方針一如年度初めの授業説明

会でも確認されている一としては，総授業回数の4分の3以上の出席者（全学教育規定にある学期

末試験の受験資格は3分の2以上）に対し，出席状況，理解度，技術，受講態度，レポート等に特

定の配点をすることにしているが，それぞれの評価項目における詳細な採点基準については，各担

当教官に委ねられている。例えば，出席点について，トータルとしての配点はおおよそ決められて

いるが，1回の出席，欠席をどの程度のウエイトで評価するかの絶対的な基準は設けられていない。

このような教官裁量部分が，クラス問の評価分布の違いに影響していることが推測される。
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健康・スポーツ科学科目における成績評価のあり方と今後の課題

九州大学健康科学センタ 杉山佳生

1 .はじめに

本稿は，平成15年9月に実施された九州大学全学FD-適正な成績評価のあり方とその実現に向

けてーにおいて 全学教育の健康・スポ…ツ科学科目に関して討議された内容をまとめたものであ

るO

健康・スポーツ科学科目のうち 健康・スポーツ科学実習(1単位)及び健康・スポーツ科学講

義(2単位)が全学必修となっているが，担当部局である健康科学センタ…では，毎年，年度初め

に，これらの科目を担当する専任教官及び非常勤講師に対する授業説明会及び、講習会を実施し，成

護評倍についても，その基準や配点等の確認を行っている O

しかし~ F D関鑑に合わせて実施された成績評錨に関する実意調査により，担当教官の関で評倍

の分布にかなりの相違があることが確認された。そこで，今回のFDでは，健康・スポーツ科学科

目を担当している専任教官9名の参加を得て 成績評価の実態や各教官の考え方などについて意見

交換をするとともに，今後の成績評価の方向性や改善方策について討議した。以下，健康・スポー

ツ科学実溜，健康・スポーツ科学講義のそれぞれに対し，評価の現状， タや討議から浮かび、上

がってきた問題点，そして，そこから導き出された対応策や提言についてを，私見を交えて論じた

いと思う O

2.健康・スポーツ科学実習について

(1)現状

健康・スポ…ツ科学実習は 1年次前期に開講されている全学必修科目であり，全クラス共通の

シラパスに基づいて実施されている O 授業では，九州大学健康科学センタ…編「健康・スポーツ科

学実習 実習ノート」を全学生に配付しているが，その実習ノートには，授業の目的，授業計画，

授業内容，評価方法の概要等が記載されている O また，同一時間帯に4クラス(1クラス約50名)

が並行して授業を行い，授業内容によっては合同クラスや混成クラスを構成するため，クラスの違

いによる授業内容の相違は生じにくいと考えられる O

しかしながら，成嶺評留という点については，担当教官の自由裁量がある稜度認められているた

め，評価のばらつきが見られているのが現実である O 成績評価の基本方針…毎年度初めの授業説明

会でも確認されているーとしては，総授業回数の4分の3以上の出席者(全学教育規定にある学期

末試験の受験資格は3分の 2以上)に対し，出席状況，理解度，技術，受講態度，レポート等に特

定の配点をすることにしているが，それぞれの評価項目における詳細な探点基準については，各担

当教官に委ねられている O 例えば，出席点について， トータルとしての配点はおおよそ決められて

いるが 1回の出席，欠席をどの程度のウヰイトで評価するかの絶対的な基準は設けられていないc

このような教官裁量部分が クラス間の評価分布の違いに影響していることが推滅される O
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　一方，評価を相対評価ではなく絶対評価で行っていることも，クラス問の分布の相違を生み出し

ている原因であると考えられる。各担当教官は，同一学期に，通常，1～3クラスを担当しており，

また，合同クラスや混成クラスによる授業では，担当以外のクラスの様子を知ることができるため

に，クラス問の雰囲気や動機づけの違いを実感することが可能なのだが，実際に，複数の教官が，

クラス問に学習意欲や緊張感の違いがあるという印象を持ったことがあると報告している。このこ

とから，クラス間の評価分布の相違が，一概に，担当教官の評価方法のあり方の違いによるものと

は言い切れないところがある。評価分布のクラス問の差が何により強く影響されているかについて

は，さらに詳細なデータを収集し，分析する必要があるかもしれない。

　（2）問題点

　とはいえ，各教官の評価のあり方の違いが，クラス問の評価分布様態のばらつきの一要因となっ

ていることは否めないだろう。もしそうであるとすれば，具体的に，どのようなところにその原因

があるのだろうか。FDにおける討議では，いくつかの考えられる原因について，考察を試みた。

　まず，出席状況に対する評価の問題が取り上げられた。健康・スポーツ科学実習は，測定や運動

を実際に体験し体得することを重視する授業であるため，出席の比重が他の評価項目よりも大きく

設定されている。そのため，この出席点の取り扱いが総合評価に強く影響することが予想される。

出席点の総点については，基本方針があるために，教官間の違いはほとんど生じないと考えられる

が，詳細な得点化方法については，前述したように，必ずしも教官問でコンセンサスが得られてい

るとは限らないようである。すなわち，1回の出席，欠席の評価をどの程度の割合にするのかにつ

いて，それぞれの教官が独自の論理を持っている可能性のあることを，討議からうかがい知ること

ができた。いずれの考え方も，それなりの理論的根拠を持っているために，ある意味，「適正」だ

と評価することができるものである。しかし，異なるクラス問で「公正」であるかどうかという観

点から見れば，解決しておかなければならない問題であると考えられる。

　また，実習ノートには，評価の観点として，理解度，技術，態度が挙げられているが，これらを

どのように評価するかも，検討すべき問題だと言えるだろう。筆者の個人的な見解では，理解度や

測定技術の習得については，本授業では，高度なものではなく，最低限の基礎的な理解や技術の習

得を要求しているので，単位取得者については，ほとんど差が見られないはずである。したがって，

これらの評価項目の中で評価に個人差が生じるのは受講態度ということになるが，この項目につい

ても，明確な基準が設定できていないのが現状である。教官の過度な主観的評価になることを避け

るため，毎回の授業時において実習ノートに記載させた測定記録やその考察，授業の感想等を評価

材料とする場合もあり，実際にそれで態度を評価している教官もいるが，果たしてこのような方法

で授業態度を評価してよいのかという批判もある。配点はそれほど高くないとはいえ，受講態度の

ような抽象的，主観的な評価項目をどのように処理すべきかを検討する必要性が残されている。

　一方，授業の最後にはレポートを課すことになっているが，このレポートの評価も，クラス問の

評価の差を生み出す原因となっていることが考えられる。レポートにおいて問題となる点は，その

内容と配点の仕方であるだろう。内容については，基本方針などでも特に規定されておらず，また，

授業内容が，健康・スポーツ科学に関連しているものに限られているとはいえ，多岐にわたってい
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一方，評鑑を指対評缶ではなく絶対評髄で、行っていることも，クラス関の分布の招違を生み出し

ている原因であると考えられる O 各担当教官は，同一学期に，通常， 1-3クラスを担当しており，

また，合同クラスや混成クラスによる授業では，担当以外のクラスの様子を知ることができるため

に，クラス聞の雰囲気や動機づけの違いを実感することが可能なのだが，実際に，複数の教官が，

クラス関に学習意欲や緊張感の違いがあるという印象を持ったことがあると報告している G このこ

とから，クラス聞の評価分布の相違が，一概に，相当教官の評価方法のあり方の違いによるものと

は言い切れないところがある O 評部分布のクラス関の差が何により強く影響されているかについて

は，さらに詳細なデ…タを収集し，分析する必要があるかもしれない。

(2) 問題点

とはいえ，各教官の評価のあり方の違いが，クラス間の評価分布様惑のばらつきのー要因となっ

ていることは否めないだろう O もしそうであるとすれば具体的に どのようなところにその原因

があるのだろうか。 FDにおける討議では，いくつかの考えられる原因について，考察を試みた。

まず，出席状況に対する評価の問題が取り上げられた。健康・スポーツ科学実習は，測定や運動

を実際に体験し体得することを重視する授業であるため 出席の比重が他の評価項目よりも大きく

設定されている O そのため この出席点の取り扱いが総合評価に強く影響することが予想される O

出席点の総点については，基本方針があるために，教官間の違いはほとんど生じないと考えられる

が，詳細な得点化方法については，前述したように，必ずしも教官間でコンセンサスが得られてい

るとは限らないようである O すなわち 1回の出席 欠席の評価をどの程度の割合にするのかにつ

いて，それぞれの教官が独自の論理を持っている可詑性のあることを，討議からうかがい知ること

ができた。いずれの考え方も，それなりの理論的根拠を持っているために，ある意味， I適正Jだ

と評揺することができるものである O しかし，異なるクラス簡で f公正jであるかどうかという観

点から見れば，解決しておかなければならない問題であると考えられる O

また，実習ノートには，評錨の観点として，理解度，技術，態度が挙げられているが，これらを

どのように評価するかも，検討すべき問題だと言えるだろう O 筆者の個人的な見解では，理解度や

1Jm定技術の習得については，本授業では，高度なものではなく，最低授の基礎的な理解や技第の習

得を要求しているので，単位取得者については，ほとんど差が見られないはずで、ある O したがって，

これらの評価項呂の中で評価に倍人差が生じるのは受講態度ということになるが，この項目につい

ても，明確な基準が設定できていないのが現状である O 教官の過度な主観的評価になることを避け

るため，毎回の授業時において実習ノートに記載させた測定記誌やその考察，授業の感想、等を評価

材料とする場合もあり，実際にそれで態度を評価している教官もいるが，果たしてこのような方法

で授業態度を評価してよいのかという批判もある O 配点はそれほど高くないとはいえ，受講態度の

ような拙象的，主観的な評価項目をどのように処理すべきかを検討する必要性が残されている O

一方，授業の最後にはレポートを課すことになっているが，このレポートの評価も，クラス間の

評髄の差を生み出す原因となっていることが考えられる O レポートにおいて問題となる点は，その

内容と配点の仕方であるだろう O 内容については，基本方針などでも特に規定各れておらず，また，

授業内容が，健康・スポーツ科学に関連しているものに限られているとはいえ，多岐にわたってい
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るため，様々なテーマが課題として与えられており，そこに，難易度の違いが生じている可能性が

考えられる。また，配点についても，レポート得点の総点（満点）は決められているが，最低点を

どこに設定するかで，その得点分布に違いが生じているようである。「体験，実習を通してなされ

る理解」が本授業の目的であることから，レポートにはあまり大きなウエイトを置くべきではない

と考えている教官もおり，採点方針に影響している可能性があるかもしれない。

（3）対　　策

　以上挙げたような問題点が，FDにおける討議及び筆者の個人的な考察から浮かび上がってきた。

これらに対して，今後その改善策を検討していかなければならないが，ここでは，いくつかの提案

を試みる。

　まず第一に，基本方針によって各評価項目への配点についての教官同士のコンセンサスは得られ

ているが，さらに，評価項目ごとにおける教官裁量部分についての評価基準の統一が期待されると

ころであるだろう。そのためには，各教官がどのような理論的根拠や判断基準に基づいて評価を行っ

ているのかを確認するとともに，どのようなところに考え方や意見を収束させるのかを議論しなけ

ればならないだろう。各教官が持っている様々な根拠や基準は，それ自体としては，いずれも，正

当，適正なものである可能性があることから，「クラス問の公正，公平」を実現するという観点か

ら，統一的な評価基準を見つけ出していく必要があると思われる。

　また，基本方針の吟味も必要であるかもしれない。すなわち，各評価項目への配点が果たして妥

当なのかどうかを再考する必要が考えられる。これは，クラス間の評価の分布にばらつきが見られ

るかどうかに関係なく，検討されるべき問題であると思われる。「健康・スポーツ科学実習」とい

う授業の評価として，出席点やレポートの配点は現状でよいのかどうかを，授業の目的や目標と照

らし合わせて検討を加えることが期待されよう。その際，はたして詳細な得点化が必要なのかどう

かといった問題も考えなければならないかもしれない。健康・スポーツ科学に関する基本的，基礎

的技能を習得するということが授業の目的であるとするならば，基準を満たしているかどうかと

いった合否のみによる評価のほうが適切であると考えることもできるだろう。

3．健康・スポーツ科学講義について

　（1）現　　状

　全学必修となっている健康・スポーツ科学科目には，もう一つ，「健康・スポーツ科学講義」が

ある。この授業は，1年次前期または後期に開講されており，健康・スポーツ科学実習との連携を

図りながら，主として講義形式で行われている。担当しているのは常勤の専任教官のみであり，ク

ラスは指定制となっている。共通テキストとして，九州大学健康科学センター編「健康と運動の科

学」（大修館書店）を用いている。しかし，この科目においても，かなりのクラス問の評価得点の

ばらつきが認められている。例えば，平成15年度前期における不合格者（60点未満）の割合は，9

名の教官の中でも，0％から約15％にまで分布しており，評価基準の再考の必要性がうかがわれる。

　この健康・スポーツ科学講義では，成績評価は，出席状況，授業時の小テスト・レポート，学期

末試験等によって行われているが，健康・スポーツ科学実習と異なり，共通の評価基準は設定され
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るため，様々なテーマが課題として与えられており，そこに，難易度の遣いが生じている可能性が

考えられる O また，配点に引いても，レポート得点の総点(満点)は決められているが，最低点を

どこに設定するかで，その得点分布に違いが生じているようである o I体験，実習を通してなされ

る理解jが本授業の目的であることから，レポートにはあまぢ大きなウエイトを置くべきではない

と考えている教官もおり，採点方針に影響している可能性があるかもしれない。

(3) 対策

以上挙げたような問題点が， FDにおける討議及び筆者の個人的な ら浮かび上がってきたc

これらに対して，今後その改善策を検討していかなければならないが，ここでは，いくつかの提案

を試みる O

まず第一に基本方針によって各評短項呂への配点についての教官関士のコンセンサスは得られ

ているが，さらに，評価項目ごとにおける教官裁最部分についての評価基準の統ーが期待されると

ころであるだろう Oそのためには各教官がどのような理論的根拠や判断基準に基づいて評価を行っ

ているのかを確認するとともに どのようなところに考え方や意見を収束させるのかを議論しなけ

ればならないだろう O 各教官が持っている様々な根拠や基準は，それ自体としては，いずれも，正

当，適正なものである可能性があることから， Iクラス毘の公正，公平jを実現するという綴点か

ら，統一的な評価基準を見つけ出していく必要があると思われる O

また，基本方針の吟味も必要であるかもしれない。すなわち，各評価項目への配点が果たして妥

当なのかどうかを再考する必要が考えられる O これは，クラス聞の評価の分布にばらつきが見られ

るかどうかに関係なく，検討されるべき問題であると思われる o I健康・スポーツ科学実習Jとい

う授業の評価として 出席点やレポートの配点は現状でよいのかどうかを 授業の目的や目標と照

らし合わせて検討を加えることが期得されよう O その擦 はたして詳絡な得点化が必要なのかどう

かといった問題も考えなければならないかもしれない。健康・スポーツ科学に関する基本的，恭礎

的技能を習得するということが授業の目的であるとするならば基準を満たしているかどうかと

いった合否のみによる評価のほうが適切であると考えることもできるだろう O

3.健康・スポーツ科学講義について

川現状

全学必修となっている健康・スポーツ科学科日には，もう一つ， I健康・スポーツ科学講義jが

ある O この授業は l年次前期または後期に開講されており 健康・スポーツ科学実習との連携を

図りながら，主として講義形式で行われている O しているのは常勤の専任教官のみであり，ク

ラスは指定制となっている O 共通テキストとして 九州大学健康科学センター編「健康と運動の科

学J(大修鑓書宕)を用いている O しかし，この科目においても，かなりのクラス間の評語得点の

ばらつきが認められている O 例えば，平成15年度前期における不合格者 (60点未溝)の割合は， 9 

名の教官の中でも 0%から約15%にまで分布しており 評価基準の再考の必要性がうかがわれる O

この健康・スポーツ科学講義では，成績評価は，出席状況，授業時の小テスト・レポート，学期

末試験等によって行われているが，健康・スポーツ科学実習と異なり，共通の評価基準は設定され
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ていない。授業時の小テスト・レポートの提出を出席確認に用いるとともに，それらにいくらかの

評価点を与えている教官もいれば，出席は学期末試験：の受験資格要件の確認だけに用い，最終評価

は，学期末試験の点数のみで行っている教官もいるというのが現状である。ただし，ほとんどの教

官は，基本的には，絶対評価によって成績評価を行っているようである。

　授業内容も，共通のテキストを使っているとはいえ，必ずしも統一されているわけではない。と

いうのも，健康・スポーツ科学という学問が，比較的新しい複合科学であるために，担当教官の専

門領域が多岐にわたっており（生理学・生化学，疫学，社会学，心理学など），また，健康・スポー

ツ科学の共通の基礎と考えられる内容についての学問領域内でのコンセンサスがまだ得られていな

いという実情があるからである。したがって，授業内容も，それぞれの教官の専門性が強調される

ことが多く，それに伴って，学期末試験の内容や評価の基準にも相違が生まれている可能性が指摘

されている。

　なお，各教官のコメントからは，授業で行われた内容と学期末試験問題との不一致はあまりない

という印象を筆者は受けている。すなわち，いずれのクラスでも，授業で取り上げられなかった内

容が試験の問題に出されているということはほとんどないようである。

　（2）問題点

　前述した現状を踏まえて，成績評価に関する健康・スポーツ科学講義の問題点をいくつか指摘す

ることにする。

　最も大きな問題は，共通の評価基準が設定されていないことであるだろう。もちろん，健康・ス

ポーツ科学実習のところで論じたように，共通の基準を設けても必ずしも公正な評価が実現できる

とは限らないのだが，「健康・スポーツ科学講義」という同一科目である以上，ある程度の共通性

を確立しておく必要があると思われる。しかしながら，FDでの討論から，それぞれの教官の講義

科目における評価のあり方に対する考え方には，かなりの隔たりが存在しているように，個人的に

は感じているところである。とはいえ，健康・スポーツ科学実習では，数年間の検討を経て共通の

評価基準を設定しえたことを鑑みれば，講義科目においても，ある配点基準に収敏させることは不

可能ではないと考えられる。

　もう一つの大きな問題として，専門性の問題がある。前述したように，健康・スポーツ科学は複

合科学であり，今なお，広がり続けている領域であるために，どのような内容をどのような立場（理

論）に立って教授するべきかということに対して，様々な考え方が存在している。同じような健康

に関するテーマを扱う場合でも，生理学的な説明をするときと社会学的な理解を試みようとすると

きとでは，全く異なる知識や情報が伝えられることがありうるのである。共通のテキストを利用し

たとしても，担当教官の専門性に応じて，強調点に違いが生じることは否めない。健康の重要性は

多くの人に認識されているとともに，現代社会も健康に対する理解の深まりを要請していると考え

られるが，それを研究，教育する側の学術的，教育的コンセンサスがまだ不充分なままとなってい

るのである。さらに，このような科学領域における問題に加えて，全学教育でどのような内容を学

生に習得させるべきかという問題も残されている。すなわち，全学教育全体の目的，目標に合わせ

て，健康・スポーツ科学講義ではどのような内容を教授すればよいのかがあまり明確になっていな
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ていない。授業時の小テスト・レポートの提出を出罪確認に用いるとともに それらにいくらかの

評価点を与えている教官もいれば，出席は学期末試験の受験資格要件の確認だけに用い，最終評価

は，学期末試験の点数のみで行っている教官もいるというのが現状である O ただし，ほとんどの教

官は，基本的には，絶対評価によって成績評価を行っているようである O

授業内容も，共通のテキストを使っているとはいえ，必ずしも統ーされているわけで、はない。と

いうのも，健康・スポーツ科学という学聞が，比較的新しい複合科学であるために，担当教官の専

門領域が多岐にわたっておち(生理学・生化学，疫学，社会学，心理学など)，また，穣康・スポー

ツ科学の共通の基礎と考えられる内容についての学問領域内で、のコンセンサスがまだ得られていな

いという実情があるからであるO したがって 授業内容も それぞれの教官の専門'往が強調される

ことが多く，それに伴って，学期末試験の内容や評価の基準にも相違が生まれている可能性が指摘

されている O

なお，各教官のコメントからは，授業で行われた内容と学期末試験問題との不一致はあまりない

という印象を筆者は受けている O すなわち いずれのクラスでも 授業で取り上げられなかった内

容が試験の問題に出されているということはほとんどないようである O

(2) 問題

前述した現状を踏まえて 成績評価に関する健康・スポーツ科学講義の問題点をいくつか指摘す

ることにする O

最も大きな問題は，共通の評価基準が設定されていないことであるだろう O もちろん，健康・ス

ポーツ科学実習のところで論じたように，共通の恭準を設けても必ずしも公正な評価が実現できる

とは限らないのだが， r健康・スポ…ツ科学講義jという同一科目である以上，ある程度の共通性
を確立しておく必要があると患われる O しかしながら， FDでの討論から，それぞれの教官の講義

科目における評価のあり方に対する考え方には，かなりの隔たりが存在しているように，個人的に

は惑じているところである O とはいえ 建康・スポーツ科学実習で辻 数年間の検討を経て共通の

評価基準を設定しえたことを鑑みれば，講義科目においても，ある配点基準に収数させることは不

可能で、はないと考えられる O

もう一つの大きな問題として 専門性の問題がある O 前述したように 健康・スポーツ科学は複

合科学であり，今なお，広がり続けている領域であるために，どのような内容をどのような立場(理

論)に立って教授するべきかということに対して，様々な考え方が存在している O 同じような健康

に関するテーマを扱う場合でも 生理学的な説明をするときと社会学的な理解を試みようとすると

きとでは，全く異なる知識や情報が伝えられることがありうるのである O 共通のテキストを利用し

たとしても，担当教官の専門性に応じて，強調点に違いが生じることは否めない。健康の重要性は

多くの人に認識されているとともに，現代社会も健康に対する理解の深まりを要請していると考え

られるが，それを研究，教育する側の学術的，教育的コンセンサスがまだ不充分なままとなってい

るのである O さらに，このような科学領域における問題に加えて，全学教育でどのような内容を学

生に習得させるべきかという問題も残されている O すなわち，全学教育全体の目的，目標に合わせ

て，健康・スポーツ科学講義ではどのような内容を教授すればよいのかがあまり明確になっていな
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い可能性がうかがわれる。もちろん，各教官の意識の中には，指導すべき内容についての確たる考

えがすでにあるのかもしれない。もしそうであるならば，現在の問題は，そのような考えが，共通

認識にまで至っていないということになるだろう。

　（3）対　　策

　以上，健康・スポーツ科学講義の現状と問題点を指摘してきた。これらの問題を今後どのように

解決していくかについて，FDでも討議を重ねたが，健康・スポーツ科学実習についてなされたほ

どの方向づけは見出されなかった。担当教官間の講義科目に対する考え方には，未だ隔たりが存在

しているようで，まずは，それぞれの考え方に対する相互理解を深めていく必要性が感じられた。

学期末試験と授業時の平常点（出席や小テスト・レポート）の配点をどのようにするのか，教授内

容をクラス問でどこまで共通なものとするのか，どこまで教官個人の裁量を認めるのか，全学教育

にふさわしいものとしてどのような教授内容を設定するのか，などの問題に対処していくためには，

まずは，担当教官同士の充分な意見交換や討議が望まれよう。

4．まとめ
　以上，全学教育で行われている健康・スポーツ科学実習及び健康・スポーツ科学講義における成

績評価のあり方に関して，現状分析，問題点の指摘，そして今後考えられる対応策について論じた。

これらの科目が，それぞれ，複数開講されている同一科目である以上，そこに評価の仕方の違いが

あるべきではないと考えられるが，成績評価に関するデータの分析から，クラス間に評価のばらつ

きが存在していることは否定できないところとなっている。もちろん，クラスごとの相対評価を取

り入れれば，表面上の問題（クラス間の評価分布の相違）は解決するかもしれないが，それは我々

の望むところではない。今後，授業で扱う内容に対する吟味も含めて，評価項目の再設定，各評価

項目の重みづけ（配点），評価方法など，成績評価のあり方について，総合的な議i論をさらに深め

ていきたいと考えているところである。
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い可能性がうかがわれるC もちろん，各教官の意識の中には，指導すべき内容についての確たる考

えがすでにあるのかもしれない。もしそうであるならば，現在の問題は，そのような考えが，共通

認識にまで、至っていないということになるだろう O

(3) 対策

以上，健康・スポ…ツ科学講義の現状と問題点を指摘してきた。これらの問題を今後どのように

解決していくかについて FDでも討議を重ねたが建衆・スポーツ科学実習についてなされたほ

どの方向づけは見出されなかった。担当教官聞の講義科目に対する考え方には，未だ隔たりが存在

しているようで，まずは，それぞれの考え方に対する栢立理解を深めていく必要性が感じられた。

学期末試験と授業時の平常点(出席や小テスト・レポート)の配点をどのようにするのか，教授内

容をクラス間でどこまで共通なものとするのか，どこまで教官個人の裁量を認めるのか，全学教育

にふさわしいものとしてどのような教授内容を設定するのか，などの問題に対処していくためには，

まずは，担当教官同士の充分な意見交換や討議が望まれよう O

4.まとめ

以上，全学教育で行われている健康・スポーツ科学実習及び健康・スポーツ科学講義における成

績評価のあり方に関して 現状分析 問題点の指摘 そして今後考えられる対応策について論じた。

これらの科目が，それぞれ，複数開講されている同一科目である以上，そこに評価の仕方の違いが

あるべきではないと考えられるが成績評価に関するデータの分析から クラス聞に評価のばらつ

きが存在していること辻否定できないところとなっている O もちろん クラスごとの相対評儲を取

り入れれば，表面上の問題(クラス聞の評価分布の相違)は解決するかもしれないが，それは我々

の望むところではない。今後，授業で扱う内容に対する吟味も含めて，評錨項誌の再設定，各評缶

項目の重みづけ(配点)，評価方法など，成績評価のあり方について，総合的な議論をさらに深め

ていきたいと考えているところである O
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　　　　導入教育に対する評価

一工学部機械航空工学科「工学入門」の場合一

九州大学大学院工学研究院　　吉田　敬介

1．はじめに

　本号の特集テーマは「教育と評価」である。「評価」とは，ここでは「教育効果の評価」と考え

るべきであろうが，同時にそれは「教育方法の評価」，ひいては担当教員の「教育能力や姿勢への

評価」，「人事評価」へとつながっていくのであろう。しかし，歌唱力や音響設備が素晴らしくても，

その歌手が聴衆を感動させ心を豊かにしたかどうかはわからないように，個々の教員の教育能力や

教育方法が優れていても，それだけでは教育効果が高いか否かを評価できない。そしてそのことが，

ともすればこれも音楽と同様に教員（＝ミュージシャン）の独善を生み出したり，一方で単純な（レ

コード売上枚数や視聴率のような）数値目標の設定とそのクリアのみに終始するような教育手法（＝

音楽活動）をまかり通らせたりもする。いずれにしても，教育効果の評価は大変難しい。今，我々

にできることは，さまざまな事例に対する教育効果の評価に対する議論の中から普遍的な法則性を

見出すことぐらいであろう。

　本文は，九州大学工学部機械航空工学科で実施されている創成型導入科目「工学入門」に対して，

担当教員の間で燥り続けている「労力ばかりで，果たして効果が上がっているのか？」との疑問に

答えるべく，学生，教員双方に対して行ったアンケートの結果をもとに当科目の教育効果の評価を

試みたものであり，上述の「普遍的な法則性」を見出すためのデータの一つを提供するものである。

筆者は本科目の創設当初からの世話役の一・人であり，本文執筆の資格は十分有すると考えるが，あ

くまで筆者個人の責任による分析であることを申し添える。

2．「工学入門」導入の背景と授業（プログラム）の概要

　近年，「無目的入学生や無気力学生が多い」と言われ，その原因を最近の受験：戦争の過熱ぶりに

求めることが少なくない。しかし，今から35年以上前に流行した高石友也の「受験生ブルース」で

は既にいわゆる無目的入学生の存在がほのめかされている。つまり無目的入学やいわゆる燃え尽き

症候群で学生生活に支障が出るいわゆる「問題学生」は今に始まったことでない。単に，高度経済

成長が続いていた間はこれらが社会問題化しなかっただけのことであり，少子化と経済構i造の変化

に起因した大学教育への急激な期待の高まりが，これらを顕在化させてしまっただけのことである。

　一方，受験産業が寡占する受験情報に右往左往する高校などの教育機関では，焦りからか異様と

も思えるほどの「受験対策教育プログラム」を組んだ結果，基礎学力不足やアンバランスな知識の

学生を生んだり，また，いわゆる「ゆとり教育」に代表される知識詰め込みを減らして創造力を高

めるはずの教育が反対に集中力や主体性，社会性が欠如した学生を生んだりして，それらが大学教

育に影響を及ぼすようになったのはここ数年ほどのことである。
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　本学の場合，後者の問題はさほどではなく，やはり前者が問題である。すなわち，無目的入学や

燃え尽き症候群の学生が欠席，留年などを繰り返す「問題学生」化してしまうと，授業の雰囲気が

悪くなり，そうでない学生に対する教育効果まで影響を受けるという問題である。

　本学工学部機械航空工学科は，旧機械系3学科（機械工学科，知能機械工学科，機械エネルギー

工学科）と航空工：学科が改組によって1999年度にできた定員170名の学科であるが，この「問題学

生の問題」を古くて新しい問題と捉え，改組を機会に新しい導入教育科目を設定することとなった。

すなわち，かつての大学と違って，近年のマスプロ化された教育では学生と教員とのコミュニケー

ションがもともと不足するところに加えて学生気質が変わってきているのに，教員がそれを「過保

護」と捉え，コミュニケーションを積極的に取ろうとしない体質にこそ本問題の原因があると考え

た。そして，無目的入学生には入学後ではあるが入学目的を構築してもらい，燃え尽き症候群型入

学生には真の勉強の楽しさとすばらしさを知って目標を再設定してもらい，そうでない「普通の学

生」には受験生時代に漠然としてしか知らなかった専門科目と社会の具体的な関わりを知ることに

よって，これから先の勉学生活に対する挑戦意欲を高めてもらうことを目的とする，そのような新

しい導入科目を設定することにした。

　具体的なプログラムを村上敬宜，金山寛の教授2名と，渡部正夫，筆者の助教授2名の計4名で

作成したが，設計ポリシーとして，（1）入学直後の1年前期に行うこと，（2）既に開講されている講義

型導入科目である「機械工学・航空宇宙工学序論」と異なる目的であることを踏まえ，学生ごとに

異なるテーマを決め，自分で計画実行し問題解決していく，いわゆる創成型導入科目とすること，

（3）原則として学科に所属する講師以上の全教員で担当しマンツーマン的な教育とすること，また教

員が学生を直接指導し，講義担当者以外の教員（助手）やTAをできるだけ使わないこと，㈲高度

に専門的なテーマを与えないこと，の4点とした。こうして生まれたのが導入科目「工学入門」で

あり，2000年4月の新入生から開講された。

　授業の進め方などの詳細は別稿ωに譲るが，入学直後の学生はまず，各教員から予め提示された

テーマの中から自分が好きなものを選択する（希望者多数のテーマは抽選）。各教員にはテーマ選

択に応じて3～4名の学生が割り当てられ（1テーマあたりの学生数は教員の裁量による），教員

ごとにオリエンテーションを2回ほど行った後，実際の製作，実験：，実習，計算，調査などを行い，

最後に自分が行ってきたことを発表会で発表し，さらに概要集の作成（印刷用原稿の作成）を行っ

て終了する（全15時間〉。テーマに関しては前述の設計ポリシーに従い，決して「ミニ卒論」にな

らないよう，できれば自分の専門分野とは異なる分野のテーマ選択を心がけてもらう（表1参照）。

なお，授業は週1回，毎週月曜日の4または5時櫛目（1時間は90分）とし，修得単位を2単位と

した。

　ところで，導入教育科目の教育効果に対する評価は，通常の講義科目よりさらに困難である。な

ぜならば，本科目の導入効果は他の授業科目に対する効果として現れるものだからである。もちろ

ん，このような科目は（「過保護」によって卒業後の社会への適応能力を低下させてしまわない限

り〉学生教育にマイナスにならないことは確かであるが，「費用対効果jを考えると侮らかの評価

は大切である。前述のように本講義の「費用対効果」に疑問を呈している教員も少なからず存在す

る。一方で，我々も世話役として授業改善に対する指針が欲しい。そのため，アンケートから何か
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表1　テーマ名の例（教員名は専門分野キーワードを含む仮名）と授業風景

教員名（仮名） テーマ名（割当て学生数）

流体　工弘 風と遊ぶ（3名）

計算　力寛 湯船の熱対流の推定（1名）

設計伊世 スピードガンをつくろう　（2名）

安全　達文 あなたの創造性をタングラムづくりで試してみよう（4名）

工作　加常 トランスミッションの仕組み（2名）

医用　工一 腱や靭帯の力学特性の謎に迫る（3名）

流体機聡 泣き砂の音を聞く（1名）

三熱　　冶 微小重力実験の体験（4名）

トライボ　丈 おいしいオムレツの作り方（1名）

流体茂雄 模型火薬ロケットの試作と飛行実験（4名）

三熱　敬行 電気洗濯機を分解しよう（4名）

を掴めないかということになり，第3年目の授業（プログラム）が終了した2002年前期終了時に，

学生，教員双方に対してアンケートを実施した。学生に対しては毎回実施している本学工学部規定

のアンケートが一部利用できたのでそれを利用させてもらい，教員に対してのみ，筆者が作成して

各教員に協力を依頼した。

3．アンケート結果と考察

　図1に，学生に対して実施したアンケートの結果を抜粋して示す。受講者173名詮，回答者は153

名で，回収率は88％であった。以下は，創成科目ではなく，あくまで導入科目の観点から評価を行っ

たものである。

　まず，QS　1およびQS　2に本科目の受講の効果を問う質問をしているが，「知的好奇心を呼び起

こした」「新しい内容を多く学ぶことができた」がそれぞれ73％および85％と非常に高率で，学生

の講義に対する満足度は高い。特に前者は学生本人の今後の授業に対する取り組み姿勢の指針とな

るものであることから，このような回答結果は大変望ましいと言える。一方，教員とのコミュニケー

ションを問うたQS　3に対しても，74％の学生が「うまくいった」と考えており，本科目の目標達

成はおおむねなされたものと思われる。これら2つの設問は「工学入門」以外の他の講義科目でも

なされており，それらとの比較は興味深いが，いずれにしても本科目はほぼ予定通りの効果が得ら

れているものと判断できる。

　次に，「本講義を受けてよかったこと」を複数回答可として問うた結果を図3に示すが，延べ617

名の回答があった。これは学生が1人当たり平均4項目にチェックを付けたことになり，その積極

的な記入姿勢は多くの学生が本科目を高く評価した証しであるとともに，図中に下線を付した部分

のように本科目の目標と密接に関連する項目のチェックが多いことは，本科目の効果が十分高いこ

とを裏付けるものであると考える。また，「その他」にチェックした8名の自由記述では，ほとん

どが「実験の面白さや難しさを知ったことの喜び」を述べたものであったが，それに混じって「自

分が工学に適しているのか，本当に工学部でいいのかを考え直す機会を十二分にもてた。」や「こ

の授業が唯一，『ああ，高校生ではなくなったんだな』と実感させてくれるものでした。」というよ

うな，「世話役冥利」に尽きる嬉しい回答もあった。

　さらに，「この授業の改善について要望したいこと」を複数回答可として問うたものに対しては
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表1 テーマ名の例(教員名は専門分野キーワードを含む仮名)と授業風景

教員名(仮名) テーマ名(割当て学生数)

流体工弘 風と遊ぶ(3名)

計算力寛 湯船の熱対流の推定(1名)

設計伊世 スピードガンをつくろう(2名)

安全達文 あなたの創造性をタングラムづくりで試してみよう (4名)

工作加常 トランスミッションの仕組み(2名)

医用工ー 臆や靭帯の力学特性の謎に迫る (3名)

流体機聡 泣き砂の音を聞く(1名)

伝熱 冶 微小重力実験の体験(4名)

トライボ丈 おいしいオムレツの作り方(1名)

流体茂雄 模型火薬ロケットの試作と飛行実験 (4名)

伝熱敬行 電気洗濯機を分解しよう (4名)

を掴めないかということになり，第3年目の授業(プログラム)が終了した2002年前期終了時に
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図1に，学生に対して実施したアンケートの結果を抜粋して示す。受講者173名中，回答者は153
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とを裏付けるものであると考える O また， Iその他Jにチェックした 8名の自由記述では，ほとん

どが「実験の面白さや難しさを知ったことの喜び」を述べたものであったが それに混じって「自

分が工学に適しているのか，本当に工学部でいいのかを考え直す機会を十二分にもてた。Jや「こ

の授業が唯一， rああ，高校生ではなくなったんだな』と実感させてくれるものでした。Jというよ
うな， I世話役冥利」に尽きる嬉しい回答もあった。

さらに， Iこの授業の改善について要望したいことjを複数回答可として問うたものに対しては
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（紙面の都合上，結果の表示は割愛するが）延べ163名，すなわち学生1人当たり1項目の回答と，

前者に比べて大変少なかった。しかし，チェックされた項目は「内容が難し過ぎる，もっとわかり

易く（38名）」「テーマ・目標をはっきりして欲しい（23名）」「授業の終了時間を守って欲しい（22

名）」など，我々教員が真摯に改善を検討すべきものばかりであった。

　一方，教員側に対するアンケート結果を抜粋して図2に示す。テーマを担当した機械航空工学科

教員58名（教授30，助教授（講師）28名）中，50名から回答があり，回収率は86％であった。

　まず，「導入科目として本科目の指導のやり易さ」をQP　1として問うたが，半数近くが「同じ」

と答えており，「やり易い」を合わせると6割以上が指導に問題がないと思っている。一方で，「や

り難い」も36％いた。本間に対してそれぞれの理由を自由記述したものの中から一部を抜粋して表

2に示すが，「やり易い」と答えた教員はその理由として，「学生に合わせたテーマを考え」たり，

「内容を臨機応変に変化させ」たり，と教員側の努力によるもの，「学生のフレッシュさ」や「コ

QSI．授業は学生の知的好奇心を呼び起こし
ましたか？

　いし

どちらとも
言えない
　　170／o

無回答

＼はい
　73　e／．

QS2．授業から新しい内容を多く学ぶことがで
　　きましたか？

　　　　　いいえ

どちらとも
言えない
　　17　0／o

はい
850／o

QPI．学生指導の難易度は卒論生に対するそれ
　　と比較してどう感じましたか？

　　　　　その他

やり難い
　360／o

やり易
　180／o

じ
％
同
4
4

QP2．受持ち学生数を多く感じましたか？

そうは思わない
　　　　720／o

少ない

そう思う
260／o

QS3．授業中，教員と学生の間のコミュニケー

　　ションはうまくいっていましたか？
　　　　　　　　　　　無回答

どちらとも
言えない
　　180／o

＼はい
　740／o

図1　アンケートの結果例（対学生）

QP3．テーマおよび指導は「工学入門」とし

　　て相応しかったですか？

　　　　　　　　　　どちらともいえない
　　やさしか

ちょうどよかった

　　　　72％

　難しかった
r　24　o／．

図2　アンケートの結果例（対教員）
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図1 アンケートの結果例(対学生) 図2 アンケートの結果例(対教員)
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ミュニケーションのやりやすさ」など学生側の気質によるもの，「卒論との違い」など本科目の性

質によるものなど，比較的多岐にわたっているのに対し，「やり難い」と答えた教員の理由はほぼ

一貫して「必要な基礎知識の欠如とそれを教育するための時間・労力の不足」を挙げていた。これ

は「やり難さ」の原因がほぼ本科目に対する理解不足あるいは努力不足（または努力過多）に起因

しているものと思われ，教員の視点さえ変えれば「やり難さ」はほぼ解消するものと思われた。な

お，学生のやる気のなさを挙げた教員も一部にいたが，本講義はやる気のない学生を減らすことも

大きな目標のひとつであり，そのような学生の発見は一応の成果があるものの，それを嘆くだけで

なく，学生にやる気を喚起する教育を心がけることが必要であると思われた。

　次に，「費用対効果」の観点から，「受け持つ学生の数を多いと感じるか否か」をQP　2として問

うたが，意外にも「多いと思わない」という回答が4分の3を占める結果となった。ところが，そ

の理由を調査したところ，教員の60％が助手，技官や大学院生の指導援助をもらっていたことが判

明した。学生アンケートにごく少数ではあったが「先生は最初の一度だけであとはまったく会わな

かった」という苦情を書いた学生や，2年生になって筆者に修学相談を受けに来た学生に工学入門

の指導教員を尋ねると「もう覚えてない，顔も知らない」と回答した学生もおり，いわゆる「丸投

げ」をしていた教員もいたようである。本講義の目標達成の観点からは，研究室の教職員や大学院

生とコミュニケーションをとるだけでもかなりの効果が期待できるし，学生側アンケートQS　3に

対する回答のように，コミュニケーションに問題はないと感じている学生が多数を占めていたのは

事実であるが，授業担当教員との親密性を高めるためには「丸投げ」は好ましくない（コミュニケー

ション不足と回答した数名の学生は恐らく「丸投げ」状態におかれたものと推察される）。ただ，

コミュニケーション能力は教員側にも個人差が存在するため，場合によっては現在の「教員全員参

加」を見直すことも必要と考える。

　最後に，教員自身の指導に対する自己点検結果を知るものとして「テーマおよび指導は本科目と

して相応しかったか否か」をQP　3として問うたところ，24％の教員が「難し過ぎた」と回答した

　「難しすぎた」理由を自由記述してもらった結果（紙面の都合上省略）からは，例えば「ミニ卒

論」のようなテーマと実施計画を与えていたり，とても週1回の授業時間では不可能な作業量を与

えていたり，と，本科目としての目標設定の不適切さが原因であった。これは，学生アンケートの

結果やQP　1の結果を裏付けるものと思われる。

　以上より，本科目は教員自身も筆者が伝え聞くほど負担は感じておらず，テーマや内容の設定を

工夫していけば，さらに負担も軽くしかも教育効果の改善が期待できるものであると結論付ける。

その「工夫」を考察する余裕はないが，教員個々の努力もさることながら，いわゆるFD活動など

を通じた教員同士の「横のコミュニケーション」を持つことが特に有効ではないかと考える。

　なお，筆者が担当する授業科目（主として3年生対象，恐縮であるが特に授業改善を行わなかっ

たにもかかわらず）の受講態度が「工学入門」導入以前に比べてはるかに良くなったこと，かつて

はほとんどなかった1，2年生からの修学相談が増えていること，入学後しばらくして学生が提出

を求められる「学籍カード」が期限を過ぎても提出されずに督促を受ける者が工学部他学科に比べ

て極端に少なくなったこと（A学科21名，B学科10名，　C学科37名，　D学科11名，機i械航空工学科

1名）は，学生が教員や大学に対して良い意味で距離を感じなくなっている現れではないかと思わ
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れ，本科目導入の効果が直接現れているものと考えている。

4．おわりに

　「工学入門」は学生，教員ともに導入科目として高く評価しており，「費用対効果」の疑問は個々

の教員の授業改善によって払拭される程度のものである。本科目に対する外部評価が可能であれば

大変参考になるが，その実施は，本アンケートで明らかになった問題点に対する改善活動とともに

今後の課題である。

文献　（1）KYbshida，　Proceedings　of　l　st　lnternati◎nal・Cofiference◎fi・Busifiess・aftd・Technol◎gy　Transfer，　Ja－

　　　　　pan　Sciety　of　Mechanicai　Engineers，　（2002），　pp　189－194，

あなたがこの授業を受けてよかったと思うことく複数回答可）

　　　　　　　　　　　　専門領域についての知識が授業によって得られた

　　　　　工学基礎科目に関する知識とそれを癒用する能力の大切さがわかった

　　　　　　　　　　　授業を聞いて関連することに興味を持つようになった

　　　　　　　　　　　　　　　授業内容は有益で将来役に立つと思った

　　　　　　　　　　　　　　　　　学問への理解が広がり、力がついた

　　　　　　　　　　　　先生とコミュニケーションができるようになった

　　　　　　　　　　　　　　　期待していたものが授業によって得られた

　　　　　　　　　　　自主的、継続的に学習することに大切さがわかった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勉学に対する意欲がわいた

　　　　　　　　　　　　　　　　　先生の教育への熱意が伝わってきた

　　　　　　　　　　　　　　　　　将来の進路を決める上で役に立った

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授業への準備がよくされていた

　　　　　　　　　技徳者の祉会に対する責控や倫理意識の大切さがわかった

科学，技術，情報を総合的に利用して社会の要求に応える能力の大切さがわかった

　　　　　　　　　　英語によるコミュニケーション能力の大切さがわかった

　　　　　　　地球的視点から多面的に物事を考えることの大切さがわかった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他＊
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図3　学生の回答例

表2　教員側の自由記述例（設問QPlに対する）

QP　1で「やり易い」と答えた理由は？（抜粋）

・卒研生と違って最終義務がないので，学生と相談し

ながら内容を変更していったため。

・目で見たものを相手とするだけなので，TrainiR9◎n

the　jobをそのままできるから。学生が素直だから。

・学生自身の能力と意欲に応じた結果を出すように指
導した。

・知識よりも体験に重点を置いているから。

・指導する側も学生と同じ目線で，失敗しながら発想

できたので。

・学生が自分で判断して行うよう指導し，分からない

部分・難しい部分のみ対応するにように努めたため。

QP　1で「やり難い」と答えた理由は？（抜粋）

・PCの使い方，基本的な計測装置や工作機械の使い

方など一から教えなければならないため。

・学生がもっている知識レベルが個人によって大きな

差があるため。

・中身の濃いものをやれば専門的知識の欠如が問題に

なり，だからといってあまり簡単なことをさせても

意味がないため。ただし，教員の工夫も必要である

・学生側を受身的にしないようにするのが難しかった
ため。

・r自分で」やった達成感を得られるようなテーマ設
定をし，指導するのは難しい。

・学生の自主性，やる気が足りないため。

一　70　一

れ，本科目導入の効果が直接現れているものと考えている O

4 .おわりに

「工学入門jは学生，教員ともに導入科目として高く評価しており， I費用対効果Jの疑問は個々
の教員の授業改善によって払拭される程度のものである O 本科目に対する外部評価が可能であれば

大変参考になるが その実施は 本アンケートで明らかになった問題点に対する改善活動とともに

今後の課題である O

文献は)K.Yoshida，Proceedings of 1st Intemational Conference on Business and Technology Transfer， Ja輪

pan Sciety of Mechanical Engineers， (2002)， pp 189鴫194.

あなたがこの按業を受けてよかったと居、うこと(複数回答可)

専門韻域についての知識が綬業によって得られた

工学基礎科百に関する知識とそれを応用する能力の大窃さがわかった

授業を聞いて関連することに興味を持つようになった

授業内議は有益で将来役に立つと思った

学問への理解が広がり、力がついた

先生とコミュニケーションができるようになった

期待していたものが授業によって得られた

自主的、継続的に学習することに大切さがわかった

勉学に対する意欲がわいた

先生の教育への熱意が伝わってきた

将来の瀧路を決める上で役に立った

授業への準備がよくされていた

技街者の社会に対する費{壬や倫理意識の大坊さがわかった

科学，技街，情報を総合的に利用して社会の要求に応える能力の大切さがわかった

英語によるコミュニケーション能力の大切さがわかった

地球的視点から多面的に物事を考えることの大切さがわかった

その勉*

O 

図3 学生の回答例
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QP 1で「やり易い」と答えた理由は?抜粋 IQP 1で「やり難いjと答えた理由は?抜粋)

84 

-卒研生と違って最終義務がないので，学生と栢談し I. PCの使い方，基本的な計測装置や工作機械の使い
ながら内容を変更していったためo 方会どーから教えなければ去らないため。

.13で見たものを相手とするだけなので， Training on 
thejobをそのままできるから O 学生が素直だから O

-学生がもっている知識レベルが個人によって大きな

差があるためO

100 

.学生自身の能力と意欲に応じた結果を出すように指

導したO

-知識よりも体験に重点を量いているから。

-中身の濃いものをやれば専門的知識の欠如が問題に

なち，だからといってあまち簡単なことをさせても

意味がないため。ただし，教員の工夫も必要である O

-指導する側も学生と同じ目線で，失敗しながら発想

できたのでO

・学生が自分で判断して行うよう指導し，分からない

部分・難しい部分のみ対応、するにように努めたため。

-学生側を受身的にしないようにするのが難しかった

ためO

. r自分でjゃった達成惑を得られるようなテーマ設
定をし，指導するのは難しい Q

-学生の自主性，やる気が足りないためO
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Criterion－Referenced　Language　Testing

Research　a難d　Deve藍（）p笠ne搬Ce継er　fbr　Higher　E由ca重ion Paul　Westrick

　　　　The　normal　distribution，　also　known　as　the　bell　curve，　is　a　feature　of　the　natural　world　around　us．　lf　we

measure　the　weights　of　all　the　twenty－year　old　males　at　the　in　the　country，　we　can　expect　them　to　fall　in　a　nor－

mal　disnibution．　lf　we　measure　the　heights　of　all　the　twenty－year　old　females　in　the　country，　we　can　expect

them　te　fall　iR　a　Rermal　disnibution．　We　can　measure　a　variety　of　thiRgs，　aRd　if　we　measure　an　eRtire　pcpula－

tion，　or　at　least　a　large　sample　of　the　entire　population，　we　can　expect　to　see　a　normal　distribution．　With

norm－referenced　tests　（NRTs），　such　as　the　TOEFL　and　TOEIC　tests，　a　normal　distribution　is　the　desired　out－

come　of　the　test　scores，　but　when　it　comes　to　criterion－referenced　tests　（CRTs），　also　referred　to　as　achievement

tests　and　classroom　tests，　the　normal　distributioft　is　not　desired，　for　it　is　hoped　that　during　a　course　students

蓋ear益掛e搬a亡e】dal　specif孟。　t◎重he　c◎urse　a薮d　comple重e　assigned亡asks．　Overもhe　years難◎r搬一referenced　testiag

principles　have　been　misapplied　to　criterion－referenced　testing　situations，　and　what　follow　are　a　brief　history

of　this　problem　and　an　overview　of　how　norm－referenced　testing　and　criterion－referenced　testing　differ　in　re－

gard　to　their　purposes，　contents，　structures，　and　score　distributions　and　interpretations．

　　　　With　the　rise　of　standardized　testing　in　the　early　20th　century，　some　educators　became　enamored　with　fea－

tures　of　Rorm－referenced　testing　and　ferget　the　crigiRal　purpese　of　classreom　tes｛iRg　一　deteimiRigg　if　stu－

dents　had　｝earned　the　course　material．　While　some　were　entraRced　by　bell　curves　and　reliability　estimates，

others　were　not，　and　over　the　years　criticisms　of　the　use　of　norm－referenced　testing　principles　in　classroom　as－

sessments　grew　in　number．　As　Hopkins，　Stanley　and　Hopkins　（1990）　describe　it，

　　　　　　The　CRT　movement　is　in　part　a　reaction　to　the　misuse　of　psychometric　methods　（especially　reliability　the一

　　　　　　◎】ry）that　were　deve嚢◎ped　fbr　assess量蕪g　i難d叢vid秘al　dif艶re登ces三簸aμ三繊des　and　abi蓋des＿NRT◎1壕e蟹ed　per－

　　　　　　s◎難swere◎負e簸撫）fdi難a重ely　i蟹eres毛e（高僧achieveme鼠毛es乞s　w嚢h　high　rehabi翫y　c◎eracie滋s．　Re欝s　were

　　　　　　eliminated　or　retained　fer　future　use　solely　en　£he　basis　of　their　discrimination　or　difficulty．　Since　items

　　　　　　that　are　answered　correctly　（or　incorrectly）　by　a　1arge　percentage　of　the　examinees　tend　to　have　lower　dis－

　　　　　　crimination　indexes，　they　were　often　eliminated　solely　on　that　empirical　criterion．．．．　ln　other　words，　many

　　　　　　achievement　test　developers　lost　sight　of　content　validity　一　that　the　items　mustfirst　and　foremost　be　repre－

　　　　　　se惚醜｛ゾ伽4醐痂（content＞　and　po∬e∬吻ectives・to・be・a∬e∬84，　anめfocused　on　high　reliabilめ，α∫

　　　　　　aK　end　in　itself　（pp．184－185　emphasis　iR　origiRal）

　　　　By　fecusing　on　normal　disnibutions　and　reliability　coefficients，　classroom　testing　had　becorr｝e　waiped．　lt

had　come　to　be　that，　in　the　minds　of　some　people，　if　too　many　students　in　a　given　class　studied　hard，　learned

everything　taught　in　the　course，　and　received　high　test　scores，　there　was　something　wrong　because　the　test

scores　did　not　fall　in　a　normal　disnibution．　Likewise，　when　too　many　diligent　students　completed　all　their　as－

sig簸me斑s　as　spec澁ed　by垂heir£eacher，　it　caused　prob韮ems　because重h¢grades　did難◎t魚m薮a籍ormal　dis重rib秘一

tion．　At　the　other　extreme，　in　classes　filled　with　laggards，　studeRts　with　very　peor　comprehensiell　of　the

course　materiai　could　still　get　high　grades　because　most　of　their　peers　received　even　lower　marks　on　the　tests

一　71　一

Criterion-Referenced Language Testing 

Research and Development Center for Higher Education Paul Westrick 

The normal distribution， also known as the bell curve， is a feature of the natural world around us. If we 

measure the weights of all the twenty-year old males at the in the country， we can expect them to fall in a nor創

mal dis柱ibution.If we measure the heights of all the twenty-year old females in the country， we can expect 

them to fall in a normal distribution. We can measure a variety of things， and if we measure an entire popula-

tion， or at least a large sample of the entire population， we can expect to see a normal distribution. With 

norm-referenced tests (NRTs)， such as the TOEFL and TOEIC tests， a normal distribution is the desired out-

come of the test scores， but when it comes to criterion-referenced tests (CRTs)， also referred to as achievement 

tests and c1assroom tests， the normal distribution is not desired， for it is hoped that during a course students 

learn the material s予ecificto the course and complete assigned tasks. Over the years norm-referenced testing 

principles have been misapplied to criterion-referenced testing situations， and what follow are a brief history 

of this problem and an overview of how norm-referenced testing and criterion-referenced testing di首位inre-

gard to their pu中oses，contents， structures， and score distributions and interpretations. 

With the rise of standardized testing in the early 20th century， some educators became enamored with fea-

tures of norm-referenced testing and forgot the original purpose of classroom testing determining if Stlト

dents had learned the course material. While some were entranced by bell cUrves and reliability estimates， 

others were not， and over the years criticisms of the use of norm-referenced testing principles in classroom as幽

sessments grew in number. As Hopkins， Stanley and Hopkins (1990) describe it， 

The CRT movement is in p訂ta reaction to the misuse of psychometric methods (especially reliability the-

0巧)that were developed for assessing individual differences in aptitudes and abilities.…NRT oriented per-
sons were often inordinately interested in achievement tests with high reliability coefficients. Items were 

eliminated or retained for future use solely on the basis of their discrimination or difficulty. Since items 

that are answered correct1y (or incorrect1y) by a large percentage of the examinees tend to have lower dis-

crimination indexes， they were often eliminated solely on that empirical crit 
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and　assigRments．　IR　either　case，　whether　a　studept　was　studious　er　lazy，　wheR　teachers　graded　eR　a　curve，　the

nor酬dist伽ti◎n，乞he　grade＆stude鐙eceived　o食en　depended　more◎n　the　p曲㎜蹴ce◎f　his◎r　her　class－

mates　than　it　did　on　his　or　her　comprehension　of　the　material　or　completion　of　assignments．

　　　　Fortunately，　there　were　others　who　realized　that　the　obsession　with　normal　distributions　and　reliability

coefficients　had　gone　too　far　and　in　fact　had　no　place　in　classroom　testing．　Writings　on　criterion－referenced

testing　first　appeared　in　the　early　1960s，　and　the　topic　made　its　way　into　language　testing　literature　toward　the

end　of　that　decade　（B　rown，　1996），　Over　the　past　four　decades，　the　idea　that　there　are　two　main　categories　of

tests，　NRTs　and　CRTs，　has　become　widely　accepted，　B　elow　is　a　brief　description　of　the　differences　betweeft

NRTs　a獄d　CRrs－i難regard重。重heir　p“rp◎ses，　co搬e癬s，　s撫。撫res，　a薙d　scofe　dist曲凱i◎難s　a益d　i蹴erpre捻£i◎益s

－draw難亜a∫ge豆y　fr◎搬Brown（1995，1996）a難d　Br◎w捻a難d　H秘ds◎n（2002）wi之h　so搬e　additi◎轟al　p◎i飢s◎n

drawR　frem　other　testing　experts．

Purpose

　　　　The　purpose　of　an　NRT　is　to　spread　students　out　as　much　as　possible　so　that　differences，　often　in　ability，

between　students　can　be　seen．　These　tests　are　predominantly　used　for　admission　and　placement　purposes，

situations　in　which　it　is　desirable　to　put　students　in　groups，　and　the　distinctions　between　these　groups　need　to

be　as　clear　as　possible．　They　are　designed　to　measure　aptitude　or　proficiency　一wt　encouraging　leaming　is　fiot

the　designers’　basic　intefit．

　　　　C◎1wersdy，£he　p縫rP◎se◎f　a　CRT　is重◎e薮co穫rage罎d搬eas慧re霊ear難i益9．　Clearly　defi難ed◎切ectives　and

standards　are　prese搬ed　t◎Ihe　stude賊s　a賃he　beginni難g◎f　the　course，　and毛ests　are　given　to　dete面ne　h◎w

much　course　material　a　studeRt　has　learned　and／or　tasks　are　assigned　and　evaluated　to　see　if　they　have　been

completed　to　established　standards．　When　students　know　that　their　final　grade　will　not　be　based　on　a　bell

curve，　and　when　they　know　that　if　they　meet　the　standards　set　at　the　beginning　of　the　course　they　can　receive

the　highest　possible　grade，　they　realize　that　each　person　controls　his　or　her　own　destiny　in　the　class．　As

Hughes　（2003，　p．21）　writes，　“Criterion－referenced　tests　therefore　have　two　positive　virtues：　they　set　meaning－

fu1　standards　in　terms　of　what　people　can　do，　which　do　not　change　with　different　groups　of　candidates，　and

they　motiva£e　students　to翻舳ose　standards．”Fu曲e㎜ofe，　s撫de滋s覆e　c◎mped難g　wi重舳emselves，盤◎t

theif　peers（McNama餓，2000）．　In　a　c◎縁fse沁which　the　s撫de搬s　ad】㎡t重ed　ca益reaso難ab蒙y　be　expec重ed紛be

able　tg　master　the　cegrse　material　and／or　cell｝plete　the　tasks，　and　grades　are　based　eR　mastery　of　content　ai｝d！

er　the　satisfactory　completien　of　tasks，　not　based　on　a　curve，　students　can　only　blame　themselves　for　poor

marks．

Content

　　　　The　content　of　an　NRT　should　be　very　general，　and　students　should　have　no　idea　of　what　wiii　be　on　the

test．　As　students　are　expected　to　come　from　various　backgrounds　（different　classes，　schools，　communities，

even　countries），　there　shouid　be　a　wide　variety　of　test　items．

　　　　Wl£h　a　CRT，　the　c◎搬e難t　sho羅Id　be　dra陥f沁搬the　c◎urse，　a磁s撫de擁s　sho“1d　have　a　g◎◎d重dea◎f　what

一　72　一

and assignments. In either case， whether a student was studious or lazy， when teachers graded on a curve， the 

normal distribution， the grade a student received often depended more on the performance of his or her class-

mates than it did on his or her comprehension of the material or completion of assignments. 

Fortunately， there were others who realized that the obsession with normal distributions and reliability 

coefficients had gone too far and in fact had no place in classroom testing. Writings on criterion-referenced 

testing first appeared in the early 1960s， and the topic made its way into language testing literature toward the 

end of that decade (Brown， 1996). Over the past four decades， the idea that there are two main categories of 

tests， NRTs and CRTs， has become widely accepted. Below is a brief description of the di百erencesbetween 

NRTs and CRTs in regard to their purposes， contents， structures， and score distributions and interpretations 

-drawn largely from Brown (1995， 1996) and Brown and Hudson (2002) with some additional points on 

drawn from other testing experts. 

Purpose 

The purpose of an NRT is to spread students out as much as possible so that differences， often in ability， 

between students can be seen. These tests are predominantly used for admission and placement purposes， 

situations in which it is desirable to put students in groups， and the distinctions between these groups need to 

be as clear as possible. They are designed to measure aptitude or proficiency -encouraging learning is not 

the designers' basic intent. 

Conversely， the purpose of a CRT is to encourage and measure learning. Clearly defined objectives and 

standards are presented to the students at the beginning of the course， and tests are given to determine how 

much course material a student has learned andlor tasks are assigned and evaluated to see if they have been 

completed to established standards. When students know that their final grade will not be based on a bell 

curve， and when they know that if they meet the standards set at the beginning of the course they can receive 

the highest possible grade， they realize that each person controls his or her own destiny in the class. As 

Hughes (2003， p.21) writes，“Criterion-referenced tests therefore have two positive virtues: they set meaning鵬

ful standards in terms of what people can do， which do not change with di百erentgroups of candidates， and 

they motivate students to attain those standards." Furthermore， students are competing with themselves， not 

their peers (McNamara， 2000). In a course in w註ic註thestudents admitted can reasonablyちeexpected to be 

able to master the course material andlor complete the tasks， and grades are based on mastery of content andl 

or the satisfactory completion of tasks， not based on a curve， students can only blame themselves for poor 

marks. 

Content 

The content of an NRT should be very general， and students should have no idea of what will be on the 

test. As students are expected to come from various backgrounds (di百erentclasses， schools， communities， 

even countries)， there should be a wide variety of test items. 

With a CRT， the content should be drawn from the course， and students should have a good idea of what 
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they　will　encounter　on　the　test．　This　does　not　mean　that　they　should　know　the　questions　in　advance，　but　there

should　be　no　surprises　either．　The　test　content　should　come　from　what　was　covered　in　class　and／or　in　the　out－

side　reading　（or　listening，　or　viewing）　assignments．　By　testing　only　what　was　covered　in　the　course，　particu－

1arly　what　was　emphasized　by　the　instructor，　and　by　not　including　extraneous　material　for　the　sake　of　lowering

scores　andror　creating　a　curve，　it　reinforces　in　the　students’　minds　the　importance　of　the　material　from　the

classes　and　the　outside　assignments．　Similarly，　the　evaluation　of　assigned　tasks　should　be　based　on　estab－

lished　standards，　standards　that　should　not　change　even　if　all　students　（or　no　students）　are　meeting　them．　Test－

ing　experts　and　students　generally　find　these　practices　to　be　fair　and　objective．

Structure

　　　　NRTs　should　be　long，　and　they　may　include　lengthy　subtests．　The　structure　of　an　NRT　is　closely　linked

to　its　purpose，　which　is　to　distribute　scores　over　a　broad　range．　To　accomplish　this　objective，　it　is　essential

that　there　are　a　large　number　of　items　on　the　test．　These　tests　typically　take　hours　to　administer　because　they

are　so　1arge．

　　　　CRTs　tend　to　be　shorter　than　NRTs．　This　is　largely　due　to　CRTs　being　narrowly　focused　on　the　content

of　particular　courses．　CRTs　may　have　various　subtests，　and　these，　too，　will　be　short　in　length　and　focus　on

specific　material　from　the　course．　As　they　are　usually　administered　during　class　hours　or　during　the　examina－

tion　period　at　the　end　of　a　term，　they　tend　to　be　much　shorter　in　duration　than　NRTs．

Score　Distributions　and　lnterpretations

　　　　These　interrelated　issues，　score　distributions　and　interpretations，　are　where　NRT　principles　are　often　mis－

takenly　applied　to　CRT　situations．　With　NRTs，　there　should　be　a　normal　distribution　of　scores，　a　bell　curve，

and　a　student’s　performance　is　compared　to　those　of　other　students．　A　student’s　performance　is　relative　to　the

performances　of　others，　and　scores　are　typically　reported　in　percentiles　一　students　are　ranked．　With　CRTs，

distributions　may　be　normal，　but　they　are　usually　not　nomial．　A　student’s　performance　is　judged　regarding　the

course　material　covered　or　tasks　assigned．　A　student’s　scores　are　absolute　in　that　they　pertain　to　how　much

the　student　has　mastered　or　completed，　and　they　are　generally　reported　as　a　percentage　一　there　is　no　ranking，

and　every　student　can　potentially　get　a　perfect　score．

　　　　These　distinctions　between　the　score　distributions　and　interpretations　of　NRTs　and　CRTs　haVe　been　thor－

oughly　covered　in　the　educational　and　language　testing　literature．　As　explained　by　Hopkins　et　al．　（1990），

　　　　　　Individual　differences　are　the　maj　or　emphasis　of　norm－referenced　testing　（NRT），　but　they　are　of　no　concern

　　　　　　in　mastery　or　criterion－referenced　testing　（CRT）．　lf　everyone　scores　100　percent　on　the　test，　so　much　the

　　　　　　better　（assuming　the　test　is　valid）．　CRT　assessments　should　reveal　what　competencies　an　individual　student

　　　　　　does　and　does　not　possess，　not　how　he　or　she　compares　with　norms　or　peers　（NRT）．　（p．184）

In　B　achman’s　（1990）　words，

　　　　　　Criterion－referenced　（CR）　tests　are　designed　to　enable　the　test　user　to　interpret　a　test　score　with　reference　to

　　　　　　a　criterion　level　of　ability　or　domain　content．　An　example　would　be　the　case　in　which　students　are　evalu－

　　　　　　ated　in　terms　of　their　relative　degree　of　mastery　of　course　content，　rather　than　with　respect　to　their　relative
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they will encounter on the test. This does not mean that they should know the questions in advance， but there 

should be no surprises either. The test content should come from what was covered in class and/or in the out-

side reading (or listening， or viewing) assignments. By testing only what was covered in the course， particu-

larly what was emphasized by the instructor， and by not including extraneous material for the sake of lowering 

scores and/or creating a curve， it reinforces in the students' minds the importance of the material from the 

classes and the outside assignments. Similarly， the evaluation of assigned tasks should be based on estab-

lished standards， standards that should not change even if all students (or no students) are meeting them. Test-

ing experts and students generally find these practices to be fair and objective. 

Structure 

NRTs should be long， and they may include lengthy subtests. The structure of an NRT is closely linked 

to its pu中ose，which is to distribute scores over a broad range. To accomplish this objective， it is essential 

that there are a large number of items on the test. These tests typically take hours to administer because they 

are so large. 

CRTs tend to be shorter than NRTs. This is largely due to CRTs being narrowly focused on the content 

of particular courses. CRTs may have various subtests， and these， too， will be short in length and focus on 

specific material from the course. As they are usually administered during class hours or during the examina-

tion period at the end of a term， they tend to be much shorter in duration than NRTs. 

Score Distributions and Interpretations 

These interrelated issues， score distributions and interpretations， are where NRT principles are often mis-

takenly applied to CRT situations. With NRTs， there should be a normal distribution of scores， a bell curve， 

and a student' s performance is compared to those of other students. A student' s performance is relative to the 

performances of others， and scores are typically reported in percentiles - students訂eranked. With CRTs， 

distributions may be normal， but they are usually not normal. A student's performance is judged regarding the 

course material covered or tasks assigned. A student's scores are absolute in that they pertain to how much 

the student has mastered or completed， and they are generally reported as a percentage -there is no ranking， 

and every student can potentially get a perfect score. 

These distinctions between the score distributions and interpretations of NRTs and CRTs have been thor-

oughly covered in the educational and language testing literature. As explained by Hopkins et al. (1990)， 

Individual di百'erencesare the major emphasis of norm-referenced testing (NRT)， but they are of no concem 

in mastery or criterion-referenced testing (CRT). If everyone scores 100 percent on the test， so much the 

better (assuming the test is valid). CRT assessments should reveal what competencies an individual student 

does and does not possess， not how he or she comp紅白withnorms or peers (NRT). (p.184) 

In Bachman's (1990) words， 

Criterion-referenced (CR) tests are designed to enable the test user to interpret a test score with reference to 

a criterion level of ability or domain content. An example would be the case in which students are evalu-

ated in terms of their relative degree of mastery of course content， rather than with respect to their relative 
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　　　　　　ra薮ki盆g　in癒e　dass．　Thミュs，　a難§滋de溢s　wh◎】瞼a蕊er亡he　co礎se　c（）蟹e櫨搬ight　rece韮ve　a難‘A？，　iπe§pec重ive　of

　　　　　　how　many　students　achieve　this　grade．　The　primary　concerns　in　developing　a　CR　test　are　that　it　adequately

　　　　　　represent　the　criterion　ability　level　or　sample　the　content　domain，　and　that　it　be　sensitive　to　leveis　of　abiiity

　　　　　　◎rdegrees◎f斑as案ery◎f業he　dil臨re難重co磁P◎難e獄t§◎f業ha重d◎f嚢ai難．（P．74）

Brewn　（1995）　writes，

　　　　　　Teachers　will　be　cemforted　to　know　that　a　normal　disuibution　（coiumonly　known　as　a　bell　curve）　may　not

　　　　　　necessarily　occur　in　the　scores　of　their　classroom　tests．．．．　ln　addition，　on　CRTs，　the　ideal　distributions

　　　　　　would　occur　if　all　ef　the　st“deitts　scered　zero　at　the　begifiniRg　of　a　cegrse　（indicating　that　they　all　desper－

　　　　　　ately　needed　to　learn　the　material）　and　100　percent　at　the　end　of　the　course　（indicating　that　all　of　the　stu－

　　　　　　dents　have　learned　all　of　the　material　perfectly）．　Neither　of　these　ideals　is　ever　really　met，　even　with　a　good

　　　　　　毛esゆ磁£he　sc◎res　1㎡ght　1◎gicaHy　be‘‘sc欝ched登P”重oward　the　b磯。搬◎f　the懲ge　at重he　begi纏磁9◎f　a

　　　　　　course　and　toward　the　top　of　the　range　at　the　end　of　the　course．　Hence　for　a　number　of　reasons，　expecting　a

　　　　　　normal　distribution　in　classroom　testing　is　unreasonable．　Nonetheless　some　administrators　expect　just　that，

　　　　　　羅s纏a1韮y桑簸the簸a登｝e◎f‘‘gradi薮g　o難ac羅rve．”（P．17）

As　the　practice　of　task－based　teaching　aRd　assessment　has　grown　in　the　field　of　language　teaching，　the

thoughts　of　Hughes　（2003）　on　CRTs　should　be　noted　as　well：

　　　　　　The　purpose　of　criterion－referenced　tests　is　to　classify　people　according　to　whether　or　not　they　are　able　to

　　　　　　perform　some　task　or　sets　of　tasks　satisfactorily．　The　tasks　are　set，　and　the　performances　are　evaluated．　lt

　　　　　　does　not　matter　in　principle　whether　all　the　candidates　are　successfu1，　or　none　of　the　candidates　successfu1．

　　　　　　The　tasks　are　set，　and　those　who　perform　them　satisfactorily　‘pass’；　those　who　don’t，　‘fail’．　This　means　that

　　　　　　stude嬢s　are　e難couraged窺◎搬easure　their　pr◎gress　in　re粟a重i◎温◎mea登i織gf嚢董criteria，　w註h◎雛艶eli鼓9毛ha宅，

　　　　　　because　they　afe　less　able　thaR　most　of　their　fellows，　they　are　destined　to　fail．　（p．21）

　　　　In　conclusion，　NRTs　and　CRTs　are　different　instruments．　NRTs　are　for　comparing　students．　They　are

typically　lengthy　tests　with　numerous　items　that　are　general　in　nature．　Students’　scores　should　be　spread　out

over　a　continuum，　and　the　distribution　should　be　normal．　Students’　scores　are　usually　reported　as　a　percentile

as　the　purpose　of　the　test　is　to　compare　students’　performances．　CRTs　are　for　determiniRg　hgw　much　course

material　has　been磁as重ered◎r　h◎w憩la簸y重ask：s　h縦ve　bee盤。◎超ple重ed．　They　are　ge熟eraUy　sho1電er　i！｝leRgth

｛han　NRTs，　and　the　items　er　tasks　are　specific　to　｛he　course．　S　tudent　scores　may　not　fa11　in　a　normal　distribu－

tion，　particularly　if　a　class　consists　of　diligent　students　who　master　the　course　materials　and／or　complete　all

tasks　to　established　standards．　Scores　are　usually　reported　as　percentages　or　as　passlfail　as　the　purpose　of　the

assessment　is　to　check　mastery　of　content　or　compietion　of　tasks．　Educators　need　both　NRTs　and　CRTs，　but　it

is　important　to　understand　that　the　prificiples　of　norm－referenced　testing　only　apply　to　norm－refereficed　testing

situati（搬s　a難d　that重he　p】d難ciples　of　c】dteri◎1トrefc｝re1｝ced重es毛i簸9◎難iy　apPly塗◎c】d給】d◎難一refereRced£esti難g　si搬一

aticRs．　They　are　Ret　interchaRgeable．
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ranking in the c1ass. Thus， al1 students who master the course content might receive an ‘A¥irrespective of 

how many students achieve this grade. The primary concems in developing a CR test are出atit adequately 

represent the criterion ability level or sample the content domain， and that it be sensitive to levels of ability 

or degrees of masteηofthe di百erentcomponents of that domain. (p. 74) 

Brown (1995) writes， 

Teachers will be comforted to know that a normal distribution (commonly known as a bell curve) may not 

necessarily occur in the scores of their c1assroom tests.… In addition， on CRTs， the ideal distributions 

would occur if a11 of the students scored zero at the beginning of a course (indicating出atthey all desper櫛

ately needed to leam the material) and 100 percent at the end of the course (indicating that all of the stu欄

dents have leamed all of the material perfect1y). Neither of these ideals is ever really met， even with a good 

test， but the scores might logically be “scrunched up" toward the bottom of the range at the beginning of a 

course and toward the top of the range at the end of the course. Hence for a number of reasons， expecting a 

normal distribution in c1assroom testing is unreasonable. Nonetheless some administrators expect just that， 

usually in the name of "grading on a curve." (p.17) 

As the practice of task -based teaching and assessment has grown in the field of language teaching， the 

thoughts of Hughes (2003) on CRTs should be noted as well: 

The purpose of criteriorトreferencedtests is to c1assify people according to whether or not they are able to 

perform some task or sets of tasks satisfactorily. The tasks are set， and the performances are evaluated. It 

does not matter in principle whether all the candidates are successful， or none of the candidates successful. 

The tasks are set， and those who perform them satisfactorily ‘pass'; those who don't，‘fail'. This means that 

students are encouraged to measure their progress in relation to meaningful criteria， without feeling that， 

because they are less able than most of their fellows， they are destined to fail. (p.21) 

In conclusion， NRTs and CRTs are di百erentinstruments. NRTs are for comparing students. They are 

typically lengthy tests with numerous items that are general in nature. Students' scores should be spread out 

over a continuum， and the distribution should be normal. Students' scores are usually reported as a percentile 

as the purpose of the tes 
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九州大学大学院人間環境学研究院　　　　　　久米　　弘

九州大学大学院人間環境学府博士後期課程　　石田智恵美

1．はじめに

　周知のように，授業（教授活動）は，まず教師（教授者）によって意図的に計画・準備（設計：

Plan）される。そして教室等において目的意識的に運営（実施：D◎）され，その後，当初の目的・

目標に照らして吟味・検討（評価：See）が加えられることになる（図1）。この場合の評価は，学

習者にある種のテストを実施し，数値を割り付けることではない。学習者に対する数値の割り付け

（評定）は，評価活動の中の一一つの技術にすぎず，それだけでは教授活動における種々の問題を解

決することにはつながらない。即ち，割り当てられた数値を見ただけでは，学習者が自らの学習を

改善できないだけでなく，教授者が自らの教授活動を改善することもできない。

　永野重文は，クローンバックの定義「評価とは，教育プログラムについて決定を下すための情報

の収集と利用である」を引用し，「意志決定の方法としての評価」について次のように述べている1）。

　　「具体的にいえば，例えば割合の導入が教科書によって違っているが，どのような指導がよい

　かを判断するために，それぞれの教科書の特徴を調べたり，そういう特徴をもった教科書を使っ

　て指導をする以前に，日常生活で子どもたちが自然に習得しているかも知れない，割合概念（例

　えば，商店の「割引き」，野球選手の「打率」や，野球チームの「勝率」などの理解など〉につ

　いて調査をしたり，教科書を使ったときの授業中の子どもの反応を収集したりする。指導後もテ

　ストの成績を調べるだけでなく，誤答の特徴を分析するなどして，指導法の違いが子どもの学習

　にどのような影響を与えるかを調査する。というような活動を教育評価と呼ぶことにしょうとい

　うのである。」2）

　意志決定の方法としての評価がなされた：場合，教授者は入手した情報に基づき学習者の学習前の

状態を把握し，教授内容について吟味，教授方略を検討することが可能となり，結果として自らの

教授活動を改善することが可能になる。言い換えれば，「意思決定の方法としての評価」によって

学習者の学習前後の状態を把握することは，教授者の教授活動を評価することにもつながるのであ

施
ω
実
Φ

設計（Plan）

評価
（See）

図1　評価活動（PDSサイクル）
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1 .はじめに

看護学生の知識の構造化のための

講義・演習・実習連携評価モデル

九州大学大学読人間環境学研究毘

九州大学大学院人間環境学府博士後期課税

久米 弘

石田智恵美

男知のように授業(教授活動)は，まず教部(教授者)によって意図的に計画・準備

Plan) される O そして教室等において百的意識的に運営(実誌:Do) され，その後，当初の目的・

目標に照らして吟味・検討(評価:See)が加えられることになる(図 1) 0 この場合の評価は，学

習者にある種のテストを実施し，数値を割り付けることではない。学習者に対する数値の割り付け

は，評価活動の中の一つの技術にすぎず，それだけでは教授活動における種々の問題を解

決することにはつながらない。即ち，割り当てられた数値を見ただけでは，学習者が自らの学習を

改善できないだけでなく，教授者が自らの教授活動を改善することもできない。

永野重文は，クローンバックの定義「評錨とは，教育プログラムについて決定を下すための情報

の収集と利用である」を引用し 「意志決定の方法としての評価Jについて次のように述べている九

「具体的にいえば例えば割合の導入が教科書によって違っているが どのような指導がよい

かを判断するために，それぞれの教科書の特徴を調べたり，そういう特徴をもった教科書を使っ

て指導をする以前に，日常生活で子どもたちが自然に習得しているかも知れない，割合概念(例

えば，高岩の「書拐iきJ，野球選手の f打率jや，野球チームの「勝率jなどの理解など〉につ

いて調査をしたり 教科書を使ったときの授業中の子どもの反応を収集したりする O 指導後もテ

ストの成績を調べるだけでなく 誤答の特徴を分析するなどして，指導法の違いが子どもの学習

にどのような影響を与えるかを調査する O というような活動を教育評価と呼ぶことにしようとい

うのである。J2)

意志、決定の方法としての評価がなされた場合 教授者は入手した情報に基づき学習者の学習前の

状態を把握し，教授内容について吟味，教授方略を検討することが可能となり，結果として岳らの

教授活動を改善することが可能になる O 言い換えれば， I意思決定の方法としての評価jによって

学習者の学習前後の状態を把握することは，教授者の教授活動を評価することにもつながるのであ

実施
(Do) 
ワ評価

(See) 

図1 評価活動 (PDSサイクル)
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る。そして，教授者が学習者の情報を収集する過程は，学習者がその時点での自らの学習状況を把

握する機会となり得るし，このことは，ひいては学習者自らが自身の学習を改善することにもつな

がる可能性を示している。

　ところで，看護系大学の授業は，講義・演習・実習から成り立っており，それぞれの授業におい

て図1のモデルに基づいた評価活動が行われることは言うまでもない。しかし，看護学生の知識の

構造化をめざした「意志決定としての評価」を実現しようとするならば，評価活動が講義・演習・

実習それぞれにおいて独立して行われるだけでは，看護学生の知識を孤立化させてしまうことにな

りかねない。従って，教授活動の設計とその評価において何らかの工夫が必要となる。本論では，

看護学生の知識の構造化を目指して，講義・演習・実習を連携させた設計・評価モデルを教授活動

の具体例とともに提案することを目的とする。

2．看護系大学における教育と評価

1）教育目標

　看護系大学は，看護学生が卒業時に国家試験受験資格を得られるように，保健画譜出師看護師学

校養成指定規則に定められている科目をカリキュラムに盛り込むことが必要である。即ち，看護系

大学は，国家資格を得るために必要な知識と共に，一定水準の看護技術を，修業年限に定められた

期間内で看護i学生に獲得させなければならないと言える。つまり，看護i系大学の教育目標は，国家

試験に合格し得るだけの知識と即戦力となり得る看護技術を持った看護師を育てることなのである。

2）看護実践と看護技術

　看護・医学事典には，「看護とは，人間の健康の問題について，良好な人間関係を基盤とし，専

門的知識と技術を通じて対象者に的確な援助を与えることj3）と記されている。この場合の「技術」

は言うまでもなく看護技術のことを指しているのだが，川島によると，「多数の看護学の教科書類

を参照しても看護技術そのものについての考え方や説明はないに等しい」‘｝と言う。

　ところで，武谷は，技術論の中で「技術とは人間実践（生産的実践）における客観的法則性の意

識的適用」5）と定義している。武谷の定義を援用するならば，看護を実践するための技術である看護i

技術は，「看護師が看護という人間実践において，対象（患者等）に対し，的確な援助を行うため

の法則（ルール）の意識的な適用」と考えられるだろう。

3）看護実践と問題解決

　一般に，看護の対象にはそれぞれの個別性があり，しかもその心身の状況は刻々と変化する。従っ

て，対象の状況に即応するためには，適切な看護技術を選択し，対象の個別性に応じて工夫するこ

とが必要である。しかも，先の武谷の言葉を借りれば，この看護技術の選択・工夫の前には，「ルー

ル」の「意識的な適用」が必要である。つまり，看護実践の場は，対象に即応し最適な「ルール」

を見出し「意識的に」その「ルール」を適用する場と考えられる。換言すれば，看護実践の場で看

護師が看護技術を適用する際，対象に見られる「症状」から可能性の高い複数の「ルール（ここで

は『症状』と『その原因』との関係性を記述したものと考える）」を瞬時に導き出し，さらに，そ

れらの中から最適な「ルール」を絞り込むという作業を看護師が行うことになる。このような作業

はまさに問題解決と呼ばれるべきものであり，従って，看護実践の場は，看護技術を用いるための
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るO そして，教授者が学習者の靖報を収集する過程辻，学習者がその時点での自らの学習状況を把

握する機会となり得るし このことは ひいては学習者自らが自身の学習を改善することにもつな

がる可能性を示している O

ところで，看護系大学の授業は，講義・演習・実習から成り立っており，それぞれの授業におい

て図 1のそデルに基づいた評価活動が行われることは言うまでもない。しかし 看護学生の知識の

講造化をめざした「意志決定としての評額jを実現しようとするならば，評錨活動が講義・演習・

実習それぞれにおいて独立して行われるだけでは，看護学生の知識を孤立化させてしまうことにな

りかねない。従って 教授活動の設計とその評価において何らかの工夫が必要となるO 本論では，

看護学生の知識の構造化を目指して，講義・演習・実習を連携させた設計・評価モデルを教授活動

の具体例とともに提案することを目的とする O

2 .看護系大学における教育と評価

1 )教育臼標

看護系大学は，看護学生が卒業時に国家試験受験資格を得られるように，保健郎助産師看護師学

校養成指定規則に定められている科目をカリキュラムに盛り込むことが必要である O 即ち，看護系

大学試，出家資格を得るために必要な知識と共に，一定水準の看護技術を， ~事業年援に定められた

期間内で肴護学生に獲得させなければならないと言える O つまり，看護系大学の教育目標は，国家

試験に合格し得るだけの知識と即戦力となり得る看護技術を持った看護締を育てることなのである O

2 )看護実践と看護技術

看護・医学事典には， r看護とは，人間の健康の問題について，良好な人間関係を基盤とし，専
門的知識と技術を通じて対象者に的確な援助を与えることJ3lと記されている C この場合の「技術j

は言うまでもなく看護技術のことを指しているのだが，川島によると， r多数の看護学の教科書類
を参照しでも看護技術そのものについての考え方や説明はないに等しいJ4)t言う O

ところで，武谷は，技術論の中で「技術とは人間実践(生産的実践)における客観的法則性の意

識的適用J5)と定義している O 武谷の定義を援用するならば，看護を実践するための技術である看護

技術は， r看護部が著護という人間実践において，対象(患者等)に対し，的確な援助を行うため
の法則(ルール)の意識的な適用jと考えられるだろう O

3 )看護実践と問題解決

一般に，看護の対象にはそれぞれの個別性があり，しかもその心身の状況は刻々と変化する O従っ

て，対象の状況に即応するためには，適切な看護技術を選択し，対象の個別性に応じて工夫するこ

とが必要である O しかも 先の武谷の言葉を借りればこの著護技術の選択・工夫の前には， rJレー

ルJの「意識的な適用Jが必要である O つまり，看護実践の場は，対象に即応し最適な「ルールJ

を見出し f意識的にjその「ルールjを適用する場と考えられる O 換言すれば，看護実践の場で看

護帥が看護技術を適用する際 対象に見られる「症状jから可能性の高い複数の「ルール(ここで

は f症状jと fその原因jとの関係性を記述したものと考える)Jを瞬時に導き出し，さらに，そ

れらの中から最適な「ルールjを絞り込むという作業を看護鰐が行うことになる O このような作業

はまさに問題解決と呼ばれるべきものであり 従って 看護実践の場は 看護技術を用いるための
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問題解決の場と考えるべきである。

4）看護実践における問題解決モデル

　問題解決に関しては工藤が，記憶している内容以上のことを「生産」することによって解決する

「生産的解決」と，過去の記憶をそのままよみがえらせる形で問題を解決する「再生的解決」に分

けており，問題解決の過程には，①「仮説の創造」，②「予想の導出」③「仮説の確かめ」の3つ

のステップがあると言う§）。このことを踏まえ，看護実践という問題解決の場を考えてみるならば，

単に記憶を再生するだけの「再生的解決」では対象の個別性や状況の変化に即応することが不可能

なため，「生産的解決」が繰り返し行われることになろう。具体的には，対象に起こっている発熱

等の症状（実例）の原因を，関係性（ルール）を基に次のような3つの段階を経て推測していると

考えられる。

　段階①　妥当性が高い原因を（複数）絞り込む。

　段階②段階①で絞り込んだ原因から可能性のある他の症状を予想する（例えば感染していると

　　　　　すれば血液検査で炎症所見がみられる等）。

　段階③段階②で予想した症状を測定や検査結果等の観察によって確かめる。その結果，予想通

　　　　　りであれば原因の特定ができ，予想と異なる場合は段階①に戻ることになる。

　段階①で行われていることは，まさに工藤の言う「仮説の創造」に他ならない。つまり，看護実

践の場において的確に問題解決するためには「生産的解決」が必要であり，従って看護i師となるべ

く学習している看護学生にとっては，看護技術を単なるスキルとして学習するだけでなく，積極的

に生産的問題解決が行えるように訓練される必要がある。

　工藤は，生産的解決には「仮説の創造」が重要な役割を果たすと主張しており，このことは段階

①の重要性を支持するものである。さらに仮説の創造に寄与する知識に関して，「孤立した形では

うまく利用できず，相互に関連した複数の知識のまとまり（これを『知識体系』という〉を考慮し

なければならない」7）と言っている。また，実例（eg“i）を持たない命題（ルール＝・ru＊2）や，包含

するruを持たないといった，「孤立した知識」は再生的な解決しか成しえない8）とも言う。

　一方，石田・久米によれば，看護学生は演習や実習の場面で，当該の看護技術の必要性や測定値

（血圧や体温等）の意味，それらの背景にある機序について質問しても答えられないことがあると

言う9）。また，看護学生は知識どうしを結びつけて構造化するよりも，むしろ新たなものとして個々

に覚えようとする可能性が高く，知識が孤立化してしまいがちである10）と言う。このような看護i学

生の知識の獲得状況からは，生産的解決の実践が困難を極めるのはもちろんのこと，再生的解決す

ら難しい。単に知識を暗記しようとすると，記憶の容量に限界がある上，記憶を維持するために時

間とエネルギーを費やすことになるからである。

5）思考モデル

　構1造化されていれば，ruは必ずegをもち，　egには必ずそれが属するruが存在する。しかし，先

に述べた看護学生の場合，必ずしもruとegが結びついていない。細谷はegを持たない一般性を

＊1　エグと呼ぶ。ある程度の特殊性をもった命題。例えば，ある現象の記述，ある特定のものとものとの問の関係など。

＊2　ルと呼ぶ。ある一般性をもった命題で，そこに代入例を当てはめることのできるもの。例えば，定義，数学公式，公理，
　　仮説など。なお＊1・＊2については，Evansら（1962i6）），細谷（1981i7），1983iS））を参照のこと
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問題解決の場と考えるべきである O

4 )看護実践における問題解決モデル

問題解決に関しては工藤が，記憶している内容以上のことを「生産jすることによって解決する

「生産的解決jと，過去の記憶をそのままよみがえらせる形で問題を解決する「再生的解決jに分

けており，問題解決の過程に辻，①「仮説の創造J，@ r予想、の導出j③「仮説の確かめjの3つ
のステッブがあると言うが。このことを踏まえ，看護実践という問題解決の場を考えてみるならば，

単に記憶を再生するだけの「再生的解決jでは対象の個別性や状況の変化に即応することが不可能

なため， r生産的解決jが繰り返し行われることになろう O 具体的には，対象に起こっている発熱
等の症状(実例)の原因を，関係性(ル…ル)を基に次のような 3つの段階を経て推測していると

考えられる O

段階① 安当性が高い原因を(複数)絞り込む。

段階②段階①で絞り込んだ原因から可能性のある飽の症状を予想する(例えば感染していると

すれば血譲検査で炎症所見がみられる等)。

段階③段階②で予想した症状を灘定や検査結果等の観察によって確かめる O その結果，予想通

りであれば原因の特定ができ 予想と異なる場合は段階①に決ることになる O

段階①で行われていることは，まさに工藤の言う「仮説の創造Jに他ならない。つまり，看護実
践の場において的確に問題解決するためには[生産的解決」が必要で、あり 従って看護師となるべ

く学習している看護学生にとっては，看護技術を単なるスキルとして学習するだけでなく，積極的

に生産的問題解決が行えるように訓練される必要がある O

工藤は，生産的解決には「仮説の創造jが重要な役割を果たすと主張しており，このことは段階

①の重要性を支持するものである O さらに仮説の叡造に寄与する知識に関して f孤立した形で誌

うまく利用できず，相互に関連した複数の知識のまとまり(これを f知識体系jという)を考意し

なければならないJ)e言っているOまた，実例 (eg*l)を持たない命題(ルール=ru*2)や，包含

する mを持たないといった 「孤立した知識Jは再生的な解決しか成しえない8)とも言う O

一方，石田・久米によれば，看護学生は演習や実習の場面で，当該の着護技術の必要性や測定値

(血圧や体溢等)の意味，それらの背景にある機序について質問しでも答えられないことがあると

言う九また，看護学生は知識どうしを結びつけて構造化するよりも，むしろ新たなものとして個々

に覚えようとする可能性が高く 知識が孤立化してしまいがちである削と古う O このような看護学

生の知識の獲得状況からは，生産的解決の実践が国難を謹めるのはもちろんのこと，再生的解決す

ら撃しい。単に知識を詰記しようとすると，記壌の容量に援界がある上，記壌を雑持するために時

間とエネルギーを費やすことになるからである O

5)思考モデル

構造化されていれば ruは必ずegをもち， egには必ずそれが属する mが存在するOしかし，先

に述べた看護学生の場合，必ずしも m とegが結びついていない。細谷は egを持たない一般性を

* 1 エグと呼ぶ。ある程度の特殊性をもった命題。例えば，ある現象の記述，ある特定のものとものとの聞の関係など。
*2 ルと呼ぶ。ある一般性をもった命題で，そこに代入例を当てはめることのできるもの。例えば，定義，数学公式，公理，
仮説など。なお*1・*2については， Evansら(196216))，紹谷(四81ペ198318)) を参般のこと
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持った命題を「スローガン（sl）」と呼び，　ruを持たない特殊性を持った命題を「ファクト（ft）」

と呼んだ’｝〉。slはegと結びつけばruとなり得るし，　ftはruと結びつけばegとなり得る。しかし，

これらの結びつきを無視すれば，いつまでもslあるいはftのまま孤立した知識として看護学生の

頭の中に存在することになる。おそらく，看護学生は知識どうしを結びつけているruに着目でき

ず，slやftのままの孤立した知識として記憶していると思われる。　slがegと結びつく，あるいはft

がruと結びつくためには，単純にはslに対応するegを示してru化し，また，　ftに対応するruを

示してeg化するという作業が必要となる。看護学生自らがこのようなru化やeg化という操作の

できない状態であるなら，教師側で何らかの方略を用意する必要があるだろう。

　ところで，問題解決について細谷は，「課題の正しい解決は，その課題を支配する『ルール』，さ

らには『ルール』が，相互に関連しあった『ルールシステム（rule－system）』を獲得することによっ

てもたらされる」と言っている12）。さらに細谷は，「ルールをもてば，そのルールが支配する事例

（example，　eg．）についての課題の解決は可能になるjと説明しながらも，「ルールの言語的表現を

それとして銘記し，スラスラといえるようになったからといって，エグについての問題を解決しう

るとは限らない」と言い，問題が解決されるためには，「ルール⇔エグのあいだの一対多の変換操

作が，自由自在に行えるようにならなければならない」と言っている13）。つまり，問題解決のため

には，課題を支配するmを獲得しておく必要があり，さらにruからegへ，あるいはegからruへ

の変換が自由に行える必要があるということになる。つまり，このような変換操作を自由に行える

ことが問題解決を可能にし，さらには看護実践の場におけるルール（法則）の意識的適用が可能に

なるであろう。

6）看護系大学のカリキュラムに見られる学習モデル

　看護系大学の場合，カリキュラムの構成上，解剖・生理学や薬理学などの専門基礎科目を専門科

目よりも先に学ばせる。このことは，専門基礎科目が上位のruになり，学年が進み専門科目を学

ぶにつれて，すべての科目が下位のruとして結びつき，構造化されるように意図されていること

を示す。そして，看護学生の頭の中でもカリキュラムと同じように知識の構造ができ上がると期待

されているのである。もしも看護学生の外にあるカリキュラムという知識体系が，そのまま看護学

生の内に取り込まれ看護学生自身の知識体系となるならば，知識は孤立することはないだろう。し

かし，前述したような看護学生の実態からは，知識は単に暗記するものであり，どんなに外にある

カリキュラムが正しく・美しく構造化されていたとしても残念ながら看護i学生の知識構造とは無関

係である。

7）看護学生の知識と思考

　看護i実践に必要な知識や技術を獲得させるために，専門科目である各領域の看護学（基礎・成入・

小児・母性・老年・精神・地域）では，知識を獲得させるために用意された講義と，看護技術を習

得させるための演習，さらに，看護実践対象に対し，知識と看護技術を使う看護i学実習（以下実習

と略する）の3つで構成されている。カリキュラム上は，講義・演習・実習を通じて，看護学生が

知識と技術を統合できるように構成されてはいる。しかしながら，前述したように，看護学生が演

習や実習の場面で，当該の看護技術の必要性や測定値の意味等について質問しても答えられないの

は，講義で教授された事柄を演習や実習に結びつけようとせず，1つ1つの事柄を個別なものとし
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持った命題を「ス口ーガン (s1)Jと呼び mを持たない特殊性を持った命題を「ファクト(白)J

と呼んだ山o slはegと結びつけばm となり得るし，長はm と結び、つけばegとなり得る O しかし，

これらの結びつきを紫視すれば いつまでも slあるいは長のまま孤立した知識として看護学生の

頭の中に存在することになる O おそらく，看護学生は知識どうしを結びつけている mに着目でき

ず， slや自のままの孤立した知識として記憶していると思われるo slがegと結びっく，あるいは自

がm と結び、つくためには，単純には slに対応する egを示して m化し，また，設に対応する mを

示して eg化するという作業が必要となる O 看護学生自らがこのような m化や eg化という操作の

できない状態であるなら，教師側で何らかの方略を用意する必要があるだろう O

ところで，問題解決について紹谷は， r課題の正しい解決は，その課題を支配する fル-)レ1 さ
らには『ルールjが，相互に関連しあった『ルールシステム (rule-system)jを獲得することによっ

てもたらされるjと言っている凶。さらに細谷は 「ルールをもてば そのルールが支配する事例

(example， eg.) についての課題の解決は可能になるjと説明しながらも， r)レールの言語的表現を
それとして銘記し，スラスラといえるようになったからといって，エグについての問題を解決しう

るとは限らないjと言い 問題が解決されるためには 「ルール0エグのあいだの一対多の変換操

作が，自由自在に行えるようにならなけれぽならないjと言っている出。つまり，需題解決のため

には，課題を支配する mを獲得しておく必要があり，さらに mから egへ，あるいは egから mへ

の変換が自由に行える必要があるということになる O つまり，このような変換操作を自由に行える

ことが問題解決を可能にし さらには看護実践の場におけるル…ル(法期)の意識的適用が可能に

なるであろう O

6 )看護系大学のカリキュラムに見られる学習モデル

看護系大学の場合，カワキェラムの構成上 解剖・生理学や薬理学などの専門基礎科自を専門科

目よりも先に学ばせる O このことは 専門基礎科目が上伎の m になり 学年が進み専門科目を

ぶにつれて，すべての科目が下位の m として結びつき，構造化されるように意図されていること

を示す。そして 看護学生の頭の中でもカリキュラムと同じように知識の構造ができ上がると期待

されているのである O もしも看護学生の外にあるカリキュラムという知識体系が，そのまま看護学

生の内に取り込まれ看護学生自身の知識体系となるならば，知識は孤立することはないだろう O し

かし，前述したような看護学生の実態からは，知識は単に暗記するものであり，どんなに外にある

カリキュラムが正しく・美しく講造化されていたとしても残念ながら看護学生の知識構造とは禁関

係である O

7)看護学生の知識と思考

看護実践に必要な知識や技術を護得させるために専門科Bである各領域の看護学(恭礎・成人・

小児・母性・老年・精神・地域)では，知識を獲得させるために用意された講義と，看護技術を

得させるための演習，さらに，看護実践対象に対し，知識と看護技術を使う看護学実習(以下実習

と略する)の3つで講或されている O カワキュラム上は，講義・演習・実習を通じて，看護学生が

知識と技術を統合できるように構成されてはいる O しかしながら，前述したように，看護学生が演

習や実習の場面で，当該の看護技術の必要性や測定値の意味等について質問しでも答えられないの

誌，講義で教授された事柄を演習や実習に結びつけようとせず 1つ1つの事柄を11m別なものとし
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て覚えようとする傾向が強いことに起因している’4）。試験方法によっては単に講義内容を暗記する

だけでも合格し単位を取得することは可能である。しかし，単に講義内容を暗記するだけでは知識

は孤立し，さらに演習や実習においても同様に孤立した知識を増加させざるを得ない状況になる。

孤立した知識をいくら増加させても構造化されることはなく，当然，生産的な問題解決はなし得な

い。従って，生産的解決が必要となる実践の場において，対象の状況に応じた問題解決は不可能と

なる。

　例えば，看護学生が講義で学習する「疾患とその症状」の関係性は，1つの疾患について複数の

症状が存在し，テキスト等でも並列して説明されることがほとんどである。そのため看護学生は，1

つの疾患と症状を，単純に対応させて覚えていく傾向がある。症状から疾患へ向かって逆向きに考

えることはない。これが看護学生の講義における素朴で単純な思考（学習）方略である。

　一方，看護実践において，収集できる情報は主に対象に起こっている症状であり，しかもその症

状を引き起こす原因は複数存在することが一般的で，必ずしも原因と症状が単純に対応している訳

ではない。例えば，脱水によっても，感染によっても，あるいは，運動直後であっても，対象の体

温は平熱よりも高くなる。つまり看護実践の場においては，症状から推測される複数の原因の中か

ら，最も妥当性の高い1つの原因を特定する必要があり，そのためには妥当性の低いものから消去

していくという作業が必要となる。これが演習・実習で求められる思考方略であり，特に実習では，

1つの症状から複数の原因を推測し得るような思考方略が必要不可欠となる。

　このように，看護学生が講義等で用いる思考方略と，演習や実習で求められる思考方略との間に

は相違が存在する。看護学生にとって，講義において単に疾患と症状とを対応させて覚えただけで

は，実習の場で十分には活用できない。従って，実習に先立ち，講義・演習において妥当性の高い

原因を絞り込むような訓練が必要となる。

3．講義・演習・実習の連携の実際

1）講義と演習の連携

　実習は，実践を通じて知識と看護技術を統合する場であることは言うまでもなく，問題解決の場

でもあるため，実践した結果は看護学生個人のその時点での講義や演習での知識の獲得状況（知識

構造）を反映することになる。しかし，残念ながら講義と演習は制度上区別されており，それぞれ

関連性をもたせるようには配慮されていない。そのため，看護学生にとって最初の実践的な問題解

決の場となる実習において，看護技術を積極的に使えるようになるためには，教師が意図的に講義・

演習・実習とを連携させる必要がある。例えば，講義においては演習の事例（症状）を想定してルー

ル（メカニズム）を意図的に教授する，できうるならば，複数の症状から原因を特定させるような

思考（推論）方略にも言及する必要がある。演習においては，事例（症状）から複数の原因を推測

させ，妥当性の低いものから消去，妥当性の高い原因を特定させるような働きかけを，意図的に行

うことが必要である。これらの活動を行うことによって，看護学生自らが知識どうしを結びつけて，

知識を構造化することが可能になると考えられる。

2）対象・方法

　本研究ではJ看護i大学3年生112名に行われた母性看護i学の授業において，講義・演習・実習を
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て覚えようとする傾向が強いことに起因している凶o 試験方法によっては単に講義内容を暗記する

だけでも合格し単位を取得することは可能である O しかし 単に講義内容を暗記するだけでは知識

は孤立し，さらに演習や実習においても同様に孤立した知識を増加させざるを得ない状況になる O

孤立した知識をいくら増加させても構造化されることはなく 当然 生産的な問題解決はなし得な

い。従って，生産的解決が必要となる実践の場において，対象の状況に応じた問題解決は不可能と

なる O

例えば，看護学生が講義で学習する「疾患とその症状」の関係性は 1つの疾患について複数の

症状が存在し，テキスト等でも並列して説明されることがほとんどである O そのため看護学生は，1

つの疾患と症状を 単純に対応させて覚えていく傾向がある O 症状から疾患へ向かつて逆向きに考

えることはない。これが看護学生の講義における素朴で単純な思考(学習)方略である O

一方，看護実践において，収集できる情報は主に対象に起こっている症状であり， しかもその症

状を引き起こす原因は複数存在することが一般的で 必ずしも原因と症状が単純に対応している訳

ではない。例えば，脱水によっても，感染によっても，あるいは，運動直後であっても，対象の体

温は平熱よりも高くなる O つまり看護実践の場においては，症状から推測される複数の原因の中か

ら，最も妥当性の高い lつの原因を特定する必要があり，そのためには妥当性の低いものから消去

していくという作業が必要となる O これが演習・実習で求められる思考方略であり，特に実習では，

lつの症状から複数の原因を推測し得るような思考方略が必要不可欠となる O

このように，看護学生が講義等で用いる思考方略と，演習や実習で求められる思考方略との聞に

は相違が存在する O 看護学生にとって，講義において単に疾患と症状とを対応させて覚えただけで

は，実習の場で十分には活用できない。従って，実習に先立ち，講義・演習において妥当性の高い

原因を絞り込むような訓練が必要となる O

3.講義・演習・実習の連携の実際

1 )講義と演習の連携

実習は，実践を通じて知識と看護技術を統合する場であることは言うまでもなく，問題解決の場

でもあるため，実践した結果は看護学生個人のその時点での講義や演習での知識の獲得状況(知識

構造)を反映することになる O しかし，残念ながら講義と演習は制度上区別されており，それぞれ

関連性をもたせるようには配慮されていない。そのため 看護学生にとって最初の実践的な問題解

決の場となる実習において看護技術を積極的に使えるようになるためには教師が意図的に講義・

演習・実習とを連携させる必要がある O 例えば，講義においては演習の事例(症状)を想定してルー

ル(メカニズ、ム)を意図的に教授する，できうるならば，複数の症状から原因を特定させるような

思考(推論)方略にも言及する必要がある O 演習においては，事例(症状)から複数の原因を推測

させ，妥当性の低いものから消去，妥当性の高い原因を特定させるような働きかけを，意図的に行

うことが必要である O これらの活動を行うことによって，看護学生自らが知識どうしを結びつけて，

知識を構造化することが可能になると考えられる O

2 )対象・方法

本研究ではJ看護大学3年生112名に行われた母性看護学の授業において，講義・演習・実習を
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連携させるような教授活動を試みる。

　J看護大学において，母性看護学は，母性看護学概論・母性看護学1・母性看護学ll・母性看護

学実習で構成されている必須科目であり，卒業要件である128単位中の6単位を占めている。一般

に母性看護学の授業は，周産期（妊娠・分娩・産褥期）を中心に，母子の生理的変化や生理的変化

から逸脱した状態について理解し，必要な看護を習得させることを主な目的としている。

　ところで，母性看護学以外の看護学は，疾患を持った対象の健康問題を取り扱う。一方，母性看

護学は，健康な女性を対象とし，対象の生理的変化と生理的変化を逸脱した場合の健康問題を主に

取り扱うのが大きな特徴である。看護学全体を考えた場合，疾患を伴う対象を取り扱う看護学を典

型と考えると，健康な対象を取り扱う母性看護学は「特殊」であると考えられる。

3）演習の実際

　石田・久米は，J看護大学3年生112名に対する母性看護学1［［の技術演習において，講義と実習

を媒介させるものとして演習を位置付け，疾患と症状を単純に対応させている（知識を孤立化させ

ている）ような学生の知識をより構造化させるために，演習中に教師が意図的に発問し，学生の知

識がどのように変化するかを分析している。知識を単純に暗記して孤立化させやすい看護学生の実

態を踏まえ，演習に際しては次に示す事前準備と，2つの原則（対応原則）を使い看護学生と関わっ

ている15＞。

　事前準備：回答困難iな事前課題を作成し，解答させる

　　演習では，単に看護技術の手順を覚えさせたり事柄を暗記させるだけではなく，講義で示され

　　たであろう演習に必要な事柄を使って，なぜその看護技術を使うのかということをその背景に

　　ある人体のメカニズムと結びつけて考えさせたり，測定した値の意味について検討することを

　　ねらっている。演習に際して知っておくべき事柄に関する事前学習を求めた場合，看護学生は

　　テキストに記述されている内容をそのまま記述・暗記する傾向にある。そのため，テキストに

　　は解答が明記されてないような「症状から原因への推論」を事前課題として課し，看護学生個

　　人のその時点での答えをあらかじめ記述させる。このような課題を課すことにより，解答に関

　　する質問が出やすい状況を作り，教師と看護i学生との会話を多く持つことが可能となる。

　対応原則①：看護学生の疑問や質問に対して解答だけを伝えることを避ける

　　看護学生は，質問に対して教師が直接答えた内容を正答であると思い込み，そのまま暗記して

　　しまう傾向にある。従って，看護学生の疑問や質問に対し直接解答する事は避け，なぜそう考

　　えたのかと問い，その答えから看護学生の知識構造を類推し，既有の知識と結びつけさせるた

　　めのヒントを与え，最終的には看護学生自身に答えを述べさせる。

対応原則②：看護学生自らの言葉で説明させる

　　テキストの文言をそのまま記述・発言するような学生は，その知識を孤立させている可能性が

　　高い。従って，記述・発言の内容について，その意味を問い直したり背景にあるメカニズムに

　　ついて問うことで講義で示されたはずの知識に言及させ，学生自らの言葉で説明させ，既有の

　　知識と結び付けさせる。
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連携させるような教授活動を試みる O

J看護大学において，母性看護学は，母性看護学概論・母性看護学I.母性看護学II.母性看護

学実習で構成されている必須科目であり，卒業要件である128単位中の6単位を占めている O 一般

に母性看護学の授業は，周産期(妊娠・分娩・産祷期)を中心に，母子の生理的変化や生理的変化

から逸脱した状態について理解し 必要な看護を習得させることを主な呂的としている O

ところで，母性看護学以外の看護学は，疾患を持った対象の健康問題を取り扱う O 一方，母性看

護学は，健康な女性を対象とし，対象の生理的変化と生理的変化を逸脱した場合の健康問題を主に

取り扱うのが大きな特徴である O 看護学全体を考えた場合 疾患を伴う対象を取り扱う看護学を典

型と考えると，健康な対象を取り扱う母性看護学は「特殊Jであると考えられるO

3)演習の実際

石田・久米は， J著護大学3年生112名に対する母性看護学互の技術演習において，講義と実習

を媒介させるものとして演習を位置付け 疾患と症状を単純に対応させている(知識を孤立化させ

ている)ような学生の知識をより構造化させるために，演習中に教師が意図的に発問し，学生の知

識がどのように変化するかを分析している O 知識を単純に暗記して孤立化させやすい看護学生の実

態を踏まえ，演習に際しては次に示す事前準備と 2つの原則(対応原則)を使い看護学生と関わっ

ている 15)。

事前準備:自答国難な事前課題を作成し，解答させる

演習では，単に看護技術の手}II夏を覚えさせたり事柄を暗記させるだけではなく，講義で示され

たであろう演習に必要な事柄を使って なぜその看護技術を使うのかということをその背景に

ある人体のメカニズ、ムと結びつけて考えさせたり 測定した値の意味について検討することを

ねらっている O 演習に際して知っておくべき事柄に関する事前学習を求めた場合，看護学生は

テキストに記述されている内容をそのまま記述・暗記する領向にある O そのため，テキストに

は解答が明記されてないよう会「症状から原因への推論Jを事前課題として課し，看護学生個

人のその時点での答えをあらかじめ記述させる O このような課題を課すことにより，解答に関

する質問が出やすい状況を作り，教師と看護学生との会話を多く持つことが可能となる O

対応原則①:看護学生の疑問や質問に対して解答だけを伝えることを避ける

看護学生は，質問に対して教師が直接答えた内容を正答であると思い込み，そのまま暗記して

しまう鰭向にある O 従って，看護学生の疑問や実関に対し直接解答する事は避け，なぜ、そう考

えたのかと間い，その答えから看護学生の知識構造を類推し，既有の知識と結び、つけさせるた

めのヒントを与え 最終的には看護学生自身に答えを述べさせる O

対応原則②:看護学生自らの言葉で説明させる

テキストの文言をそのまま記述・発言するような学生は，その知識を孤立させている可能性が

高い。従って，記述・発言の内容について，その意味を間い直したり背景にあるメカニズムに

ついて問うことで講義で示されたはずの知識に言及させ，学生自らの言葉で説明させ，既有の

知識と結び付けさせる O
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　以上の事前準備と2つの対応原則に基づいて演習を実施し，演習中の教師と看護学生の会話をプ

ロトコル分析＊1した結果，演習中に次のような看護学生の変化がみられている。

　（D事前課題は看護学生にとって解答が困難であったため，教師に対して直接答えを求めるか，

　　あるいは，自分の回答した答えが正答か否かのみを確認していた。それに対し教師は，まず，

　　i看護学生が着目していると思われる知識（症状）から，ii獲得させるべき知識（症状が起こ

　　るメカニズム）に至るまでの，知識どうしの構造図を描いた。次にiからiiに至る知識を獲得

　　させるために，看護学生の知識構造を予測しながら発問と応答を行った。その際に，看護学生

　　の既有の知識を引き出すような問いかけをし，看護学生が自ら知識を結びつけ，自分の言葉で

　　説明できるまで繰り返し問い直した。看護学生は応答しながら，症状が起こるメカニズムにつ

　　いて，解剖・生理学的な知識を用い，一般的なレベルまで抽象化（ルール化）して述べたり，

　　他の看護学生に対して自分の言葉でその事柄を説明しようとしていた。

　（2）テキストなどに記載されている答えを組み合わせたような発言や記述をしている看護学生に

　　対しては，まずその答えで納得しているのかを教師が問い，次に看護学生自らの言葉でその事

　　柄を説明し直させた。説明している中で，説明が足りない部分については，教師や他の学生か

　　ら質問されることで，自ら理解していない部分に気付き，自分の言葉で説明することができて

　　いた。

　これら（1），（2＞の結果において，演習中に看護学生は既有の知識を使ってある症状の原因を推論し，

一般的なレベルに抽象化して自分の言葉で説明できたことから，先述の課題と教師の対応原則に基

づく会話により，看護i学生の知識の構造化を促進することができたと推測される。この結果を見る

限り，教師の意図的な発問に対して，学生は何らかの応答をしており，知識どうしは結びついてい

るように思われる。しかし，演習前と比較し構造化が促進したのか否か，あるいは講義で獲得すべ

きルールを演習で獲得できたのかについては，この結果だけからは不明であり，別の基準で測定し

てみることが必要となる。

　例えば，母性看護学演習Hでは，本論で取り上げた看護技術の演習の他に，実在する褥婦からの

情報をもとに作成された事例を使って，対象の情報の分析，看護上の問題の抽出，看護計画の立案，

そして看護実践と評価を実施する「看護過程の展開＊2」の演習も行っている。そして，看護学生が

情報を分析し結論づけるプロセスや看護計画の妥当性に対して，教師が個別指導を行っている。さ

らにその後の実習では，実際に妊婦や褥婦を受け持ち，演習の時と同様の様式を使って，情報の収

集から看護計画の立案，実践・評価までを行う。「看護過程の展開」の記述内容や，看護i実践の各

場面での発言と記録物の内容，学生と教師との会話等を，演習で行った時点のものと比較し分析す

ることにより，看護学生の知識が構造化されているか否か，あるいはどのように構造化されている

のかが明らかになり，演習の効果について確認できると思われる。

＊1　もともとのfプmトコル」は，外交や交渉のための公文書のもとになる「交渉中の詳しいやりとりの記録」である。ここ

　　から，誰かが誰かと共同する対話の出来事と解釈されf対話の出来事やその記録」のことを指すようになった。詳しくは
　　海保（1993ig＞），翫csso簸＆Simon（1993e。〉）を参照のこと。

＊2　事例の情報を基に看護上の問題を抽出し，看護計画を立案，実施・評価をするペーパーシミュレーションである。「看護

　　過程の展開」は」看護大学における名称であるが，このようなシミュレーシ9ンは看護系大学では一般的に行われている

　　ものである。
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以上の事前準犠と 2つの対!之、原知に基づいて演習を実施し 演習中の教師と看護学生の会話をプ

ロトコル分析*1した結果 譲習中に次のような看護学生の変化がみられている O

(1)事前課題は看護学生にとって解答が函難であったため，教師に対して直接答えを求めるか，

あるいは，自分の回答した答えが正答か否かのみを確認していた。それに対し教締は，まず，

i看護学生が着目していると思われる知識(症状)から ii獲得させるべき知識(症状が起こ

るメカニズム)に至るまでの，知識どうしの構造図を描いた。次に iから 11に至る知識を獲得

させるために，看護学生の知識構造を予測しながら発問と応答を行った。その際に，看護学生

の既有の知識を引き出すような問いかけをし，看護学生が自ら知識を結びつけ，自分の言葉で

説明できるまで繰り返し問い直した。看護学生は応答しながら，症状が起こるメカニズムにつ

いて，解剖・生理学的な知識を用い，一般的なレベルまで抽象化(ルール化)して述べたり，

他の看護学生に対して自分の言葉でその事柄を説明しようとしていた。

(2) テキストなどに記載されている答えを組み合わせたような発言や記述をしている看護学生に

対してiま，まずその答えで斡得しているのかを教師が関い，次に看護学生自らの言葉でその事

柄を説明し寵させた。説明している中で 説明が足りない部分については 教諦や勉の学生か

ら質問されることで，自ら理解していない部分に気付き，自分の言葉で説明することができて

いた。

これら(1)，(2)の結果において，演習中に看護学生は既有の知識を使つである症状の原因を推論し，

一般的なレベルに抽象化して自分の言葉で説明できたことから，先述の課題と教師の対応原則に基

づく会話により 看護学生の知識の構造化を促進することができたと推測される O この結果を見る

限り，教師の意図的な発問に対して，学生は何らかの応答をしており，知識どうしは結びついてい

るように恩われる O しかし，演習前と比較し構造化が促進したのか否か，あるいは講義で獲得すべ

きルールを演習で獲得できたのかについては，この結果だけからは不明であり 別の基準で測定し

てみることが必要となる O

例えば，母性看護学演習豆で辻，本論で取り上げた看護技術の演習の他に，実在する袴婦からの

靖報をもとに作成された事関を浸って，対象の靖報の分析，看護上の開題の捨出，看護計冨の立案，

そして看護実践と評舗を実施する f看護過程の展開*2Jの演溜も行っている O そして，看護学生が

情報を分析し結論づけるプロセスや看護計画の妥当性に対して，教師が個別指導を行っている O さ

らにその後の実智では，実際に妊婦や祷婦を受け持ち，演習の時と同様の様式を使って，情報の収

集から看護計聞の立案，実践・評価までを行う o I看護過程の展開」の記述内容や，看護実践の各

場面での発言と の内容，学生と教師との会話等を， で、行った時点のものと比較し分析す

ることにより，看護学生の知識が構造化されているか否か，あるいはどのように構造化されている

のかが明らかになり，演習の効果について確認できると思われる O

* 1 もともとの「プロトコルjは，外交や交渉のための公文書のもとになる「交渉中の詳しいやりとりの記録jである。ここ
から，誰かが誰かと共同する対話の出来事と解釈され f対話の出来事やその記録jのことを指すようになった。詳しくは
海環(19931号))， Ericsson & Simon (199320)) を参照のこと O

*2 事例の'清報を基に看護上の需題を揺出し，看護計雷を立案，実捷・評穏をするペーパーシミュレーションであるor著護
遇軽の展擦JIまj看護大学における名容で島るが，このようなシミュレ…ション辻看護系大学では一般的に行われている
ものである O



2）演習と実習の連携

　J看護大学3年生112名に対して実施された母性看護学ll演習における「看護過程の展開」は，

一人の実在する女性の妊娠・分娩・産褥期における情報を基に看護上の問題を抽出し，看護計画を

立案，実施・評価する。看護学生は個別にこの演習課題に取り組み，実施したシミュレーションの

結果の妥当性について，5人の教師が分担して個別指導を行った。評価基準については，①13の項

目＊1に分類されている心身の情報を活用し，具体例に示された視点に着目して分析されているか，

さらに分析結果が正常か異常かの判断が記述されているか，②前項①の分析結果に基づき，各項目

に対応した結論として妥当な範囲で述べられているか，の2点とすることが教師間の事前打ち合わ

せにおいて合意されている。ただし，具体的な指導方法は各担当の教師に任された。4人の教師は

いわゆる「従来の方法」で学生を指導し，1人（筆者のうち石田）が先述の2つの対応原則で指導し

た（個別指導時間は1人の看護学生につき約1時間）。なお，心身の情報は，整理しやすいように

13の項目に分類されてはいるが，本来1人の対象者に起こっている現象を便宜的に分けているだけ

であるため，結論どうしには関連性のあることが前提となっている。

　一方，母性看護学実習は，「周産期における母子及び家族がより健康な生活が営めるように，支

援・援助するための基礎的能力を習得する」という目的で，先の演習の4ヶ月後にあたる2003年10

月から開始された。看護学生105名が7名ずつ15グループに分かれ，2週間を産婦人科病棟および

産婦人科外来で実習を行う。看護学生は病棟に入院している妊婦または褥婦を個別に受け持ち，対

象者の情報の収集と分析，看護上の問題点の抽出，看護計画，看護計画に基づいた看護実践・評価

という「看護過程の展開」を行う。

　実習に先だって実施された演習における「看護過程の展開」では，あらかじめ必要な情報は与え

られたワークシートに記載されている。しかし，実習における「看護過程の展開」では，必要と思

われる情報を看護学生自ら収集しなければならない。また，受け持ち対象の状況は日々変化するた

め，常に情報を修正し，アセスメントし直すことも必要である。もちろん看護実践を行うための基

本的な看護技術を実習までに習得しておくことが必要であることはいうまでもない。

　実習で行われた「看護過程の展開」の「情報」，「アセスメント（情報の分析）」，「結論」の記述

内容の妥当性について，演習での個別指導において，先述した2つの対応原則に基づいた指導を受

けた看護学生（グループA8名）と，それ以外の指導方法によって指導を受けた看護学生（グルー

プB7名）とを比較した。以下，グループAとグループBの看護学生の記述の特徴を実際に記述さ

れた文章とともに列挙する。《》は看護学生の記述した文章に筆者が加筆したものである。

　（1）グループAの看護学生

　A①「アセスメント《情報の分析》」の欄には得られたデータの数値が一般的な基準値と比較し

　　て正常なのか異常なのかについて記述されており，さらに測定前後の対象の状況に関する情報

　　も収集し，今後現れるであろう症状の予測と，それに対応する観察項目や具体的な看護計画が

＊1　1，健康認識・健康管理　2，呼吸・循環・体温　3，栄養・代謝　4，排泄：　5，皮膚・粘膜　6，活動・運動　7，
　　睡眠・休息　8，認知・知覚　9，自己知覚・自己概念　10，役割・関係　11，コーピングストレス耐性　12，性・生殖

　　13，価値・信念の項目　詳細は資料1を参照　＊資料1－1は記録様式そのまま，1－2，1－3は情報収集データベー
　　スのみを載せた。
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2 )演習と実習の連携

J看護大学3年生112名に対して実施された母性看護学E演習における「看護過程の展開jは，

一人の実在する女性の妊娠・分娩・産祷期における清報を基に看護上の問題を抽出し，看護計画を

立案，実施・評価する O 看護学生は個別にこの演習課題に取り組み，実施したシミュレーションの

結果の妥当性について 5入の教師が分担して鰭別指導を行った。評留基準については，①13の項

目*1に分類されている心身の情報を活用し 具体例に示された視点に着目して分析されているか，

さらに分析結果が正常か異常かの判断が記述されているか，②前項①の分析結果に基づき，各項目

に対応した結論として妥当な範聞で述べられているか，の 2点とすることが教師間の事前打ち合わ

せにおいて合意されているO ただし，具体的な指導方法は各担当の教師に任された。 4人の教師は

いわゆる「従来の方法jで学生を指導し，1人(筆者のうち石田)が先述の2つの対応原則で指導し

た(個別指導時間は l人の看護学生につき約 1時間)。なお，心身の情報は，整理しやすいように

13の項目に分類されてはいるが，本来 1人の対象者に起こっている現象を便宜的に分けているだけ

であるため，結論どうしには関連性のあることが前提となっている O

一方，母性看護学実習は， r周産期における母子及び家族がより健康な生活が営めるように，
援-援助するための基礎的能力を習得するjという目的で 先の演習の4ヶ月後にあたる2003年10

月から開始された。看護学生105名が7名ずつ15グループに分かれ 2週間を産婦人科病棟および

産婦人科外来で実習を行う O 看護学生は病棟に入院している妊婦または樗婦を個別に受け持ち，対

象者の情報の収集と分析，看護上の問題点の抽出，看護計画，看護計画に基づいた看護実践・評価

という「看護過程の展開Jを行う O

実習に先だ、って実施された演留における「看護過程の展開jでは あらかじめ必要な'清報は与え

られたワークシートに記載されている O しかし，実習における「看護過粧の展開Jでは，必要と

われる'清報を看護学生自ら収集しなければならない。また，受け持ち対象の状況は日々変化するた

め，常に情報を修正し，アセスメントし直すことも必要である O もちろん看護実践を行うための恭

本的な看護技第を実習までに翌得しておくことが必要であることはいうまでもない。

実習で行われた「看護過程の展開」の「情報J，rアセスメント(情報の分析)J， r結論Jの記述
内容の妥当性について，演習での留別指導において，先述した2つの対応原則に基づいた指導を

けた看護学生(グループA8名)と，それ以外の指導方法によって指導を受けた看護学生(グル…

プB7名)とを比較した。以下，グループAとグループBの看護学生の記述の特徴を実際に記述さ

れた文輩とともに列挙する o ()は看護学生の記述した文章に筆者が加筆したものである O

(1) グループAの看護学生

A① fアセスメント〈情報の分析)Jの欄には得られたデータの数値が一般的な基準備と比較し

て正常なのか異常なのかについて記述されており さらに測定前後の対象の状況に関する情報

も収集し，今後現れるであろう症状の予測と，それに対応する観察項目や具体的な看護計画が

* 1 1，健康認識・健康管理 2，呼吸・循環・体温 3，栄養・代謝 4，排地 5，皮!脅・粘膜 6，活動・運動 7， 
睡眠・休息 8，認知・知覚 9，自己知覚・自己概念 10，役割・関係 11，コーピングストレス耐性 12，性・生殖
13，倍龍・信念の項E 詳細は資料lを参照 *資料1-1 は記録様式そのまま， 1-2， 1-3は{害報収集データベ…
スのみを載せた。
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記述されている（下線1）。

〈具体例〉妊娠期において，ヘモグロビン値によると，22週には妊娠貧血の値《Hb＝10．8㎎／

　　　　認》となっているが，母体への影響は特に見られない。しかし，分娩時の出血《224

g》や分娩後の血液検査の値から，今後貧血の可能性が考えられ1，観察していく必

　　　　　要がある。

A②健康管理といった総合的な判断が必要な項目については，体重の変化や食生活の状況などを

　含めて根拠を明確にしながら，妊婦自身の健康管理状況や健康認識について結論づけている。

　また，その結果から必要と思われる保健指導についても述べられている（下線2）。

〈具体例〉妊娠による食事の好み，摂取量の大きな変化はないようであるが，妊娠前に比べ，体

　　　　　重が13．4kg増加しており，栄養に関する意識が低いと思われる2。また，分娩後食事

　　　　　摂取量が増加しており，分娩後に5．　6　kg滅っていた体重が，再び4．3kg増加している。

　　　　　このままでは栄養の必要以上の摂取による肥満が起こってくるおそれがある、。骨密

　　　　　度が低いことも含めて栄養指導を行っていく必要2がある。

A③演習のシミュレーションでは情報が不足してアセスメントができなかった事柄についても，

　対象へのインタビューやカルテをもとに自ら情報収集し，アセスメントしている。

〈具体例〉演習時：《新生児の》皮膚，粘膜の状態に関する情報が不足しており，アセスメント

　　　　　　　　　できない。

　　　　　実習生1《皮膚には》中毒疹が現在見られるが，その他に問題ない。

A④各項目に直接関係しない情報はなく，かつ，情報が重複して記述されていることが少ない傾

　向にある。つまり，着目すべき属性に着目できており，不適切属性には着目していない。

〈具体例〉《胎児・新生児の栄養・代謝の情報》

　　　　　12／14《妊娠時の》腹囲85cm，子宮底長31cm

　　　　　胎盤　重さ4489　18×16cm　楕円形厚さ3．Ocm　欠損（一）

　　　　　《出生児の》体重2595g　身長47．　Ocm　頭囲33．2cm　胸囲31．5cm

　　　　　在胎週数39週ユ日　出生後皮膚躯幹淡紅色　その後良好

　　　　　初期嘔吐なし

　　　　　《体重の変化》12／142595g，12／15251◎g，12／162545g，12／1725709

　　　　　　　　　　　　12／18　2620g，　12／19　2626g

　　　　　哺乳量　12／15　115耀，12／16　238me，12／17378認，12／18　586認

　　　　　哺乳意欲，吸畷状態良好，嘔吐なし　　12／14，12／！9　ビタミンK2シロップ1耀

　　　　　《アセスメント》正期産児である。体重が減少しているのは，生理的体重減少であり，

　　　　　問題ないと考えられる。母乳はloont　＝　67kca　であり，現在新生児の1日の栄養所要量

　　　　　120／kg／day摂取できていると考えられる

　A⑤情報を分析する際の視点や基準，分析方法など，演習で用いた知識を使って，実習におけ

　る対象の情報の分析をし，結論に導いている（下線3）。
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記述されている(下線1) 0 

〈具体例〉妊娠期において ヘモグロピン値によると， 22週には妊娠貧血の値 (Hb=10.8mg/

di)となっているが，母体への影響は特に見られない。しかし，分娩時の出血 (224

g 〉や分娩後の血液検査の値から，今後貧血の可能性が考えられ1，観察していく必

要がある O

A②龍康管理といった総合的な判断が必要な項目については，体重の変化や食生活の状況などを

含めて根拠を明確にしながら 妊婦自身の健康管理状況や健康認識について結論づけている O

また，その結果から必要と忠われる保鍵指導についても述べられている(下線2)0

〈具体例〉妊娠による食事の好み，摂取量の大きな変化はないようであるが，妊娠前に比べ，体

重が13.4kg増加しており，栄養に関する意識が低いと d思われる20 また，分娩後食事

摂取量が増加しており，分娩後に5.6勾減っていた体重が，再び4.3kg増加している O

このままでは栄養の必要以上の摂取による肥満が起こってくるおそれがある20 骨密

度が低いことも含めて栄養指導を行っていく必要2がある O

A③演習のシミュレーションでは情報が不足してアセスメントができなかった事柄についても，

対象へのインタビューやカルテをもとに自ら情報収集し，アセスメントしている O

く具体例〉演習持:(新生児の〉皮膚，粘膜の状態に演する情報が不足しており，アセスメント

できない。

実習時:(皮膚には〉中毒疹が現在見られるが，その他に問題ない。

AI④各項目に亘接関係し会い情報誌なく，かつ， '/警報が重複して記述されていることが少ない頬

向にある O つまり 着目すべき属性に着目できており，不適切属性には着目していない。

〈具体例>(胎児・新生児の栄養・代謝の情報〉

12/14 (妊娠時の〉腹囲85cm，子宮底長31cm

胎盤重さ448g 18 x 16cm 楕円形躍さ3.0cm 欠損(一)

〈出生児の〉体重2595g 身長47.0cm 頭密33.2cm 胸囲31.5cm 

在胎選数39逓 1B 出生後皮膚躯幹淡紅色 その後良好

初期日匝吐なし

〈捧重の変化)12/14 2595 g， 12/15 2510 g， 12/16 2545 g， 12/17 2570 g 

12/18 2620 g， 12/19 2626 g 

日甫乳量 12/15 115mi， 12/16 238mi， 12/17 378mi， 12/18 586mi 

晴乳意欲，吸環状態良好，曜吐なし 12/14， 12/19 ピタミンK2シロップ1mi

〈アセスメント〉正期産児である O 体重が減少しているのは，生理的体重減少であり，

問題ないと考えられるO 母乳は100mi= 67kmEであり，現在新生児の 1日の栄養所要量

120/kg/day 摂取できていると考えられる

A⑤情報を分析する際の視点や基準，分析方法など，演習で用いた知識を使って，実習におけ

る対象の情報の分析をし，結論に導いている(下線引 C



〈具体例〉演習時：《新生児の出生時》アプガースコア＊1が5分以内（3分後〉で10点になった

　　　　　　　　　ことより，予後良好と判断できる。妊娠期・分娩期を通して胎児仮死徴候は

　　　　　　　　ない3。バイタルサイン値に異常はみられないことなどから適応状態にある

　　　　と考える3。

実習時　妊娠期・分娩期を通して胎児仮死徴候は見られず，胎児胎盤循環は良好に保

たれていたと判断できる3。出生時は躯幹は淡紅色で四肢チアノーゼがあり，

アプガースコアは9点であったが，その後は10点になり，現在バイタルサイ

ン値に問題ない。児の子宮外生活への適応は順調であると考える3。しかし，

　　　　　　　　　体温調節機構が未熟であるため，外界の環境の影響を受けやすい。至適温度

　　　　　　　　　環境が保たれているか確認が必要である。

（2）グループBの看護学生

B①得られたデータの数値が正常なのか異常なのかについては，一般的な基準と比較して判断し

　ている。しかし，その前後の情報を収集していないため，測定値の意味や今後の予測が述べら

　れない傾向にある。一般的にこうなりやすいというテキストに記述されている程度の予測まで

　はできた学生もいた。

〈具体例〉分娩時出血《2gontであった》は正常範囲内。　Hb《ヘモグロビン値》は《一般に産後》

　　　　　1～2日目に最低となるため，貧血のアセスメント必要。

B②本来は情報に含めるべきことがらや，アセスメント，具体的な看護計画に含まれる事柄が結

　論に述べられており，結論そのものがない。

〈具体例＞a産褥の経過・育児技術などについての知識・理解の程度の確認必要。《結論に述べ

　　　　　　られているが，アセスメントとして記述されるべき事柄である。》

　　　　　b《産後》2～3日目，《乳房の》霊台出現による発熱の影響をさけるため，体温は肘

　　　　　　《肘関節内側》で測定。《結論に述べられているが，看護計画の具体的プランとし

　　　　　　て記述される事柄である。》

B③不適切属性に着目する傾向があり，各項目に不必要な情報が記述されている。そのような情

　報に基づいてアセスメントされ，結論づけているため，項目の結論がない。

〈具体例＞a《栄養・代謝の項目の結論として》乳首亀裂の可能性。オイルで保護。《本来，乳汁

　　　　　　分泌と栄養との関係で述べられる事柄だが，乳首のことに着目しているため，栄養・

　　　　　　代謝の結論として成立していない。記述するとすれば，皮膚・粘膜の項目に記述さ

　　　　　　れるべきである。》

　　　　　b《皮膚・粘膜の項目の結論として》創部痛からくる安楽の変調の可能性がある。《皮

　　　　　　膚に創部（傷）があるという現象は傷の修復との関係で述べられる必要があるのだ

　　　　　　が，不適切属性の「痛み」との関係に着目している。痛みに関する事柄はむしろ認

　　　　　　知・知覚の項目で述べられるべきである。》

＊1　新生児の仮死の程度の指標。心拍数・呼吸努力・筋緊張・反射興奮性・皮膚色の5項Eについて生後1分・5分・10分の

　　時点で観察・採点を行う。それぞれの項目は基準に従って0点，1点，2点と配点され，10点満点で評価される。詳細は
　　母性看護学［2］21）参照のこと。
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く具体例〉演習時:{新生児の出生時〉アプガースコア *1が5分以内 (3分後)で10点になった

ことより，予後良好と判断できる O 妊娠期・分娩期を通して給児仮死後候は

ない30 バイタルサイン値に異常はみられないことなどから適応状態にある

と考える30

実習時:妊娠期・分娩期を通して胎児仮死骸候は見られず 胎児胎盤循環は良好に保

たれていたと判断できる30 出生時は躯幹は淡紅色で四肢チアノーゼがあり，

アプがースコアは9点であったが，その後は10点になり，現在バイタルサイ

ン値に問題ない。児の子宮外生活への適応は順調であると考える 30 しかし，

体温調節機構が未熟であるため，外界の環境の影響を受けやすい。至適温度

環境が保たれているか確認が必要である O

(2) グループBの看護学生

B①得られたデータの数値が正常なのか異常なのかについては，一般的な基準と比較して判断し

ている O しかし，その前後の情報を収集していないため，測定値の意味や今後の予測が述べら

れない傾向にある O 一般的にこうなりやすいというテキストに記述されている程度の予測まで

はできた学生もいた。

く具体例〉分娩時出血 {290meであった〉は正常範囲内。 Hb(ヘモグロビン値〉は〈一般に産後〉

1----2日目に最低となるため，貧血のアセスメント必要。

B②本来は情報に含めるべきことがらや アセスメント 具体的な看護計画に含まれる事柄が結

論に述べられており 結論そのものがない。

く具体例)a産袴の経過・育児技術などについての知識・理解の程度の確認必要。〈結論に述べ

られているが，アセスメントとして記述されるべき事柄である。〉

b(産後}2----3日目， {乳房の〉緊満出現による発熱の影響をさけるため，体温は肘

(Hす関節内側〉で測定。〈結論に述べられているが看護計画の具体的プランとし

て記述される事柄である。〉

B③不適切異性に着設する傾向があり 各項呂に不必要な情報が記述されている O そのような情

報に基づいてアセスメントされ結論づけているため 項自の結論がない。

く具f本側)a {栄養・代謝の項目の結論として〉乳首亀裂の可能性。オイルで保護。〈本来，乳汁

分諮と栄養との関係で述べられる事柄だが，乳首のことに着目しているため，栄養・

代謝の結論として成立していない。記述するとすれば皮薄ー粘膜の項呂に記述さ

れるべきである。〉

b{皮膚・粘膜の項目の結論として〉創部痛からくる安楽の変調の可能性がある o {皮

膚に創部(傷)があるという現象は協の修復との関係で述べられる必要があるのだ

が，不適切属性の「痛みjとの関係に着目している O 痛みに関する事柄はむしろ認

知・知覚の項目で述べられるべきである。〉

* 1 新生党の仮死の程震の指標。心拍数・呼吸努力・筋緊張・反射興奮性・茂膚色の5項自について生後1分・ 5分・ 10分の
時点で観察・採点を行う。それぞれの項目は基準に従ってO点点 2点と配点され， 10点満点で評価される。詳細は
母性看護学[2 ] 21l参照のこと。
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　B④アセスメントするために必要な視点はあらかじめ示されているが，なぜ必要な情報なのか，

　　また得られた情報がその他の項目にどのような影響を与えているか，その関連性について理解

　　できていないため，必要な情報を収集できず，不適切な解釈をしてしまい，妥当な結論に至っ

　　ていない。

　〈具体例〉《新生児の栄養・代謝の項目の情報》体重2885g，身長49．　Ocm《出生時》。1月15日，

　　　　　　5％ブドウ糖をS　me飲んだ。その後，嘔気・嘔吐あり。1月16日，昼までに症状落ち

　　　　　　着いたため，PM　3：00から授乳《お母さんの母乳を哺乳》開始となる。哺乳力良好。

　　　　　　《結論として》嘔気・嘔吐は改善されたが今後も観察が必要である。《この児にとつ

　　　　　　ての栄養の過不足をアセスメントするためには，哺乳量を把握する必要があるが，1

　　　　　　日の総量は情報として収集していない。また，体重の変動も栄養の過不足を判断する

　　　　　　手がかりとなるが，出生後の体重は情報収集していない。そのため，結論として現時

　　　　　　点の栄養・代謝について問題の有無については述べられず，アセスメントとほぼ同様

　　　　　　の事柄が記述されている。》

　さらにグループAに属する看護i学生NとグループBに属する看護学生Hの看護i過程の展開の記述

を例に挙げ，その違いを示す。NとHは，演習時には情報の分析（アセスメント），結論の記述と

も妥当ではなかったが，実習の際の記述には，Nは情報の分析や結論の妥当性が高まったのに比べ

て，Hは演習の時点とあまり変化がみられていない。このような点から各グループの典型と考えら

れる。

　ここで両者を比較するために取り上げたのは，変化が著明に現れた，「2呼吸・循環・体温」の

項目の記述である（資料2参照）。

　看護学生Nには先述した2つの対応原則に基づいた指導を行った。具体的には，シミュレーショ

ンした13の項目のアセスメント・結論のうち不十分なものについて，なぜそう考えあるいは記述し

たのかを問い，その答えからNの知識構造を類推し，既有の知識を使うためのヒントを与えながら，

N自らの言葉でアセスメントさせ，結論まで導き出させた。また，結論を導き出すためには，人体

のメカニズムなどのルールを獲得し，使えることが必要であることにも言及し，単に症状と原因や

疾患等を1対1対応させて暗記するのではなく，現象がおこるメカニズム（ルール）に基づいて結

論を導き出す訓練をすることを強調した。

　一方，看護学生Hは従来どおりの指導を受けており，教師からは情報の分析をする際に，「何が

問題か，その問題がどうして起こったか，今後の予測，について記述するように」とコメントを受

けている（看護学生からのインタビューおよび，学生の記録物に残っていた教師のメモより）。ど

ちらの教師も指導方法は異なっているが，事前の打ち合わせによって指導目標は統一されており，

看護学生に対してアドバイスしている事柄は一致していた。

　看護学生NとHの記録物を見る限り，演習の時点では両者とも情報のアセスメントと結論に記述

されている事柄は妥当ではなく，ほぼ同レベルであったと考えられる。

　一方，実習における看護過程の展開の記述については次のような違いが見られた（資料3－1～

3－2参照）。

　看護学生Nの記述では，呼吸・循環・体温の状態を分析するために必要な情報を収集できており，
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B④アセスメントするために必要な視点はあらかじめ示されているが，なぜ必要な情報なのか，

また得られた情報がその他の項目にどのような影響を与えているか，その関連性について理解

できていないため，必要な情報を収集できず，不適切な解釈をしてしまい，妥当な結論に至っ

ていない。

く具体例>(新生児の栄養・代謝の項目の情報〉体重2885g，身長49.0cm(出生時}o 1月15日，

5%ブドウ糖を5me飲んだ。その後，眠気・恒吐あり o 1月16日，昼までに症状落ち
着いたため， PM3 : 00から授乳〈お母さんの母乳を晴乳〉開始となる O 日甫乳力良好。

〈結論として〉眠気・恒吐は改善されたが今後も観察が必要である o (この児にとっ

ての栄養の過不足をアセスメントするためには，晴乳量を把握する必要があるが 1

日の総量は情報として収集していない。また 体重の変動も栄養の過不足を判断する

手がかりとなるが，出生後の体重は情報収集していない。そのため，結論として現時

点の栄養・代謝について問題の有無については述べられず アセスメントとほぼ同様

の事柄が記述されている。〉

さらにグループAに属する看護学生NとグループBに属する看護学生Hの看護過程の展開の記述

を例に挙げ，その違いを示す。 NとHは，演習時には情報の分析(アセスメント)，結論の記述と

も妥当ではなかったが，実習の際の記述には， Nは情報の分析や結論の妥当性が高まったのに比べ

て， Hは演習の時点とあまり変化がみられていない。このような点から各グループの典型と考えら

れる O

ここで両者を比較するために取り上げたのは，変化が著明に現れた， 12呼吸・循環・体温」の
項目の記述である(資料2参照)。

看護学生Nには先述した2つの対応原則に基づ、いた指導を行った。具体的には シミュレーショ

ンした13の項目のアセスメント・結論のっち不十分なものについて なぜそっ考えあるいは記述し

たのかを問い，その答えからNの知識構造を類推し，既有の知識を使つためのヒントを与えながら，

N自らの言葉でアセスメントさせ，結論まで導き出させた。また，結論を導き出すためには，人体

のメカニズムなどのルールを獲得し 使えることが必要であることにも言及し 単に症状と原因や

疾患等を l対 l対応させて暗記するのではなく 現象がおこるメカニズ、ム(ルール)に基づいて結

論を導き出す訓練をすることを強調した。

一方，看護学生Hは従来どおりの指導を受けており，教師からは情報の分析をする際に， 1何が

問題か，その問題がどうして起こったか，今後の予測，について記述するようにJとコメントを受

けている(看護学生からのインタビューおよび，学生の記録物に残っていた教師のメモより)。ど

ちらの教師も指導方法は異なっているが，事前の打ち合わせによって指導目標は統一されており，

看護学生に対してアドバイスしている事柄は一致していた。

看護学生NとHの記録物を見る限り，演習の時点では両者とも情報のアセスメントと結論に記述

されている事柄は妥当ではなく ほぼ同レベルであったと考えられる O

一方，実習における看護過程の展開の記述については次のような違いが見られた(資料3-1----

3-2参照)。

看護学生Nの記述では，呼吸・循環・体温の状態を分析するために必要な情報を収集できており，
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不必要な情報はない。また，アセスメント，結論に矛盾点はなく，現在の状況が適切に結論づけら

れている。一方，看護学生Hは，アセスメントの欄に看護計画や情報が記述されており（資料3－

2の下線4），さらに結論では看護計画やアセスメントが記述されている（資料3－2の下線5）。

また，外陰部浮腫による不快感は，認知・知覚の項目に含まれる情報である（資料3－2の下線6＞。

　看護学生NおよびHに対して，実習中に受け持ち対象に実施した看護過程の展開の検討会の後，

インタビューした。看護学生Nは，「演習のときに先生（石田）に各項目を一つ一つコメントして

もらったことが今回の実習でとても役に立った。その後《演習後，今回の実習前までの》の別の実

習でもうまくできた。ここまでこれたのもあのときのコメントがあったから。」と，感想を述べて

いた。一方，看護学生Hは，「演習のときのコメントでも同じようなことを言われたような気がす

る。演習のときにはわかりやすく教えてもらったし，わかったと思ったが，よくわかっていなかっ

たのかな。」と，感想を述べていた。

　以上のように，グループAの看護学生は，実習における実際の受け持ち対象に対しても，演習時

の事例における対象に使ったルールを適用しており，部分的にではあれ，人体のメカニズム等のルー

ルを獲得できたと考えられる。一方，グループBの看護学生は，演習の時点で情報を分析し結論づ

ける際に，なぜその情報が必要なのかという理由やメカニズムを使うことについては訓練されてい

ないため，アセスメントの根拠が乏しい傾向にあり，結論として不適切な事柄を挙げていた。先述

のように，13の項目のそれぞれの結論には関連性がなければならないが，グループBの看護学生は

不適切な事柄を挙げているため，各項目ごとの結論に記述された事柄の重複や矛盾があり，関連性

が乏しい傾向にあった。さらに，演習で教師のアドバイスを受けて「わかった」と感じていた知識

は実習では適用されず，ルールを獲得できなかったと推測される。従って，先の対応原則①，②に

基づいて看護学生の「看護過程の展開」に関する個別指導を行ったことは，知識の構造化を促すた

めに効果的だったと考えられる。

3）実習における問題解決とruの獲得

　先述したように，看護実践の場は，看護技術を用いるための問題解決の場と考えるべきである。

演習および実習で行った「看護過程の展開」は，対象に起きている現象を情報としてとらえ，情報

を分析し，結論を導；き出し，看護技術の適用に結びつけるという，まさに，問題解決のプロセスで

ある。問題解決のためには，先の細谷の言葉を借りれば，課題を支配するruを獲得しておく必要

があり，さらにruからegへ，　egからruへの変換を自由に行える必要がある。従って，教師は講

義でruを獲得させ，演習ではそのruを演習のモデルというegに適用させ，さらに実習では先のru

を実際の対象というegに適用させるという変換操作を意図的・計画的に看護学生に行わせること

が必要であるといえる。

　母性看護学llの技術演習では対応原則①，②に基づいて看護学生と関わることによって，看護学

生は自らの言葉を使って症状の起こるメカニズムについて説明できるようになった。さらに抽象化

して述べることができるようになった学生もみられた。また，母性看護学Rの「看護過程の展開」

の演習では，対応原則①，②に基づいた指導を受けたグループAの看護学生とそれ以外のグループ

Bの看護学生との間に記述の違いが見られた。グループAに属する看護学生は，人体のメカニズム

等のルールを獲得できたと考えられる記述をしているのに比べて，グループBの看護学生は，妥当
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不必要な情報はない。また，アセスメント，結論に矛盾点はなく，現在の状況が適切に結論づけら

れている O 一方，看護学生Eは，アセスメントの構に看護計画や情報が記述されており(資料3-

2の下線4)，さらに結論では看護計画やアセスメントが記述されている(資料3 2の下線5)0

また，外陰部浮麗による不快感は，認知・知覚の項目に含まれる情報である(資料3-2の下総6)0 

者護学生Nおよび互に対して，実習中に受け持ち対象に実施した看護過程の展開の検討会の後，

インタビューした。看護学生Nは， r演習のときに先生(石田)に各項目を一つ一つコメントして
もらったことが今回の実習でとても役に立った。その後〈演習後，今回の実習前までの〉の別の実

習でもうまくできた。ここまでこれたのもあのときのコメントがあったから。Jと，感想、を述べて

いた。一方，看護学生Hは， r演習のときのコメントでも同じようなことを替われたような気がす
るO 演習のときにはわかりやすく教えてもらったし，わかったと思ったが，よくわかっていなかっ

たのかな。」と，感想、を述べていた。

以上のように，グループAの看護学生は，実習における実際の受け持ち対象に対しでも，演習時

の事例における対象に便ったルールを適用しており，部分的にではあれ，人体のメカニズム等のルー

ルを獲得できたと考えられる O 一方，グループBの看護学生は，演習の時点で清報を分析し結論づ

ける際に，なぜその情報が必要なのかという理由やメカニズムを使うことについては訓練されてい

ないため，アセスメントの根拠が乏しい傾向にあり，結論として不適切な事柄を挙げていた。先述

のように， 13の項目のそれぞれの結論には関連性がなければならないが，グループBの看護学生は

不適切な事柄を挙げているため，各項目ごとの結論に記述された事柄の重複や矛盾があり，関連性

が乏しい傾向にあった。さらに，演習で教師のアドバイスを受けて「わかったjと感じていた知識

は実習では適用されず¥ルールを獲得できなかったと推測される O 従って，先の対応原則①，②に

基づいて看護学生の「看護過程の展開」に関する個別指導を行ったことは 知識の構造化を促すた

めに効果的だ、ったと考えられる O

3 )実留における問題解決と mの獲得

先述したように，看護実践の場は，看護技術を用いるための問題解決の場と考えるべきである O

j寅習および、実習で、行った「看護過程の展開jは，対象に起きている現象を情報としてとらえ，情報

を分析し，結論を導き出し，看護技術の適用に結びつけるという，まさに，問題解決のプロセスで

ある O 問題解決のためには 先の細谷の言葉を借りれば課題を支配する mを獲得しておく必要

があり，さらに mから egへ， egから mへの変換を自由に行える必要がある O 従って，教部は講

義でm を獲得させ，演習ではそのmを演習のモデルという egに適用させ，さらに実習では先のm

を実際の対象という egに適用させるという変換操作を意図的・計画的に看護学生に行わせること

が必要であるといえる O

母性看護学Eの技術演習では対応原則①，②に基づいて看護学生と関わることによって，看護学

生は自らの言葉を使って症状の起こるメカニズ、ムについて説明できるようになった。さらに抽象化

して述べることができるようになった学生もみられた。また，母性看護学互の「看護過程の震関j

の演習では，対応原則①，②に基づいた指導を受けたグループAの看護学生とそれ以外のグループ

Bの看護学生との問に記述の違いが見られた。グループAに属する看護学生は 人体のメカニズム

等のルールを獲得できたと考えられる記述をしているのに比べて，グループBの看護学生は，妥当
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ではない結論に至っており，結論どうしの関係性が乏しく，ルールを獲得できなかったことが推測

された。これらのことから，教師が先述した2つの対応原則に基づいて看護学生と意図的に関わる

ことによって，看護学生の知識の構造化が促進されると考えられる。今後も継続して看護学生の知

識の構造化を促すためには，講義・演習・実習とを連携させ，講義や演習で獲得した知識を実習に

おいても積極的に適用させる訓練が必要であろう。

4．講義・演習・実習を連携させた評価

　看護学生は，看護i師の国家試験に合格すれば，卒業と同時に看護師として勤務することになるた

め，卒業の時点で即戦力となる看護技術を習得していることが求められる。従って，看護系大学に

おける教育目標は，看護学生がいかに看護技術を対象者に適用できるかということ，あるいは，看

護学生の看護技術の習得状況によって評価されることになる。

　講義・演習・実習それぞれにおいて，授業の設計，実施，評価を行い，さらなる教授活動の改善

を図ることは教授者の評価活動として当然のことである（図1）。つまり，看護学生の看護技術の

習得状況によって実習を評価することは当然のことであり，授業としての実習だけを評価すること

はこれまでにも行われてきている。

　しかしながら，看護学生の実態や本論の実践を踏まえれば，ルールの適用である看護技術が習得

できたか否かということは，当該の看護学生の知識の構造化の状態とも関連しており，評価の範囲

は実習にとどまらず，実習に先立って行われた演習，そして，その前に行われた講義の評価にも影

響を及ぼすことになる。

　つまり，看護学生が実習で対象に看護技術を適用できたか否かということは，単に実習を見直す

機会になるだけでなく，演習で演習用モデルに対し看護技術を適用させるという教授活動を見直す

機会になり，同時に，講義の内容を見直す機会にもなる。そして，演習で演習用モデルに対し看護

技術を適用できたか否かということは，講義において知識として獲得させるべき事柄や講義内容そ

のものを見直す機会になる。講義で獲得されるべき事柄が獲得できたか否かということは，演習や

実習での看護技術の適用状況で評価され，さらに，演習で獲得されるべき事柄が獲得できたか否か

ということは，実習における看護技術の適用状況で評価されることになる（図2）。

　本論の実践から，講義・演習・実習を連携させた授業の組み立てが，孤立する傾向にある看護学

生の知識を構造化させることに有効であることは明らかである。つまり，看護学生にとってみれば，

実習で看護技術の適用状況を（自己）評価することは，その時点での自らの知識構造を対象化する

ことになり，演習の時点での知識の獲得状況を振り返ることを動機づける。同時に，講義の時点に

まで遡り，獲得しておくべき事柄（メカニズムやルール）が獲得できているか否かということを振

り返る機会にもなる。こういつた自らのその時点での知識構造を確認する活動は，看護学生が主体

的に知識の構造化を促すことにつながり，看護学生にとっての「意志決定のための評価」となる。

　以上を考え合わせると，図2に示したモデルは，講義・演習・実習を連携させた授業の評価モデ

ルであるだけではなく，講義・演習・実習を連携させた授業の設計モデルであるとも考えられる。
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ではない結論に至っており，結論どうしの関係性が乏しく，ルールを獲得できなかったことが推測

された。これらのことから 教締が先述した2つの対応深刻に基づいて看護学生と意間的に関わる

ことによって，看護学生の知識の構造化が促進されると考えられる O 今後も継続して看護学生の知

識の構造化を促すためには，講義・演習・実習とを連携させ，講義や演習で獲得した知識を実習に

おいても覆橿的に適吊させる誤練が必要であろう O

4.講義・演習・実習を連携させた評価

看護学生は，看護蹄の国家試験に合格すれば，卒業と向時に看護師として勤務することになるた

め，卒業の時点で即戦力となる看護技術を習得していることが求められる O 従って，看護系大学に

おける教育E擦は，看護学生がいかに看護技術を対象者に適用できるかということ，あるいは，看

護学生の看護技術の習得状況によって評価されることになる O

講義・演習・実習それぞれにおいて，授業の設計，実施，評価を行い，さらなる教授活動の改善

を図ることは教授者の評儲活動として当然のことである(函 1) 0 つまり，看護学生の看護技術の

習得状況によって実習を評価することは当然のことであり，授業としての実習だけを評価すること

はこれまでにも行われてきている O

しかしながら，看護学生の実態や本論の実践を踏まえれば，ルールの適用である看護技術が習得

できたか否かということは，当該の看護学生の知識の構造化の状態とも関連しており，評価の範囲

は実習にとどまらず実習に先立って行われた演習 そして その議に行われた講義の評舗にも影

響を及ぼすことになる O

つまり，看護学生が実習で対象に看護技術を適用できたか否かということは，単に実習を見直す

機会になるだけでなく，演習で演習用モデルに対し看護技術を適用させるという教授活動を見直す

機会になり，同時に，講義の内容を見直す機会にもなる O そして，演習で演習用モデルに対し看護

技俸を適屠できたか否かということは，講義において知識として獲得させるべき事柄や講義内容そ

のものを見直す機会になる O 講義で獲得されるべき事柄が獲得できたか否かということは，演習や

実習での看護技術の適用状況で評価され，さらに，演習で獲得されるべき事柄が獲得できたか百か

ということ辻，実習における看護技術の適用状況で評価されることになる(図2)0 

本論の実践から 講義・演習・実習を連携させた授業の組み立てが孤立する傾向にある看護学

生の知識を講造化させることに有効であることは明らかである O つまり，看護学生にとってみれば，

実習で看護技術の適用状況を(自己)評価することは，その時点での自らの知識構造を対象化する

ことになり，演習の時点での知識の獲得状況を振り返ることを動機づける O 同時に，講義の時点に

まで還り，獲得しておくべき事柄(メカニズムやルール)が護得できているか否かということを振

り返る機会にもなる O こういった自らのその時点での知識構造を確認する活動は，看護学生が主体

的に知識の構造化を促すことにつながり，看護学生にとっての「意志決定のための評価jとなる O

以上を考え合わせると，図2に示したモデルは，講義・演習・実習を連携させた授業の評価モデ

ルであるだけではなく，講義・演習・実習を連携させた授業の設計モデルであるとも考えられる O
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図2　看護教育（技術）評価モデル
　講義・演習・実習を連携させた評価

5．設計・評価モデルの限界

　今回，母性看護学において，先述したモデルに基づいて講義・演習・実習を設計し，教授活動を

行い，その妥当性について検討した。さらにそれを踏まえて，講義・演習・実習を連携させた評価

モデルを提案した。

　母性看護学実習で「看護過程の展開」を行った学生の多くは，「今までの他の実習に比べて《看

護過程の展開を実施することが》難しかった。」と言っていた。その理由を問うと，「他の実習は疾

患を持っている対象なので，障害された部分だけを考えればいい。けれども，母性《看護学》の実

習は，全体を見ないといけないから勉強が追いつかない！」と応えていた。

　疾患を持つ対象の場合，部分的な機能が障害されても，その影響は全身に及んでいるはずである。

従って，障害された箇所が部分的なものであるからといって，その部分のみをアセスメントすれば

いいわけではない。しかし，看護学生にとっては，障害された箇所が（診断名によって）明らかに

なっていれば，とりあえずその疾患について学習し，疾患から起こる症状を観察することから始め

ればよいため，取り掛かりやすいと感じてしまうと考えられる。一方，妊娠による生理的な変化は，

正常の範囲内で全身に及ぶため総合的にとらえる必要がある。特に，初めて取り組む看護学生にとっ

ては，特定の部分ではなく全身を観察しアセスメントしなければならないため，取り掛かりにくく，

作業しづらいものと感じてしまうのだろう。さらに，健康な女性の生理的変化という場合，正常な

範囲内の変化か異常に移行する徴候かを判断するためには，身体が正常に機能するメカニズムにつ

いて理解していることと，異常と判断するための基準を知っておくことが必要となる。そのため，

母性看護学，母性看護i学実習は看護学生にとっては難しい科目であると推測される。

　しかし，1人の対象を全身的にアセスメントすることは看護師として勤務する場合に必須である。

そのため，卒業までにアセスメントできるようになることは看護学生にとって必要不可欠である。

実習の順序性を考えた場合，母性看護学実習を他の看護学実習に先行させて，早期から全身的なア

セスメントを行わせるか，あるいは他の看護学の実習において部分をアセスメントする訓練からは

じめて，最終的に母性看護学実習で全身をアセスメントさせ，それまでの実習のまとめとするのか

については検討する必要がある。

　先述したように，看護学実習全体を考えた：場合，母性看護i学実習は「特殊」である。従って，今
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5.設計・評価モデルの限界

今回，母性看護学において，先述したモデルに基づいて講義.?実習・実習を設計し，教授活動を

行い，その妥当性について検討したO さらにそれを踏まえて，講義.?実習・実習を連携させた評倍

モデルを提案した。

母性看護学実習で「著護過程の展開jを行った学生の多くは， r今までの他の実習に比べて〈看
護過程の展開を実施することが〉難しかった。Jと言っていた。その理由を問うと， r他の実習は疾
患を持っている対象なので，障害された部分だけを考えればいい。けれども，母性〈看護学〉の実

習は，全体を見ないといけないから勉強が追いつかない!Jと応えていた。

疾患を持つ対象の場合，部分的な機能が障害されても，その影響は全身に及んでいるはずである O

従って，障害された箇所が部分的なものであるからといって，その部分のみをアセスメントすれば

いいわけではない。しかし 看護学生にとっては 障害された箇所が(診断名によって)明らかに

なっていれば，とりあえずその疾患について学習し，疾患から起こる症状を観察することから始め

ればよいため，取り掛かりやすいと感じてしまうと考えられる O 一方，妊娠による生理的な変化は，

正常の範宮内で全身に及ぶため総合的にとらえる必要がある。特に，初めて取り組む看護学生にとっ

ては，特定の部分ではなく全身を観察しア七スメントしなければならないため，取り掛かりにくく，

作業しづらいものと感じてしまうのだろう G さらに 健康な女性の生理的変化という場合，正常な

範囲内の変化か異常に移行する徴候かを判断するためには，身体が正常に機能するメカニズムにつ

いて理解していることと，異常と判断するための基準を知っておくことが必要となる O そのため，

母性看護学，母性看護学実習は看護学生にとっては難しい科目であると推測される O

しかし 1人の対象を全身的にアセスメントすることは看護師として勤務する場合に必須である O

そのため，卒業までにアセスメントできるようになることは看護学生にとって必要不可欠である O

実習の順序性を考えた場合 母性看護学実習を他の看護学実習に先行させて 早期から全身的なア

セスメントを行わせるか，あるいは他の看護学の実習において部分をアセスメントする前線からは

じめて，最終的に母性看護学実習で全身をアセスメントさせ，それまでの実習のまとめとするのか

については検討する必要がある O

先述したように著護学実習全体を考えた場合，母性看護学実曹は「特殊jである O 従って，今

一部一



回，母性看護i学において提案した講義・演習・実習を連携させた設計・評価モデルが，他の実習で

も効果的に使用できるとは限らない。しかしながら，本論で述べたように，看護学生の知識を構造

化するためには，講義・演習・実習を連携させた設計モデルに基づいた教授活動が有効であること，

また，講義・演習・実習を連携させた評価モデルが必要であることは明らかである。従って，他の

看護学においてもこの評価モデルの使用を試み，評価モデルの妥当性を検討し改善を試みつつ看護

学全体で使用可能とすることが今後の課題である。
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資料 1-1 

靖報収集データベース

1 I口妊娠・分娩・巌樗の傭康管理の実践状況

健 I (妊婦健療診査の受診状況など)
康|口妊娠・分娩・産樗についての情報・知識・理解

語I (母親学級の受講状況など)
竺|口健康に対する考え方，情報の入手方法

妄!口日常の生活習捜(請潔・睡眠・排地・運動・栄養など)

管|口この 2年の間での生活上の大きな変化

理 l口喫煙・飲酒の有無と量，および認識

口疾病(合:感染症)または異常の有無と認識

口疾病(合:感染症)または異常の改替についての情報・

知識・理解・行動

口医師や助産師・看護師に対する期待・希望

口医療者や家族への依存的傾向の有無

口児の養育への思いや行動

口家族計額・受給調第の考え方や行動

2 I口妊娠・分娩・斑樗における呼吸の変化

呼 i口呼吸状態(数・深さ・リズム・音)
吸!日過換気症候群の有無

循 i口呼吸状態を裏付けるヂータ:胸部x p・姉機能検査
環|
| 動脈血ガス

怪i口妊娠・分娩 .si揮における循環の変化
J皿|口脈拍(数・リズム・緊張度) 口血圧

口部草人位低血産拡候群の有蕪

口循環状態を裏付けるずータ :EKG所見

口出血状態 口浮繰 口静採擦・痔核

口妊娠・分娩・薩樗における体温の変化 口熱型

(胎児・新生児)

口胎鬼胎盤循環(胎児心拍数・胎児板死の徴候)

口アプガースコア

口子宮外生活への移行状況

(呼吸状況・循環状況・体温調節など)

博報

S:入院前は，入浴・洗髪毎日，歯磨き 3回/日

睡眠 6 時間/日，援寝あり，排尿 5~6 間/臼，

排便 1回/日，自分で食事は作っていた。

S:飲j践は非妊時時折，少量。喫建無し。

夫と 2人暮らしで 5月末まで夫は関東へ出張中。

産後の手低いは，思嬉りして実母が行う予定。

キ…パーソンは夫。

看護蹄の仕事は， 1年間育児休戦する予定。

外除部消毒はやってみましたが，傷のところの消毒がうまくで

きませんO

0:看護師である。

母親学殺は未受講

重主主悪阻で2回入院治療する。

妊婦健麗診査iま決められた函数受診している。

S:お腹が大きくなるに従って動作時に息苦しい感じが出てきたが，

休憩すると落ち着いていた。定期健診でそニターを受けていて

気分が悪くなったことが一度あったが そニタ…ではいつも赤

ちゃんは元気だと替われていたO

0:パイタルサイン値

i i入院時 i 分娩後 14/176:001 

|体温 136.1
0

C 1 37.0
o

C 36.2
0

C 

i脈拍 I84 I 90 80 

|血圧 ! 116/ ! 110~ 114/70 I 112/68 
分娩持出血量550mt，

妊娠30遡 Hb12. 2 g / de， 39週 Hb12.0g / de 

浮麓(一〉静巌掻{一)痔核(一) 患苦しさなし

0:妊娠期・分娩期を過して胎児仮死徴候はない。

アブガースコア8点， 3分後に10点化

体撤37.2
0

C前後で安定，四肢冷感軽度。心拍数112~130前後，

不整・心雑音な Lo西設チアノ…ゼは消失。

呼吸40/分前後，胸腹式，無呼吸発作なし。

4/176:00 体温37.2"C 心拍120 呼吸34

アセスメント 結論
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資料1 2 

情報収集デ…タベース 情報収集データベース 情報収集ヂ…タベース 情報収集データベース

3 口食欲の有無 4 口妊娠・分娩・産樗に伴う排尿・排便， 5 口皮膚・粘膜の状態(乳頭・乳輪・乳房 6 口妊娠・分娩・産樗における活動の変化

栄養
口食事・水分の摂取量 相ド 発汗，悪露などの変化

皮膚
の変化，妊娠線)

動活
口運動の状況(妊婦体操・産樗体操など)

口食事療法の有無
i世
口排尿障害の有無(尿意の欠如・残尿・ 口皮庸・粘膜(口股・外除部・臆)の色 口活動時の自覚症状(活動による呼吸

f-t; 口身長，体議，服j椅授の変化 頻尿・排尿時間の延長・排尿時痛・残
粘膜
(色素沈着)

動運
器・循環器・子宮への負荷，胎児への

謝
口う諭・諮問炎・歯肉炎・義歯・欠歯の 成感・尿関・尿失禁など) 口皮}費・粘膜の撮犠(乳頭亀裂，会陰窃 彰響)

有無 己誹寵聾害の有蕪{痔痛・書IJ癌.~更在、. 関・裂傷，騒堅裂傷，額管裂犠〉と症 己妊娠・分娩・童樗経過に伴う歩行，姿

o妊娠に伴う沼化器症状の脊無(帯主子の 下構) j犬 勢の変化

変化・つわり) 己排濯を題害する昌子の有蕪 己説立工・痔の;fi無 己思骨結合難関の右蕪

ロ妊娠・分娩・産祷・育児期における栄 己薬弼・器具f吏用の有無・状況(i:完腸・ ロ皮j曹の汚れ〈分泌物・替露・発汗な 己身体欠損，関第可動域，義肢，補助装

養摂叡状況と食事の変化 下弗IJ.座薬・導尿留置カテーテル) ど)の存無と程疫 具使用の有無

口乳汁分泌の状況〈乳管開通・乳房緊 口腎機能を裏付けるデータ:BUN' 口感染の有無および能状(カンジダ・ク 口日常生活への制限の有無(安静度，点

満・乳汁分泌援・字し紫・トラブルの有 Cr' Ccrなど ラミジア，産樽熱，乳腺炎など) j高・留置カテーテル胎児モニタリン

無など) グ)

口水分バランス(瑚剰な発汗・過剰な乳 口日常生活動作の自立度(食事摂取・更

汁分泌) 衣・入浴・身繕い・買い物・排准・ー

口栄養状態を裏付けるデータ:TP' 般的可動性・寝返り・調理)

Alb' Hb'肝機能

(胎児・新生児) (新生児) (新生児) (新生児)

口胎児の成長発育に関するデータ:超音 口排尿・排便の回数と性状(初回排尿・ 口皮膚・粘膜の状態(瀧疹， 落屑， 口反射・筋緊張・姿勢・四肢の運動状態

波検査所見(大楠筏・大腿骨長など)， 排便，尿酸塩尿，胎便・移行使・乳便 オムツかぶれ， 膿抱，点状出血 口噌眠傾向の有無

腹閉・子宮成長，胎盤機能 など) など)

口身長・体議・蝦閥・胸間，皮膚・在胎 口排尿・排便に影響する奇形の有無 口皮膚の汚れ

週数など 口帯下・新生児月経

口噛乳状況(哨乳意欲・吸せつ・鴨下・

日匝吐・哨乳量・日南乳後の満足感など)

口哨乳を阻害する悶子の有無

口初期腕吐の有無

口生理的体麓減少

口生理的黄植による晴字しへの影響
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資料1-3

情報収集デ…タベース i育報収集データベース 情報収集データベース 情報収集データベース

7 口妊娠・分娩・産樗における睡眠の変化 8 口視力障害，眼鏡・コンタクトの使用の 9 口妊娠・分娩に対する受け止め方 10 口母親としての役割行動の獲得:授乳行

睡眠
ロ睡眠パターン

認知
有無，生活への影響

知覚己自

ロ給鬼・新生児の受け止め方，愛着
ィ番交リ
動・育児姿勢・育児技梼の習得，上の

口睡眠障害の有無 口聴力障害，補聴器の使用の有無，生活 口母親になったことの受け止め方，満足 子も含めた母親としての役割の認識行

休，白、

08中休息がとれているか
A長見L日4 
への影響 度-自信

係関
動，育児環境の準婿状態

口疲労症状はあるか 口発語状況・使用言語・語義 ロボディイメージの変化に対する受け止 口裏失・悲嘆

口薬剤(睡眠剤・安定剤)使用の有無 口薬剤使用の有舞(鎮癌剤)
概念「い自
め方 巳愛着形成:児に対する愛着・母子相互

口母児同室か母児異境か 口不快感の有無 口自分についてどう思っているか 作用・感受期における早期接触の有

口病室の位置・広さ・同室者の有無 口理解力・記憶力・記銘力 口いらいら感の有無 無・授手しの満足度

口住宅環境(採光・騒音) 口自律神経機能・注意力・見当識 口気分が沈みがちではないか・涙もろく 口家族関係の調整:家族構成・家族状況

口麻庫・しびれ・掻雑感の有無 ないか の問題点・家族の妊産婦への協力体

口不快感・疲労感・倦怠感の有無と程度 口不安・恐怖・悩み・抑うつ・無力感の 制・家族の今聞の妊娠・分娩への思

口痔痛の状態:種類(妊娠陣痛・分娩陣 有無 い・家族内での妊娠・分娩・産樗によ

痛・産痛・後陣痛・縫合部痛・脱目工 口何を支えにしているか る影響・家族内での新しい役割変化へ

痛・痔痛・乳房痛) の適応、

性質・程度 口サポートシステム:親しい友人の有

(新生児) (新生児) 無・地域住民との関わり・重要他者の

口睡眠パターン 口五感と反応(含む母児相互作用) 存在の有無

口曙眠傾向の有無 口視力障害・聴力障害・発音障害 口家族・医療従事者・同室者など周聞の

人との関係のとり方(主体的か・受身

的か)

ロ仕事に対する認識

口妊娠・分娩・蔵樗による仕事への影響

(配置・体業・収入)

11 口妊娠・分娩・産揮に対するストレスと 12 口性行為に対する受け止め方 13 口その人が大切にしている出産や育児に

コ
その対処方法

'性
口受給調節に対する知識・実f干の宥無・

価値
対する考え方(倍{車線・生活信条・死

口何か問題が生じた場合の本人の対処方 希望(本人・夫) 生観)
ピ 法および、家族の対処方法 殖生 口STD ロ宗教の有無とその影響(お守り・儀式
ン

fρc言s、、グ 口妊蝦中の保健指導に対する対応、 口月経臆，妊娠・分娩歴 など)

ス
ロ家族の出産や新生児に対する反応 口今回の妊娠経過，分娩経過，産持経過 ロ検査・治療・処置についての考え方

ト 口家鹿や親戚，近隣の支援の有無 (退行性変化・進行'性変化) (輸血拒否など)
レ 口妊娠・産樗における性的関係の変化や
ス

問題
耐'性 口乳腺の発達状態，乳房の捌，乳首の形

(新生児)

口性別

口外性器の異常の有無

日新生児月経，乳腺澱脹・魔乳の有無



資料2

★演習の事例

情報　S：Sabjective　deta　　O：Objective　deta

　〈褥婦＞

　S：お腹が大きくなるに従って動作時に息苦しい感じが出てきたが，休憩すると落ち着いていた。

　　　定期健診でモニターを受けていて気分が悪くなったことが一度あったが，モニターではいつ

　　　も赤ちゃんは元気だと言われていた。

　0：バイタルサイン値

入院時 分娩後 4／176：◎0

体温 36．1℃ 37．0℃ 36．2℃

脈拍 84 90 80

血圧 l16／64 11◎～U4／70 112／68

分娩時出血量　550認

妊娠30週　Hb　12．2g／d4，39週　Hb　12．Og／d4

浮腫（一）静脈瘤（一〉痔核（一）息苦しさなし

　〈新生児＞

O：妊娠期・分娩期を通して胎児仮死徴候はない。アプガースコア8点，3分後に10点化。体温

　　　37．2℃前後で安定，四肢冷感軽度。心拍数！20～130前後，不整・心雑音なし。四肢チアノー

　　　ゼは消失。呼吸40／分前後，胸腹式，無呼吸発作なし。4／17　6：00　体温37．2℃　心拍

　　　120　呼吸34

グループAの看護学生Nの演習時の記録

①分娩前の問題はなかったと思われる。

②《現時点》の問題はないと思われる。

③出血量が多いので，感染に注意する。

④Hb値は正常なので，貧血の可能はない。

③，④より，出血量が多いがHb値は正常な

ので，貧撫の可能性はない。感染に注意する。

⑤5分以内にアプガースコアが10点となっているので，

　予後良好であると判断できる。

⑥《現時点の》問題はないと思われる。

⑦体温が高く，呼吸数が少ないので，これからの観察が

　必要である。

繕講

⑦より，これから継続的に観察を行う。

グループBの看護学生Hの演習時の記録

欝嬢のブ鷺：スメン・あ

・バイタルサインは正常であると考えられる。

・妊娠期の貧血はなVが，やや低い。さらに分娩時出血

　量の正常値は500？neなので，　SSOmeは多く，貧血の可能

　性がある。血液検査のデータが必要。

i繍「

貧血の可能性があり，分娩時出血が多い。

・児のバイタルサインは全て正常 児は現時点で問題ない。

一一@95　一

資料2

*演習の事例

S : Sabjective deta 0 : Objective deta 

く樗婦〉

S:お援が大きくなるに従って動作時に怠苦しい惑じが出てきたが， {本恕すると落ち着いていた。

定期健診で、モニターを受けていて気分が悪くなったことが一度あったが，モニターではいつ

も赤ちゃんは元気だと言われていた。

0:バイタルサイン値

入院時 分娩後 4/17 6:00 

体温 36.1
0

C 37.0
o
C 36.2

0

C 

脈拍 M 90 80 

血圧 116/64 110-114/70 112/68 

分娩時出血量 550me 

妊娠30週 Hb12.2g/dE， 39週 Hb12. Og / dE 

浮腫(…)静脈癌(-)痔核(-)息苦しさなし

く新生児〉

0:妊娠期・分娩期を通して胎児仮死徴候はない。アプガ…スコア 8点， 3分後に10点化。体温

37.2
0

C前後で安定，四肢冷感軽度。心拍数120-----130前後，不整・心雑音なし。四肢チアノー

ゼi封書失。呼吸40/分前後，韓腹式，無呼吸発作なし。 4/17 6:00 ~本温.37.2
0

C 心拾

120 呼吸34

グループAの看護学生Nの演習時の記録

①分娩苗の問題はなかったと患われる O

〈現時点〉の問題はないと思われる O

③出血量が多いので，感染に注意する O

⑨Hb値は正常なので，貧血の可能はない。

5分以内にアプガースコアが10点となっているので，

予後良好であると判断できる O

〈現時点の〉問題はないと思われるO

⑦体温が高く，呼吸数が少ないので，これからの観察が

必要である O

グループBの看護学生Hの演習時の記録

襲撃織のす-t:スメント

・バイタルサインは正常であると考えられる O

-妊娠患の貧車はごにいが，ややiまい。さらに分娩持出車

量の正常憧は500meなので，550meは多く，貧血の可能

性があるO 血液検査のデータが必要。

-見のパイタルサインは全て正常

95-

蟻議議

③，④より，出血量が多いが亘る葎は正常な

ので，貧血の可能性はない。惑染に注意するO

⑦より，これから継続的に観察を行う O

貧血の可能性があり，分娩時出血が多い。



資料3－1

★実習の事例

　1）看護学生N

　　情報

　〈＝褥婦N・Rさん＞

　0：バイタルサイン値

入院時 分娩後 1／27　18：00 1／27　14：30

体温 36．9℃ 37．2℃ 36．4℃ 36．6℃

脈拍 72 62 72 74

血圧 128／64 13◎／7◎ 124／70 120／62

分娩時出血量　270認

浮腫：有　下肢に軽度

静脈瘤：無

　〈新生児〉

　妊娠期・分娩期を通して胎児仮死徴候はない。アプガースコア9点。体温36．7℃前後で安定。四

肢冷感軽度。心拍数128，心雑音なし。四肢チアノーゼは消失。呼吸45／分前後

・バイタルサインより，入院時から全身状態は安定して

おり，感染は起こっていないと言える。しかし，産褥

初期は易感染状態であり，今後の全身状態にも留意し

ておく必要がある。

縫簸

・現在のところ，バイタルサインは安定して

　おり，異常はみられない。

・産褥初期であるため，易感染状態である。

・妊娠期・分娩期を通して胎児仮死徴候は見られず，循

環は良好だったと考えられる。

・出生時は四肢チアノーゼがあり，アプガースコアは9

点であるが，その後はチアノーゼも消失し，現在は問

題ない。

・バイタルサインも安定しており，子宮外生活への適応

も順調に進んでいると言える。しかし，機能が未熟で

あるため，今後の観察を行い，適応を観ていく。

・現在のところ，子宮外生活への適応は順調

であるが，機能が未熟であるため今後も観

察を行うことが必要。

一　96　一
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*実習の事例

1 )看護学生N

情報

〈祷婦N.Rさん〉

0:パイタルサイン{童

入院時

イ本j昆 36.9
0

C 

採拍 72 

128/64 

く新生児〉

分娩後 1/27 18:00 

37.2
0

C 36.4
0

C 

62 72 

130/70 124/70 

1/27 14:30 

36.6
0

C 

74 

120/62 

分娩時出血量 270me 

:有下肢に軽度

静採癌:蕪

妊娠期・分娩期を通して胎児仮死徴候はない。アプガースコア 9点。体温36.7
0

C前後で安定。四

肢冷感軽度。心拍数128，心雑音なし。西殻チアノーゼは消失。呼吸45/分前後

-パイタルサインより 入院時から全身状態は安定して

おり，惑染は起こっていないと替える O しかし，産樗

初期は易感染状態であり，今後の全身状態にも留意し

ておく必要がある。

-妊娠期・分娩期を過して胎児仮死徴候は見られず¥循

環は良好だったと考えられる O

-出生時は回投チアノーゼ、があり アプガースコアは合

点であるが，その後はチアノーゼも消失し，現在は問

題ない。

・パイタルサインも安定しており，子宮外生活への適応

も蝦識に進んでいると言えるc しかし，機能が未熟で、

あるため，今後の観察を行い，適応、を観ていく O

96-

難論

・現在のところ，パイタルサインは安定して

おり，異常はみられない。

-産祷初期であるため 易感染状態である O

-現在のところ，子宮外生活への適応は順調

であるが，機能が未熟であるため今後も観

察を行うことが必要。
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2）看護学生H

　情報

〈褥婦K・Yさん＞

O11
直後 1／26 1／27 1／27

体温 36．5℃ 37．2℃ 36．5℃ 36．6℃

脈拍 78 97 79 72

血圧 130／62 110／50 1◎4／52

02　分娩時出血　290me

Sユ　（外陰部が）「腫れている

　　　感じがします」

＜新生児＞

01：アプガースコア9点。妊娠期・分娩期を通して胎児仮死徴候なし。

　　　15：50肺雑音あり。吸引しやや血性のもの中量《分泌物を吸引する》。

　　　16：50肺雑音，心雑音なし。

褥婦のアセスメント

・分娩直後やや体温上昇するが，1日El］　1：は解熱してい

　る。分娩直後その後！H目まで順調に経過している（バ

　イタルサイン）

・2～3日目より《乳房》緊満による発熱が予測される。

　→肘で測定，必要時冷羅法1

・子宮内感染の徴候となるため継続して体温観察必要。

・分娩時出血正常範囲内。Hbは1～2日目に最低とな

　るため，貧血のアセスメント必要（採血は3～4日目）。

・外陰部浮腫（＋）、

結論

・分娩直後から1日目午後（約24時間後）ま

　で，順調に経過している。

・感染の早期発見のため経過観察必要

・2～3日目，緊満出現による発熱の影響を

避けるため，体温は肘で測定。，

・貧血のアセスメント5

・外陰部浮腫による不快感、

i新生児のアセスメント

・呼吸・循環・体温調節能が未熟であるため，今後の正

　常に経過しているか観察，アセスメント必要。（肺の

　水も吸収されている）

結論

・経過観察

・子宮外適応状況

一　97　一
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2 )看護学生日

情報

く樗婦K'Yさん〉

o 1 : 
直後

体温 36.5
0

C 

脈拍 78 

血圧 130/62 

く新生児〉

1/26 1/27 

37.2
0

C 36.5
0

C 

97 79 

110/50 

1/27 

36.6
0

C 

72 

104/52 

02:分娩時出血 290me 

S 1 : (外陰部が)r腫れている
感じがしますJ

o 1 :アプガースコア 9点。妊娠期・分娩期を通して胎児仮死殻侯なし。
15 : 50 跨雑音ありO吸引しやや虫性のもの中量〈分諮拐を吸引する)0

16 : 50 務雑音， なし。

捧婦のアセスメント

・分娩直後やや体温上昇するが 1日日には解熱してい

る。分娩直後その後 1B l3ま している(パ

イタルサイン)

・ 2~3 日目より〈乳房〉緊満による発熱が予測される O

→肘で測定，必要時冷翠法4

-子宮内感染の徴候となるため継統して体溢観察必要0

・分娩時出血正常範囲内。 Hbは1 2日目に最低とな

るため，貧血のアセスメント必要(採血は 3~4 日日) 0 

・外陰部浮腫(+)4 

新生児のアセスメント

-呼吸・循環・体温調節能が未熟であるため，今後の正

常に経過しているか観察，アセスメント必要。(肺の

水も吸収されている)

97-

結論

・分娩亘後から 1B呂午後(約24時間後)ま

で，順調に経過している O

-感染の早期発見のため経過観察必要

. 2~3 日目，緊満出現による発熱の影響を

避けるため，体温は肘で測定。 5

-貧血のアセスメント 5

-外陰部浮腫による不快感6

結論

・経過観察

・子宮外適応状況



　　　　　　　評価と感情判断

一「学生による授業評価」の記述回答をめぐって一

九州大学高等教育総合開発研究センター　　長野　　剛

はじめに

　九州大学全学教育科目のうち実験授業を除く全授業クラスで実施されている〈学生による授業評

価〉は，『この調査は，授業の改善を図るために実施するものです。協力をお願いします。（全学教

育自己点検・評価委員会＞」と，結果を授業の改善に役立てるという実施目的を掲げて，学生に評

価者になることを依頼している。そして，評価用紙で，積極評価の質問（1）における「その他」と改

善評価の質問（2）における「その他」に記述回答を求めている。

　数量化された結果は，一覧表として授業担当者にフィードバックされるので，授業担当者は，授

業クラス間，同一の共通授業概要をもつ授業クラス問，教育科目間の比較によって，担当授業の改

善を図る際の指標を読み解くことができる。しかし，評価者が匿名で記述する回答には，授業担当

者の教育活動に対する動機づけを損なわせるものが数多く含まれる。したがって，評価用紙に記述

回答欄を設けるのは，授業改善に逆の影響を与えるのではないかという疑問が生じることになる。

本稿では，この疑問を端緒にして，評価者である学生が感情判断（3＞に拠る日常的態度（4＞で行う評価

が大学教育に提示している課題（5）について考察する。

1．評価対象の入れ替え

　そもそも，評価は，人が物事を対象にして，その善悪や美醜といった価値づけを行い，時として

物事に値段を対応づけることであり，人を対象にすることはできない。これは，方法論上の限界〈6）

であり，道義的問題⑦ではない。ところが，人間関係（間柄）を優先する日本世間の日常的態度に

おいては，評価の対象が格付けや査定を行う物事であるという点が容易に看過されてしまう。そし

て，対象を人にして，人の成敗（処罰や裁き）につながる評価に確かな根拠があるという思いを多

くの評価者がもつ。対象を授業にした評価であっても，糸が絡まったような困惑が生じる。学生が

評価対象としてしまう人（授業担当者）という糸を引き抜くなら，絡まりは解消するが，そうする

と，記述回答には改善の指標となる糸が残らない（8）かもしれない。

　ある物事の評価者の評価が有効となるのは，評価を依頼した者とは別の視点から，その物事につ

いて評価者が教えてくれる場合19＞である。学生による授業評価だと，授業担当者とは別の視点から

授業について教えてくれる学生を評価者として評価できることになる。現行の全学教育科目の授業

評価の用紙は，評価を依頼する授業担当者が学生に確かめたいことを簡潔に網羅するかたちで作成

されている。評価用紙に記述回答の欄を設けているのは，そこに授業担当者が点検に値する事項で

あるにもかかわらず見落としていたことが記述される可能性があるからである。

　しかし，これまでの記述回答を参照して作成されている19の要望項目の他に，評価用紙にあらか
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はじめに

九州大学全学教育科呂のうち実験授業を除く全授業クラスで実施されているく学生による授業評
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数量化された結果は，一覧表として授業担当者にフィードパックされるので，授業担当者は，授

業クラス間，同一の共通授業概要をもっ授業クラス間，教育科目問の比較によって，担当授業の改

善を図る際の指標を読み解くことができる O しかし，評価者が陸名で記述する回答には，授業担当

者の教育活動に対する動機づけを損なわせるものが数多く含まれる O したがって 評語用紙に記述

回答欄を設けるのは 授業改善に逆の影響を与えるのではないかという疑問が生じることになる O

本稿では，この疑問を端緒にして，評価者である学生が感情判断(3)に拠る日常的態度(4)で行う評価

が大学教育に提示している課題(5)について考察する O
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物事に鑑段を対志づけることであり 人を対象にすることはできない。これ辻 方法論上の践界総

であり，道義的問題(ちではない。ところが，人間関保(間柄)を優先する日本世間の日常的態度に

おいては，評価の対象が格付けや査定を行う物事であるという点が容易に看過されてしまう O そし

て，対象を人にして，人の成敗(処罰や裁き)につながる評価に確かな根拠があるという思いを多

くの評価者がもっO 対象を授業にした評価であっても 糸が絡まったような困惑が生じる O 学生が

評価対象としてしまう人(授業担当者)という糸を引き抜くなら，絡まりは解消するが，そうする

と，記述回答には改善の指標となる糸が残らない掛かもしれない。

ある物事の評缶者の評揺が有効となるのは，評缶を荻頼した者とは部の視点から，その物事につ

いて評価者が教えてくれる場合(9)であるO 学生による授業評錨だと 授業担当者とは別の視点から

授業について教えてくれる学生を評価者として評価できることになる O 現行の全学教育科目の授業

評価の用紙は，評価を依頼する授業担当者が学生に確かめたいことを簡潔に網羅するかたちで作成

されている O 評価用紙に記述回答の欄を設けているのは そこに授業担当者が点検に値する事項で

あるにもかかわらず見落としていたことが記述される可能性があるからである O

しかし，これまでの記述回答を参照して作成されているゅの要望項呂の他に，評価用紙にあらか
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じめ記載することが妥当と考えられる新たな要望項目は，記述回答にほとんど登場しないのが実情

である。したがって，記述回答欄を設けていることの意義は，そこから学生の授業体験について何

を知ることができるかにかかっている。もし，学生のニーズの把握にとどまるなら，学生を消費者

にしてしまい，ひいては，授業をサービス業務にしてしまう。研究大学としての教育目標を念頭に

置いた学生の授業体験：についての知り方があると考えるが，その前に，評価対象を物事から人に入

れ替えてしまう日本世間の日常的態度に巻き込まれないように，評価を依頼する側が，この態度と

距離をとる必要がある。

2．記述回答にみられる原因の帰属錯誤

　記述回答には，学生が評価対象を人（授業担当者）にしてしまうことによって生じる原因の帰属

錯誤が顕著に表れている。評価用紙のタイトルが〈学生による授業評価〉となっているので，評価

者が学生で被評価者が授業担当者，つまり学生が教官を評価するという構図を見出してしまうのも

無理からぬことである。初等・中等教育において，人となりと一体化した成績評価にさらされてき

た生徒（le）が，大学合格という受験学力についての評価と引き換えに，生徒のままでも授業担当者を

評価する資格を得たと思ってしまうのを責めることはできない。

　現在の（平成15年度前期の全学教育科目の授業）評価用紙で，学生が授業担当者を評価する項目

を強いてあげるなら，積極項目の4項目のみ｛ll＞である。評価は，基本的に，評価対象を介して評価

者について知るという仕組みになっているので，人を評価するつもりになっている学生は，記述回

答においてのみ，授業担当者を被評価者と見なそうとする思いが達せられる。その結果，日常的態

度のままでは容易に陥ってしまう人が人を評価する際の原因の帰属錯誤が記述回答に頻出すること

になる。

　最近，クリティカルな思考（科学的態度）（’2）の獲得を促す教育が大学において重要な課題である

と指摘されるようになっている。クリティカルな思考の獲得は，因果関係の見極め方を最初のトレ

イニング課題としている。

　原因はいくつも想定される中から選択されるのであるが，日常的態度は，いつものこと（常態）

を原因と考えない（13）。たとえば，遅刻や私語が繰り返されて，いつものことになっているから，あ

る時，授業担当者が学生を叱るのだが，学生はその時の授業担当者の機嫌の悪さが，嫌な雰囲気を

教室にもたらした原因だとみなしてしまう。また，授業内容をよく理解した原因は，いつも目を通

すテキストがよくできているからでも，いつもの授業方法が優れているからでもなく，いつもにな

く自分が理解しようと努力したからだとみなしてしまう。

　また，日常的態度においては，普通でないというだけでそれを原因とみなしてしまう（14）傾向があ

る。見聞きしているもろもろの事象のうち「これは普通ではないjと浮きあがって見えることだけ

に注目し，それが原因だと即断してしまう。評価用紙に用意された項目のチェックだけでなく，わ

ざわざ記述回答を書いてまで評価される授業担当者は，その記述内容がポジティブであれネガティ

ブであれ，学生には普通でないとみなされている。普通の授業担当者よりもやさしいとか陰険だと

か映っているのだが，学生は何をもってして普通とみなしているかについては検討していない。

　科学的態度においては，出来事の共変，時間的順序関係，もっともらしく見えるにすぎない原因
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を強いてあげるなら，積極項目の4項自のみ出である O 評価は，基本的に，評価対象を介して評留

者について知るという仕組みになっているので，人を評価するつもりになっている学生は，記述回

答においてのみ，授業担当者を被評価者と見なそうとする思いが達せられる O その結果，日常的態
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の排除など複数の手続きを踏んで因果関係を仮定する。しかし，日常的態度は，いきなり因果関係

を確定しようとする。被評価者にされた授業担当者は，授業にまつわる大半の結果の原因となって

しまう。日常的態度においては，いきなりの原因ほどゆるぎない原因はない。また，他者の言動を

解釈するときに，その性格や能力の影響を重視し環境や状況の影響を軽視する傾向が日常的態度に

はある。したがって，学生は，授業担当者にとっては環境や状況である学生のレディネス（準備さ

れた知識）を原因として軽視し，授業担当者の性格や能力を重視してしまう（15）。

　「授業内容が今後につながるものだった」「授業を通して考える力を培った」「授業に能動的な姿

勢で参加した」と積極評価をしている学生も，記述回答においては，授業担当者を評価対象にして

非難iしている。自分にとって好ましいことは，その原因を自分に帰属させ，自分にとって好ましく

ないことは，その原因を他者（授業担当者）に帰属させるのも日常的態度を特徴づけている。人を

評価対象とする場合に生じる原因の帰属錯誤には，さまざまな要因が重なっており，記述回答のど

の部分を特定の帰属錯誤と対応づけるかは難しい。ただし，記述回答をなさしめている日常的態度

が，学問・研究に臨む際の科学的態度と異なっていることを念頭に置いておくなら，記述回答は，

授業の成果として，学生の考える力の到達水準について知るうえで有用な資料（16）となる。

3．人についての評価の連鎖

　入学したばかりの学生の多くは，成績評価を自分という人に対する評価であるかのように受けと

めている。このことが，成績評価の時期に近いところで実施される授業評価において，学生の授業

担当者を評価対象にした記述回答を誘発しているとも考えられる。前期の記述回答数と比較して後

期のそれは激減するが，記述回答で性格や能力を評価された授業担当者は，自分を被評価者にした

学生が履修する授業を再度担当するわけではない。評価結果を受けて，授業を改善したとしても，

次の学期や年度に出会う学生は，改善ぶりを評価するわけではない。被評価者にされた授業担当者

にとり，記述回答には，イタチの最後っ屍のごとき面がある。

　授業担当者は，記述回答の内容が信頼性をもっている（いない）ことを確かめるために，次の学

生の授業評価に託さざるをえない。もし「先生はとても優しい先生でした」と評価されたら，優し

かったことがくあなた〉にとって，どんな成果につながったのかを知りたくなる。「先生の声を聞

いていると眠くなった」と声について評価されたら，眠っていなかった学生と〈おまえ〉とで声の

知覚が違っていたのはなぜなのかと確かめたくなる。被評価者にされた記述回答に感応すると，被

評価者の役を連鎖的に引き受ける事態に陥ってしまう。〈あなた〉にしろくおまえ〉にしろ，誰が

こんなことを書いたのかを突き止めようとすると，自らを被評価者としてしまい，授業についての

点検から遠ざかってしまう。

　自分への非難記述を読む（読まされる）授業担当者は，人を評価の対象にしている日常的態度の

学生には，批判（17）という対話手法が通じないことを察知するので，反論するなら，評価者と同じ流

儀で非難iし返すより他にすべがない。あえて「学生に授業担当者を評価する資格はない」と，資格

の有・無を二者択一的に感情判断しなくてはならない。学生による授業評価の実施への反対は，治

めるのが難しい感情判断の惹起を予想してのことだと思える。被評価者となる連鎖にピリオドを打

つには，授業担当者が二者択一的判断を行う感情を傍らに置いておく必要がある。
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期のそれは激減するが記述回答で性諮や語力を評留された授業担当者は 自分を被評舘者にした

学生が履移する授業を再度担当するわけでほ会い。評語結果を受けて，授業を改善したとしても，

次の学期や年度に出会う学生は，改善ぶりを評価するわけではない。被詳部者にされた授業担当者

にとり，記述回答には，イタチの最後っ屈のごとき面がある O

授業担当者は，記述回答の内容が信頼性をもっている(いない)ことを確かめるために，次の学

生の授業評価に託さざるをえない。もし「先生はとても優しい先生でしたJと評価されたら，優し

かったことがくあなた〉にとって，どんな成果につながったのかを知りたくなる or先生の声を聞
いていると眠くなったjと声について評価されたら，眠っていなかった学生とくおまえ〉とで声の

知覚が違っていたのはなぜなのかと確かめたくなる O 被評価者にされた記述回答に感応すると，被

評価者の役を連鎖的に引き受ける事態に陥ってしまう O くあなた〉にしろくおまえ〉にしろ，誰が

こんなことを書いたのかを突き止めようとすると，自らを被評価者としてしまい，授業についての

点検から遠ざ、かつてしまう O

自分への非難記述を読む(読まされる)授業担当者は，人を評価の対象にしている日常的態度の

学生には，批判(山という対話手法が通じないことを察知するので，反論するなら，評価者と同じ流

議で非難し返すより他にすべがない。あえて「学生に授業担当者を評倍する資格はないjと，資搭

の有・無を二者択一的に感埼判断しなくては去らまい。学生による授業評錨の実施への反対は，治

めるのが難しい惑清判断の惹起を予想してのことだと思える O 被評価者となる連鎖にピワオドを打

つには，授業担当者が二者択一的判断を行う感情を傍らに置いておく必要がある O



4．評価によるストレス緩和

　日常的態度において，しばしば「感情的になってはいけないjと言うが，人がその感情判断を表

明しなければ，他者にとって正体不明のままである。自らの意見を判明にするのに感情判断は不可

欠である。多くの学生が倣い覚えてきている学習態度は，物事を，正しいか間違っているかのいず

れであるかと，二元論的に分類する感情判断を用いる方法である。相対的な見方をとった後で，や

むをえず感情判断のかたちをとることもある意思決定を学生は自分のものとしていない。しかし，

収集した事実に基づいた洞察を組み込んだ思考判断への途上にある学生は，二者択一的感情判断の

繰り返えしからくる窮屈さをストレスとして感じてもいる。

　学生が乗り気でない授業に出席する際に「この授業は，あと数回だし，いずれにせよ内職して外

国語の予習をしておけば時間が経過するから」と自分に言い聞かせることはありえる。学生は，各

授業を自分の目的や目標と照らし合わせて，感情判断によって評価している。このことが，ストレ

スを生じさせている。感情判断がストレスの起点となるが，不安を感じたり苦痛を伴ったりする授

業に対する感情判断を，たとえば「内職してもどうってことのない，試験までに遅れを取り戻せる

授業だから」と理由づけをすることによって（主観的に）評価し直すなら，当座のストレスを軽減

できる。

　評価によって感情判断に理由づけが施される場合，その評価が決して自己評価（self・esteem）を

低下させることがないように工面される。合理的な根拠がないにもかかわらず，判明な感情判断に

基づく評価は合理化を図ろうとするので，対象についての評価と自己評価の間に矛盾が生じないよ

うになされる。授業担当者を「気分にむらのある嫌いな人物だ」と評価するなら，学生は自らを「気

分が安定しているという点で好ましい人物だ」と評価する。授業担当者が「やさしい」と評するな

ら，そう評価する自分は「やさしさを見つけるくらいのやさしさをもっている」と，つまりやさし

さの点で，両者に優・劣をつけた感情判断に基づいて評価している。日常的態度が依拠している感

情判断から抜け出て評価がなされるなら，つまり，被評価者が評価者との間に好・悪や優・劣がな

い場合には，たとえば，「二人ともやさしい」と捉えるのであれば，片方のやさしいは優しいであ

り，片方のやさしいは易しいであるというように，やさしさの意味を違える事実の収集と洞察が行

われている。やさしさがgentle，　kind，　sedous，　s◎ft，　simple，　easyのいずれかであるかと，その指

標が多様に用意されるなら思考判断に基づいた評価である。科学的態度を獲得する以前の，生徒に

よる二者択一的感情判断による記述回答が多様性を許容する評価に至っていない点は，生徒の問題

ではなく，生徒から学生への変容を支援する大学教育の課題であると考える。

5。考　　察

　日常的態度でなされる記述回答は感情判断であり，評価対象を人（授業担当者）にしているとこ

ろに問題がある。学生による授業評価は，学生の生活環境の一つである授業に対する，学生の関与

についての自己判断であり，科学的態度によって授業を評価するという過程を伴わせることは，記

載項目をチェックするという形式と一斉に集中的になされる実施形態を考えれば困難である。ただ

し，自由度の高い記述回答が全体としてどのように変化していくかを分析するなら，研究大学とし

ての教育（授業）の成果が，そこに反映される可能性がある。記述回答の基点となる感情判断は直
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むをえず感情判断のかたちをとることもある意思決定を学生は自分のものとしていない。しかし，
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分が安定しているという点で好ましい人物だjと評精する O 授業担当者が「やさしいjと評するな

ら，そう評倍する自分は「やさしさを見つけるくらいのやさしさをもっているjと，つまりやさし

さの点で，両者に優・劣をつけた感情判断に基づいて評価している O 日常的態度が依拠している感

情判断から抜け出て評価がなされるなら つまり 被評価者が評価者との聞に好・悪や優・劣がな

い場合には，たとえば， I二人ともやさしいJと捉えるのであれば，片方のやさしいは優しいであ

り，片方のやさしいは易しいであるというように，やさしさの意味を違える事実の収集と潟祭が行

われている O やさしさがgentle，kind， serious， soft， simple， easyのいずれかであるかと，その指

標が多様に用意されるなら思考判断に基づいた評価である O 科学的態度を獲得する以前の，生徒に

よる二者択一的感情判断による記述回答が多様性を許容する評価に至っていない点は，生徒の問題

ではなく，生徒から学生への変容を支援する大学教育の課題であると考える O

5.考察

日常的態度でなされる記述回答は感情判断であり，評価対象を人(授業担当者)にしているとこ

ろに問題がある O 学生による授業評価は，学生の生活環境の一つである授業に対する，学生の関与

についての自己判断であり，科学的態度によって授業を評価するという過程を伴わせることは，記

載項告をチェックするという形式と一斉に集中的に会される実施形態を考えれば国難である O ただ

し，自由度の高い記述回答が全体としてどのように変化していくかを分析するなら，研究大学とし

ての教育(授業)の成果が，そこに反映される可能性がある O 記述回答の基点となる感情判断は直
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接的，即時的で，思慮の余地のない，知的でない，自動的な性質であるだけに，評価者（学生）が

過去の学習によって培ってきたことが端的に表れることになる。記述回答が，授業の改善指標を提

示せず，授業担当者について言及されているとしたら，学生は，生徒の時代にそう指導した教師と

の出会いがあったということである。

　もちろん，誰もが将来を見据える際に過去経験を払拭できないように，記述回答における感情判

断にとどまった評価を払拭することはできない。ただし，学生による授業評価における感情判断は

知的な判断ではないがゆえに，学生が学びに臨む際のレディネスを知るうえで，重要な資料となる、

学生の態度が良い・悪いと感情判断を行うのでなく，その態度をもたらしている要因について検討

し，対処することが教育の課題となると考える。

（注）

（D　積極評価の質問（平成15年度前期）は，複数項目へのチェック回答を可能とする，以下の11項

　　目であった。

E1：授業内容が今後につながるものだった

E3：授業を通して観察する力を獲得した

E5：授業を通して考える力を培った

E7：授業に能動的な姿勢で参加した

E9：学生として大学生活への意欲がわいた

Ell：その他（内容は裏面に記入してください）

E2：授業内容の構成が適切なものだった

E4：授業の準備が周到になされていた

E6：授業に双方向性があった

E8：教師に教育者としての熱意を感じた

E10：学問・研究への関心が広がった

（2）要望評価の質問（平成15年度前期）は，複数項目へのチェック回答を可能とする，以下の20項

　　目であった。

F1：授業のテーマ・目標を明確にしてほしい

F3：シラバスを充実させてほしい

F5：授業内容をもっと精選してほしい

F7：理解度を把握して授業を進めてほしい

F9：学生をあまり軽蔑しないでほしい

F11：予習・復習をするよう促してほしい

F13：声が届くようにしてほしい

F15：視聴覚機器を活用してほしい

F17：授業の終了時間を守ってほしい

F19：補講を行ってほしい

F2：共通授業概要を尊重してほしい

F4：授業内容をもっと易しくしてほしい

F6：授業の進行をゆっくりしてほしい

F8：理解できるように説明に工夫がほしい

F10：授業の準備をもっとしてほしい

F12：成績の評価基準を示してほしい

F14：板書を読みやすくしてほしい

F16：授業の開始時間を守ってほしい

F18：休講を少なくしてほしい

F20：その他（内容は裏面に記入してください）

（3）本稿で用いる感情判断とは，判断の対象が人物の場合の関係についての判断を指している。互

　　い（自己と他己あるいは対象化した自己と判断主体の自己）が対立項のどちらに位置するかを

　　主観的かつ二者択一的に決定することを指す。C。　G　Jungは，判断する機能をもっている感情

　　は，思考と同様に合理的心理機能であるとしている。

　　　感情判断は，人物対象に対して判断主体が「好き（好意）・嫌い（嫌悪）」のどちらの感情を

　　もっているか，「優れている（優位）・劣っている（劣位）」のどちらの感情をもっているかの
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　　2組の対立項に適当する。好意感情は親和的行動，嫌悪感情は拒否的行動，優位感情は支配的

　　行動，劣位感情は服従的行動に表れる。優位感情と好意感情が合わさって慈愛感情となると援

　　助的行動，好意感情と劣位感情が合わさって尊敬感情となると依存的行動，劣位感情と嫌悪感

　　情が合わさって恐怖感情となると回避的行動，嫌悪感情と優位感情が合わさって軽蔑感情とな

　　ると攻撃的行為に表れる。

（4＞日常的態度とは，集団の協調性を重視する，つまり，物事に取り組む際に，その成果よりも，

　　よい間柄（人間関係）を重視する間人主義（contextualism）を，日本世間における日常的態度

　　のことを指して用いる。たとえば，誰もが解けない問題をこそ何とかして解こうとして無為に

　　なりかねないリスクに賭けるよりも，その問題が互いにとって難問であるということを確かめ

　　合って安心する態度のことである。この日本世間の日常的態度は，たとえば，小学校での「学

　　級のお友達は皆がそれぞれによいところをもっているから，そのよいところを探して学級の誰

　　もが好きになるように心がけましょう（好意感情をもちましょう）」といった言い聞かせに象

　　徴的である。学生は，生徒である時期に，友達用としてあるべき感情判断を指導されることに

　　よって日常的態度を培い，8つの対人的感情判断のうち4つないし5つは，自らの感情判断と

　　して引き受けることが苦手になっている。

㈲教育実践は課題への取り組みであり，問題の解決ではないということは，生徒から学生への過

　　渡期にある授業評価者には理解し難い。学習指導，生徒指導，進路指導が三本の柱であるとさ

　　れる初等・中等教育においては，教育実践と指導は同義語となっている。指導は，正答がある

　　がゆえに指導となりえるし，正答が到達目標となるがゆえに，その都度の目当てを設けること

　　ができる。正答にたどり着く道のりを解法として習い（倣い）覚えることを学びとしてきた多

　　くの生徒にとって，問うことによって学ぶ学問がとる科学的態度はすぐに体得できるものでは

　　ない。学生は，与えられた問題を解決しようとする努力には馴染みがある。問うことによって

　　問題を発見しようとする科学的態度の何であるかを体得するまでの過程を支援するのが，研究

　　大学における教育実践であると考える。学びの過程の支援は課題であって，解決を最優先する

　　問題ではない。学生に問題を見出すのでなく，学生にとって大切な課題が何であるかを探すと

　　き，授業評価における記述回答は重要な資料となる。

（6）ある人物（A氏）が，たとえば，「気配り」があるか否かという評価（鑑定ないしは査定）は，

　　「気配り」の定義によって異なったものになる。また，定義は，それを読み解く人物（評価者）

　　によって受けとめ方が異なる。

　　　A氏のことを，B氏が，とても細やかな気配りをする人物だと評価したとしても，同じA氏

　　のことを，C氏が，些細なことにこだわるとても神経質な人物だと評価することがある。この

　　評価の異なりは，A氏についての評価結果でなく，　B氏とC氏のA氏に対する好・悪感情の異

　　なりを推察する資料である。B氏はA氏に対して好意感情を抱いているので，細やかな気配り

　　をする人物としてA氏を評価し，C氏はA氏に対して嫌悪感情を抱いているので些細なことに

　　こだわる神経質な人物としてA氏を評価していると，評価対象となったA氏についてではなく，

　　評価者であるB氏とC氏について知ることになる。

　　　このことは，授業評価の記述回答おいても当てはまる。授業担当者の人物としての性質に言

一　104　一

2組の対立項に収数する O 好意感i曹は親和的行動，嫌悪感清は拒否的行動，優位惑'1警は支配的

行動，劣位感情は服従的行動に表れる O 優位感情と好意感情が合わさって慈愛感情となると援

助的行動，好意感情と劣位感情が合わさって尊敬感情となると依存的行動，劣位感情と嫌悪感

慣が合わさって恐'怖感情となると屈避的行動 嫌悪感情と優位感情が合わさって軽蔑感情とな

ると攻撃的行為に表れる O

(4) B常的態度とは，集毘の協議性を重視する，つまり，物事に取り組む際にその或来よりも，

よい間柄(人間関係)を重視する間人主義(contextualism) を，日本世間における日常的態度

のことを指して用いる O たとえば誰もが解けない問題をこそ何とかして解こうとして無為に

なりかねないリスクに賭けるよりも その問題が互いにとって難問であるということを確かめ

合って安心する態度のことである O この日本世間の日常的態度は，たとえば，小学校での「学

殺のお友達は皆がそれぞれによいところをもっているから，そのよいところを探して学殺の誰

もが好きになるように心がけましょう(好意感情をもちましょう)J といった言い聞かせに象

徴的である O 学生は，生徒である時期に，友達用としてあるべき感情判断を指導されることに

よって日常的態度を培い 8つの対人的感情判断のうち 4つないし 5つは，自らの感情判断と

して引き受けることが苦手になっている O

(5) 教育実践は課題への取り組みであり，問題の解決ではないということは，生徒から学生への過

渡期にある授業評価者には理解し難い。学習指導 生徒指導 進路指導が三本の柱であるとさ

れる初等・中等教育においては，教育実践と指導は同義語となっている O 指導は，正答がある

がゆえに指導となりえるし 正答が到達目標となるがゆえに その都度の目当てを設けること

ができる O 正答にたどり着く道のりを解法として習い(倣い)覚えることを学びとしてきた多

くの生徒にとって，関うことによって学ぶ学問がとる科学的態度はすぐに体得できるものでは

ない。学生は，与えられた問題を解決しようとする努力には馴染みがある O 問うことによって

問題を発見しようとする科学的態度の何であるかを体得するまでの過桂を支援するのが，研究

大学における教育実践であると考える O 学びの過粧の支撲は課題であって，解決を最優先する

問題ではない。学生に問題を見出すのでなく，学生にとって大切な課題が何であるかを探すと

き，授業評錨における記述呂答は重要な資料となる O

(6) ある人物 (A氏)が，たとえば， I気配りjがあるか否かという評価(鑑定ないしは査定)は，

「気配りjの定義によって異なったものになる O また，定義は，それを読み解く人物(評留者〉

によって受けとめ方が異なる O

A氏のことを， B氏が，とても細やかな気配りをする人物だと評価したとしても，同じA氏

のことを， c氏が，些紹なことにこだわるとても神経費な人物だと評価することがある O この
評価の異なりは， A氏に引いての評価結果でなく， B氏とC氏のA氏に対する好・悪感情の異

なりを推察する資料であるo B氏はA氏に対して女子意感情を抱いているので，結やかな気配り

をする人物としてA氏を評価し， c氏はA氏に対して嫌悪感情を抱いているので些細なことに
こだわる神経質な人物としてA氏を評価していると，評価対象となったA氏についてではなく，

評倍者であるB氏とC氏について知ることになる O

このことは，授業評価の記述回答おいても当てはまる O 授業担当者の人物としての性質に言
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　　及した記述回答から知ることができるのは，評価者が用いている感情判断であり，観察に用い

　　ている眼差しの特徴である。

（7）記述回答において，授業担当者を非難している学生でも，人を非難することは倫理的・道徳的

　　にルール違反であると分かっている。だから，匿名のもとで人を非難するのである。しかし，

　　人が人を評価できないという方法論上の限界については，学生はまだ知る術がない。

（8）筆者は，シカゴ大学の図書館で，山積みされた何種類もの評価冊子の中から全米のビジネス・

　　スクールのランキングを掲載したものを手にした学生が，連れ立っていた学生に「シカゴ大学

　　のビジネス・スクールは全米で8位だ」と言った後，二人でページをめくりながら何が評価指

　　標となっているかについて指差し合い，最後に「fantastic　investigation」と笑ったのを目にした。

　　fantasticが，「すばらしい」を意味していたのか「いいかげん」を意味していたのか定かでな

　　いが，8位という順位よりも評価の対象となっている事項が何であるかに関心を払うところが，

　　評価が定着しているゆえんであろうと思えた。

（9）たとえば，評価の依頼者が缶ジュースの新製品を開発中の製造者であるなら，消費者は売れる

　　缶ジュースについて教えてくれる評価者と見なされる。しかし，自社の缶ジュースよりも他社

　　の缶ジュースの方がおいしいと教わっただけでは，評価に意義がない。何をもってして，おい

　　しいとされるのかまで教わる必要がある。そのためには，評価の依頼者が，あらかじめ味覚に

　　関する指標を用意しておく必要がある。

㈹　ちなみに，平成15年度前期に実施された全学教育科目の授業評価の記述回答において，評価用

　　紙にく学生による…〉と冠してあっても，自らを「生徒」とした記述が192回登場している。

　　自らを「学生」とした164回の記述よりも多い。2年次，3年次になっても，レポートに自ら

　　のことを「生徒」と書いている者が多いのは気がかりなところである。

⑳　4項目は「（E2）授業内容の構成が適切なものだった」「（E4）授業の準備が周到になされ

　　ていた」「（E6）授業に双方向性があった」「（E8）教師に教育者としての熱意を感じた」で

　　ある。この4項目も，評価者である学生が授業担当者という人そのものでなく，授業担当者に

　　委ねられた，授業内容の構成，準備，双方向性，そして，研究とは別の教育に対する姿勢（熱

　　意）をどう受けとめたかということである。授業をめぐる学生の観察力について知る手がかり

　　となる項目である。

働　クリティカルな思考において重要なことは，①解決すべき問題に対して注意深く観察し丁寧に

　　考えようとする態度，②論理的な探求方法や推論の方法に関する知識などであるとされている。

　　」．Deweyは推論（思考〉に対する正しい態度をもつことが，推論の方法を知ることに先立つと

　　言っている。学生による授業評価が，学生が授業を観察して発見した問題の原因を論理的態度

　　で推論するための課題となるなら，本来の授業評価として定着すると考える。

⑯常態として可燃性の物質がそこにあったということよりも，偶発的に火花が生じたことの方が

　　火事の原因とみなされがちである。授業教材をホームページで配布し，授業をめぐる対話の場

　　としてBBSを運用していても，それが最初から毎回のことであるなら常態になるので，ホー

　　ムページやBBSが授業をよく理解できた原因とは考えず，一度だけ授業担当者の研究室を訪

　　干したことの方が，授業を理解したことの原因となる。

一　105　一

及した記述毘答から知ることができるのは，評信者が用いている感情判断であり，観察に用い

ている眼差しの特畿である O

(7) 記述回答において，授業担当者を非難している学生でも，人を非難することは倫理的・道徳的

にルール違反であると分かつている O だから，匿名のもとで人を非難するのである O しかし，

人が人を評価できないという方法論上の限界については，学生はまだ知る術がない。

(8) 筆者iま，シカゴ大学の密書館で，山積みされた荷種類もの評値冊子の中から全未のどジネス・

スクールのランキングを掲載したものを手にした学生が 連れ立つていた学生に「シカゴ大学

のビジネス・スク…ルは全米で8位だJと言った後 二人でページをめくりながら何が評価指

標となっているかについて指差し合い，最後に Ifantastic investigationJと笑ったのを目にしたo

fantasticが， Iすばらしいjを意味していたのか「いいかげんJを意味していたのか定かで、な

いが， 8{立という顕位よちも評告の対象となっている事項が荷であるかに関心を払うところが，

評価が定着しているゆえんであろうと思えた。

(9) たとえば，評価の依頼者が缶ジュースの新製品を開発中の製造者であるなら，消費者は売れる

缶ジュースについて教えてくれる評価者と見なされる O しかし，自社の街ジュースよりも他社

の缶ジュースの方がおいしいと教わっただけでは，評価に意義がない。何をもってして，おい

しいとされるのかまで教わる必要がある O そのためには，評錨の叡頼者が，あらかじめ味覚に

関する指標を用意しておく必要がある O

同 ちなみに，平成15年度前期に実施された全学教育科目の授業評価の記述問答において，評価用

紙にく学生による…〉と冠してあっても，自らを「生徒jとした記述が192回登場している O

自らを「学生jとした164屈の記述よりも多い。 2年次， 3年次に会っても，レポートに自ら

のことを「生徒jと書いている者が多いのは気がかりなところである O

(ll) 4項目は I(E 2)授業内容の構成が適切なものだ、ったJI(E4)授業の準備が周到になされ

ていたJI(E 6)授業に双方向性があったJI(E 8)教師に教育者としての熱意を感じたjで

ある O この4項目も，評価者である学生が授業担当者という人そのものでなく，授業担当者に

委ねられた，授業内容の講或，準犠，双方向'註，そして，研究と法部の教育に対する姿勢(熱

意)をどう受けとめたかということである。授業をめぐる学生の観察力について知る手がかり

となる項目である O

同 クリテイカルな思考において重要なことは，①解決すべき問題に対して注意深く観察し丁寧に

考えようとする態度，②論理的な探求方法や推論の方法に関する知識などであるとされている O

J. Dewey'ま誰論(思考)に対する正しい慈度をもつことが，推論の方法を知ることに先立つと

っているO 学生による授業評価が，学生が授業を観察して発見した問題の原因を論理的態度

で推論するための課題となるなら 本来の授業評価として定着すると考える O

同常態として可燃性の物質がそこにあったということよりも，偶発的に火花が生じたことの方が

火事の原因とみなされがちである O 授業教材をホームページで配布し，授業をめぐる対話の場

としてBBSを運用していても，それが最初から毎回のことであるなら常態になるので，ホ…

ムページやBBSが授業をよく理解できた原因とは考えず 一度だけ授業担当者の研究室を訪

問したことの方が，授業を理解したことの原因となる O
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（14）普通だと思えるのは，その結果が生じた状況や文脈を想像できるからである。しかし，評価者

　　は，原因の推測に自らの想像力のあるなしが影響しているとは思わない。たとえば，オムニバ

　　ス形式の授業で，ある授業担当者が，他の担当者に比べて頭が固かったので，その授業はつま

　　らなかったという記述回答からは，評価者が授業で話題となったエピソードの状況や文脈を想

　　像できなかったことがうかがい知れる。

㈲　たとえば，「○○先生，最高jという記述回答は，よい授業の原因を授業担当者の人柄に帰属

　　させており，「○○は，発音が悪い」という記述は，悪い授業の原因を授業担当者の能力に帰

　　属させている。学生に把握できる授業担当者の人柄や能力によって左右される授業は，授業改

　　善の参考となるのであろうか。

⑯　たとえば，英作文の授業に対する積極評価における「110ve伍rs笛ame）」とだけの記述回答は，

　　それだけしか書けない英作文能力の到達水準について考えさせられる。

㈲　生徒にとどまっている評価者は，非難する（b茎ame）と批判する（criticize）が未分化である。

　　全学教育科目の授業の評価者である学生の大半は，講義やゼミなど学問の場に日常的態度のま

　　ま臨んでおり，日常的態度でなされる非難と科学的態度でなされる批判とを区別しようとして

　　いない。批判として，ある事柄の限界（問題）が指摘されると同時に，その限界（問題）を乗

　　り越える（解決する）ための提言が添えられたとしても，問題の指摘を人に対する非難と受け

　　とめてしまい，問題解決を目論んだ提言に耳を傾けるどころではない。

　　　正答のある問題の解法を習い覚える学習に精を出してきた生徒が，学生への過渡期において

　　行う授業担当者についての記述の多くは，見出した間違いの指摘にとどまっている。正答は評

　　価者側にあるという判断に拠って記述されている間違いの指摘は，批判でなく非難とならざる

　　をえない。

　　　すべての全学教育科目に同一の評価用紙を用いて実施する現行の授業評価には，学生たちが

　　授業を批判する際の19の項目を予め記載している。たとえば，「授業のテーマ・目標を明確に

　　してほしい」という項目は，授業内容の理解に手こずるという問題は，テーマや目標を明確に

　　することによって解決すると思いますか？と尋ねているのである。「共通授業概要を尊重して

　　ほしい」という項目は，同一タイトルの授業であるにもかかわらず，担当者によって授業内容

　　が異なり到達目標も異なってくるという問題は，共通授業概要を尊重するなら解決すると思い

　　ますか？と，尋ねているのである。これまでの授業評価における記述回答を網羅するかたちで

　　記載された19項目の他に，批判の観点を見出すのは相当に難しいことになっている。もし，掲

　　載された項目にない批判のかたちをとった記述，たとえば「学生は同時に数多くの授業を履修

　　しているのだから，試験期間直前に締め切りまで日のないレポートを課さないでほしい」といっ

　　た記述は，対処する必要がある。

一　106　一

(14) 普通だと思えるのは，その結果が生じた状況や文脈を想像できるからであるO しかし，評価者

は，原因の推測に自らの想像力のあるなしが影響しているとは思わない。たとえば，オムニパ

ス形式の授業で，ある授業担当者が，他の担当者に比べて頭が聞かったので，その授業はつま

ら会かったという記述回答からは 評{居者が授業で話題となったエピソードの状況や文脈を想

像できなかったことがうかがい知れる O

同 たとえば， roo先生，最高jという記述国答は，よい授業の原国を授業担当者の入構に培農
させており， rooは，発音が悪い」という記述は，悪い授業の原因を授業担当者の能力に帰
させている O 学生に把握できる授業担当者の人柄や能力によって左右される授業誌，授業改

善の参考となるのであろうか。

側 たとえば，芙作文の授業に対する積極評価における rIlove(first name) Jとだけの記述回答は，

それだけしか書けない英作文能力の到達水準について考えさせられる。

間生徒にとどまっている評価者は，非難する (bl細 e) と批判する (criticize)が未分化である O

全学教育科目の授業の評価者である学生の大半は 講義やゼミなど学問の場に日常的態度のま

ま臨んで、おり，日常的態度でなされる非難と科学的態度でなされる批判とを区別しようとして

いない。批判として，ある事柄の限界(問題)が指摘されると同時に，その限界(問題)を乗

り越える(解決する)ための提言が添えられたとしても 問題の指摘を人に対する非難と受け

とめてしまい，問題解決を呂論んだ提言に耳を額けるどころではない。

正答のある問題の解法を習い覚える学習に精を出してきた生徒が，学生への過渡期において

行う授業担当者についての記述の多く辻 見出した需違いの指識にとどまっている O 正答は評

価者側にあるという判断に拠って記述されている間違いの指摘は，批判でなく非難とならざる

をえない。

すべての全学教育科目に同一の評価用紙を用いて実施する現行の授業評価には，学生たちが

授業を批判する際のおの項目を予め記載している O たとえば 「授業のテーマ・目標を明確に

してほしいjという項目は 授業内容の理解に手こずるという問題は テーマや目標を明確に

することによって解決すると患いますか?と尋ねているのである or共通授業概要を尊重して
ほしいjという項目は，同一タイトルの授業であるにもかかわらず¥担当者によって授業内容

が異なり到達目標も異なってくるという問題は，共通授業概要を尊重するなら解決すると思い

ますか?と，尋ねているのである O これまでの授業評錨における記述回答を鱗羅するかたちで

記載された19項目の他に，批判の観点を見出すのは相当に難しいことになっている O もし，掲

された項目にない批判のかたちをとった記述 たとえば「学生は同時に数多くの授業を履修

しているのだから試験期間直前に締め切りまで日のないレポートを課さないでほしいJといっ

た記述は，対長生する必要がある G


